
科学技術関係予算の判定結果一覧（平成３０年度当初予算案、行政事業レビューシート対象事業）

原則として平成２９年度レビューシート（平成３０年度概算要求時のもの）の記載内容に基づいて分類されています。

通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成三〇年度
当初予算案うち
科技予算額[千

円]

左記うち要望額
うち科技予算額
[千円]

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○ 
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○ 
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○ 
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

1 内閣官房 1 新30 1
ＥＢＰＭ推進に係る調査
費

限られた資源を有効に活用し、国民により信頼される行政
を展開するために、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）を推進

諸外国におけるＥＢＰＭに係る先進的な取組及び実施状況
の調査を行い、今後の我が国におけるＥＢＰＭ推進方策を

0 0 1_b_3_6 非該当

2 内閣官房 1 新30 3
地方創生インターンシッ
プ事業

現在、東京圏は、約12万人の転入超過であり、このうち９万
人以上を、進学・就職を控えた若年層が占めている。本事
業では、産学官の連携による地元企業でのインターンシップ
の実施を全国的に展開することで、東京圏在住の地方出身
学生等の地方還流や、地方在住学生の地方定着を促進す
ることを目的としている。

シンポジウムの開催により全国的な気運醸成を図るととも
に、ポータルサイトの拡充や、地方公共団体と首都圏の大
学間の連携支援や情報の集約・発信を一元的に担うプラッ
トフォームの設置・運営、先導的な地方創生インターンシッ
プ組織への人的支援を通じたモデル事例の形成等を実施
する。

0 0 3_c4_5 非該当

3 内閣官房 1 新30 4
地方創生のための調
査・分析事業

国の総合戦略や地方公共団体の総合戦略を基に、各地域
の実情に即した地方創生のための取組が進められている。
この取組の効果の把握や施策の評価・改善、次の５ヵ年の
戦略等の検討に資するための調査研究を実施する。

　これまでの国及び地方における地方創生の取り組みを踏
まえた上で、例えば、出生数や出生率の向上に資する施
策、人口の社会減緩和に資する施策、大都市部の高齢化
に対する施策、地方において人口減少が著しい地域におけ
る生活圏維持のための施策等に係る好事例の調査と要因
の分析、各地域における各種政策の実施状況を踏まえた人
口動向（出生・移動等）の分析や見通しの在り方の研究、働
き方改革に関する企業や自治体等の取組状況についての
調査・研究、さらには地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略
の進捗状況等についての調査・分析を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当

4 内閣官房 1 新30 5
多業種連携型しごと創
出推進事業

地方創生を実現するに当たっては、地域の様々な産業の発
展と所得向上を通じた地域経済の活性化が必要であり、そ
のためには、全国レベル含め、多くの地域において、業種の
枠を超えて地域の民間団体の積極的な相互連携が不可欠
である。このため、業種の枠を超えた地域の民間団体等の
相互に連携した取組について、モデル事例の横展開を図

　業種の枠を超えた地域の民間団体等の相互に連携した
取組について、地域特産品の開発やその販路拡大の面で
成功しているモデル事例等について、広く一般に周知する
ためのシンポジウムを全国２か所において開催する。

0 0 3_c2_3 非該当

5 内閣官房 1 新30 6
子ども都市・農山漁村
交流

受け入れる農山漁村、送り出す学校側の双方について課題
等の分析を行うことにより、農山漁村での体験活動等の質・
量の充実の妨げとなっている阻害要因を調査・分析し、子ど
もの都市農山漁村交流を推進する。

○　全国の子ども農山漁村交流プロジェクトの受入協議会
の担当者や送り手側の教育委員会、学校関係者、その他
関係者へのヒアリング、地域別の実施状況調査を行い、先
進地域とその他の地域の比較分析、体験した児童・生徒へ
の教育効果（農林漁業や自然に親しむマインドの醸成等）の
分析、支援策の効果検証や課題分析を実施。

○　また、農山漁村での体験活動等の質・量をともに充実さ
せるとともに、自立的・持続的な交流の拡大と定着に向け
て、送り出す学校側と受け入れる地域をマッチングする仕組
み作り、これらをコーディネートする人材の育成・強化、ノウ
ハウの共有手法等についても調査・分析を行う。

0 0 5_c4_2 非該当

6 内閣官房 1 新30 7
生涯活躍のまち推進事
業

  各地域における「生涯活躍のまち」に係る取組状況の把
握・分析や人材研修等を実施を行いつつ、その結果を分析
して成果をまとめ、「生涯活躍のまち」の形成の推進・普及を
加速化するとともに、地方へのひとの流れが生まれるような
魅力的なまちづくりの実現に向けた取組をさらに推し進める
ことを目的とする。

　全国各地で生涯活躍のまち形成の取組が活発化してきて
いることを踏まえ、
①　生涯活躍のまち形成に係る取組の特徴・課題等を整
理・類型化した上で、現地調査等を行い、その解決手法等
の整理や調査・研究
②　生涯活躍のまち形成の中核を担う人材が事業の実行段
階において必要な能力やノウハウの調査・研究
③　シンポジウムの開催を通じて、上記①、②の成果につい
て全国の事業者や地方公共団体等に対して横展開
を行い、地方公共団体等における事業の加速化を図ること
とする。
　上記を実施するにあたっては、有識者数名で組織する研
究会を設置し、同研究会で議論・承認を得ながら進めてい
き、平成28年度にとりまとめたマニュアル等について、同研
究会でとりまとめた内容を踏まえた改訂を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

7 内閣官房 1 新30 8
世界水準ＤＭＯの形成
促進調査事業

全国各地の日本版ＤＭＯを世界水準に引き上げ、地域資源
を最大限に活用し、効果的・効率的な集客を図る「稼げる」
観光地域づくりを促進する。

全国各地で形成の取組が活発化している日本版ＤＭＯにつ
いて、様々な地域特性に着目しながら活動状況等を調査
し、課題及びその解決手法や優良事例を幅広く整理すると
ともに、シンポジウム・交流会の実施等を通じて、課題解決
手法や優良事例を広く提示する。

0 0 3_c2_3 非該当

8 内閣官房 1 新30 9
地方へのサテライトキャ
ンパス設置に関する調
査研究事業

東京圏の大学の地方へのサテライトキャンパスの設置を推
進するための調査研究を実施する。

東京圏の大学の地方へのサテライトキャンパスの設置を推
進するため、以下の調査研究を行うこととする。
○地方圏の地方公共団体及び東京圏の大学のサテライト
キャンパス設置のニーズ・条件等の把握
○既存のサテライトキャンパスに関する課題等の整理（設置
時の課題・解決策、設置後の効果・課題等）
○サテライトキャンパスを望む地方側と大学側の意向のマッ
チングシステムの設計
○サテライトキャンパスの設置促進のために必要な支援策
の整理

0 0 1_b_3_6 非該当

9 内閣官房 1 新30 10
小さな拠点・地域運営
組織の形成促進調査
事業

中山間地域等における集落生活圏を維持し、日常生活に必
要な生活サービスを維持するため、全国各地での「小さな拠
点」や「地域運営組織」の形成推進に向け、人材や資金の
確保に必要なノウハウや、地域運営組織の持続的な運営に
資する地域資源を活用した連携方策に関する調査研究を
行う。

①：全国各地で形成又は形成が予定されている小さな拠点
（約1,000か所）について、現状の事業内容や人材、資金等
の取組状況や優良事例、課題等の現状分析を実施
②：①の分析結果を踏まえ、小さな拠点及び地域運営組織
の持続的な運営に必要な人材や資金の確保方策、地域資
源の活用方策について調査研究を実施

0 0 1_b_3_6 非該当

10 内閣官房 1 1 内閣人事局経費

政府全体を通じた成果向上及び人材育成を狙いとして実施
する。
各研修に応じ、①幹部候補育成課程対象者の政府全体を
通じた育成、②政策の企画立案に係る能力･資質の向上、
③国家公務員の職場において共通に必要な業務の管理に
係る能力･資質の向上を目的としている。

１．官民合同セミナー（幹部級）・(課長級)（幹部級：本府省の
幹部職員並びに民間企業の取締役クラスの幹部社員等を
対象とするセミナー)(課長級：本府省の課長クラス及び民間
企業の幹部社員を対象とする研修)
２．新任管理者セミナー(本府省の新任の管理職員を対象と
する研修)　
３．幹部候補育成課程中央研修（課長補佐及び係長を対象
とする研修)
４．国家公務員合同初任研修(新規採用の係員等を対象と
する研修)

0 0 5_a4_2 非該当

11 内閣官房 1 2
高度情報通信ネット
ワーク社会推進経費

国民本位の電子行政の実現等に向け、高度情報通信ネット
ワーク社会の形成に関する施策を推進する。

○「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」及び同「工程表」に掲げら
れた施策のうち、特に重要なものについて、効率的かつ効
果的な進捗状況の把握、評価及び改訂に繋げるために必
要となる調査・研究を実施する。

54,106 10,000 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_3_3 該当

12 内閣官房 1 4
新型インフルエンザ等
対策経費

　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法第３
１号。以下「特措法」。）に基づき、新型インフルエンザ等の
発生に備え、対策の司令塔となる国において実践的訓練を
行うことにより、国としての対処能力の向上や行動計画の精
度の向上を図る。
　また、都道府県等による訓練の実施を促すことで練度の
向上を図り、日本全体での対処能力の向上を図る。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法第１２条に、国、都
道府県、市町村、指定公共機関、住民等が緊密に連携して
訓練を行うべき旨定められている。
・対策の司令塔となる政府対策本部において、様々な状況
を勘案したシナリオで訓練を行い、その成果の評価を客観
的かつ厳正に行う。
・これにより、関係省庁の知識を深化させるとともに、訓練の
努力義務のある都道府県・指定公共機関等に対し、その実
施を間接的に促す。
・また、訓練の実施の参考となる資料等を作成し、都道府
県・指定公共機関等に共有することで、理解の促進を図り、
訓練練度の向上を図る。
・さらに、マスメディア等を通じて同対策の国民への普及・啓
発を行い、地方自治体を含めた国全体としての対処能力の
向上等を図る。

0 0 5_c4_1_2 3_b_4 非該当

13 内閣官房 1 5 拉致問題対策経費

拉致問題対策本部では、拉致問題の解決に資する内外広
報活動の充実に取り組んでおり、国内外の公衆に対して拉
致問題に係る啓発を行い、広く理解促進を図ることを目的と
する。

（１）国際世論を喚起し、また、各国の対北朝鮮政策の決定
に影響を与えるため、外国の報道関係者や専門家等を我
が国に招聘し、日本政府によるブリーフィングや懇談などを
通じ理解促進活動を行う。
（２）拉致問題ホームページや冊子等の作成及び提供並び
に拉致被害者ご家族の救出運動等を紹介する映像素材の
制作及び上映会等を開催し、国内外の不特定多数の者へ
理解促進活動を行う。
（３）地方公共団体等と連携しながら、地方集会「国民の集
い」を全国各地にて開催し、住民参加型の理解促進活動を
行う。
（４）海外においてイベントを開催することにより、国際社会

0 0 3_c4_5 非該当
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14 内閣官房 1 6
国土強靱化政策推進
経費

いかなる災害等が発生しようとも、①人命の保護が最大限
図られること②国家及び社会の重要な機能が致命的な障
害を受けず維持されること③国民の財産及び公共施設に係
る被害の最小化④迅速な復旧復興を基本目標として、「強
さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社
会の構築に向けた「国土の強靱化」（ナショナル・レジリエン
ス）を推進

近年発生した災害への対応
・平成28年に発生した熊本大地震を契機とした、事前防災・
減災等に資する国土強靭化の取組について議論を深め重
点的に推進する（ＰＤＣＡサイクルの強化）。
・平成27年の関東・東北豪雨を踏まえた水害対策の強化と
して、大規模水害のおそれのある市町村で、河川管理者、
都道府県、市町村等からなる協議会を設置し、減災目標を
共有し、また、「住民目線のソフト対策」「洪水を安全に流す
ハード対策」「危機管理型ハード対策」の一体的・計画的に
推進する。
強靭な社会に向けた啓発の推進
・一人ひとりが国土強靭化の重要性への理解と関心を深
め、主体的に行動できるよう、学習教材「防災まちづくり・くに
づくり」を学校等で活用を推進する。
・11月5日の「世界津波の日」に関する広報、普及啓発を関

0 0 1_b_2_6 非該当

15 内閣官房 1 7
領土・主権内外発信推
進経費

我が国を巡る厳しい安全保障情勢に鑑み、戦略的外交の
推進の一環として、我が国の領土・主権をめぐる内外発信
を強化することにより、我が国の領土・主権に関して、内外
において我が国の正当な立場に関する正確な理解を普及さ
せ、我が国の立場の強化を図る。

我が国の領土・主権をめぐる内外発信を強化するため、シ
ンクタンクや有識者の知見を活用した領土・主権に関する発
信に資する調査研究として、これまで体系的に整理されてこ
なかった、沖縄県等に存在する尖閣諸島に関連する資料、
及び島根県等に存在する竹島に関連する資料を調査・整理
の上、発信や研究に活用できる目録・資料集として編纂を

36,826 0 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_4 該当

16 内閣官房 1 8 健康・医療戦略経費

医療イノベーション(医薬品・医療機器や再生医療をはじめ
とする最先端の医療技術の実用化等)を促進し、国際競争
力の高い関連産業を育成するとともに、その成果を国民の
医療・健康水準の向上に反映させるための施策を集中的か
つ計画的に推進するための検討に資する。

国際競争力の高い医療関連産業を育成するともに、その成
果としての医療を国民に提供するため、革新的な医薬品、
医療機器及び再生医療、個別化医療の実用化等の検討に
必要な基礎調査等を実施。

99,023 36,023 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_2 該当

17 内閣官房 1 10
緊急事態に備えた調
査・研究等経費

①緊急参集チームメンバー（関係省庁局長クラス）が参集す
る関係省庁連携訓練や、国・地方公共団体・その他関係機
関及び地域住民が一体となった共同の実動訓練及び図上
訓練を実施することにより、関係機関相互の連携強化及び
機能確認を行うとともに、国民の保護のための措置に対す
る国民の理解の促進を図ることを目的としている。
②最新のサイバー関連情勢を踏まえた専門的な知見に基
づく訓練を実施することにより、大規模サイバー攻撃事態等
発生時における政府及び関係機関の対処態勢の強化を図
ることを目的としている。

①国民保護訓練を実施する際に、官で作成する訓練シナリ
オに必要な基礎資料の収集・整理、膨大な量の状況付与
カードの作成等を民間業者に委託することで、作業の効率
化が図られ、訓練回数の確保及び中身の濃い訓練を実施
することが可能となる。
②大規模サイバー攻撃事態等対処訓練を実施する際に必
要な訓練シナリオには、最新のサイバー関連情勢を踏まえ
た内容を盛り込むことで、より実事案に即した効果的なもの
となる。よって、国内外におけるサイバー関連情勢等に関す
る調査及び同調査結果を踏まえた訓練シナリオ及び資料の
作成等作業を業者に委託するものである。

0 0 1_b_2_6 5_c4_2 非該当

18 内閣官房 1 11
緊急事態対処に必要な
経費

　沖縄において在日米軍関連の重大事故が発生した際に
設置される「米軍事故対応現地緊急対策チーム」が、事故
現場において実施する情報集約及び政府中枢への報告等
の任務を支援することを目的とする。

　上記「米軍事故対応現地緊急対策チーム」が使用する活
動拠点機材（車両及び携帯電話）の維持管理に関する経
費。

0 0 4_a4_2 非該当

19 内閣官房 1 12 内閣広報経費
内閣の重要施策に関する広報を首相官邸ホームページ等
を通じ、国内外に対して迅速・正確に分かりやすく伝えること
により、重要施策への理解を深めることを目的とする。

内閣総理大臣が国際会議等で外国を訪問した際の動向や
発言を動画を用いて国民に分かりやすく伝えるために記録
映像を作成し、首相官邸ホームページ等を通じて配信。
また、内閣の重要施策を国際社会に迅速・正確に情報発信
することで対日理解を促進させるために、平成24年度より内
閣官房長官の記者会見の日英同時通訳を実施。

0 0 3_c4_5 非該当

20 内閣官房 1 13
サイバーセキュリティ戦
略本部等経費

本事業は、サイバーセキュリティ戦略本部の運営、情報セ
キュリティ緊急支援チーム（CYMAT）要員等の訓練・運用、
重要インフラ分野横断的演習の実施、海外のサイバーセ
キュリティ関係機関との協調・連携等を推進することにより、
経済社会の活力の向上及び持続的発展・国民が安全で安
心して暮らせる社会の実現・国際社会の平和及び安全の確
保と我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

上記目的を達成するため、当センター及び各府省庁職員を
主な対象としての緊急事態における対処に資する訓練、重
要インフラ事業者を主な対象としての分野横断的な総合演
習、海外のサイバーセキュリティ関係機関との情報交換等
のための海外出張及び国際会合の開催等を行う。

0 0 5_c4_2 5_d4_2 6_6 非該当

21 内閣官房 1 14
政府ＣＩＯ制度の推進経
費

内閣情報通信政策監（以下「政府ＣＩＯ」という。）は、政府全
体を通じたＩＴ投資の効率化、ＩＴを活用した業務改革の推進
による国民の利便性の向上、行政運営の効率化等の実現
に向けた取組を推進する。
（「内閣法等の一部を改正する法律(「政府ＣＩＯ法」平成25年
5月24日成立、同年5月31日施行)により、電子行政推進の
司令塔として、政府ＣＩＯを設置。）

○各府省のＩＴ投資について、専門的・技術的観点から、評
価・レビューを実施するとともに、各府省のＩＴ投資状況を可
視化し、インターネットを活用して、国民に分かりやすい形で
開示する「ＩＴダッシュボード」を運用。その他、政府のＷｅｂサ
イトに関して、ユーザが使いやすいサイトの構造、利便性の
高いサイトを容易に構築するための仕組み等について、国
内並びに諸外国の事例を取り入れつつ調査研究を実施す

309,945 39,520 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_3_5 4_b3_1 該当

22 内閣官房 1 16
内閣サイバーセキュリ
ティセンター情報システ
ム等経費

本事業は、各省庁のネットワークに接続されているコン
ピュータシステムに対する侵入実験及び監査、サイバーセ
キュリティに関する特定重大事象等が発生した際の原因究
明調査、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター
とのパートナーシップの委託等を推進することにより、経済
社会の活力の向上及び持続的発展・国民が安全で安心し
て暮らせる社会の実現・国際社会の平和及び安全の確保と
我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

上記目的を達成するため、政府機関、重要インフラ分野、企
業・個人等サイバーセキュリティを確保すべき主体ごとに、
それぞれを対象として、問題となり得るサイバーセキュリティ
に関する情勢についての情報の収集や分析、必要なサイ
バーセキュリティ対策の在り方に関する検討等を行うととも
に、緊急事態における対処に資する訓練、海外のサイバー
セキュリティ関係機関との情報交換等のための国際会合の
開催等を行う。

0 0 1_b_2_5 5_c4_2 非該当

23 内閣官房 1 17
情報収集衛星の研究・
開発

　政府は、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への
対応等の危機管理のために必要な情報の収集を主な目的
とした情報収集衛星の導入について、平成10年12月に閣議
決定を行った。この閣議決定において、平成14年度を目途
に情報収集衛星を導入することが決まり、その後も、情報収
集衛星の開発等を継続的に行い、政府の情報収集機能の
強化を図ることとしている。

　宇宙基本計画（平成28年4月1日閣議決定）及び宇宙基本
計画工程表（平成28年度改訂（平成28年12月13日宇宙開
発戦略本部決定) ） に基づき、情報の量の増加、情報の質
の向上、即時性の向上等により情報収集衛星の機能の拡
充・強化を図る。

37,022,060 10,875,748 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 4_a3_1 該当

24 内閣官房 1 18 水循環推進経費

水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、人を含む多
様な生態系に多大な恩恵を与え続け、また、水は循環する
過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展
に重要な役割を果たしてきた。水が健全に循環し、そのもた
らす恵沢を将来にわたり享受出来るよう、水循環に関する
施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を
維持又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び
国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

・水循環基本法に基づき、水循環に関する基本的な計画
（以下「水循環基本計画」という。）を定め、流域の総合的か
つ一体的な管理を行うための施策を推進する。
・水循環基本法に基づき、年次報告（水循環白書）を作成
し、国会に、政府が水循環に関して講じた施策に関する報
告を提出する。
・国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と
関心を深めるようにするため、水循環基本法において定め
られた水の日（8/1）の趣旨にふさわしい事業を実施する。

0 0 3_c3_2 非該当

25 内閣官房 1 19
東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会推
進本部経費

2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技
大会が世界中の多くの人々が夢と希望を分かち合える歴史
に残る大会となるよう、大会成功に向けた準備及び運営に
関する施策の重点的・計画的な推進を図る。

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推
進本部の運営及び大会成功に向けた取組の推進・総合調
整を行う。また、日本全国でオリンピック・パラリンピック成功
に向けた機運を高めるためにホストタウンによる地域活性
化や国際交流の推進、オリパラアンバサダー（仮称）の導入
等ボランティア人材の育成普及、「beyond 2020 プログラム」
の全国展開を行うとともに、基本方針の推進に関する調査

0 0 1_b_2_6 非該当

26 内閣府 2 9 地域活性化推進経費

＜産業遺産の世界遺産登録推進経費＞
平成27年7月の世界遺産委員会において世界遺産登録さ
れた「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産
業」に対する世界遺産委員会の勧告等を踏まえ、資産を保
全・活用するための調査・研究を行うことを目的とする。

【H28以降内閣府にて予算計上】
＜都市再生推進経費＞
・都市再生施策の新規立案、効率的運用を検討するため
に、必要となるデータ等の収集・分析等を行い、都市再生施
策に係る制度枠組みの創設、改善等
の今後の方向性等に関して把握する。
＜構造改革特別区域推進本部経費＞
・地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特
別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置
の適用を受けて地方公共団体が特
定の事業を実施し、又はその実施を促進することにより、教
育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
る経済社会の構造改革を推進する
とともに地域の活性化を図る。

＜産業遺産の世界遺産登録推進経費＞
平成27年7月の世界遺産委員会において世界遺産登録さ
れた「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産
業」に対する世界遺産委員会の勧告等に対し、専門的見地
から指導助言を行う有識者会議を開催するとともに、必要と
なる情報の収集等のための調査等を行う。また、資産の保
全・活用に係る調査・研究及び展示戦略に関する研究を行
う。

【H28以降内閣府にて予算計上】
＜都市再生推進経費＞
・都市の国際競争力の評価・検証のあり方の調査、都市再
生施策の運用の効果に係る調査等を行う。
＜構造改革特別区域推進本部経費＞
・地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて特定
の事業を実施することにより、経済社会の構造改革を推進
するとともに地域の活性化を図るた
め、構造改革特別区域法に基づき、地方公共団体等から規
制の特例措置の提案募集を受け付け、規制所管省庁との
折衝を行うとともに、実現した特例措

0 0 1_b_3_6 非該当

27 内閣府 2 新29 1
休眠預金等活用に関す
る調査等に必要な経費

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の
活用に関する法律（平成28年法律第101号）に基づき設置さ
れた休眠預金等活用審議会（以下、「審議会」という）におい
て、中期的な視点から休眠預金等の活用に関する意義や
目標等を定める「基本方針」等について審議会で議論をした
上で策定することとなっている。審議会における議論に資す
るために、休眠預金等の活用に必要な調査を実施する。

・民間の公益的な活動を行う団体に対し資金的な支援を行
う団体（資金支援団体）による資金供給の現状と需要を把
握する。
・社会的インパクト評価の普及・拡大を図るための課題を把
握する。

0 0 1_b_2_6 非該当

28 内閣府 2 新29 2
地方創生応援税制（企
業版ふるさと納税）普及
広報事業

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について、民間企
業や地方公共団体における制度周知を図り、更なる制度の
活用及びそれに伴う地方創生の進展を目的とする。

・優良事例を調査し、事例集として取りまとめ、寄附企業や
地方公共団体の実績をストーリー性を持って広く発信する。
・リーフレット・ポスターを作成し、都道府県や市町村等の地
方公共団体や、税務署、金融機関等に配置する。

0 0 3_c4_5 非該当
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29 内閣府 2 新29 3
原子力防災体制等構
築事業委託費

福島事故の反省を踏まえた緊急時体制の整備が進展する
中で、広域的視野からより有効な資機材等の調達・活用を
推進するべく、備蓄体制の構築を進める。また、緊急時に避
難計画の確認やリアルタイムでの事態の進展について、地
域住民や旅行者等が適切に知ることができるよう、平時・緊
急時の広報・周知を更に強化する。

・PAZ・UPZ（原子力災害対策重点区域）外の安定ヨウ素剤
の備蓄・緊急配送システムの確立
・資機材の備蓄・配送システムの構築
・避難経路や周辺の避難所等の情報や資機材の使い方な
ど、自治体と連携した地域住民や旅行者等への緊急時にお
ける対処方法等の広報・周知
・緊急時におけるフルタイム情報発信体制の構築

0 0 3_c4_3 3_c4_4 4_a4_2 非該当

30 内閣府 2 新29 4
原子力防災研修事業
等委託費

万が一の原子力災害時において、国や地方公共団体等で
中核となる防災業務関係者について、国際的な基準等に
則って、体系的かつ効果的な訓練や研修等により人材育成
を推進する。また、福島原子力発電所事故の教訓を踏ま
え、原子力防災の最新技術を研究・蓄積し、IAEA等の国際
機関での議論等をリードできるようにする。

・原子力災害時に対応する国や地方公共団体等で中核とな
る防災業務関係者について、災害対応能力向上のための
研修・訓練プログラムを実施することにより、原子力災害対
応要員を体系的に育成する。
・原子力防災の課題解決に向けた国内外の知見の分析・蓄
積を行うための調査・研究を実施する。また、科学的知見に
基づき、技術評価・検証を実施し、放射線防護対策施設を
始めとする技術基準等を策定する。
・国際的な基準等に基づく諸外国の原子力防災の最新技術
を研究・蓄積するとともに、我が国における研究成果等を発
信し、国際的なルール・標準策定に貢献する。

0 0 5_a4_2 3_b_4 非該当

31 内閣府 2 新29 5
避難計画等改善プロセ
ス構築委託費

立地道府県等は、地域原子力防災協議会において確認し
た緊急時対応に基づき訓練を行い、訓練結果から教訓を抽
出し、その教訓を踏まえて当該地域における緊急時対応の
改善を図ることとしている。本事業では、訓練企画立案、運
営及び評価体制の構築に向けた準備を行い、道府県にお
いて緊急時対応の一層の改善に向けた質の高い訓練を実
行することを目的としている。

①訓練体系の整備
訓練の目標設定、目標設定に応じた訓練項目（要素訓練、
総合的な訓練等）の設定方法、訓練実施体制、訓練企画に
関する手引きを整備

②緊急時対応の検証に資する評価要領の整備
標準的な評価基準（採点方法）、評価体制、評価者の要件、
評価結果の取りまとめ方法、抽出された課題及び改善方策
レビュー方法の整備（共通課題、個別課題の類型化方法
等）等の評価及び評価結果の活用に関する要領の整備

0 0 5_c4_2 8_6 非該当

32 内閣府 2 新29 6
沖縄・地域安全パトロー
ル事業

沖縄県における犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確
保することを目的とする。

平成28年5月に沖縄県で発生した米軍関係者による事件を
受け、このような悲惨な事件を繰り返さないため設置された
「沖縄県における犯罪抑止対策推進チーム」により、沖縄県
における犯罪抑止に関する対策の一環として実施が決定。
沖縄県における犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確
保するため、沖縄総合事務局に、青色パトカー１００台規模
の「沖縄・地域安全パトロール隊」を創設し、沖縄県内の繁
華街等において緊急防犯パトロールを行う。

0 0 8_6 非該当

33 内閣府 2 新29 7 沖縄力発見創造事業

企業誘致を積極的に行い、本土企業や海外企業に沖縄へ
の投資・進出を促し、沖縄県の産業振興や雇用創出等、県
民生活の豊かさ向上につなげるほか、沖縄県内産業関係
者と本土企業との交流を通じ、新たなビジネスチャンスを創
造する。また、東アジアの中心に位置する地理的優位性や
日本一高い出生率など沖縄の持つポテンシャルや内閣府
の実施する沖縄振興策（税制等）について、国が主体となっ
て本土企業及び海外企業関係者に周知等する。

これまで４年間実施してきた「沖縄力発見ツアー」のフォロー
アップ調査を行う。フォローアップ調査の結果を踏まえなが
ら、本土企業・海外企業から参加者を募り、沖縄県内を視察
するツアー等を実施する。

0 0 6_6 3_c4_5 非該当

34 内閣府 2 新29 8
沖縄国際物流拠点活
用推進事業

　国際物流拠点（那覇空港、那覇港、中城湾港新港地区）を
活用して製品を県外へ搬出する、先進的かつ沖縄の特色を
生かしたものづくり事業及び沖縄で付加価値を付ける物流
事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄から
搬出される製品の増加を図るとともに、沖縄の国際物流拠
点の活用を推進し、もって沖縄の産業の振興に寄与するこ
とを目的とする。

　国際物流拠点（那覇空港、那覇港、中城湾港新港地区）を
活用して製品を県外へ搬出する、先進的かつ沖縄の特色を
生かしたものづくり事業及び沖縄で付加価値を付ける物流
事業に対して、人件費、設備費及び開発費等を補助し総合
的に支援する。

事業主体：内閣府
補助率：2/3
補助上限額:２億円

0 0 2_b_2_6 非該当

35 内閣府 2 新29 9
沖縄型産業中核人材
育成事業

　沖縄県では、リーディング産業である観光業やＩＴ産業を中
心に企業集積が進んでおり、経済も好調に推移しているも
のの、失業率は未だ全国で最も高く、労働生産性は全国平
均の８割に満たない。今後、沖縄県経済の発展のために
は、リーディング産業の高度化・多様化を進めるとともに、も
のづくりなど経済の基盤となる産業についても、競争力を高
め、高付加価値なビジネス・サービスを生み出して行くこと
が重要。そのため、本事業を通じて、産業に応じて、高度化
に向けて必要な専門的な知識・スキルを有し、企業の中核

　産業界が企業や専門家等と連携して、産業の高度化に向
けて必要な知識・スキルを分析・検討し、当該知識等が効率
的・実践的に習得できる人材育成プログラムを開発する。ま
た、同プログラムに基づいて、県内企業に勤める従業員等
を対象に研修を実施し、沖縄県で不足している企業の成長
を牽引できる中核人材を育成する。

0 0 5_a4_1_3 非該当

36 内閣府 2 新29 10
沖縄離島活性化推進
事業

沖縄の離島は、我が国の領海及び排他的経済水域（ＥＥＺ）
等の保全、海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び
利用、海洋環境の保全等に重要な役割を担っている一方
で、人口減少傾向にあるなど、その取り巻く厳しい環境が継
続していることから、持続可能な地域社会の形成に向けて、
沖縄の離島市町村が取り組む事業を支援する。

産業振興に資する事業、定住条件整備に資する事業等のう
ち、先導的な事業を支援する。

事業主体：沖縄の離島市町村

0 0 8_6 非該当

37 内閣府 2 新29 12
交通環境イノベーション
事業推進に必要な経費

沖縄の深刻な交通渋滞への取組の一環として、自動車に過
度に依存しない、住民にも観光客にも利用しやすくかつ魅力
的な交通環境の創造に向け、自動運転などの最先端技術
も活用した戦略的な展開を図ることを目的とする。

①ビッグデータによる交通環境把握および対策手法検討調
査、②IoTによる旅行者向け情報提供サービス検討調査、
③自動運転導入調査、④観光競争力強化のための魅力的
な景観創出検討調査を実施する。

300,000 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_1 該当

38 内閣府 2 新29 13
迎賓館の魅力向上に向
けた施設整備に必要な
経費

内閣府迎賓館赤坂離宮（以下「迎賓館」という。）では、平成
２８年４月の一般公開以降、数多くの見学者が参観している
が、国内外の見学者等が利用する休憩施設や利便施設
は、迎賓館及び周辺エリアでは不足している。ついては、迎
賓館前の新宿区若葉東公園において、休憩機能・広報機
能・観光案内機能等を備えた新たな施設を整備し、今後、よ
り一層の観光振興の観点からも参観者の利便性・満足度の
向上を図ることを目的とする。

迎賓館と連携した運営により、迎賓館参観者の利便性・満
足度の向上を図るとともに、周辺エリアの観光上の発信等
を行う施設を整備する。具体的な機能として、休憩機能・広
報機能・観光案内等を予定している。今年度は民間事業者
の募集（設計に民間事業者の創意工夫を反映）、設計、敷
地調査を実施。来年度～平成31年度にかけて建設、2020年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開幕までの平成
32年度前半に完成・開業を予定している。

0 0 4_a4_1_5 非該当

39 内閣府 2 新29 14
有人国境離島政策の
推進に必要な経費

我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要
性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する
我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動
の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の
保全及び特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図
る。

○特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図るため、
特定有人国境離島地域の地方公共団体が実施する航路・
航空路の運賃低廉化、物資の費用負担の軽減、雇用機会
の拡充等に必要な経費の一部を支援する。
○特定有人国境離島地域での雇用機会の拡充を図るた
め、特定有人国境離島地域において創業・事業拡大等を行
う事業者に対するスタートアップ融資を行う地域金融機関に
対して利子補給を実施する。
○有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域の
地域社会の維持を図る上で必要となる各種調査を実施す
る。

平成29年４月から当事業の所管が内閣官房から内閣府へ

0 0 8_1_6 8_6 非該当

40 内閣府 2 新30 1
中小企業・サービス業
の生産性向上等に必要
な経費

製造業の「カイゼン活動」など異業種のノウハウを中小企
業・サービス産業等へ応用し、分野別の生産性改善のため
のモデル創出・標準化を通じた優良事例の横展開を図るこ
とにより、各分野の生産性向上を目指す。

官民合同で設立されたサービス業の生産性向上協議会の
枠組みも活用しながら、次の活動を展開する。
①事業形態・規模等によって類型化した事業者に対し、モデ
ル的にコンサルティングを実施し、優良モデル事例を創出。
生産性向上に向けたノウハウを標準化。
②モデル事例から得られたノウハウを横展開し、各分野の
生産性向上に向けた取組を推進。
加えて、経済財政諮問会議、生産性向上国民運動推進協
議会等での生産性向上、人づくり等についての議論を充実
させるため、研究会を設置する。

0 0 3_c3_2 非該当

41 内閣府 2 新30 2
地方創生に向けた自治
体ＳＤＧｓ推進事業

２０１７年６月９日に開かれたＳＤＧｓ推進本部会合（第３回）
において、地方でのＳＤＧｓの推進について、安倍総理大臣
指示のとおり、自治体における持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）の推進は、地方創生の実現に資するものである。そこで、
先行してＳＤＧｓに取り組んでいる自治体の取組のうち、他
のモデルとなる先進的な事業に対して補助金による財政支
援を行い、世界ロールモデルとなることを目指し成功事例を
創出するとともに、その先進事例を広く普及展開すること
で、地方創生の深化を図る。

平成３０年度中に「地方創生ＳＤＧｓ未来都市（仮称）」を選
定した上で、次の事業を実施する。
・選定した地方創生ＳＤＧｓ未来都市において、ＳＤＧｓの１７
ゴールいずれかの達成に資する成功事例の創出に資する
よう具体的な取組内容等を整理した計画を策定するととも
に、各地方創生ＳＤＧｓ未来都市が創出する成功事例の国
内外への普及展開の加速化を図るために普及啓発を行う。
・選定した地方創生ＳＤＧｓ未来都市においてＳＤＧｓにおけ
る１７のゴールいずれかの達成に資する先進的な取組、他
の模範となる取組についてモデル事業として支援するととも
に、各地方創生ＳＤＧｓ未来都市が行う自らの取組内容等に
係る国内外への普及啓発事業への支援も行う。（定額補助　

0 0 3_c2_3 非該当
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42 内閣府 2 新30 3
官民研究開発投資拡
大プログラム（ＰＲＩＳＭ）

官民研究開発投資拡大を目指し、科学技術イノベーション
官民投資拡大推進費（仮称）（以下、「推進費」という。）によ
り、民間の研究開発投資誘発効果の高いターゲット領域へ
の各府省施策の誘導、各府省施策の加速等、産業界から
の評価の高い戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）型
マネジメントの各府省施策への展開、ステージゲート方式の
評価の導入を図る。

○ 官民で研究開発投資ターゲット領域を設定。当該領域に
関連する施策の提案を各省庁から求め、総合科学技術・イ
ノベーション会議（CSTI）が産業界とともに評価した上で、対
象施策を選定。選定された施策については、推進費を活用
して事業費の一部を内閣府から拠出。
○ 選定された施策については、予算編成過程において適
切な予算措置が講じられるよう経済財政諮問会議、財務省
等と連携。
○ ターゲット領域ごとに推進費の配分や評価等に強い権限
を持った領域統括を指名し、関連施策の連携を促すととも
に、各施策の効率的・効果的実施を確保。
○ 選定された施策については、３年目にステージゲート方
式による評価を実施。領域統括を中心として各施策を厳格
に評価し、選定された施策として継続・加速すべきものと終
了すべきものを峻別。その結果が次年度予算に反映される

10,000,000 7,500,000 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 6_1 該当

43 内閣府 2 新30 4
原子力災害時避難円
滑化モデル実証事業

原子力災害に係る避難経路の阻害要因を具体的に改善す
るため、効果的・効率的な避難方法の改善についてモデル
となる経路を数例選定し、避難の円滑化を図る為の計画
（避難円滑化計画）を作成した上で、この計画に基づく改善
モデルの実証とその成果の普及について支援する。

防災訓練や現地実地調査等の実施から教訓・課題を抽出
し、避難円滑化計画の作成・実施（モデル実証事業）を行う
ことにより、構築した避難モデルの実証成果を広く普及・共
有し、原子力災害時の交通渋滞の緩和など安全かつ迅速
な避難の実現を図る。

0 0 3_c3_2 非該当

44 内閣府 2 新30 5
沖縄の人材育成推進に
必要な経費

　沖縄の子供の貧困率は全国平均の約２倍にのぼり、県民
一人当たり所得も依然として低い水準にある。大学・短大へ
の進学率も全国で最も低く、専門学校への進学率が高いも
のの、合計は全国平均以下という状況。リーディング産業で
ある観光産業や情報通信産業においても、専門的なスキル
を持った人材が不足している。
　沖縄におけるこの様な現状への対策として、貧困の連鎖
を断ち切り沖縄の将来を担う人材を育成することを目的に、
事業を実施する。

　沖縄における人材育成を推進するため、主として観光や
情報通信分野の専門学校に進学した学生に経済的支援を
行う沖縄独自の給付型奨学金や、社会人を対象とするホテ
ルマネジメント及び観光実務で必要な語学等の講座等を実
施する。

0 0 5_a4_2 非該当

45 内閣府 2 新30 6
交通モード多様化事業
推進に必要な経費

沖縄本島北部や離島への交通モードの多様化（高速船、小
型飛行機等）を実現することにより、沖縄観光の魅力を高
め、観光客数・観光収入の底上げに取り組む一環として、民
間交通事業者における交通モードの多様化を促すための
実証実験の枠組み検討や、その結果の検討等を行うことを
目的とする。

（１）実証実験の枠組みの検討
　実証実験実施に向けた課題（施設改良の必要性、機材の
調達、各種法令手続き、関係者調整、乗客募集方法、料金
設定等）を整理し、実証実験の枠組みを検討する。
（２）実証実験の結果の検討
　実証実験の結果や本格運営に向けての課題（事業性、観
光振興への寄与度、回遊性向上への寄与度等）を検討す

0 0 3_c3_2 非該当

46 内閣府 2 新30 7
沖縄製糖業体制強化
対策事業

沖縄の製糖業は、さとうきび生産者とともに車の両輪とし
て、地域経済を支えており、地域の経済活動の維持発展や
雇用の確保に大きな役割を果たしてきているが、一方、人
口減少、高齢化による製糖業を担う労働力の不足や食品衛
生管理体制の強化、働き方改革への取組など持続発展の
ための体質強化が求められている。そこで、製糖関係者と
市町村が中心になって取り組む製糖の生産体制の強化に

地域の経済活動の維持発展を支える製糖事業者の体質強
化に資する①人材確保・育成支援事業、②含蜜糖製造工程
合理化開発支援事業、③人材確保・地域活性化のための
体験交流等に必要な施設整備を支援する。

事業主体：製糖事業者及び製糖事業者の組織する団体、市
町村

0 0 5_c4_2 非該当

47 内閣府 2 新30 8
沖縄の酒類製造業の
自立的経営の促進に必
要な経費

泡盛製造業は、製造業の少ない沖縄における貴重な地場
産業であり、離島を含む沖縄の地域経済や雇用を支える重
要な産業であるが、泡盛出荷量は12年連続で減少するなど
厳しい状況に置かれている。泡盛製造業の自立的経営の
促進に向け、「未来投資戦略2017―Society 5.0 の実現に向
けた改革―」（平成29年６月９日閣議決定）も踏まえ、泡盛
酒造所が行う海外展開等の取組を後押しする必要がある。
このため、本事業を実施し、取組結果やノウハウ等を泡盛
製造業全体に普及を図り、海外展開への動きを促進するこ

海外への販路開拓などに向けた先導的・モデル的な事業の
実施を泡盛酒造所に委託し、その取組結果、ノウハウ等を
公表することにより、泡盛製造業全体として海外展開の動き
の促進を図る。

0 0 3_c3_2 非該当

48 内閣府 2 新30 9
新たな国立公文書館施
設の整備に必要な経費

国立公文書館について、展示等の機能の充実に向けて、既
存施設との役割分担を図りつつ新たな施設の建設に向けた
取組を推進する。

平成２９年度に関係機関と調整の上策定する基本計画を踏
まえ、平成３０年度においては基本設計に着手する。

0 0 4_a4_2 非該当

49 内閣府 2 新30 10
地方と東京圏の大学生
対流促進事業

東京圏の大学の学生が地方大学で学修することは、教育上
の効果だけでなく、学生に地方の魅力を認識してもらうな
ど、人材還流の面でも効果が期待される。また、地方大学に
在学しても東京圏で学ぶ機会があることは、地方大学に進
学する誘因となる。
このため、地方圏と東京圏の複数の大学が学生の対流等
に関して組織的に連携するとともに、東京圏の学生にとって
地方の特色や魅力等を経験できる取組を推進する。

以下のスキームにより、地方圏と東京圏の大学生の対流・
交流の促進を図る。
○地方圏と東京圏の大学において、単位互換制度による学
生の対流等に関する協定を締結し、学生の対流・交流を促
進する取組を盛り込んだ複数年の計画を策定。
○計画には、地方公共団体や産業界等の協力を得て、東
京圏の学生が地方の魅力を体験できる交流プログラムを盛
り込むことを必須とする。
　（例：自然環境を生かしたフィールドワーク、地域産業の魅
力発信のためのプロジェクト、地域の課題解決を目指す
ワークショップ等）
○国は、当該計画のうち効果が期待されるものを補助金に
より支援。

0 0 5_a4_2 非該当

50 内閣府 2 新30 11
サテライトオフィスを活
用したアウトリーチ支援
事業

地方公共団体のなかには意欲はあるものの、地域のマンパ
ワーの不足などにより、地方創生に向けた多様な支援を十
分に活用できていないなど、自主的・主体的で先導的な取
組を具現化するうえで課題を抱えている地方公共団体に対
し、新たに地方に国のサテライトオフィスを設置し、ここを拠
点に国の職員自らが地方公共団体に出向き、職員と情報交
換、意見交換等を行い、課題の解決に向けた助言等を行う
ことで、地方創生の加速化を図る。

地方にサテライトオフィスを設置したうえで、国の職員自らが
地方公共団体に出向き、地方公共団体の課長クラス等と連
携し、課題の解決に向けて取り組む。併せて、随時、地方公
共団体の相談を受け付けることのできる相談窓口をサテラ
イトオフィスに開設する。サテライトオフィスの設置期間は１
か月/ヶ所、８ヶ所（１広域ブロックあたり１ヶ所）を１年かけて
巡る。また、資料作成や本省への報告はリモートアクセスや
ウェブ会議等を活用する。

0 0 8_6 非該当

51 内閣府 2 新30 12
近未来技術の実装推
進事業

現在、ドローンや自動運転等の近未来技術について、国家
戦略特区等も活用し、実現に向けた実証実験が進められて
いるが、今後、地方創生の観点からも、近未来技術を活用
し、地方における生産性の向上や公共交通の維持など、
様々な取組が進められることが期待されている。近未来技
術を活用した新しい地方創生の取組を推進するため、地方
創生の観点から革新性、先導性と横展開可能性を有する施
策について、地方公共団体から提案を募集し、優れた提案
について事例集としてとりまとめ、周知し、全国への横展開
を図る。

地方公共団体から、ドローンや自動運転等、近未来技術を
活用する事業で、革新性・先導性・横展開可能性を有するも
のについて提案を募集し、特に優秀な取組については表彰
を行うなど、近未来技術の活用について、気運の醸成を図
る。
なお、優れた提案については、事業の構想から具体化まで
の重要なポイントや克服した課題等を、ヒアリング・現地調
査等で深掘りするとともに、これを事例集としてとりまとめ、
地方公共団体へ周知を行うことで、近未来技術を活用した
新たな地方創生について全国への横展開を図る。

0 0 2_b_1_5 非該当

52 内閣府 2 新30 13
社会性認定実証事業に
関する調査事業

社会的課題先進国の我が国では、事業性と社会性を両立さ
せつつ、民の力で課題解決を図る社会的事業の育成は、成
長力の重要な源泉であり、中でも独力で社会的投資を呼び
込める社会的事業実施主体（ソーシャルベンチャー）の育成
は急務である。そのため、より事業の社会性が高い傾向に
ある地方において、社会的事業が認知されヒト・モノ・カネを
呼び込むことは、地方創生に資するため、社会的事業の社
会性認定の試行及び効果検証を実施する。

収益性と社会性を兼ね揃え、社会的課題の解決を目指す
事業の社会性を認定する仕組みを構築するため、複数のモ
デルにより実証的に社会性の認定を行い、それぞれのモデ
ルにおける評価の妥当性及びそれぞれのモデルの展開可
能性について検証を実施する。
想定されるモデル事例（例）
①社会的事業の専門家が個別に事業の社会性を認定する
モデル
②株式市場（証券取引所）に「社会的事業」の銘柄を作り、
市場からの評価に委ねるモデル
③財務の専門家である士業（税理士等）が事業ガバナンス
を明確化し、事業の評価を試みるモデル
④マイクロファイナンス（クラウドファンド等）を用い、より広範
な人的資源を活用するモデル等

0 0 1_b_2_6 非該当

53 内閣府 2 新30 14
地方創生推進事務局
施設整備に必要な経費

平成27年7月の世界遺産委員会において世界遺産登録さ
れた「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産
業」に対する、世界遺産委員会からのインタープリテーショ
ン（展示）戦略に関する勧告を踏まえたインフォメーションセ
ンターの設置を目的とする。

平成27年7月の世界遺産委員会において世界遺産登録さ
れた「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産
業」に対する、世界遺産委員会からのインタープリテーショ
ン（展示）戦略に関する勧告に対応するため、国内外の有識
者等からの指導・助言等を得ながら、世界遺産や産業遺産
に関する科学的・技術的知見に基づいた情報提供や人材
育成のための拠点としての施設を整備する。

0 0 4_a4_2 非該当

54 内閣府 2 新30 15
交付金効果検証分析
事業

地方創生の更なる深化のため、地方創生推進交付金等の
採択事業について外部有識者による効果検証と課題分析
を行い、各地方公共団体が地方版総合戦略に基づく取組を
効果的に検証・改善できる体制・環境を整備する。

地方創生推進交付金等で平成28、29年度に採択された事
業について、外部有識者による効果検証や課題分析（委託
調査）を実施して、その課題や参考事例をまとめることによ
り、地方創生に向けた取組に関して先進・優良事例の横展
開を図る。
また、平成29年度に取りまとめ予定の評価手法やPDCAサ
イクルの手順に関する手引きを踏まえ、地方公共団体が、
自らの行う事業について実効的なPDCAサイクルを回すこと

0 0 3_c2_3 6_6 非該当

55 内閣府 2 新30 16
地方大学・地域産業創
生交付金等

地方を担う若者が大幅に減少する中、地域の人材への投資
を通じて地域の生産性の向上を目指すことが重要。このた
め、首長のリーダーシップの下、産官学連携により、地域の
中核的産業の振興や専門人材育成などを行う優れた取組
を重点的に支援する。これにより、日本全国や世界中から
学生が集まるような「キラリと光る地方大学づくり」を進め
る。

以下のスキームにより、地域の中核的産業の振興や専門
人材育成などを行う優れた取組を支援。
○国が策定する産業振興・専門人材育成等に関する基本
方針を踏まえ、首長主宰のコンソーシアム（地方公共団体、
地方大学、産業界等で構成）を構築し、地域の産業振興・専
門人材育成の計画を策定。
○同計画に位置付けられた地方公共団体や地方大学等の
事業のうち、国の有識者委員会の審査を経て優れた事業と
して認定を受けたものに対して支援（原則５年間）。
○地方公共団体等が設定したKPIを、国の有識者委員会に
おいて毎年度検証し、PDCAサイクルを実践。

7,000,000 0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 5_c3_1 5_c4_1_3 5_c4_2 該当
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56 内閣府 2 1
国立公文書館の機能・
施設の在り方等に関す
る調査検討経費

公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」とい
う。）に基づき、「行政の適正かつ効率的な運営」及び「国等
の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務の全う」と
いう公文書管理法の目的を果たすため、その時々の公文書
管理の課題に応じて民間企業や諸外国等の実態調査等を
行い、より充実した公文書管理の制度の運用を図ることを
目的とする。

公文書管理に関する諸課題を毎年度設定し、当該課題につ
いて民間企業や諸外国等の実態調査を行い、それぞれの
ベストプラクティスを踏まえ、日本の公文書管理制度の在る
べき姿の検討に活用する。本事業を通じ、公文書管理に関
する諸課題について有識者の議論も踏まえた上で幅広く調
査検討を行い、最終的には報告書の形にまとめあげる。

また、平成29年４月、衆議院議院運営委員会の下の「新た
な国立公文書館に関する小委員会」から、政府に対し、「既
存施設である現北の丸本館及びつくば分館と役割分担を図
る具体的・現実的な新たな施設建設の基本計画の検討を進
め」るよう指示があったところであり、平成29年度中を目途
に基本計画を策定することとしている。

0 0 8_1_6 1_b_3_6 非該当

57 内閣府 2 2 放送諸費

  政府広報は、政府全体の立場からテレビ、ラジオ、イン
ターネット、新聞、雑誌等の媒体をその特性を踏まえて活用
した広報活動により、広く国民に対して政府の重要施策の
内容、背景、必要性等を周知することを目的として実施して
いる。
　放送諸費では、ラジオ定時番組、ＢＳテレビ定時番組、テ
レビスポットを政府の広報共同利用媒体として調達すること
で、効率的・機動的・重点的に実施するものである。

　広報テーマは各府省の希望を受けて、内閣官房及び各府
省と協議調整を行った上で選定し、広報実施に当たっては、
各府省が行う広報と役割を分担して実施している。
　テレビ（ＢＳテレビ定時番組を含むスポット）は、接触率が
高く、幅広い層への即効的な認知獲得が可能であり、ラジ
オ定時番組は、ファンリスナーによる習慣聴取により、深い
接触が可能である等の特徴を有しており、このような放送媒
体の持つ特性に応じて活用している。

0 0 3_c4_5 非該当

58 内閣府 2 3 出版諸費

　政府広報は、政府全体の立場からテレビ、ラジオ、イン
ターネット、新聞、雑誌等の媒体をその特性を踏まえて活用
した広報活動により、広く国民に対して政府の重要施策の
内容、背景、必要性等を周知することを目的として実施して
いる。
  出版諸費では、新聞（全世帯の約7割に配布されており、
情報の信頼度が高い。特に、高齢者は接触率が高い。）の
小枠広告（突出し）と、視覚障害者等向けの広報媒体を年
間分まとめて調達を行い、定期的に広報を実施するもので
ある。

　広報テーマは各府省の希望を受けて、内閣官房及び各府
省と協議調整を行った上で選定し、広報実施に当たっては、
各府省が行う広報と役割を分担して実施している。
　政府広報の媒体は、国民各層の幅広い認知を得ることが
可能なテレビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌などのメ
ディアを活用している。
　新聞突出し広告は、各紙に毎週１回、最も高い注視率を集
める１面に掲載を行っており、簡潔に分かりやすく行動を喚
起するテーマに適しており、特性に応じて活用している。
　視覚障害者等向け資料として、健常者に比べ文字や映像
情報が得にくい視覚障害者等に対して、政府の重要施策等
に係る情報を提供し、より一層の幅広い普及を図るために
音声広報ＣＤと点字・大活字広報誌を配布している。

0 0 3_c4_5 非該当

59 内閣府 2 4 事業諸費

　政府広報は、政府全体の立場からテレビ、ラジオ、イン
ターネット、新聞、雑誌等の媒体をその特性を踏まえて活用
した広報活動により、広く国民に対して政府の重要施策の
内容、背景、必要性等を周知することを目的として実施して
いる。
　中でも事業諸費では、国の重要施策を国民に周知するこ
とを目的として、インターネット等の媒体を政府の広報共同
利用媒体としてまとめて調達することで、効率的・機動的・重
点的に実施するとともに、キャンペーンテーマによる広報で
は、テーマに応じた効果的なクロスメディア（新聞、ＴＶ、イン
ターネット等の複数の広告媒体）で展開することで、質の高

　広報テーマは各府省の希望を受けて、内閣官房及び各府
省と協議調整を行った上で選定し、広報実施に当たっては、
各府省が行う広報と役割を分担して実施している。
　事業諸費で実施しているインターネットによる広報は、若
中年齢層で高い接触率があり、直接的なＨＰ誘引が可能な
媒体である等の特徴を有しており、このような特性に応じて
政府広報に活用している。
　また、キャンペーンテーマによる広報においては、テーマ
に応じた効果的なクロスメディアで展開することにより、質の
高い戦略的な広報を実施している。

0 0 3_c4_5 非該当

60 内閣府 2 5
政府広報ホームページ
事業諸費

　政府広報は、政府全体の立場からテレビ、ラジオ、新聞、
雑誌、インターネット等の媒体をその特性を踏まえて活用し
た広報活動により、国民に対して政府の重要施策の内容、
背景、必要性等を伝え、それらの施策に対する理解と協力
を得ることを目的として実施している。
　政府広報ホームページ事業諸費では、それらの媒体をイ
ンターネットを通して、政府広報ウェブサイト（政府広報オン
ライン、政府インターネットテレビ及び世論調査等）に掲載
し、国の重要政策を国民に周知することを目的とする。

　広報テーマは各府省の希望を受けて、内閣官房及び各府
省と協議調整を行った上で選定し、広報実施に当たっては、
各府省が行う広報と役割を分担して実施している。
　政府広報の媒体は、国民各層の幅広い認知を得ることが
可能なテレビ・ラジオ、新聞・雑誌、インターネットなどのメ
ディアを活用している。
　特に、インターネットを使用した広報は、若中年齢層で高
い接触率があり、直接的なＨＰ誘因が可能な媒体である等
の特徴を有しており、このような特性に応じて以下のウェブ
サイトの運営等を通じて実施している。

　・政府広報オンラインは、関係省庁のHPとのリンクも含め
政府の重要施策や暮らしに役立つ情報等を伝達する記事
情報を提供するほか、
　　新聞・雑誌等ネット以外の媒体で行った広報内容を集約
し、過去に遡って閲覧できるといった政府広報のポータル機
能を提供。
　・政府インターネットテレビは、総理・官房長官等の記者会
見等や政府の重要施策や暮らしに役立つ情報等の動画を
配信。
　・世論調査は、政府広報室の実施した世論調査の結果を

0 0 3_c4_5 非該当

61 内閣府 2 8
重要事項に関する戦略
的国際広報諸費

我が国のグローバルな活動を推進するため、親日感の醸成
等を図るとともに、最近の我が国の領土・主権を取り巻く情
勢等を踏まえ、事実関係に関する正しい認識を広め、我が
国の基本的立場や政策に関する理解の浸透を図る。

上記の目的を達成するため以下の事業を実施
①国内外のシンクタンクや内外の有識者等との連携
②日本の魅力を発信し対日理解を促進する資料等の整備
③海外での特定のイベントの際の日本ＰＲ
④海外テレビ、ＳＮＳやIT活用等による国際広報の強化

0 0 3_c4_5 非該当

62 内閣府 2 9 世論調査等諸費

　国民の基本的な意識の動向及び政府の重要施策に関す
る国民の意識を公正・中立・正確かつ適時に把握・公表する
とともに，政府の重要施策等に対する一般国民からの幅広
い意見・要望などを聴取し，政府施策の企画・立案等に資す
る。

　世論調査のテーマは各府省の要望等に基づき，政府の主
要施策との関連，施策への具体的な利活用，当該年度に実
施する必要性等の観点から検討し，選定している。
　調査票の作成等については，希望があった府省と協議し，
調査結果については，記者レクを行うとともにホームページ
に掲載し，全て公表している。
　世論調査の実施は，民間事業者に委託しており，調査手
法は，原則として全国18歳以上の者から対象者を無作為抽
出し，調査員が個別に訪問面接する手法で実施している。

0 0 1_c_3_9 非該当

63 内閣府 2 10
政府調達苦情処理の
推進に必要な経費

WTOの政府調達協定等に基づき、内外無差別の原則の
下、物品及びサービス（建築サービスを含む。）の政府調達
に係る苦情の受付・処理を行うことを通じて、政府調達の透
明性、公正性及び競争性の一層の向上を図る。

・政府調達苦情処理推進会議（議長：内閣府事務次官、構
成員：関係省庁事務次官等）において、苦情処理手続の制
定等を行う。
・国の政府機関及び政府関係機関の調達について、苦情申
立てがなされた場合には、政府調達に関する学識経験者等
によって構成される「政府調達苦情検討委員会」を開催し、
公平かつ独立した立場から苦情の検討を行う。
・政府調達苦情処理体制を紹介する広報パンフレットの作
成や、「政府調達セミナー」（外務省主催）への参加等を通じ
て、政府調達苦情処理体制の周知を行う。

【参考】苦情申立件数　合計14件（H29年5月現在）
H８年度　12年度　13年度　14年度　17年度　20年度　21年
度　22年度　23年度　24年度　26年度　
 １件　　    2件       1件　    1件　     1件       1件　      1件    
  1件        2件       1件        2件

0 0 8_6 非該当

64 内閣府 2 11
対日直接投資の促進に
必要な経費

我が国の事業環境の整備及び外国企業への情報発信を推
進することにより、対日直接投資を促進させ、日本経済の成
長力強化を目指す。

「対日直接投資推進会議」を司令塔とし、対日投資を行う外
国企業のニーズを踏まえた対内直接投資の改善に資する
制度改革を迅速に実現していくため、関係会議や関係大臣
の取組を促すほか、関係府省や関係機関における対日直
接投資の推進に係る事務・事業等に関する情報を集約・把
握し、必要な調整を行う。また、在外公館やジェトロ海外事
務所が海外で行う対日直接投資案件の発掘・誘致活動に
ついての情報や総理・閣僚のトップセールスに関する情報を
集約・把握し、効果的な対日直接投資案件の発掘・誘致活
動を推進する。さらに、これまでに対日直接投資推進会議
や規制・行政手続見直しワーキング・グループにおいて決定
した施策について、着実に実施するようフォローアップを行

0 0 1_b_2_6 非該当

65 内閣府 2 12
道州制特区の推進に必
要な経費

道州制特別区域における広域行政を推進することにより、
地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、特定
広域団体の自立的発展に寄与する。また、特定広域団体か
らの提案を踏まえて国から特定広域団体への事務・事業の
移譲等を行い、その実績を積み重ねていくことにより、将来
の道州制導入に向けて国民的な議論の進展に資する。

・特定広域団体（現在、北海道のみ）からの提案の推進
　特定広域団体からの新たな提案の実現、また、特定広域
団体において実施されている取組を促進する。
・道州制特別区域計画の実施状況調査（フォローアップ調
査）
　道州制特区における広域行政の推進状況を把握するた
め、法令の特例措置により特定広域団体に移譲した事務・

0 0 8_6 1_b_4_6 非該当
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66 内閣府 2 14
民間資金等活用事業
調査等に必要な経費

ＰＦＩの推進のための指針や我が国のＰＦＩ普及に向けた政策
課題に対応した調査等の実施によって、課題への対応策を
検討しＰＦＩの一層の推進を図ることを目的とする。また、ＰＦＩ
事業に係る地方公共団体が抱える課題に対応した先進的・
モデル的取組を支援し、他の地域にＰＦＩ事業を普及・促進
することを目的とする。

・PPP/PFI事業の推進に資する政策課題へ対応するための
調査・分析を実施。
・各省庁及び人口20万人以上の地方公共団体等における
優先的検討規程の策定を改めて要請するとともに、
　規程の実効ある運用に向けた「運用の手引」を作成し、全
国説明会を開催。
・PPP/PFI事業を推進するため、民間コンサルタント会社に
委託して、地方公共団体等における地域プラットフォーム形
成、
　優先的検討の運用、新規案件形成、高度専門家による課
題検討を支援。
・地方公共団体に対して、PFI専門家の派遣による事例紹介
や助言を実施。
・平成28年度補正予算で、地方公共団体に対し、コンセッ

0 0 1_b_3_6 3_c3_2 非該当

67 内閣府 2 15
市民活動の促進に必要
な経費

特定非営利活動法人（以下、「NPO法人」という。）は、市民
の自由な社会貢献活動を促進するため、平成10年12月から
施行された特定非営利活動促進法（以下、「法」という。）に
基づく法人であり、これまでにその数は５万１千法人を超
え、その活動も福祉・医療、教育・文化、まちづくり、環境、国
際協力、震災復興・被災者支援などさまざまな分野に広
がってきた。ＮＰＯ等は、今後もますます重要な役割を果た
すことが期待されており、法の適切な施行等を通じた市民
活動の促進を目的としている。

我が国経済を再生し、成長を持続的なものとするためには、
すべての人材が、それぞれの持ち場で、持てる限りの能力
を活かすことができる「全員参加」が重要であり、活力と共
助の精神にあふれる社会をつくっていくことが必要である。
こうした共助社会の形成に当たっては、NPO等が今後もま
すます重要な役割を果たすことが期待されている。
平成29年度も、引き続き寄附税制や法の円滑な施行・周知
を行うとともに、活力あふれる共助社会づくりを進めるため
の施策の在り方についての検討や実施、ＮＰＯ等が主体と
なった被災３県（岩手県、宮城県、福島県）における復興に
向けた取組や被災者支援の効果的・効率的な推進を図るた

0 0 8_6 非該当

68 内閣府 2 16
国内の経済動向調査
等に必要な経費

・国内経済動向に関して、迅速かつ的確な景気判断、経済
財政政策に係る調査及び経済動向の分析などを行い、
時々の経済情勢や各方面からのニーズに応じ、質の高い調
査分析結果を提供する。

・国内経済動向について幅広い情報収集体制の確立や調
査を行い、マクロ経済の現状や経済財政上の状況を迅速に
把握する。具体的には、毎月一回、内外の経済動向に関す
る客観的な分析・検討を行い、「月例経済報告」を作成して
いる。それを基に、政府としての景気判断を示し「月例経済
報告等に関する関係閣僚会議」に報告した後に公表してい
る。
・毎年一回、我が国経済・財政の現状を総合的に分析し、日
本経済が抱える課題への対応に関する議論に資する「年次
経済財政報告」（通称「経済財政白書」）を作成し、閣議にお
いて配布の上、公表している。
・年末あるいは年始には、経済財政白書公表後の日本経済
の現状を明らかにする「日本経済」を公表している。

0 0 1_b_2_5 非該当

69 内閣府 2 17
国内の経済動向に係る
産業及び地域経済の調
査等に必要な経費

・地域経済動向の迅速かつ的確な把握に資する。
・我が国経済財政政策運営上の重要な政策決定に資する。
・統計及び分析結果を広く公表し、政策企画立案者、国民、
企業、地方公共団体等の便宜に供し、地域経済に関する理
解の普及を助けるとともに、我が国経済財政政策論議への
貢献を図ることを目的とする。

・「景気ウォッチャー調査」は全国11地域において各地域の
経済動向を観察しやすい現場で働く人々を「景気ウォッ
チャー」に委嘱し、各地域の景況感等に関する回答結果を
毎月集計、とりまとめ公表している。
・「地域経済動向調査」は全国12地域の経済動向について
調査・分析した結果を四半期に１度とりまとめ公表してい
る。
・「地域別産業別経済動向分析」では、地域経済を総合的に
分析しつつ、毎年特定のテーマについて分析を行っている。
・「地域経済の迅速かつ総合的把握に関する調査」は、都道
府県別・地域別の経済データを活用した「地域別経済動向
総合指標」の試算値を作成し、指標の妥当性について検討
している。また、地域における景気動向をより詳細に把握す

0 0 1_b_2_5 非該当

70 内閣府 2 18
海外の経済動向調査
等に必要な経費

・経済財政政策の企画・立案等に資するため、海外経済動
向・国際金融情勢に関する迅速かつ的確な情報の収集と調
査・分析を行い、我が国の経済財政政策運営のための基礎
資料を提供する。また、時々の経済情勢や各方面からの
ニーズに応じ、質の高い調査分析結果を提供する。

・海外経済動向・国際金融情勢にかかる、幅広い情報収集
体制を確立し、分析・調査を行い、迅速に大臣、幹部へ報
告。
・我が国の経済財政政策運営に資するため、海外経済動
向・国際金融情勢について、景気判断やマクロ経済政策を
中心に分析を行い、「月例経済報告」の海外経済部分を作
成。　「月例経済報告等に関する関係閣僚会議」に報告した
後、公表。
・我が国の経済財政政策運営に資するため、海外経済動
向・国際金融情勢を幅広く、より深く総合的に分析し、「世界
経済の潮流」を作成、公表。

0 0 1_b_2_5 非該当

71 内閣府 2 19
環境未来都市の推進に
必要な経費

「環境未来都市」構想は、限られた特定の都市・地域を環境
未来都市として選定し、そこで環境や超高齢化等の点で優
れた成功事例を創出するとともに、それらの国内外への普
及展開を図るもの。本事業は、「環境未来都市」構想を実現
するため、環境未来都市の取組を推進することを目的とす
る。

平成23年度に選定した環境未来都市の11都市に対し、各
環境未来都市が策定した計画に基づき取組を推進するとと
もに、各環境未来都市が創出する成功事例の国内外への
普及展開の加速化を図るために、「環境未来都市」構想推
進協議会（平成20年12月設立、平成24年5月改組）におい
て、総会の実施と個別ＷＧの実施により、環境未来都市以
外の先導的取組・学術研究等の情報共有及び相互啓発を
目指すとともに、国内や海外の先進事例の調査、ホーム
ページ等の媒体を活用した各環境未来都市の取組み状況
や調査内容の普及展開、併せて「環境未来都市」構想推進
フォーラムの実施により、国内外へ「環境未来都市」構想の

0 0 3_c2_3 非該当

72 内閣府 2 21
地方創生リーダー人材
の育成・普及事業に必
要な経費

地方創生人材育成に関わる教育機関等によるプラット
フォームの形成、eラーニングの構築等を通じて、各地域の
地方創生施策を推進できる人材を育成・普及を促進する。
また、地方への人材還流における民間マーケットの発展を
目指し、地方の中堅・中小企業の生産性向上・経営改善等
を通じて、地域全体の活性化を実現する。

各自治体においては、地方版総合戦略の策定から実行に
ステージが移っている中、地域企業が成長を実現するため
のプロフェッショナル人材の採用支援や戦略に掲げるプロ
ジェクトの事業化に取り組む地方創生リーダー人材の発掘・
育成していく。

0 0 5_a4_2 非該当

73 内閣府 2 22
地方版総合戦略の推
進に必要な経費

　政府は平成27年4月21日から地方版総合戦略の策定を情
報面から支援すべく地域経済分析システム（RESAS）の提
供を開始した。これにより、地方公共団体や地域の企業、
NPO、住民等が、それぞれの地域の強み・弱みなどの特性
を踏まえるとともに、産業構造や人口動態、観光の人の流
れなどの現状・実態を正確に把握し、データに基づく目標・
KPI（重要業績評価指標）の設定、施策の実施及びPDCAサ
イクルの確立等を実現する。

　国による情報面からの支援であるRESASの普及及び活用
支援のために、まち・ひと・しごと創生本部事務局が地方経
済産業局・地方運輸局等と連携して、利用者からの相談に
応じ、各地方公共団体の特性とニーズを踏まえ、地方公共
団体、地域の企業、NPO、住民等が本システムを活用して
行う地方創生の取組を支援する。具体的には、①産業、人
口、観光、農業などの各分野において高度な知識・経験を
有する有識者を要望に応じて派遣、②地方経済産業局・地
方運輸局等に本システムの活用支援業務を補佐する専門
人材の配置、③本システムを普及するための説明会の開催

0 0 3_c3_4 非該当

74 内閣府 2 24
国家戦略特区の推進に
必要な経費

　我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会
情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上
及び持続的発展を図るため、国が定めた国家戦略特別区
域において、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的
に推進することにより、産業の国際競争力を強化するととも
に、国際的な経済活動の拠点を形成する。

　国家戦略特区の取組を推進するため、規制の特例措置を
活用した事業の効果や事業推進上の課題、税制の適用に
よる経済波及効果等について分析・評価するとともに、特区
制度の活用促進に向けた特区プロモ―ションを推進する。
　また、国家戦略特別区域計画に基づく事業を支援するた
め、ベンチャー企業等が当該事業を実施する上で必要な資
金を金融機関から借り入れる場合に、国が指定金融機関に
対して利子補給金を支給する(利子補給率は、0.7％以内、
支給期間は5年間)。

0 0 3_c3_2 8_5_3 非該当

75 内閣府 2 25
中心市街地活性化の
推進に必要な経費

 中心市街地の活性化が地域の経済及び社会の発展に果
たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子
高齢化の進展、消費生活の変化等の社会情勢の変化に対
応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活
力の向上を総合的かつ一体的に推進することをもって、地
域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国
民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣による認定に
ついては、市町村が中心市街地の活性化に関する法律及
び中心市街地の活性化を図るための基本的な方針に基づ
き基本計画を作成し、内閣府が認定申請を受け付け、その
内容が法の定める認定基準に適合しているかを審査した上
で、関係行政機関の同意を得たものが重点的に支援され
る。認定後は、基本計画に掲げる取組の進捗状況や目標の
達成状況等のフォローアップ結果などを確認し、必要に応じ
て計画変更の審査を行う。また、法に基づく中心市街地活
性化の取組の成果等について検証を行い、中心市街地活
性化施策の改善を図り、中心市街地が一層活性化されるこ

0 0 8_6 1_b_4_6 非該当

76 内閣府 2 26
構造改革特別区域計
画の認定等に必要な経
費

　構造改革特区制度は、地方公共団体の自発性を最大限
に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に
応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特
定の事業を実施し、又はその実施を促進することにより、教
育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
る経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を
図ることを目的としている。

　地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて特
定の事業を実施することにより、経済社会の構造計画を推
進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区
域法に基づき地方公共団体が作成する構造改革特別区域
計画の認定を行う。
　また特区において実施される規制の特例措置の評価に当
たって、評価・調査委員会は、規制の特例措置を全国展開
することによる効果、地域性が強い規制の特例措置かどう
か等について、独自の調査を行うものとされており、具体的

0 0 8_6 1_b_3_6 非該当
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77 内閣府 2 27
地域再生の推進に必要
な経費

地方公共団体が行う自主的・主体的な取組による地域経済
の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の
活力の再生を総合的かつ効果的に推進することを目的とす
る。

①　地方公共団体の自主的・主体的な取組を支援するた
め、地域再生計画の認定を行うとともに、計画に基づく事業
の効果検証、地域再生に関する課題抽出等の調査分析を
実施する。
②　地域再生計画を作成する地方公共団体による住民、関
係団体等との合意形成や、認定地域再生計画に位置付け
られた事業で既存の補助等制度の対象事業と一体的に実
施することで効果が高まるものを地域再生戦略交付金によ
り支援する。
③　認定地域再生計画に資する事業を行う事業者が指定金
融機関から当該事業を実施する上で必要な資金を借り入れ
る場合に、最大0.7％の地域再生支援利子補給金を支給す
る。
④　認定地域再生計画に基づき、地方公共団体が省庁の

0 0 8_6 8_1_6 非該当

78 内閣府 2 28
総合特区計画に基づく
支援措置等に必要な経
費

　地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の
「選択と集中」の観点を最大限活かすため、規制の特例措
置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的な政策
パッケージとして実施することで、産業の国際競争力の強化
及び地域の活性化を目的とする。

　地域の包括的・戦略的な取組を、規制の特例措置、税制・
財政・金融上の支援措置により、地域の実情に合わせて総
合的に支援するとともに、総合特区ごとに組織される国と地
方の協議会を通じて、プロジェクトの推進に必要な措置を講
じるものである。
　総合特区は、地域が目指す政策課題の解決に向けた取
組に先駆性等が認められるものを総合特区として指定し、
その考え方について、国際戦略総合特区にあっては、国際
競争力強化方針、地域活性化総合特区にあっては、地域活
性化方針としてそれぞれ定めた上で、必要となる規制の特
例措置等の在り方について、国と地方の協議会を通じ、政
府の各関係行政機関からの代替案の提示も含めプロジェク
トの推進を図り、具体化した規制の特例措置等について、
国際戦略総合特別区域計画又は地域活性化総合特別区
域計画として、具体事項を定めた計画を認定し、各種施策
を集中実施するもの。
　また、民間事業者による総合特区の取組みを推進するた
め、認定を受けた計画に資する事業を実施する事業者が指

0 0 8_6 非該当

79 内閣府 2 29
総合特区の推進調整に
必要な経費

　地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の
「選択と集中」の観点を最大限活かすため、規制の特例措
置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的な政策
パッケージとして実施することで、産業の国際競争力の強化
及び地域の活性化を目的とする。

　総合特区制度は、地域の包括的・戦略的な取組を、規制
の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置により、地域の
実情に合わせて総合的に支援するとともに、総合特区ごと
に組織される国と地方の協議会を通じて、プロジェクトの推
進に必要な措置を講じるものである。
　総合特区推進調整費は、総合特区制度における財政支
援措置の一つとして、地域の戦略・提案を踏まえ、総合特区
に関する計画の実現を支援するため、各府省庁の予算制
度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、各府省庁
の予算制度での対応が可能となるまでの間、機動的に補完
するものである。
  地域の主体的取り組みを支援する観点から、目未定の経
費として予算計上した上で、執行段階において、地域からの

0 0 8_6 非該当

80 内閣府 2 30 地方創生推進交付金

まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第9条第1
項の規定に基づき策定した都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略又は第10条第1項の規定に基づき策定した市町村
まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられた先導的な
取組を支援することにより、地方創生の更なる深化を促す。

　地方公共団体が作成し、認定を受けた地域再生法第５条
４項１号イもしくはロに係る地域再生計画に記載された事業
について、地方公共団体が当該事業を実施するために必要
な経費に充てるため、交付金を交付する。

0 0 8_6 非該当

81 内閣府 2 32
原子力政策の検討及び
適切な情報発信等

我が国の原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利
用」という。）に関する取組に対する提言等の検討や、原子
力に関する活動の国内及び国際社会への情報発信等を着
実に実施し、国民の理解増進に向けた貢献を目的とする。

・有識者からの意見聴取、現場調査等を行うことにより、原
子力に関する最新の知見を入手する。
・国際原子力機関（IAEA）総会への出席や国際原子力エネ
ルギー協力フレームワーク（IFNEC）運営の協力、更にはア
ジア原子力協力フォーラム（FNCA※)の運営等を行うととも
に、原子力委員等を欧米等に派遣し、情報収集・分析を行
う。
・ インターネット等を活用し、積極的に情報発信等を行う。
※FNCA：近隣アジア12か国が原子力分野の協力を効率的
かつ効果的に推進する目的で、日本が主導する原子力平

124,494 17,050 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_2_1 1_b_4_1 該当

82 内閣府 2 33

戦略的イノベーション創
造プログラム（エネル
ギー分野、次世代イン
フラ分野及び地域資源
分野）

科学技術イノベーション総合戦略（平成25年６月７日閣議決
定）及び日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）に基
づき、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発
揮して、府省の枠や旧来の分野の枠を超えて主導的な役割
を果たすため、「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）」を創設し、その原資は内閣府に計上する科学技術イノ
ベーション創造推進費から充当する。本プログラムにより、
基礎研究から実用化・事業化まで一気通貫で研究開発を推
進し、科学技術イノベーションを活用して国家的に重要な課
題の解決を目指す。

○「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）」では、総合
科学技術・イノベーション会議が関係府省の取組を俯瞰し
て、我が国産業における有望な市場創造、日本経済再生に
つなげるために推進すべき課題・取組を特定し、必要な経
費を総合科学技術・イノベーション会議が定める方針の下に
重点配分する。
○課題ごとに、ＰＤ（プログラムディレクター）を設定し、ＰＤ
は、基礎研究から出口（実用化・事業化）までをも見据え、規
制・制度改革や特区制度の活用等との連動も視野に入れて
プログラムを推進する。
○実施にあたり内閣府から関係省庁を通じて、研究開発法
人等への運営費交付金等として移替え、研究開発法人等
から研究主体（企業、大学、研究開発法人等）に委託費・補

45,500,000 3,000,000 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 6_1 該当

83 内閣府 2 35
遺棄化学兵器廃棄処
理事業経費

化学兵器禁止条約及び日中覚書に基づき、中国における
日本の遺棄化学兵器を廃棄する義務を履行するために必
要な事業を実施する。

中国側と協議しながら、化学兵器禁止条約上の義務を履行
するため、中国各地から発見されている旧日本軍の遺棄化
学兵器について、環境と安全を最も優先しつつ、速やかに
発掘・回収、廃棄処理を行う。

0 0 8_6 非該当

84 内閣府 2 36
防災に関する普及・啓
発に必要な経費

南海トラフ巨大地震等の広域大規模災害の発生が懸念さ
れている中、災害被害を軽減するためには、公助だけでは
限界があり、自助・共助が重要となる。
いつ起こるかわからない災害に備え、被害を軽減するため
に自助・共助のための普及啓発を行うことにより、社会全体
における防災力の向上を目指し、学校や地域コミュニティに
おける防災教育等の普及・啓発活動を促進する事業を展開
する。

・「防災ポスターコンクール」の開催や防災に関するポータル
サイトの開設・運営により、災害についての認識を深めると
ともに、国民一人ひとりが自ら考え行動するよう、防災意識
の高揚や、地域コミュニティの共助の取組の強化を図る。
・行政による公助のみならず、地域の住民や多様な主体の
自助・共助の精神に基づく防災活動が極めて重要であり、こ
のような取組を一層促進する観点から、住民等による防災
訓練や物資等の備蓄、災害時の住民等の助け合いなどの
コミュニティレベルでの防災活動の促進を内容とする地区防
災計画制度の推進を図る。
・その他、災害時に企業が重要業務を継続するための事業
継続計画策定の推進、防災ボランティア活動の環境整備、
震災関連資料の展示等を行う施設（「人と防災未来セン
ター」（兵庫県所管））の運営費の補助（補助率1/2）等を行

0 0 3_c4_4 非該当

85 内閣府 2 37
国と地方の防災を担う
人材の育成に係る経費

我が国全体における防災体制充実のため、国、地方公共団
体等の職員を対象に、防災スペシャリストとして「自然災害
に迅速・的確に対応できる人材」、「国地方のネットワークを
形成できる人材」の育成を図る。

地方公共団体の職員等に対して、「内閣府の業務を体験す
る研修」、「有明の丘基幹的広域防災拠点施設における研
修」、地方で行う「地域別総合防災研修」などを実施する。特
に、有明の丘基幹的広域防災拠点施設における研修にお
いては、防災対策に必要な活動を行うための能力を習得す
るための研修を実施する。また、「地域別総合防災研修」に
ついては、各地域における災害発生上の特性を踏まえ、災
害対応に必要な知識や態度の習得を効果的に行うこととす

0 0 5_c4_2 非該当

86 内閣府 2 38
国際防災協力の推進に
必要な経費

2015年３月に宮城県仙台市で開催された、第３回国連防災
世界会議において採択された「仙台防災枠組2015-2030」を
推進する国連防災戦略活動を、総合的・効果的に実施する
ため、国連など国際機関を通じた防災協力、アジア防災セ
ンター等を通じた地域内防災協力等により、国際防災協力
を積極的に推進する。

・国際防災協力推進に資する国際会議等への出席
・我が国を含むアジア各国の合意により1998年に設置され
たアジア防災センターを通じたアジア地域における防災情
報の共有、人材育成等の実施
・国連国際防災戦略事務局（ＵＮＩＳＤＲ）を通じた国際機関、
地域機関の活動の支援等の実施

0 0 5_c4_2 非該当

87 内閣府 2 39
災害復旧・復興に関す
る施策の推進に必要な
経費

被災者生活再建支援制度の的確な運用を図るための支援
法適用地方公共団体や支援金支給世帯に対する調査、被
災者台帳の整備・推進を図るための地方公共団体等に対
する助言、被災者の資力やニーズを踏まえた効率的・効果
的な住まいの確保策に関する調査を行い、被災者の立場に
立ったきめ細やかな被災者支援が講じられるよう、必要な
検討を行う。また、災害からの復興を円滑かつ迅速に進め
るための施策の検討及び関係機関との共有等を図る。

上記目的を達成するため、以下のような事業を実施。
　①被災者生活再建支援法関連調査
　②新たな復興対策の推進に関する調査
　③被災者台帳等の整備・推進事業、災害の被害認定基準
等の適正な運用の確保に関する調査
　④被災者の住まいのあり方に関する検討

0 0 1_b_3_6 非該当

88 内閣府 2 40
被災者支援に関する総
合的対策の推進経費

東日本大震災の教訓を踏まえ、平成２５年６月に災害対策
基本法を改正し、新たに市町村が避難所等における良好な
生活環境の確保に向けた取組が努力義務とされたところで
あり、内閣府としても「避難所における良好な生活環境の確
保に向けた取組指針」及び取組指針を踏まえたガイドライン
を公表した。これらを踏まえた地方公共団体の取組状況を
確認するとともに施策の徹底を図ることを目的とする。

指定避難所等の運営は自治事務であり、良好な生活環境
の確保に向けた取組は努力義務であるが、内閣府として
も、上記取組指針等により、地方公共団体に助言を行って
いるところである。その一環として、避難所運営等の被災者
支援については、平成28年度調査によって把握できた課題
への対応策として各地で進められている先進事例などを事
例等報告書として公表するとともに、地方公共団体に周知し
たところである。

0 0 3_c2_3 非該当
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89 内閣府 2 41
地震対策等の推進に必
要な経費

今後の発生が懸念される大規模地震及びこれに伴う津波
への備えや、気候変動への対応を踏まえた大規模水害対
策、噴火リスクを踏まえた火山災害対策等を推進し、大規
模災害発生時における被害の最小化を図る。

大規模地震災害対策、津波災害対策、火山災害対策、大規
模水害対策等について、中央防災会議等の議論を踏まえ、
被害想定や具体的な対策の検討等を行っている。また、そ
の成果を活用し、国、自治体、事業者等の関係者が一体と
なって取り組むべき施策の大要を示した大規模地震防災・
減災対策大綱や、避難勧告等に関するガイドライン等の策
定を行っている。さらに、携帯電話基地局や街中に設置され
ているビーコンなどの既存インフラから得られるデータを活
用し、被災者動向を把握し、避難所等へ誘導するなど、防
災分野へのＩＣＴの活用について検討する。

449,155 108,585 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_1 該当

90 内閣府 2 42
総合防災情報システム
の整備経費

阪神・淡路大震災以降、発災時における応急対策活動を円
滑に行うため、被害の情報を早期に把握し、迅速・適切な初
動体制の確立と意志決定を行うことの重要性が強く認識さ
れた。このような背景等を踏まえ、政府等における災害発生
状況の早期把握や、迅速・的確な意志決定を支援するた
め、防災情報を地理空間情報として共有する総合防災情報
システムの整備及び運用を行う。

以下の機能を有する総合防災情報システムの整備及び運
用を行う
①地震発生直後に観測震度情報等に基づき被害推計を行
う機能
②人工衛星画像等から被害を迅速に把握する機能
③防災情報を地理情報システムにより共通の地図上に集
約し共有する機能を有する。
平成２２年度に、①、②、③各々独立であったシステムを統
合し、平成２３年度から総合防災情報システムとして運用し
ている。

0 0 4_b4_1_1 非該当

91 内閣府 2 43
防災基本政策の企画
立案等に必要な経費

大規模災害発生時に現地調査団等を被災地へ派遣して現
地災害対策を実施し、また、災害対策本部予備施設等を適
切に維持管理すること等により、災害対策の推進を図る。

・災害対策に関する基本的な政策に関する事項の企画、立
案、総合調整に関する事務
・災害発生時の現地調査団の派遣等の現地災害対策に必
要な業務の実施
・災害対策本部予備施設等（※）の維持管理
※災害対策本部予備施設（立川防災合同庁舎）、東京湾臨
海部基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）、東京湾臨海部
基幹的広域防災拠点（東扇島地区）

0 0 1_b_2_6 4_a4_2 非該当

92 内閣府 2 44
被災者生活再建支援
法施行に要する経費

　被災者生活再建支援法は、自然災害によりその生活基盤
に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観
点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支
給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の
生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的と
する。

○自然災害の被災者の生活の再建を支援し、もって住民の
生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的と
して、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活
用し、住宅が全壊した世帯等に対して最大３００万円までの
被災者生活再建支援金を支給。
○国は支給される被災者生活再建支援金のうち１／２を補

0 0 8_6 非該当

93 内閣府 2 45

南海トラフの巨大地震
及び首都直下地震に関
する応急対策活動の具
体計画策定等検討経
費（政府船舶を活用し
た医療機能の実証訓練

南海トラフ巨大地震及び首都直下地震に対する災害応急対
策活動の具体的な計画を策定すること等により、発災時に、
国のみならず地方公共団体も含めた関係機関が相互に連
携し、的確かつ迅速に災害応急対策を行うことを目指すも
の。

○南海トラフ地震及び首都直下地震における具体的な応急
対策活動に関する計画に定めた内容の検証を行い、必要な
改定を行う。
○被災地で必要とされる医療モジュールや災害医療等にお
ける船舶の取り得る役割について医療活動訓練等を通じた
検討を行う。

0 0 1_b_2_6 2_b_1_6 非該当

94 内閣府 2 46 防災計画の推進経費

防災業務計画・地域防災計画の基になる防災基本計画の
在り方についてのこれまでの検討を踏まえ、同計画の実効
性を高めるため、同計画の見直し・改善を図ることにより、
同計画に基づく防災対策のより効果的な推進を図る。併せ
て、首都直下地震対策特別措置法に係る取組の推進を図
る。

○防災基本計画について、地域防災計画や防災業務計画
の基になる計画としての実効性の向上など、その在り方の
検討を行うとともに、防災基本計画に関する基礎データの更
新を行う。
○首都直下地震対策特別措置法や同法に規定する基本計
画に基づく施策について、取組事例や情報収集等の基礎調

0 0 1_b_3_6 1_c_2_9 非該当

95 内閣府 2 47
社会全体としての事業
継続体制の構築推進
経費

本事業は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生に
備え、大規模災害時に国民経済及び国民生活への影響を
最小化するため、官民連携して社会全体としての事業継続
体制の構築に取り組むものである。

○中央省庁における業務継続体制を確保するため、各府省
等の業務継続計画に係る有識者による評価、省庁業務継
続計画評価の課題である省庁業務継続訓練に係る調査・
検討を行う。
○地方公共団体の業務継続体制の確保に係る取組を推進
するため、地方公共団体における取組方策の調査、分析、
課題及び対応策の検討を行う。
○民間企業・団体の事業継続の取組を促進するため、民間
企業・団体の事業継続体制に関する実態調査、ＢＣＭ（事業
継続マネジメント）の目的を共有化する評価指標の開発・検
討、及び事業継続に関する企業間等での連携訓練及び協

0 0 1_b_3_6 3_c2_3 非該当

96 内閣府 2 48
災害救助等に要する経
費

（災害救助費）
・災害に際して、国が地方公共団体等の協力の下に、応急
的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保
全を図ることを目的とする。

（国民保護訓練経費）
・国民保護法第42条第1項の規定に基づき、地方公共団体
における武力攻撃事態等への対処能力の向上を図ることを
目的とする。

（災害弔慰金等負担金）
・市町村が、自然災害により死亡した遺族に対して弔慰のた
めに災害弔慰金を、精神又は身体に重度の障害を受けた
者に対して災害障害見舞金をそれぞれ支給する。

（災害援護貸付金）
・自然災害により、住居や家財に被害を受けた場合並びに
世帯主が負傷した場合に、その世帯の立て直しに資するた
め、市町村が災害援護貸付金の貸付を行う。

（災害救助費、国民保護訓練経費、災害弔慰金等負担金、
災害援護貸付金）別添のとおり

※近年の国会審議等で、被災者への対応を強化・一元化す
る観点から、災害救助法の所管を厚生労働省から内閣府へ
移管すべきだとの議論がなされてきたところであるが、『中
央防災会議防災対策推進検討会議最終報告（平成２４年７
月３１日）』においても、『被災者支援の総合的な実施の観点
から、災害救助法の所管を厚生労働省から災害対策基本
法や被災者生活再建支援法を所管する内閣府に移管する
ことを検討すべきである。』と指摘されたことを受け、被災者
支援の総合的実施の観点から、平成２５年１０月１日より内
閣府（防災担当）に移管されたもの。

0 0 8_6 5_a4_2 5_c4_2 非該当

97 内閣府 2 50
原子力発電施設等緊
急時安全対策交付金

原子力災害対策重点地域において、原子力災害から地域
住民の安全を確保するために地方公共団体が講じる防災
対策に対して所要の支援を行う。

原子力発電施設等の立地道府県等が行う以下の事業に要
する経費を定額交付。
・緊急時連絡網整備等事業：　国、道府県及び市町村を結
ぶ専用の緊急時通信回線等の整備、維持管理
・防災活動資機材等整備事業：　防護服、放射線測定器及
び安定ヨウ素剤等の防災資機材の整備、維持管理
・緊急時対策調査・普及等事業：　防災業務関係者の知識
の習得等のための講習会の開催、防災訓練の実施等
・緊急事態応急対策等拠点施設整備事業：　原子力災害対
策特別措置法第１２条に基づく緊急事態応急対策等拠点施
設（オフサイトセンター）の整備（移転、放射線防護対策）、
維持管理
・避難経路充実強化等調査事業：　地域防災計画で位置付

0 0 4_a4_2 3_b_4 非該当

98 内閣府 2 54
沖縄振興交付金事業
推進費

　沖縄県が沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択して
作成した沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施
に要する経費に充てるため、国が沖縄県に交付金を交付す
ることにより、沖縄の実情に即した事業の的確かつ効率的
な実施を図ることを目的とする。

（沖縄振興特別推進交付金）
　沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄の自立・戦略
的発展に資するものなど、沖縄の特殊性に起因する事業等
として沖縄振興交付金事業計画に記載されたもの。　交付
率：８／１０以内

（沖縄振興公共投資交付金）
　沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄の振興の基盤
となる施設の整備に関する事業として、政令で定められたも
ののうち沖縄振興交付金事業計画に記載されたもの。　交
付率：既存の高率補助を適用。

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

99 内閣府 2 55
沖縄における鉄軌道等
導入課題検討に必要な
経費

　沖縄の交通体系については、自動車への依存度が高く、
渋滞による経済的損失など、様々な課題を抱えており、鉄
軌道をはじめとする新たな公共交通システムへの期待感が
年々高まっている。
　沖縄における鉄軌道の導入については、事業採算性、費
用便益比など、様々な課題があるため調査、検討を行うこと
を目的とする。

　平成24、25、26年度は、新たに「鉄軌道等導入課題検討
基礎調査」として、コスト縮減策や需要喚起方策等について
調査を実施。平成27、28年度調査では「鉄軌道等導入課題
詳細調査」として、これまでの調査で抽出された課題を踏ま
えつつ、県民の需要予測モデル等の精緻化等について取り
組んだ。

0 0 1_b_2_6 非該当

100 内閣府 2 56 沖縄振興推進調査費

　平成24年度以降の新たな沖縄振興法制の下で推進され
る諸施策を、より一層効果的に推進するための調査を行う
とともに、そうした諸施策等が適切に実施されているかの検
証・評価等を行うことを目的とする。

　平成24年度以降の新たな沖縄振興計画を効果的に推進
するための調査を行うとともに、新計画に基づいて行われる
諸施策の検証・評価等を実施。沖縄における人材育成、観
光、ＩＴ、物流、環境等の各テーマについて現状、課題等を分
析しながら、それらがより沖縄振興につながるための方策を
検討することとしている。　
　　
　　
　　
　　

0 0 1_b_2_6 非該当
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101 内閣府 2 57
公立文教施設整備に必
要な経費

 沖縄県は、合計特殊出生率が全国で最も高く、人口も増加
しているため、教室の不足が発生している。また、一年を通
して高温多湿であること、台風常襲地帯であるという気象的
条件や、海岸が近いことなどから、本土に比べ塩害等の被
害が大きい地理的条件により学校施設の老朽化が著しい。
さらに、耐震性の無い建物が依然として残っている。　
　国が果たすべき責務である義務教育をはじめとする教育
の機会均等と水準の維持向上を図る観点から、「義務教育
諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」等に基づ
き、公立学校施設整備に要する経費の一部を国が補助する
ことにより、学校教育の円滑な実施を確保する。

 沖縄県が実施する公立学校の校舎、屋内運動場の新増築
や、改築、補強の施設整備が円滑に進むよう、沖縄県から
の要望をふまえて必要な予算を確保し、国庫補助を行う。
〔負担（算定）割合〕
公立学校施設整備費負担金：新築、増築事業等　8.5/10
学校施設環境改善交付金：改築事業　7.5/10

0 0 4_a4_2 非該当

102 内閣府 2 58
医師歯科医師等の派
遣に必要な経費

　沖縄県内において不足している医師、歯科医師等につい
て、本土の大学病院等に勤務する医師・歯科医師等を沖縄
県の医療施設等に派遣することにより、医療の確保及び充

　歯科医師等が不足している地域において、一般の歯科診
療所で治療が困難な障害児（者）に対する全身麻酔下歯科
治療を実施する。

0 0 8_6 非該当

103 内閣府 2 59
沖縄北部連携促進特
別振興対策特定開発
事業費

沖縄県北部地域は、県内の他の地域に比べ一人当たりの
所得が低く、過疎地域が多く存在し、更なる振興が必要な地
域である。したがって、産業の振興や定住条件の整備等に
資する実効性の高い振興事業を実施することにより、北部
地域における連携促進と自立的発展の条件整備を行うこと
を目的とする。

　県土の均衡ある発展を図る観点から、北部地域における
連携促進と自立的発展の条件整備として、産業の振興や定
住条件の整備等に資する振興事業（公共）を実施する。
　事業実施：事業執行段階において、事業執行官庁（国土
交通省）への移替えを行い実施。
　補助率：各公共事業の沖縄県の嵩上げされた高率補助率
を適用。
※北部振興のための経費については、平成12年度から平
成21年度までは各年度50億円、平成22年度及び平成23年
度は各年度35億円が予算措置された。平成24年度から新
たに５か年の事業が開始され、平成24・25年度は各年度25
億円、平成26年度から平成29年度までは各年度25.7億円が

0 0 8_6 非該当

104 内閣府 2 60
（建設海岸）海岸事業
調査費

　沖縄振興計画に基づき、高潮や津波、波浪等による自然
災害や海岸侵食から県民の生命、財産を守るため、景観や
生態系など自然環境に配慮した海岸保全に努めることを目
的とする。

○直轄事業
　国が実施する海岸事業に関する調査

国費率
　事業調査：国10/10

※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行（「備考欄」参

0 0 8_1_6 非該当

105 内閣府 2 61
（港湾海岸）海岸事業
調査費

沖縄振興計画に基づき、高潮や津波、波浪等による自然災
害や海岸浸食から生命、財産を守るため、景観や生態系な
ど自然環境に配慮した海岸保全に努めることを目的とする。

津波、高潮、波浪、海岸浸食による災害から背後の人命や
財産防護、国土保全に資することを目的に、護岸等の整備
に資する調査を行う。
※港湾に係る海岸に限る
　国費率
　　事業調査：国10/10

※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行（「備考」欄参

0 0 1_c_2_9 非該当

106 内閣府 2 62 水道施設に必要な経費

　市町村が行う水道施設の整備に要する経費の一部を補助
することにより、水需要の増加に対応した施設整備や老朽
施設の改良（耐震化）が推進され、将来にわたって良質な水
道水の安定的な供給が図られる。

　沖縄県では、水の安定的な供給を図るために、水需要の
増加に対応した施設整備や老朽施設の改良（耐震化） が課
題となっており、沖縄県の市町村が実施するそれら水道施
設（浄水場、管路等）の整備に必要な補助を行う。
・上水道施設整備　（補助率：1/2）　　（【本土】補助率：1/2、
1/3、1/4）
・簡易水道施設整備　（補助率：2/3）　　（【本土】補助率：
4/10、1/3、1/4）
※沖縄県の補助率は、沖縄振興特別措置法等に基づき嵩
上げを実施

0 0 4_a4_2 非該当

107 内閣府 2 63
廃棄物処理施設整備に
必要な経費

沖縄県内において、市町村の自主性と創意工夫を活かして
広域的・総合的に廃棄物処理・リサイクル施設を整備し、３
Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するこ
とで、循環型社会の形成を図ることを目的とする。

沖縄県の市町村等が広域的な地域について作成する、廃
棄物施設整備計画と調和のとれた循環型社会形成推進地
域計画に基づき実施される事業（廃棄物の資源化を行うマ
テリアルリサイクル推進施設、発電や熱回収等を行うエネル
ギー回収推進施設、し尿と生活雑排水を併せて処理する個
別分散型汚水処理施設である浄化槽等の整備）の費用に
ついて、交付金を交付する。(交付率：１／２)
※沖縄県の補助率は、沖縄振興特別措置法等に基づき嵩
上げを実施。（【本土】交付率：１／２、１／３）

0 0 4_a4_2 非該当

108 内閣府 2 64

良好で緑豊かな都市空
間の形成等のための
国営公園事業に必要な
経費

　沖縄観光振興の拠点、我が国を代表する歴史的遺産の
継承という重要な役割を担っている国営沖縄記念公園の安
全で快適な、そして魅力あふれる満足度の高い公園整備と
管理運営を行うことを目的とする。

○直轄事業
　国が実施する国営沖縄記念公園の整備及び維持管理

※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行する事業であ
る。（「備考欄」参照）

0 0 8_6 非該当

109 内閣府 2 65
森林整備事業に必要な
経費

森林は、林産物を供給するとともに、土砂流出防止や水資
源の涵養等の多面的機能を有しており、これらの諸機能を
維持・高度に発揮するために、森林の整備を県の地域森林
計画や市町村森林整備計画に基づき計画的に推進する。

森林の有する多面的機能が維持、高度に発揮されるよう、
植付け、下刈り、除伐、間伐等や松くい虫被害にあいにくい
山林への改質・改良を実施する。（補助率２／３等）

0 0 8_6 非該当

110 内閣府 2 66 治山事業に必要な経費

沖縄県は、台風や梅雨、季節風などの影響を受けやすく、
農作物への潮風害をはじめ波浪による自然災害などから県
民の生命と財産を守ることが重要である。また、山間部にお
いては、集中的な降雨により山腹の崩壊が度々発生してい
る。このため、治山事業を県の地域森林計画、市町村森林
整備計画等に基づき計画的に実施し、災害に強い県土づく

災害の防止、軽減を図るため、山腹崩壊地等の山地の復旧
整備や季節風等から住宅、農地等を保全するための防風
林等の整備等を実施。（補助率９／１０等）

0 0 8_6 非該当

111 内閣府 2 67
水産基盤整備に必要な
経費

周囲を広大で良好な漁場に囲まれた沖縄県において水産
業の振興を図るとともに、熱帯性気候下で安全に操業出来
る環境づくり、離島地域に求められる緊急時の輸送手段の
確保や漁業経営の安定化を図るため、漁港・漁場の整備を
計画的に推進する。

漁業活動や水産物流通の拠点、台風等荒天時の避難や緊
急時の物資輸送の拠点、老朽化が懸念される漁港施設の
長寿命化対策、効率的・経済的に漁獲を行うための浮魚礁
（パヤオ）の整備を計画的に実施する。（補助率９／１０等）

0 0 4_a4_2 非該当

112 内閣府 2 68
農業生産基盤整備事
業に必要な経費

農業用用排水施設等の改修・整備・長寿命化対策・災害発
生の未然防止及び農地の大区画化により、農業生産の基
礎的条件である農業用水の安定供給や良好な農地の排水
性を確保するとともに、担い手への農地集積・集約化を図
り、農業の持続的発展とこれによる食料の安定供給の確保
を実現することを目的とするもの。

１．国が実施主体となって、農地の受益面積がおおむね
1,000ha（畑の場合500ha）以上の地域を対象として、特に大
規模な農業用用排水施設（地下ダム、揚水機場、用水路
等）の改修・整備等を実施（補助率：95%等）。
２．沖縄県等が実施主体となって、①国営事業等と一体と
なって実施する地区、②担い手への農地集積の加速化に取
り組む地区、③農業の高付加価値化等に取り組む地区の
いずれかを対象とした農地・農業水利施設を整備等（補助
率：80%等）
３．市町村、土地改良区等が実施主体となって、暗渠排水
や畦畔除去等の簡易な農地整備や、老朽化した農業水利
施設などの補修・更新など地域の実情に応じたきめ細かな

0 0 4_a3_8 8_6 非該当

113 内閣府 2 69

社会資本総合整備事
業に必要な経費
（社会資本整備総合交
付金）

　社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社
会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の
安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の
保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生
活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。

　地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画※に
基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事
業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対
して総合的・一体的な支援等を行う。

  ※　計画期間は３～５年。地方公共団体等が単独で、又は
共同して社会資本総合整備計画を策定
　※　計画策定に当たっては、成長力の強化や地域の活性
化等の実現状況等を測るための成果指標（アウトカム指標）
を設定

＜基幹事業＞
　社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金
事業者が実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業
① 道路事業、② 港湾事業、③ 河川事業、④ 砂防事業、⑤ 
地すべり対策事業、⑥ 急傾斜地崩壊対策事業、⑦ 下水道
事業、
⑧ その他総合的な治水事業、⑨ 海岸事業、⑩ 都市再生
整備計画事業、⑪ 広域連携事業、⑫ 都市公園等事業、
⑬ 市街地整備事業、⑭ 都市水環境整備事業、⑮ 地域住
宅計画に基づく事業、⑯ 住環境整備事業

＜関連社会資本整備事業＞
　社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業
と一体的に実施することが必要な社会資本整備及び公的賃
貸住宅の整備に関する事業

＜効果促進事業＞
　社会資本総合整備計画の目標実現のために基幹事業と
一体となって、基幹事業の効果を一層高めるために必要な
事業等

0 0 4_a4_2 8_6 非該当
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114 内閣府 2 70

社会資本総合整備事
業に必要な経費
（防災・安全社会資本
整備交付金）

　防災・安全交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の
整備その他の取組を支援することにより、国民の命と暮らし
を守るインフラの再構築及び生活空間の安全確保が図られ
ることを目的とする。

　命と暮らしを守るインフラ再構築又は生活空間の安全確
保を実現するため、地方公共団体等が作成した社会資本総
合整備計画（防安交）※に基づく次の取組について、政策目
的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連
する社会資本整備や効果促進事業等に対する総合的・一
体的な支援を行う。
　※　計画期間は３～５年。地方公共団体等が単独で、又は
共同して社会資本総合整備計画（防安交）を策定
　※　計画策定に当たっては、地域の防災性・安全性の向
上等の実現状況等を測るための成果指標（アウトカム指標）
を設定

　　（地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び
事前防災・減災対策の取組）
   　　・老朽化したインフラの長寿命化など計画的・戦略的な
維持管理の取組み、地震・津波や頻発する風水害・土砂災
害に対
　  　　する事前防災・減災対策、公共施設の耐震化等によ
る安全性向上、密集市街地等の防災性の向上、防災公園
の整備 等

　　（地域における総合的な生活空間の安全確保の取組）
　　　 ・通学路の交通安全対策、道路の無電柱化、歩道・公
園施設等の公共空間のバリアフリー化 等

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

115 内閣府 2 72
沖縄開発事業（旧社会
資本整備事業特別会
計計上分）

沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ、沖縄の自立的
発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄
与することを目的とする。

本事業にかかる予算は、沖縄振興特別措置法に基づき、国
が策定した「沖縄振興基本方針」を踏まえて沖縄県が策定
した「沖縄振興計画」に位置づけられている各種公共事業
（治水・道路・港湾）の執行に充当されている。

国費率　9.5/10、9/10、8/10

※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行（「備考」欄参

0 0 8_6 非該当

116 内閣府 2 73
駐留軍用地跡地利用
推進に必要な経費

「沖縄に関する特別行動委員会」（ＳＡＣＯ）最終報告以降で
返還された又は今後の返還が合意された駐留軍用地又は
跡地の利用の推進及び円滑化を図り、沖縄県における駐留
軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措
置法の定める沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊か
な生活環境の創造のため、市町村が実施する跡地利用の
検討を支援することを目的とする。

①市町村の跡地利用の検討を支援するため、跡地利用に
関し専門的な知識を有するアドバイザー等を市町村の要望
を踏まえて派遣するとともに、情報交換等を行う。
②市町村の跡地利用推進を支援するため、駐留軍用地跡
地利用支援システムのデータ作成・更新等を行う。
③関係市町村等が実施する跡地利用推進のために必要不
可欠な事業に対する補助金。補助率：８／１０以内
④拠点返還地が所在する市町村が取り組む拠点返還地の
跡地利用の推進に資する事業等に対する交付金。交付率：
８／１０以内
⑤西普天間住宅地区跡地における国際医療拠点形成に関
する調査を行う。
（①～②は内閣府沖縄総合事務局、③～⑤内閣本府にて

0 0 5_c4_2 4_b4_2 8_6 1_c_2_9 非該当

117 内閣府 2 74

沖縄の特殊事情に伴う
特別対策に必要な経費
（沖縄振興開発金融公
庫・補給金）

沖縄振興開発金融公庫（以下、「公庫」という）において、国
の沖縄振興施策と一体となった政策金融を適切に実施する
とともに、民間金融機関が行う金融を質・量の両面から補完
するため、長期・低利の資金を円滑かつ安定的に供給し、
様々な特殊事情を抱える沖縄県経済を政策金融面から支

公庫が実施する、セーフティネット貸付、沖縄創業者等支援
貸付、沖縄離島振興貸付、小規模事業者経営改善資金貸
付などの政策金融を円滑に実施するため、公庫の損益収支
上の不足額について、内閣府の一般会計から補給金として
交付するもの。

0 0 8_6 非該当

118 内閣府 2 75

沖縄の特殊事情に伴う
特別対策に必要な経費
（沖縄振興開発金融公
庫に対する出資金に必
要な経費）

　沖縄振興開発金融公庫（以下、「公庫」という。）は、沖縄
振興開発金融公庫法に規定する業務のほかに、平成14年
度から沖縄振興特別措置法に基づく特例業務として、新事
業創出促進のための出資を行っており、新事業の創出を通
じて産業振興・雇用創出の促進を図ることによって、様々な
特殊事情を抱える沖縄県経済を政策金融面から支援する。

　公庫が行う新事業創出促進のための出資等を円滑に実
施するため、必要と見込まれる出資金の財源として、内閣
府の一般会計から出資として交付するもの。
　なお、平成24年度補正、25年度予算による財政措置を受
けたことから、26年度以降同目的での追加的な措置は行っ
ていない。
　なお、27年度は、消費税軽減税率導入に係るシステム対
応関連貸付制度の創設（日本政策金融公庫並び制度）に伴
い、同制度の円滑な執行を図る観点からの財務基盤の強
化に必要な出資金を措置している。（28年度、29年度は予

0 0 8_6 非該当

119 内閣府 2 76
沖縄の子供の貧困対
策に必要な経費

　全国に比べて特に深刻な沖縄の子供の貧困に関する状
況に緊急に対応するため、沖縄の実情を踏まえた事業をモ
デル的・集中的に実施することにより、貧困家庭の子供の福
祉の増進に取り組むこととする。

　沖縄県は相対的貧困率が50％越えとみられる母子世帯
の出現率が全国一位（全国平均の2倍近く）等、全国の中で
も特に深刻な沖縄の実情を踏まえた沖縄独自の子供の貧
困対策として、子供や親を支援措置につなぐ支援員の配置
や、食事の提供や学習支援などを行う居場所の運営支援を

0 0 8_6 非該当

120 内閣府 2 77
沖縄科学技術大学院
大学学園に必要な経費

沖縄において大学院大学を設置及び運営し、国際的に卓越
した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄
の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄
与することを目的とする。

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園が行う、次の業務
に対して補助する。①沖縄科学技術大学院大学を設置し、
これを運営すること、②学生に対し、修学、進路選択及び心
身の健康に関する相談その他の援助を行うこと、③学園以
外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実
施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を
行うこと、④沖縄科学技術大学院大学における研究の成果
を普及し、及びその活用を促進すること、⑤科学技術に関す
る研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するため
の業務を行うこと、⑥①～⑤の業務に附帯する業務を行うこ
と。

20,307,204 6,491,930 5 一般 - 13 3 - - - - 4_a1_1 5_a12_1 1_a_2 3_b_1_7 5_d12_1 該当

121 内閣府 2 78
沖縄北部連携促進特
別振興事業費

　
　沖縄県北部地域は未だに、県内の他の地域に比べ一人
当たりの所得が低く、過疎地域が多く存在することから、北
部地域の連携を促進することにより、産業の振興や定住条
件の整備などに資するインフラの整備を行う。

　北部地域の連携促進と自立的発展の条件整備として、産
業の振興や定住条件の整備などに資する振興事業（北部
全体としての総合力を発揮させるソフト面を考慮した事業を
中心。）を実施する。
　事業主体は北部12市町村で、補助率は８/１０。

0 0 8_6 非該当

122 内閣府 2 80
沖縄の戦後処理対策に
必要な経費

沖縄における戦後処理問題の解決

　本土に比べて多くの不発弾等が存在しているという沖縄
の特殊事情に鑑み、国は、不発弾等の探査・発掘、発見現
場での不発弾安全化処理のための壕・防護壁の設置、一時
保管庫での保管など、不発弾等対策について国庫補助率
の嵩上げや補助対象の拡大など、本土に比べて手厚い支
援を実施。また、学童疎開船対馬丸遺族への慰藉に関する
事業や軍用地等を除く地域の位置境界明確化事業等を実
施。
　また、沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の
解決に向けた検討を進めるため、①測量等調査及び②真

0 0 8_6 8_1_6 非該当

123 内閣府 2 81
子ども・若者育成支援
推進経費

子供や若者が生き生きと幸せに、社会の形成者として健や
かに成長するとともに、学校、家庭、地域等が連携・協力し
て子供や若者の育成支援に取り組む社会を実現するため、
関連施策の総合的かつ効果的な推進を図るほか、国民各
界各層の子供・若者育成支援に対する理解を深め、国民運
動の一層の充実と定着を図る。

○体制整備（ 「子ども・若者支援地域ネットワーク強化推進
事業」 ）
○人材養成（ 「子供・若者育成支援のための地域連携推進
事業」、「アウトリーチ研修」など ）
○環境整備（ 「青少年有害環境対策」、「児童ポルノ対策」、
「青少年インターネット利用環境整備」など ）
○調査研究（ 「困難を有する子ども・若者に関する調査」、
「青少年のインターネット利用環境実態調査」など ）
○広報啓発（ 「子ども・若者育成支援強調月間」、「青少年
の非行・被害防止全国強調月間」、「子供と家族・若者応援
団表彰」 など ）

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 5_a4_2 非該当

124 内閣府 2 82
高齢社会対策推進経
費

・経済社会システムがこれからの高齢社会にふさわしいも
のとなるよう不断に見直すとともに、意欲と能力のある高齢
者自身が高齢社会の支え手となれるよう、高齢者の地域社
会への参加の促進を図ることで、国民一人ひとりの意欲と
能力が最大限に発揮できるような全世代で支え合える社会
の実現を目指す。

・高齢者の現状や実態、経年変化の状況を把握し、政策の
企画立案及び政策の評価等に役立てるため、高齢者を対
象とした調査研究を実施している。また、高齢社会対策基本
法第８条に基づく「高齢社会の状況及び高齢社会の対策の
実施状況についての年次報告」として、「高齢社会白書」を
作成している。さらに、高齢化が急速に進行する日本で、心
豊かで活力ある高齢社会を構築していくためには、ＮＰＯや
ボランティア等地域住民の活力が最大限発揮され、さらに
は意欲と能力のある高齢者自身が高齢社会の支え手となっ
ていくことが不可欠であるため、高齢者の社会参加活動の
促進に向けて、「高齢社会フォーラム」の実施や、地域で活
躍する高齢者や高齢者グループの活動等を事例集等を通

0 0 1_b_2_6 3_c2_3 非該当

125 内閣府 2 83
バリアフリー・ユニバー
サルデザイン施策推進
経費

バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について顕著な
功績の者を顕彰し、その優れた取組を広く普及させること等
を通し、バリアフリーやユニバーサルデザインが当然のこと
として理解され、共生社会の実現が図られることを目的とす
る。

バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関して、施設
の設備、製品の開発、推進・普及のための活動等におい
て、顕著な功績又は功労のあった個人又は団体に対して、
内閣総理大臣表彰又は内閣府特命担当大臣（高齢社会対
策又は障害者施策担当）から表彰し、事例集を作成して
ホームページでの公表等により普及を図るとともに、イン
ターネットによるバリアフリー・ユニバーサルデザインに関す

0 0 3_c4_2 非該当
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126 内閣府 2 84 障害者施策推進経費

・障害者基本法及び障害者基本計画に基づき、各種施策に
おける国の関係機関と地方公共団体等との連携強化や障
害及び障害者に関する啓発、広報活動等の施策を総合的
かつ計画的に推進することにより、障害の有無にかかわら
ず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社
会の実現を図る。
・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以
下「障害者差別解消法」という。）及び、「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」と
いう。）に基づき、各種施策における国の関係機関と地方公
共団体等との連携強化や差別の解消に関する啓発、広報
活動等の施策を総合的かつ計画的に推進することにより、
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることな

・障害者基本法に基づく障害者週間関係事業等、障害者施
策に関する普及啓発事業を実施する。
・障害者基本法に基づく年次報告（障害者白書）を作成す
る。
・障害者の社会参加推進等及び障害者差別解消法相談体
制等に関する調査研究を実施する。
・障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営に資するた
めの支援を実施する。
・障害者差別解消法に関する広報・啓発事業を実施する。

0 0 3_c4_5 1_b_3_6 非該当

127 内閣府 2 85
交通安全対策推進経
費

　交通安全対策基本法に基づき交通安全基本計画の作成
及びその推進を図るとともに、交通社会に参加する国民全
てが、正しい交通マナーと交通安全の意識を持ち、「事故に
あわない、おこさない」という意識の高揚を図り、安全な交通
社会を形成すること。

・交通安全に関する施策の大綱となる交通安全基本計画の
策定のほか、国をはじめ社会全体として取り組むべき重要
施策等の推進を図るため、交通安全対策に関わる施策につ
いての調査研究等を実施する。
・地域の交通安全活動に積極的に取り組んでいる交通ボラ
ンティア等の育成を図るため、交通安全指導等に必要な知
識や技術等を学ぶ機会を提供する。
・春・秋の全国交通安全運動、交通安全フォーラム、交通安
全功労者表彰の実施により、国民の交通安全意識の高揚

0 0 1_b_2_5 5_a4_2 3_c4_5 非該当

128 内閣府 2 86
子どもの貧困対策調査
研究等経費

明日の日本を支えていくのは今を生きる子供たちである。一
方、現実には子供たちの将来がその生まれ育った家庭の事
情等に左右されてしまう場合が少なくない。全ての子供たち
が夢と希望を持って成長していける社会を実現するため、
生育環境の整備、教育の機会の均等化、生活の支援、保護
者の就労支援などを通じていわゆる貧困の連鎖を断ち切る
ことを目的としている。

〇子供の貧困対策に関する国民運動の推進
子供の貧困に関する国民への広報啓発、地域における交
流・連携事業の展開、企業等の支援リソースとＮＰＯ等の支
援ニーズのマッチング事業、優れた支援事例の収集・情報
提供・顕彰、支援情報の一元的な集約・情報提供、民間資
金を核とする基金運用。
〇調査研究の実施
子供の貧困に関する調査研究

0 0 1_b_2_6 3_c4_5 非該当

129 内閣府 2 87

子供の未来応援地域
ネットワーク形成支援
事業 
（地域子供の未来応援
交付金）

各地方自治体において、子供の発達・成長段階に応じて切
れ目なくつなぎ、教育と福祉をつなぎ、行政機関、企業、ＮＰ
Ｏ等が連携して子供の貧困対策に取り組む地域ネットワー
クの形成を支援することで、官民の力を結集した子供の貧
困対策を推し進めることを目指す。

各地方自治体における
①　実態把握と支援ニーズの調査、地域の資源の把握及び
整備計画の策定、
②　教育・福祉をはじめとする関係者間（行政機関、地域の
企業等（「３つのつなぎ」））をつなぐ連携体制の構築に向
け、核となる人材・機関（コーディネーター）の位置付けを含
む具体的な体制整備
③　地域の資源を活かした先行的なモデル事業
を支援する。
補助率：①３／４　②１／２　③１／２

0 0 5_b4_2 非該当

130 内閣府 2 88 青年国際交流経費

①青年の国際的視野を広げ、国際協調の精神やリーダー
シップを持った青年を育成する。
②国境を越えた青年相互の友好と理解を促進し、長期にわ
たる緊密な人的つながりを形成する。
③上記②に加え、国家間の友好・親善を推進する重要な事
業として実施することにより、我が国の外交及び国際交流
の基盤形成に資する。また、事後活動として、青年の社会
貢献活動等による活躍を促進する。

・航空機による派遣・招へい事業及び船による多国間交流
事業を実施。
・わが国及び諸外国から選抜された参加青年が、世界的な
共通課題についての研究・討議、自国文化の紹介などの各
種交流活動、産業・文化・教育施設等の視察・意見交換、船
内での共同生活、訪問国でのホームステイなどを行う。
・参加青年は、各国の代表者として、皇太子殿下の御接見
などを賜ったり、各国の元首級等を表敬訪問。
・これまでに、日本青年約19,000人、外国青年約21,000人が
事業に参加。日本を含む世界40ヵ国以上で事後活動組織
が設立され、世界的なネットワークを発展させるとともに、
様々な社会貢献活動を行っている。

0 0 5_c4_2 非該当

131 内閣府 2 89
男女共同参画に関する
普及・啓発に必要な経
費

男女共同参画社会は、広く国民に関わるものであり、その
促進に当たっては、人々の中に根付く性別に基づく固定的
な役割分担意識が障害となっていることから、積極的な広
報・啓発によって、男女共同参画についての一般国民の理
解や認識を深める。

本施策では、広報誌、白書の作成・配布及びホームページ
等を通じて、広く一般に男女共同参画に関する情報提供及
び啓発を行っている。また、毎年「男女共同参画週間」を実
施し、関係省庁、地方自治体、女性団体などと協力しなが
ら、多様な媒体で総合的に広報・啓発を行うとともに、本週
間にあわせて「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大
臣表彰」、「女性のチャレンジ賞」及び「女性が輝く先進企業
表彰」事業を実施することで女性の活躍に関するロールモ

0 0 3_c2_3 非該当

132 内閣府 2 90

男女共同参画を促進す
るための地方公共団
体・民間団体等との連
携に必要な経費

　男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実
現に向けて、行政（国・地方）及び国民が果たす役割を定め
ており、国のみならず地方公共団体、民間団体の取組が重
要である。このため、地域における男女共同参画の促進の
ための支援、地域レベルの啓発を進めるための各種会議・
研修等を通じ、地方公共団体・民間団体等の取組を支援・
促進するとともに、これらの主体における男女共同参画社
会の形成に向けた総合的かつ実践的な取組が展開される
よう促す。

・男女共同参画社会づくりの推進に当たって、地方公共団
体及び民間団体との連携を図るために行う会議等の開催
・地域における男女共同参画促進総合支援（先進事例の収
集・分析、アドバイザーの派遣支援、男性にとっての男女共
同参画促進のための人材育成事業、地域防災における男
女共同参画）の推進事業
・都道府県・政令指定都市の男女共同参画担当職員や女
性関連施設の職員に対する研修等の実施
・苦情処理に携わる女性センター等の管理者等からの意見
聴取や女性センターの管理者、行政相談委員・人権擁護委
員等を対象にした研修や情報提供の実施

0 0 5_d4_2 3_c2_3 5_a4_2 非該当

133 内閣府 2 91
国際交流・国際協力の
促進に必要な経費

男女共同参画社会の形成に向けた国際交流、国際協力を
促進するため、各種国際会議に積極的に出席し、各国代表
との意見交換を行う他、国際的動向に関する情報収集・分
析、我が国の施策・取組についての発信等を通じて、女性
の地位向上のための国際的規範や基準、取組の国内への
浸透を図る。

「国連女性の地位委員会(CSW)」「APEC女性と経済フォーラ
ム（WEF）」等の男女共同参画に関する国際会議に出席し、
国際的な意思決定の場に我が国の基本的な考え方を反映
させるとともに、日本の男女共同参画の現状や施策を紹介
する英文パンフレットを作成・配布するなど、日本の状況を
海外に積極的に発信する。また、国際会議等の機会を通じ
て収集した海外の取組方針や事例等について、国内で積極

0 0 5_b4_2 3_b_4 非該当

134 内閣府 2 92
女性に対する暴力の根
絶に向けた取組に必要
な経費

　多様化する女性に対する暴力について、犯罪となる行為
をも含む重大な人権侵害であり、決して許されないものであ
るとの認識を、総合的な観点から広く社会に周知し、根絶に
向けた取組を促進する。特に、配偶者からの暴力は、外部
からその発見が困難な家庭内において行われるため潜在
化しやすいことから、その防止及び被害者の保護のための
取組を促進する。

　女性に対する暴力の根絶に向けた意識啓発・教育の充実
を図るため、期間を設け、「女性に対する暴力をなくす運動」
を国民運動として実施し、広報啓発を強化するとともに、若
年層を対象とした予防啓発の促進等、社会情勢の変化に対
応した個別課題への取組を進める。また、女性に対する暴
力の被害者支援等の取組を促進するため、地方公共団体
や民間の支援者等に対し、研修を行うとともに先進的な事
例の収集も行う。さらに、性犯罪被害者等が必要な支援を
受けられる体制整備のための地方公共団体の取組を支援

0 0 3_c2_3 5_c4_2 非該当

135 内閣府 2 93
女性の参画拡大に向け
た取組に必要な経費

男女共同参画社会の形成の促進に向け、政策・方針決定
過程への女性の参画の拡大を促す取組を進めることによ
り、第２次男女共同参画基本計画、第３次男女共同参画基
本計画及び第４次男女共同参画基本計画に明記された「社
会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に
女性が占める割合が、少なくとも30％程度になるよう期待す
る」との目標の達成を目指す。

本施策では、様々な分野における女性の政策・方針決定過
程への参画状況、地方公共団体における男女共同参画の
推進状況、国の審議会等への女性委員の登用状況を定期
的に調査し、取りまとめて公表しているほか、様々な分野で
活躍を目指す女性に対する支援情報の提供、民間企業等
における女性役員の登用促進に資する情報提供等の取組
を実施している。

22,403 11,160 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_2_7 3_b_4 5_a4_1_7 該当

136 内閣府 2 95
女性活躍推進に向けた
取組に必要な経費

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下
（「法律」という。）」に基づき、地方公共団体において、地域
における関係団体の連携を促進し、女性の活躍の推進に関
する施策が確実に実行されるよう、財政的支援を行う。

１．地域女性活躍推進交付金（平成２７年度補正予算、平成
２８年度補正予算で実施）
　　地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進する
ため、地方公共団体が行う多様な主体の連携体制の構築
等による地域の実情に応じた取組に対し支援を行う。
２．地域における女性活躍推進モデル事業（平成２５年度～
平成２８年度）
　　地域の実情に応じた、地域の特性を生かした女性の活
躍推進に向けた先進的な取組を試行的に実施し、事業効果
を広く共有することにより、モデル的な取組の他地域への横
展開を図る。

0 0 5_b4_2 非該当

137 内閣府 2 96
仕事と生活の調和の推
進に必要な経費

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕
事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活においても、
子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現できる社会」に向けて、政労使が互いに
各主体の取組を点検・評価すると共に、施策の推進により
企業等における取組みを後押しする。

・点検・評価を行う「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」
を年間４回程度開催
・メールマガジンを年12回配信。配信数は約4,360件（平成
29年５月現在）
・経営者・管理職対象「トップセミナー」等を開催
・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポートを作
成（7,950部）し、労使団体、地方公共団体等に配布
・「仕事と生活の調和ポータルサイト」を通じた情報発信「カ
エル！ジャパンキャンペーン」を推進。賛同企業・団体等は
約3,000件

0 0 6_6 5_a4_2 3_b_4 非該当
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138 内閣府 2 97
食品健康影響評価技
術の研究に必要な経費

　食品安全基本法第23条第１項第６号に基づき科学的な研
究を実施し、各種危害要因（ハザード）に的確に対処するた
めに必要な科学的知見を集積・体系化するとともに、迅速か
つ的確なリスク評価の実施に必要なガイドライン、評価基準
の策定等の評価方法を企画・立案し、これらの科学的知見
に基づく食品健康影響評価（リスク評価）を実施し、食品の
安全性の確保を図る。

・食品安全委員会は、法律（食品安全基本法第11条、第24
条）に基づき、リスク評価を実施する我が国唯一のリスク評
価機関であり、リスク評価を迅速かつ的確に行うためには、
研究内容を戦略的に企画・立案し、その成果を活用して新
たな評価方法を企画・立案することにより、常に最新の科学
的知見を有しておくことが必要である。
・本事業は、リスク管理機関（厚生労働省、農林水産省等）
からの食品安全委員会に対する要請等に基づき、委員会が
実施するリスク評価を行う上で必要不可欠な科学的知見の
集積に資する課題を、大学、独立行政法人、国立試験研究
機関等の研究機関に所属する研究者又は研究グループか
ら幅広く公募し、外部評価による審査を経て採択を決定し、
研究資金を交付する「研究領域設定型」の競争的研究資金
（※）制度により実施する行政課題解決型の委託研究事業
である。
・また、本事業は、「国の研究開発評価に関する大綱的指
針」（平成28年12月21日　内閣総理大臣決定）に基づき、評
価の実施、研究成果の公表を行うものである。
※競争的研究資金：資金配分主体が、広く研究開発課題等
を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者
による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて

183,450 42,000 5 一般 - 13 4 ○ ○ - - 1_a_1 該当

139 内閣府 2 98
リスクコミュニケーション
実施経費

食品安全委員会が行う食品健康影響評価の内容等に対す
る理解を深めることにより、食品安全に関する関係者相互
間におけるリスクコミュニケーションを促進することを目的と
する。

国民が高い関心を持っている食品の安全に関る事項等に
関する、消費者庁、厚生労働省、農林水産省等と連携しつ
つ行う関係者間での情報共有及び意見交換並びに正確な
情報周知等を目的とするホームページ、メールマガジン、パ
ンフレット、季刊誌等を通じた情報発信等の食品安全の確
保に必要な総合的施策を実施する。

0 0 3_b_4 非該当

140 内閣府 2 99
公益法人制度の適正な
運営の推進に必要な経
費

公益法人による公益活動を支援するとともに、法人の自己
規律の確立や適正な法人運営の確保を図ることにより、公
益法人の活動の健全な発展を促進し、「民による公益の増
進」を推進する。

・公益法人制度に基づく法人からの申請等に係る審査・諮
問・委員会答申に基づく認定等
・公益法人制度の周知や申請促進を図るためのホームペー
ジ等を通じた広報等の実施
・公益認定等総合情報システム（※）の管理・運営等
　※申請者による書類の提出や、行政庁における業務処理
をオンラインで実施することを可能としたシステム
・公益社団・公益財団法人等に対する適切な監督の実施

0 0 8_6 3_c4_5 4_c_1_9 非該当

141 内閣府 2 100
経済社会活動の総合
的研究に必要な経費

経済社会活動について理論と政策の橋渡しを担うため、経
済社会活動に関わる理論的・実証的研究を行うとともに、景
気動向の把握及び政策判断のための基礎的材料を提供す

現下の経済情勢に対し、内部部局との連携を図りつつ、計
量モデル等の分析ツールの開発、経済理論等の政策分
析、景気指標の作成等を行う。

477,870 165,429 2 一般 - 13 4 - - - - 1_a_3 該当

142 内閣府 2 101
国民経済計算に必要な
経費

国連の示す国民経済計算体系の基準に則して、国民経済
計算の推計を行い、四半期別GDP速報（QE）、国民経済計
算年報を公表するとともに、地域経済計算やサテライト勘定
の調査研究を行っており、国民経済計算関連統計を作成・
整備する。また、基礎資料が不足している分野については、
民間非営利団体実態調査等を独自に実施している。これら
の事業を通じて政策判断材料を提供し、経済財政政策の企
画・推進を支援すること、また国民への情報提供を行うこと

国民経済計算関連統計の作成のため、推計に必要な基礎
調査の実施、推計プログラムの開発や修正、地域経済計算
やサテライト勘定の調査研究を請負契約により実施してい
る。
また、四半期別GDP速報（QE）における地方政府の政府最
終消費支出を推計するため、地方政府の予算執行状況を
把握する必要があり、地方公共団体委託調査を実施してい
る。

172,043 0 2 一般 - 13 4 - - - - 4_c_1_4 該当

143 内閣府 2 102
経済研修所運営に必要
な経費

経済研修所は、内閣府及び他省庁の職員を対象とした経済
研修・経済理論研修を実施することにより、経済・社会活動
の調査分析など職務上必要とされる知識や技能の習得・向
上を図ること及び経済の重要問題についての分析能力を養
うことを目的としている。

各府省の職員を対象に、業務に資する経済研修として、計
量経済分析、経済理論等に関する経済研修を実施（ニーズ
に対応した新しいテーマの研修も含む）。また、当研究所が
有する国民経済計算（SNA）統計等の概念、統計作成の実
際について理解し、その推計方法の習得を目的とした研修

9,649 0 2 一般 - 13 4 - - - - 5_a3_1 該当

144 内閣府 2 103 赤坂迎賓館参観経費

　迎賓館は国公賓等の接遇のための施設としての性質上、
非公開を原則とする一方、国公賓等が利用していない一定
期間に限り、無料で特別に公開してきたところである。本事
業は、平成28年度より、国有財産を有効に活用する観点か
ら、現役の迎賓施設として歴史的・文化的価値を維持しつ
つ、その魅力を広く国民及び世界へ発信し、観光立国にも
資することを目的に一般公開を有料で行っているものであ
る。

平成28年4月19日から、接遇に支障のない限り、通年で一
般公開を開始した。前庭については予約不要（当日受付）の
自由参観方式（無料）、本館・主庭については事前予約と当
日受付を併用した自由参観方式（有料）、和風別館について
は事前予約のみガイドツアー方式（有料）で公開を実施して
いる。このため、大量の参観者の受付・誘導、館内警備等
の一般公開運営業務やインターネットによる応募の抽選業
務を民間企業に委託するとともに、多言語（日・英・中・韓
〔一部日・英〕）による展示パネルやリーフレット、多言語音声
端末等を導入した。また、参観者に対するアンケートを実施
して、不満点の解消に努めるとともに、夜間公開やガーデン

0 0 8_6 非該当

145 内閣府 2 104 京都迎賓館参観経費

　迎賓館は国公賓等の接遇のための施設としての性質上、
非公開を原則とする一方、、国公賓等が利用していない一
定期間に限り、無料で特別に公開してきたところである。本
事業は、平成28年度より、国有財産を有効に活用する観点
から、現役の迎賓施設として文化的価値を維持しつつ、我
が国の伝統的技能が数多く活用された施設の魅力を広く国
民及び世界へ発信し、観光立国にも資することを目的に一
般公開を有料で行っているものである。

平成28年7月21日から、接遇に支障のない限り、通年で有
料で一般公開を開始した。多くの参観者が集まる時期には
自由参観方式、その他の時期については係員が館内を案
内するガイドツアー方式にて公開を実施している。このた
め、大量の参観者の受付・誘導、館内警備等の一般公開運
営業務やインターネットによる応募の抽選業務を民間企業
に委託するとともに、多言語（日・英・中・韓〔一部日・英〕）に
よる展示パネル・リーフレット、多言語音声端末等を導入し
た。参観者に対するアンケートを実施して、不満点の解消に
努めるとともに、外国人向けガイドツアーを実施した。

0 0 8_6 非該当

146 内閣府 2 105
宇宙利用拡大の調査
研究

　我が国の宇宙政策の基本的な方針は、宇宙基本法の理
念に則り、①宇宙安全保障の確保、②民生分野における宇
宙利用推進、③①、②の実現に向けて、宇宙産業及び科学
技術基盤の維持・強化をすることである。
　宇宙利用は、自然災害の多い我が国における災害対応や
安全保障の確保に有効な手段として期待されている。また、
通信・放送、衛星測位、リモートセンシングの利用による産
業、行政、生活の一層の高度化及び効率化も見込まれてい
る。したがって、宇宙利用を拡大していくことは極めて重要
である。さらに、民間需要や海外需要を取り込むこと等を通
じて、産業基盤の維持、強化を図ることも必要である。
　本事業では、宇宙安全保障の確保、民生分野における宇
宙利用の推進、宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強
化に関する調査・分析を行い、今後の宇宙政策の立案等に
資することを目的とする。

上記事業目的の達成のため、次の調査を行う。
（１）宇宙安全保障の確保に関する調査
　宇宙空間の安定的利用の確保、宇宙の安全保障分野に
おける活用の強化、宇宙協力を通じた日米同盟等の強化を
図る観点から、①我が国等が保有する宇宙システム全体の
抗たん性強化に関する調査や②即応型小型衛星等に係る
運用上のニーズや運用構想等について調査を行う。
（２）民生分野における宇宙利用の推進に関する調査
　宇宙を活用した地球規模課題の解決と安全・安心で豊か
な社会の実現、関連する新産業の創出を図る観点から、宇
宙に関連した新産業・新サービスの創出等について調査を
行う。
（３）宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化に関する調
査
　宇宙産業関連基盤の維持・強化、価値を実現する科学技
術基盤の維持強化を図る観点から、①宇宙産業の国内関

429,745 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_1 1_b_2_3 該当

147 内閣府 2 106
実用準天頂衛星システ
ム事業の推進

衛星測位システムは社会経済活動の基盤的なインフラであ
ることから、各国が競って衛星測位システムの構築を進め
ている。我が国は米国のＧＰＳに依存しているために測位可
能時間や精度が限定的であるなどの問題があり、我が国独
自の準天頂衛星システムの開発・整備を行うことで、産業の
国際競争力強化、産業・生活・行政の高度化・効率化、アジ
ア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンスの向上、日米協
力の強化及び災害対応能力の向上等広義の安全保障に資

宇宙基本計画（平成28年4月閣議決定）地理空間情報活用
推進基本計画（平成29年3月閣議決定）等において、準天頂
衛星システムの開発・整備を着実に推進するとされたことを
踏まえ、取り組みを進める。具体的には、測位衛星の補完
機能(測位可能時間の拡大）や、測位の精度や信頼性を向
上させる補強機能等を有する準天頂衛星システムを開発・
整備・運用する。その際、民間の資金、経営能力及び技術
的能力を活用し、効率的かつ効果的に実行する。

15,334,580 3,616,320 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 該当

148 内閣府 2 107
北方領土返還要求運
動推進等経費

　内閣府設置法、北方領土問題等の解決の促進のための
特別措置に関する法律等に基づき、北方領土問題その他
北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発及び
元島民後継者対策推進事業等を推進する。とりわけ、北方
領土隣接地域における広報啓発活動を充実させ、返還要
求運動を活性化させるための隣接地域振興啓発事業の推
進等を図る。

①北方領土返還運動の推進、このための在るべき啓発手
法の検討等
②北方領土隣接地域における広報啓発活動の充実を通じ
た、返還運動の活性化
③北方地域に関する諸問題について実情等を把握するた
めの調査を実施、施策に資する資料を作成
※北方領土隣接地域（根室市、別海町、中標津町、標津
町、羅臼町の1市4町）

0 0 8_1_6 非該当

149 内閣府 2 108
子ども・子育て支援に
必要な経費

　少子化社会対策基本法（平成15年法律第133号）に基づ
き、総合的かつ長期的な少子化に対処するための有効な対
策の構築を図るため、政策研究を始めとする各種調査・研
究等を実施するとともに、各種施策がより効果を発揮するた
めには、政府において決定した施策についての理解促進事
業等を実施し、子ども・子育て施策の効果的な推進を図る。
　また、子ども・子育て関連３法に基づく子ども・子育て支援
制度について円滑な施行を図る。

・少子化社会対策基本法に基づく国会への年次報告の作
成。少子化社会対策会議の下、各種施策についての点検・
評価の実施、重要な課題に関する政策研究・調査の実施。
・家族の大切さについて理解を深め、社会全体で子供・子育
てを応援する社会の実現のための理解促進事業を実施す
る。また、子育てを応援する活動を実施する。
・安心して妊娠・出産、子育てをする上で、妊娠中の方や子
供連れで外出する際に生じる様々な支障を取り除き、外出
しやすい環境を整備するとともに、若い世代が妊娠・出産、
子育てに対して前向きに考える環境整備を図る。
・男女共同参画に向けて、男性が育休、取りわけ配偶者の
産後直後の休暇を取得することの意義を伝え、男性の育
児・家事参加を促し、意識啓発を図る。
・地方自治体・企業・NPO等が連携して子育て支援事業を推
進するための会議を開催する。
・少子高齢化が深刻する中、若者の希望する結婚が、それ
ぞれ希望する年齢で叶えられるような環境を整備する。この
ため、結婚の各段階における支援を充実する。
・子ども・子育て支援制度について円滑な施行を図る。

0 0 1_b_3_6 3_c4_5 8_6 非該当
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150 内閣府 2 109
地域少子化対策強化
事業

地方自治体が地域の実情と課題に応じて行う結婚に対する
取組及び結婚・妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温
かい社会づくり・機運の醸成の取組について支援するととも
に、地方自治体が、結婚に伴う経済的負担を軽減するた
め、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活を経済的に支援す
る施策を実施し、もって、地域における少子化対策の推進に
資することを目的とする。

・地方自治体の行う、結婚に対する取組及び結婚、妊娠・出
産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組につい
て、これまでの取組から発掘された優良事例の横展開を支
援する。（補助率：1/2）
・また、地域における少子化対策を強化するため、結婚に伴
う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う
新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃、引越費
用等）を支援する地方自治体を対象に、地方自治体による
支給額の一部を補助する。（補助率：2/3）

0 0 8_6 非該当

151 内閣府 2 111
児童手当等交付金に必
要な経費

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社
会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

別紙のとおり。
なお、本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実
施し、平成２７年度より内閣府において実施している。平成
24年8月に可決・成立した子ども・子育て関連3法に基づき、
平成27年度より子ども・子育て支援新制度が施行され、内
閣府へ子ども・子育て本部が設置された。子ども・子育て本
部においては、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育
等に対する財政支援や児童手当の支給等について一元的
に行うこととし、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援
を総合的に推進することとしている。
（厚生労働省作成平成27年度行政事業レビュー「子どもの

0 0 8_6 非該当

152 内閣府 2 112
子どものための教育・
保育給付に必要な経費

　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第68条第１
項の規定に基づき、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が
支弁する施設型給付費等の支給に要する費用の一部を負
担することにより、子どもが健やかに成長するように支援す
ることを目的とする。
　また、「認可化移行運営費支援事業」及び「幼稚園におけ
る長時間預かり保育運営費支援事業」の実施に要する経費
に対し補助金を交付し、もって待機児童の解消を図るととも
に、子どもを安心して育てることができるような体制整備を
行うことを目的とする。

　子ども・子育て支援法に基づき、市町村が支弁する特定教
育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用
のうち、負担対象額の１/２を負担するものである。
　また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設
及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を
行う幼稚園の運営に要する経費についての所要額を計上
するものである。

　実施主体：市町村
　負担（補助）率：１/２
　負担（補助）割合：国１/２、都道府県１/４、市町村１/４（一
部：国１/２、指定都市・中核市１/２）

0 0 4_a4_2 5_a4_2 非該当

153 内閣府 2 114
地域子ども・子育て支
援に必要な経費

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第68条第２項
の規定に基づき、市町村が地域の実情に応じて実施する地
域子ども・子育て支援事業に要する費用について、一部を
国が補助することにより、子ども・子育て支援の充実を図る
もの。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条に基づ
き市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業（個別の
事業については、以下のとおり）を行うことにより、地域の子
育て世代が安心して子育てができる環境を整備すること。
【子ども・子育て支援交付金】実施主体：市町村　補助率１/
３
①利用者支援事業、②延長保育事業、③実費徴収に係る
補足給付を行う事業、④多様な主体の参入促進事業、⑤放
課後児童健全育成事業、⑥子育て短期支援事業、⑦乳児
家庭全戸訪問事業、⑧養育支援訪問事業、⑨子どもを守る
地域ネットワーク機能強化事業、⑩一時預かり事業、⑪地
域子育て支援拠点事業、⑫病児保育事業、⑬子育て援助
活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

【子ども・子育て支援整備交付金】　実施主体：市町村　補助
率2/9、3/10、1/3、1/2、2/3

0 0 4_a4_2 5_c4_2 非該当

154 内閣府 2 115
仕事・子育て両立支援
事業に必要な経費

子ども・子育て支援法に「仕事・子育て両立支援事業」を位
置づけ、企業主導型の多様な就労形態に対応した保育
サービス等に対し、事業主拠出金を活用して助成・援助を
行い、最大５万人の保育の受け皿の整備など労働者の仕
事と子育ての両立に資する子ども・子育て支援の提供体制
の充実を図る。

子ども・子育て支援法に基づき、事業所内保育施設のうち、
一定の基準を満たすものに対し、その運営に係る費用及び
施設の設置に係る費用について、認可施設の水準の補助
を行う。また、企業の労働者が就労のためベビーシッター派
遣サービスを利用した場合等に、その利用料の一部を助成
する。
【企業主導型保育事業】
　実施主体：公募団体、補助率：10/10
【企業主導型ベビーシッター利用者支援事業】

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

155 内閣府 2 116
国際平和協力隊の派
遣等経費

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平
成４年法律第７９号。以下「国際平和協力法」という。）に基
づき、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人
道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動等に対
し、適切かつ迅速な協力を行うことを目的とする。

国際連合の要請に基づき、引き続き南スーダンにおいて、
国際平和協力業務を実施する。

0 0 8_6 非該当

156 内閣府 2 117
国際平和協力のための
人材育成経費

国際平和協力研究員（以下「研究員」という。）を能動的・主
体的な調査・研究活動や国際平和協力本部事務局（以下
「事務局」という。）の業務に従事させることにより、研究員の
知見等を最大限活用して事務局の機能強化を図るととも
に、国際平和協力分野の現場で活躍する文民を育成するこ
とを目的とする。

既に国際平和協力の現場で活動し、同分野における知見を
有する者を対象として、公募を実施し、書類審査や外部有
識者による面接審査により選考を行った上で、最長２年間
の任期の研究員（非常勤国家公務員）として採用。国際平
和協力分野に関する能動的・主体的な研究活動のほか、国
際平和協力隊員の派遣前研修の講師、広報活動等の事務
局業務に従事させることにより、事務局機能の強化を図ると
同時に、総合的な能力向上・人材育成の推進を図ってい

0 0 5_c4_2 非該当

157 内閣府 2 118
人道救援物資備蓄経
費

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平
成４年法律第７９号。以下「国際平和協力法」という。）に基
づき、国際連合等による人道的な国際救援活動に対し、適
切かつ迅速な物資協力を行うことを目的とする。

国際連合等から人道的な国際救援活動への物資協力の要
請をうけた場合、迅速に対応できるよう人道救援物資の調
達及び備蓄（物資の保管・管理）等の業務を実施している。

0 0 4_d4_2 非該当

158 内閣府 2 119
各国アカデミーとの交
流等の国際的な活動

　日本学術会議法第2条に基づき、わが国の科学者の内外
に対する代表機関（全国約85万人の科学者の代表として選
出された会員210名と連携会員約2,000名で構成）として、政
策決定者に対して科学者としての専門的かつ信頼性のある
勧告等を行うことで、科学の向上発達を図り、行政、産業及
び国民生活に科学を反映浸透させる。

　科学的知見が世界の政策形成に反映されるよう、G8各国
等の科学アカデミーと連携して、G8サミットの議題に関し科
学的立場から意見を集約し、共同声明を発出するほか、学
術研究団体との共同主催国際会議や持続可能な社会の実
現に向けた地球規模の課題を議論する国際会議の開催、
アジア地域における学術的な共同研究と協力を促進するた
めに設立されたアジア学術会議に関連する活動、国際学術
団体への加入、国際学術団体総会等への代表派遣などを

204,011 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_b1_1 該当

159 内閣府 2 120
科学の役割についての
普及・啓発

　日本学術会議法第２条に基づき、我が国の科学者の内外
に対する代表機関（全国約85万人の科学者の代表として選
出された会員２１０名と連携会員約２，０００名で構成）とし
て、学術フォーラムを通じ、科学の役割について国民の認識
を高めることで科学の向上発達を図り、行政、産業及び国
民生活に科学を反映浸透させる。

　科学的・学術的な成果を国民に還元するための活動とし
て、学術フォーラムを開催している。学術フォーラムは、日本
学術会議会員等が講演、パネルディスカッション等を行い、
科学の成果を国民に分かりやすく伝えるとともに、国民と双
方向のやり取りがなされるよう構成した公開講演会である。
　また、科学の役割についての普及・啓発等のために図書
館を設けているが、この図書館は、国立国会図書館法の規
定により国立国会図書館の支部図書館として指定されてお
り、各所属機関の特色に応じた資料を所蔵する専門的な図
書館となることを求められているため、関連書籍の収集を

4,169 0 5 一般 - 95 4 - - - - 3_b_1_7 該当

160 内閣府 2 121
科学者間ネットワーク
の構築

　日本学術会議法第２条に基づき、我が国の科学者の内外
に対する代表機関（全国約85万人の科学者の代表として選
出された会員210名と連携会員約2,000名で構成）として、科
学者間交流を推進し、科学者コミュニティ内の連携・協力体
制を強化することで、科学の向上発達を図り、行政、産業及
び国民生活に科学を反映浸透させること。

　科学者間のネットワーク構築に寄与するため、各地域で、
日本学術会議で集積した研究成果や学術情報の提供を行
うほか、地域の科学者からの意見・要望等を聴取するため、
科学者懇談会、地区会議公開講演会を開催する。

8,183 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_d1_1 該当

161 内閣府 2 122
民間の再就職支援会
社を活用した再就職支
援経費

民間企業が有する効率的かつ効果的な再就職支援のノウ
ハウを活かし、また再就職あっせんの禁止に抵触しない透
明性の高い形で、国家公務員法第18 条の５第1 項「職員の
離職に際しての離職後の就職の援助」として、民間の再就
職支援会社を活用した再就職支援を実施することで、早期
退職募集制度の円滑な運営に資する。

早期退職希望者の募集に応募して応募認定退職をする者
を対象として、官民人材交流センターが契約した民間の再
就職支援会社に再就職支援業務を委託することにより、国
家公務員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

0 0 6_6 非該当

162 内閣府 2 123
社会保障・税番号制度
に関する周知・広報に
必要な経費

社会保障・税番号制度は、社会保障・税制度の効率化・透
明化を図り、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を
実現するための社会基盤として導入されたものである。本
事業は、社会保障・税番号制度について積極的な周知・広
報活動を実施し、国民の理解と普及を促進することを目的と
する。

　平成28年１月より番号の利用が開始し、平成29年秋頃か
らは、情報連携及びマイナポータルの本格運用の開始も予
定されているところ、引き続き円滑に番号制度の普及・定着
が進むよう、周知・広報活動を実施する。
　周知・広報にあたっては社会保障・税番号制度ホームペー
ジでの情報提供の充実を図りつつ、平成29年度において
は、以下のような周知・広報活動を実施する。
①メディアを活用した広報、②事業者向け、一般向け広報
資料の作成・配付、③視聴覚障害者、外国人向け広報資料
の作成・配付、④コールセンターの運営

0 0 3_c4_5 非該当

163 内閣府 2 124
社会保障・税番号シス
テム整備業務経費

国民が、社会保障・税に関する自分の情報や、利用する
サービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧
可能となり、必要なサービスを受けやすくするなど、国民の
利便性を高めることや、誰が、いつ、誰と、どのような特定個
人情報を連携したかの記録を保存することとし、それを簡易
に本人が確認できる仕組みとしてマイナポータルを設けるこ
とにより、不正な情報連携の抑止を図ることを目的としてい
る。

社会保障・税番号制度のうち、自己の情報提供等記録や自
己情報を確認する機能等の提供を行う情報提供等記録開
示システム（マイナポータル）について、内閣官房からシステ
ムの移管を受け、平成29年1月以降、当該システムの整備、
運用を行う。
また、サービス提供機関が住民向けに提供しているサービ
スを検索、絞り込み、一覧で表示できる機能（サービス検
索）、サービス検索機能の表示画面からサービス提供機関
へオンライン申請を行うことができる機能（電子申請機能）、
地方公共団体の作成する納付情報を基に納付用URLを生
成する機能等（公金決済機能）を有したサービス検索・電子

0 0 4_b4_2 非該当
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分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

164 内閣府 2 125
拉致被害者等の支援に
必要な経費

拉致被害者等給付金、老齢給付金等の支給その他の必要
な施策を講ずることにより、北朝鮮当局によって拉致された
被害者及び被害者の家族の支援に関して、国及び地方公
共団体の責務を明らかにし、帰国被害者等の自立促進や
生活基盤の再建等を目的とする。

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法
律に基づき、帰国被害者及び被害者の家族に対して、拉致
被害者等給付金、老齢給付金等の支給を行うとともに、日
常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにする
ため、生活相談や日本語の習得支援等を行う。

0 0 8_6 非該当

165 内閣府 2 126
消費税転嫁等対策に必
要な経費

政府共通のアクセスしやすい相談窓口として、全国共通の
電話番号及びメールにより、全国各地からの消費税の転嫁
拒否等に関する相談に対応し、制度の内容や考え方を案内
するとともに、買いたたき等の被害を受けている事業者等か
らの相談についてはその内容を聴取し、必要に応じ主管の
官庁に対応を求めるなど、消費税転嫁対策特措法違反被
疑情報の受付機関として機能することにより、消費税率引
上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁等の確保を図る。

消費税価格転嫁等総合相談センター（以下「総合相談セン
ター」という。）では、①消費税の総額表示義務の特例等に
関する相談、②消費税の転嫁拒否に関する相談、③消費税
の転嫁を阻害する表示に関する相談、④便乗値上げに関す
る相談、⑤軽減税率制度の内容に関する相談を電話及び
メールにより受け付けることとしている。寄せられた相談等
は、ナビダイヤルを活用して迅速に総合相談センターの担
当窓口につなぐほか、総合相談センターのオペレーターが
直接相談に応じるなどして、的確な問題解決を図ることとし
ている。加えて、電話・メールでの相談業務において得られ
た転嫁拒否事案等の違反被疑情報等を調査を実施する省
庁に提供し、これらの情報は当該省庁において活用されて

0 0 8_6 非該当

166 内閣府 2 127
内閣本府庁舎等施設
の整備に必要な経費

内閣府所属の庁舎等について、経年により老朽化した設備
等の改修・整備を行い、公務の能率増進を図ることを目的と
する。

内閣府所属の庁舎等の老朽化の進行が著しい状況にあ
る。このような状況を踏まえ、「内閣府インフラ長寿命化計
画」に基づき次のような考え方により、改修工事を実施して
いる。
　① 管理する施設の経年進行に合わせ、中長期にわたる
トータルコストの低減を考慮したうえで、維持管理・修繕（改
修）を行っている。
　② 厳しい財政状況の下、毎年度の予算要求に際し、重要
性・緊急性の精査を行っている。
　③ ①及び②により効果的・効率的・計画的な予算執行に

0 0 4_a4_2 非該当

167 内閣府 2 128
独立行政法人国立公
文書館運営費交付金に
必要な経費

独立行政法人国立公文書館において、国民共有の知的資
源である歴史資料として重要な公文書その他の文書（歴史
公文書等）を保存し、及び一般の利用に供すること等の事
業を行うことにより、特定歴史公文書等の適切な保存及び
利用を図る。

特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供するこ
と、行政機関からの委託を受けた行政文書の保存、歴史公
文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提
供、歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的
な助言等を行う。
内閣総理大臣の求めにより、行政文書の管理状況について
の報告若しくは資料徴収又は実地調査を行う。
内閣総理大臣からの委託を受けて、地方公共団体に対し、
技術上の指導又は助言を行う。

0 0 7_b_7 非該当

168 内閣府 2 129
経済財政政策運営の
企画立案総合調整に必
要な経費

経済動向に応じて、適切かつ機動的に経済財政運営を行う
ため、「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」や「経済
対策」などの企画・立案・総合調整を行うほか、時々の政策
課題に応じた経済政策を推進する。

・「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の策定
個別の政策を具体化する毎年度の予算編成に当たり、政策
全体について経済財政運営の観点から整合性を確保する
必要がある。このため、予算編成作業の前提として、経済財
政運営の方針を定めるとともに、それに基づく来年度の経
済の姿を明らかにするため、「経済見通しと経済財政運営
の基本的態度」を閣議決定している。
・経済対策等の策定
その時々の経済情勢に応じ、適時適切に経済対策等を策
定するため、その企画立案及び各分野の個別の政策の総
合調整を行う。また、日本銀行の行う通貨及び金融の調整
と政府の経済対策の基本方針との整合性の確保を図る。

0 0 1_b_2_6 非該当

169 内閣府 2 130
国際経済会議等に必要
な経費

ＯＥＣＤ、ＡＰＥＣ、Ｇ７、Ｇ２０等の多国間の国際経済会議
や、米国、EU、ドイツ、ロシア等の主要国（両国の合意に基
づく）との二国間経済協議への参画などにより、我が国と国
際機関、各国・地域との連携強化、海外の経済動向の的確
な把握、経済財政運営等についての相互理解の促進等を
図るとともに、海外で得られた成果を活用し、我が国の経済
財政政策の企画立案、日本のプレゼンス向上にも貢献す
る。

・ＯＥＣＤ、ＡＰＥＣ、Ｇ７、Ｇ２０等の国際経済会議や、我が国
と経済的な結びつきの強い米国、EU、ドイツ、ロシア等の主
要国との二国間経済協議（両国の合意に基づく）を通じて、
我が国の経済財政政策に対する対外的な理解を図るととも
に、各国・地域の経済動向、経済見通し、マクロ経済及び構
造政策に関する課題等について情報収集・意見交換を行
い、国際的な政策策定において我が国の立場を反映させ
る。
・ＯＥＣＤが実施する東南アジア各国に対する経済審査に必
要な拠出金を提供し、東南アジア各国における適切なマク
ロ経済運営の推進、アジア経済の安定化に貢献する。ま

0 0 5_d4_2 8_6 非該当

170 内閣府 2 131
雇用対策の総合的推
進に必要な経費

・刻々と変化する経済雇用情勢を迅速に把握し、必要かつ
有効な雇用対策を機動的に講じる。

・「我が国の若者・女性の活躍推進のための提言」（平成25
年５月19日若者・女性活躍推進フォーラム）を踏まえ、若者
の活躍を積極的に推進する。

・ 「『日本再興戦略』2016」（平成28年６月２日閣議決定）等
における高度人材受入の推進のための取組、地域の雇用
の状況の把握、その他必要となる総合的な雇用対策の立
案等を実施する。

・就職・採用活動開始時期については、円滑に定着していく
ことが重要であることから、関係省庁・関係団体が必要な取
組を行うことができるよう、平成29年度卒業・修了予定者に
係る就職活動の実態を把握するための調査を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当

171 内閣府 2 132
中長期の経済運営に必
要な経費

中長期の経済財政、社会基盤、社会保障等に係る重要政
策の企画立案・検討に活用することを目的として、意見交
換、研究会の開催や各種調査等を通して、マクロ経済・財政
等に係る重要な政策分野における有識者の意見や分析等
を取り入れ、「経済成長、財政健全化」、「社会保障改革の
一体的、整合的な推進」を進める。

経済財政諮問会議等での中長期の経済財政政策の企画立
案・検討に活用することを目的として、意見交換、研究会の
開催や各種調査等を行っている。
平成２８年度に関しては、社会資本投資額の集計による、部
門別、都道府県別のストック推計の調査検討を行った。ま
た、社会資本整備総合交付金等の交付金事業における部
門別事業費の集計・推計の調査検討を行った。また、「経
済・財政再生計画　改革工程表」に「民間委託等の地方自
治体の取組が地域経済に影響を与えるメカニズムの解明な
ど、経済効果の定性的・定量的分析を行う」ことが盛り込ま
れたことに伴い、「経済効果の定性的・定量的分析」にあた
り必要となる、既存研究の調査、自治体の取組事例の調

0 0 1_b_2_5 非該当

172 内閣府 2 133
経済財政政策に関する
有識者の見解調査・コ
ンセンサス検討経費

経済社会に関する基本認識、政策、制度、規範等のあり方
について、有識者の見解、コンセンサスのとりまとめや、関
連する情報収集、調査分析等を実施することにより、経済財
政に関する重要政策の企画立案、調整に貢献していくこと
を目指す。

経済や財政、金融、国際経済、行政等の幅広い分野からの
学識者の参加の下、専門調査会やワーキンググループ等を
開催するとともに、広く学者やエコノミスト等へのヒアリング
等を通じて、有識者の見解やコンセンサスをとりまとめ、経
済財政に関する主要な政策の企画立案、調整に活用する。

0 0 1_b_2_5 非該当

173 内閣府 2 134
経済財政政策の効果
分析

・経済財政政策及び規制改革等が経済社会に及ぼす影響
を、総合的・多面的観点から分析・検証し、その効果及び今
後の政策課題を明らかにすることを目的とする。

・「経済・財政再生アクション・プログラム」の主要分野におけ
る歳出改革について、財政効果のみならず経済効果の計測
を試みる。ＰＤＣＡサイクルをエビデンス面で後押しするた
め、経済・財政効果の分析を深め、報告書を作成するととも
に、経済財政諮問会議等における検討の材料とする。
・日本経済が直面する課題や規制・制度改革の効果等につ
いて調査分析を行い、重要政策の検討に役立てるよう、「政
策課題分析シリーズ」等の作成・公表を行う。
・政策が地域経済に与える影響を分析するためのツールと
して、都道府県別の経済財政に関するデータベースの更
新・公表を行う。

0 0 1_b_2_5 非該当

174 内閣府 2 135
計量分析一般関連業
務

・内閣府の他の経済財政部局等と密接に連携し、成長戦略
や財政健全化等の経済財政政策の議論、検討に寄与する
ことを目的としている。

・政府の推進する中長期的な政策運営の企画・立案、検証
に資するため、マクロ経済、国・地方の財政及び社会保障と
の相互連関を考慮した内閣府のマクロ計量モデル「経済財
政モデル」を用い、中長期の経済財政の姿の展望を作成、
半年おきに公表している。

0 0 1_b_2_5 非該当

175 内閣府 2 139 都市再生推進経費

都市再生施策の新規立案及び効率的運用を検討するため
に、必要となるデータ等の収集・分析等を行い、都市再生施
策に係る制度枠組みの創設、改善等の今後の方向性等に
関して把握する。

都市の国際競争力の評価・検証のあり方の調査、都市再生
施策の運用の効果に係る調査、「稼げるまちづくり」に資す
るシティセールスの手法に係る調査等を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

176 内閣府 2 140
科学技術・イノベーショ
ン政策に係る調査等

情報収集活動等により科学技術・イノベーション会議の調査
審議の迅速化・的確化を図る。また総合科学技術・イノベー
ション会議の調査審議の成果についての情報発信力を高
め、国民の理解の増進を図る。

・最先端で活躍する専門家から最新情報の収集、調査、分
析等を行う。
・国際会議等に出席することにより海外からの最新情報の
収集、調査、分析等を行う。
・ウェブサイトの整備等による情報発信を促進する。
・国立研究開発法人制度の適切な運営のための調査・検討
等を行う。

31,347 3,351 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_1 3_b_1_7 該当

177 内閣府 2 141
総合科学技術・イノベー
ション活動に係る国際
活動

諸外国の科学技術関係閣僚や有識者との交流、国際会議
の開催や出席、最先端の研究開発事例の視察等を通じ、諸
外国の科学技術・イノベーション政策に関する最新情報を収
集・分析することにより、各国と連携した我が国の科学技
術・イノベーション政策の立案に資するとともに、地球規模
の課題解決に向けた取組等の国際貢献を目的とする。

・科学技術政策担当大臣と諸外国の閣僚との政策協議、総
合科学技術・イノベーション会議有識者議員と諸外国の科
学技術関連専門家との政策対話等を行う。
・我が国での国際会議の開催、諸外国で開催される会議へ
の参加、最先端の研究開発事例の調査等を行う。
・これらを通じ、諸外国の科学技術・イノベーション政策に関
する最新情報を収集・分析するとともに、我が国の情報を諸
外国に向けて発信する。

24,799 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_c1_1 1_c_2_7 該当
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178 内閣府 2 143
科学技術システム改革
の推進

科学技術システム改革を推進するため、産官学連携の強
化、国家的に重要な研究開発の評価、競争的資金制度の
改革等を進める。

・産学官連携の強化等による取組として、「産学官連携功労
者表彰」の開催や公共調達の活用等による中小・ベン
チャー企業の育成・強化に向けた検討等を実施する。
・国家的に重要な研究開発の評価等を行うために、その分
野の専門家を招へいし必要な調査等を実施する。
・競争的資金の効果的・効率的活用等を推進するために、
関係機関に対して必要な調査を行う。

23,785 13,786 5 一般 - 95 4 - - - - 5_d1_1 6_1 1_b_2_1 該当

179 内閣府 2 144
革新的研究開発の推
進

・産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新的な科
学技術イノベーションの創出を目指し、公募採用されたプロ
グラム・マネージャーの指揮の下、ハイリスク・ハイインパク
トな挑戦的な研究開発（革新的研究開発推進プログラム（以
下、「ImPACT」という。））を効果的に推進することを目的と
する。
・「最先端研究開発支援プログラム」（３～５年で世界のトッ
プを目指す先端的研究開発を支援。以下「FIRST」という。）
及び「最先端・次世代研究開発支援プログラム」（将来、世
界の科学技術をリードすることが期待される若手・女性研究
者等による研究開発を支援。以下「NEXT」という。）の追跡

・公募で選定されたImPACTプログラム・マネージャー（１６
名）の指揮の下、ハイリスク・ハイインパクトな研究開発を効
果的に推進するため、総合科学技術・イノベーション会議の
下、それらプログラム・マネージャーが進める研究開発の進
捗状況の管理や関連情報の収集・分析等を行うための会議
の運営、現地調査等を行う。
・FIRST及びNEXTの追跡調査等を効率的に実施するため、
会議の運営、現地調査、情報の収集・分析等を行う。

7,109 0 5 一般 - 95 4 - - - - 6_1 該当

180 内閣府 2 145

第５期科学技術基本計
画及び科学技術イノ
ベーション総合戦略の
推進に必要な政策立案
調査

科学技術基本計画及び科学技術イノベーション総合戦略の
推進に関して、総合科学技術・イノベーション会議が適切か
つ十分なエビデンスに基づく政策立案、フォローアップを行
うための必要な調査を実施する。

（１）科学技術イノベーション政策として重点的に取り組むべ
き課題への対応、独立行政法人、国立大学法人等における
イノベーション創出のための科学技術関係活動として資源
投入状況を把握し目標達成状況を分析・評価するために、
関係府省が有するデータの活用及び調査内容に精通した
民間シンクタンク等への委託により、必要な調査を実施す
る。
（２）科学技術イノベーションに適した環境創出の状況を総
合的に調査し、分析・評価を実施する。
（３）このほか、科学技術基本計画に係る政策立案、フォ
ローアップのための調査等のイノベーションの促進に必要な

171,188 159,306 5 一般 - 95 4 - - - - 5_b1_1 1_c_2_4 1_b_3_1 該当

181 内閣府 2 147
災害対策本部予備施
設等の改修に要する経
費

首都直下地震等の大規模災害が発生した場合に、
　①都心関係施設（官邸等）が甚大な被害を受けた場合に
備え、国の災害対策本部機能、内閣府（中央合同庁舎第８
号館）の防災専用の通信統制・情報
　　 処理のバックアップ機能等を持つ災害対策本部予備施
設
　②現地対策本部の設置場所候補であり、災害対応の拠点
となる東京湾臨海部基幹的広域防災拠点施設

当該施設の安定的な運用を確保するため、経年劣化した施
設・設備の更新に必要な工事を行う。
平成28年度は、災害対策本部予備施設（新館）の空調設備
の更新に必要な工事を実施した。
平成29年度は、災害対策本部予備施設（本館）の空調設備
の更新及び給排水設備の改修を実施する。

0 0 4_a4_2 非該当

182 内閣府 2 148
中央防災無線網の施
設整備及び管理に要す
る経費

　災害による被害を最小化するためには、災害発生初動期
より、災害の規模、被害の箇所や状況などの迅速な収集と
関係機関による共有によって的確な対応を行う必要があ
る。そのための通信は極めて重要であるが、災害時は公衆
通信網に混雑（輻輳）、停電、断線による障害が発生する。
中央防災無線網は、地上系無線回線及び衛星通信回線に
より総理大臣官邸をはじめ防災関係機関間を横断的に接
続する情報通信ネットワークであり、ヘリコプター映像の伝
送、中央と現地の情報共有等を確実に行うための設備であ
る。

　中央防災無線網は、指定行政機関等30機関（39箇所）、地
方自治体47都道府県5政令市（56箇所）、指定公共機関67
機関（72箇所）の合計149機関（167箇所）を接続しているほ
か、緊急時に臨時的な通信拠点を設営することにより全国
をカバーしている。信頼性と経済性の観点から、首都圏では
地上系通信、遠隔地の指定公共機関は衛星系通信を採用
し、その他道府県については他省庁の通信回線を活用して
横断的なネットワークを構築してきた。災害時には実動５省
庁（警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、防衛省）の
ヘリコプター映像による発災状況の把握、関係機関との電
話・ＦＡＸによる緊急連絡、関係省庁連絡会議や現地対策会

0 0 4_b4_2 非該当

183 内閣府 2 149
総合防災訓練大綱に基
づく総合防災訓練に係
る経費

 防災訓練の目的は、防災関係機関の災害発生時の応急対
策に関する検証・確認と住民の防災意識の高揚であり、具
体的には以下のとおりである。
(1) 防災訓練を通じて、防災関係機関の平時からの組織体
制の機能確認、評価等を実施し、実効性について検証する
こと。
(2) 防災訓練を通じて、災害発生時における各防災関係機
関の適切な役割分担と相互に連携協力した実効性ある対
応方策を確認するとともに、災害発生に備え、特に国と地方
公共団体の関係強化を始め、平時からの防災関係機関等
相互の連携強化を図ること。
(3) 防災訓練の実施に当たっては、防災計画等の脆弱点や
課題の発見に重点を置き、防災計画等の継続的な改善を
図ること。
(4) 住民一人一人が、防災訓練に際して、日常及び災害発
生時において「自らが何をするべきか」を考え、災害に対し
て十分な準備を講じることができることとなるよう、住民の防
災に関する意識の高揚と知識の向上を図る機会とするこ
と。
(5) 行政機関、民間企業を通じた防災担当者の平時からの
自己研鑽・自己啓発等が社会の災害対応力向上に直結す

「平成29年度総合防災訓練大綱」に定める「政府における総
合防災訓練等」を実施する。 0 0 8_6 非該当

184 内閣府 2 150
定住外国人施策推進
経費

日系定住外国人に関する施策について政府全体としての取
組みを推進するため、日系定住外国人施策推進会議を開
催し、平成26年3月に、日系定住外国人施策に関する基本
指針や具体的な施策を取りまとめた「日系定住外国人施策
の推進について」を策定した。これに基づき、各省庁におけ
る取組みについてのフォローアップ等を実施する。

・日系定住外国人施策推進会議の運営、各省庁における日
系定住外国人施策のとりまとめと推進、推進状況の把握等
・各地方自治体における定住外国人施策の実態把握、先進
的事例の収集・提供
・日系人をはじめとする定住外国人及びその支援者を対象
に多言語での情報提供を行う「定住外国人施策ポータルサ
イト」の運営

0 0 1_b_4_6 3_b_4 非該当

185 内閣府 2 151
栄典事務の適切な遂行
に必要な経費

日本国憲法第７条に規定する国事行為として、内閣の助言
と承認の下に天皇陛下から授与される栄典に関する事務の
適切な遂行。

勲章等の授与及びはく奪の審査並びに伝達等を行う。
勲章は、春と秋に授与される春秋叙勲、危険業務従事者叙
勲のほか、毎月年齢８８歳に達した機会に勲章を授与する
高齢者叙勲、勲章の授与の対象となるべき者が死亡した場
合に随時勲章を授与する死亡叙勲、春秋叙勲と同時期又
は、功労のある者が来日又は離日する等の機会をとらえて
勲章を授与する外国人叙勲、文化の日に我が国の文化の
発達に関して顕著な功績のあった者に対して授与される文
化勲章に分けることができます。
褒章は、春と秋に授与される紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒
章、紫綬褒章、藍綬褒章と表彰されるべき事績の生じた都
度授与される紺綬褒章があります。
(春は４月２９日付けで、秋は１１月３日付けで授与されてい

0 0 8_6 非該当

186 内閣府 2 152
食品安全確保総合調
査費

食品安全基本法第23条第１項第６号に基づき科学的な調
査を実施し、各種危害要因（ハザード）に的確に対処するた
めに必要な科学的知見の収集・整理・解析等を行い、これら
の科学的知見を活用して食品健康影響評価（リスク評価）
等を実施し、食品の安全性の確保を図る。

・各国のリスク評価機関・国際機関等が保有する評価に関
する情報や各種科学文献等から入手できる毒性メカニズ
ム、ばく露等の情報の収集整理やその他、食品中のハザー
ドの含有実態調査などリスク評価に必要な情報を得るため
の分析調査を実施する。

0 0 1_c_2_9 非該当

187 内閣府 2 153
食品安全行政の充実・
強化経費

　食品に係る危害情報や食品健康影響評価等を行うために
必要な情報等を収集・整理し、科学的な分析を行い最新の
食の安全に関する知見を集積するとともに、当該情報を広く
一般国民・関係者に提供し、食の安全に関する知識の向上
と食品に起因する健康被害の抑制に寄与することを目的と
する。

国際機関、外国政府が発信する情報や食品安全モニター
※を通じた情報提供などの様々な情報ソースから食の安全
に関する情報を入手するとともに、外国のリスク評価機関や
国際機関と協調しリスク評価に関する新たな研究成果など
の最新の知見を入手し、関係機関への配布や「食品安全総
合情報システム」等を通じて、一般国民、厚生労働省や農
林水産省などのリスク管理機関、研究機関、食品関係事業
者等へそれらの情報を提供する。また、それらの情報を食
品健康影響評価やファクトシート等に活用する。

※食品安全モニター：食品に関する危害情報や施策等に対
する意見・情報を得るため、食品安全委員会が委嘱する消
費者（全国に470名）。食品に関する一定の経験・知識を有
することを要件としている。

0 0 3_b_4 非該当

188 内閣府 2 154
迎賓館施設整備に必要
な経費

赤坂迎賓館、京都迎賓館について、経年により老朽化した
施設等の改修・整備を行い、接遇及び一般公開等に支障の
無いことを目的とする。

赤坂迎賓館は、国宝に指定されているが昭和４９年の開館
より４０年以上が経過しており、施設等については改修を
行っているものの経年劣化や一般公開の実施に伴う損傷が
進んでいる。また、改修に必要な部品等の調達も年々難しく
なっており、接遇や一般公開等を実施するにあたり支障が
生じる恐れがある。
また、京都迎賓館でも、開館から１０年以上が経過し、既設
置済み設備の部品の調達が難しくなってきており、接遇や
一般公開等を実施するにあたり支障が生じる恐れがある。

0 0 4_a4_1_5 4_b4_2 非該当

189 内閣府 2 155
クールジャパン戦略推
進経費

ゲーム・マンガ・アニメといったコンテンツ、ファッション、産
品、日本食、伝統文化、デザイン等、外国人にとって「クール
（かっこいい）」と受け取られる日本の魅力を世界に向けて
総合的かつ効果的に発信し、日本の魅力に対する認知度を
向上させるとともに、官民・異業種間の連携の強化を図るこ
とにより、インバウンド・アウトバウントの活性化を後押しす

クールジャパン担当大臣等の海外出張を活用したクール
ジャパン発信イベント、クールジャパン戦略の推進に資する
調査・検討（クールジャパン拠点やその連携方策に関する
調査、クールジャパン海外進出のための国別調査等）、「官
民連携プラットフォーム」の運営等を実施する。

0 0 3_c4_5 非該当
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190 内閣府 2 156
北方地域旧漁業権者
等貸付事業

　北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
に基づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対し、漁業
その他の事業及び生活に必要な資金を低利で融通すること
により、これらの者の事業の経営と生活の安定を図る。

　北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
に基づき、北方地域旧漁業権者等に対し、漁業その他の事
業及び生活に必要な資金を低利で融通している。
　同法に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会に
「必要な資金の財源に充てるための基金」を置き、かつ、同
協会が貸付にかかる業務を行っている。このために必要な
経費（利子及び管理費に係る収支差）を同協会に補助する

0 0 8_6 非該当

191 内閣府 2 157
独立行政法人北方領
土問題対策協会運営
費交付金

　北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について
国民世論の啓発及び調査研究を行うとともに、北方領土問
題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進に資する
ことを目的とする独立行政法人北方領土問題対策協会の
運営費

①国民世論の啓発（都道府県民会議や運動団体等事業へ
の支援、青少年・教育者対象研修会の実施、啓発施設の維
持管理、ホームページによる情報発信等）
②北方四島との交流（北方四島在住ロシア人との相互訪問
事業、教育関係者及び日本語講師の専門家派遣等）
③北方領土問題等に関する調査研究（日露関係等レポート
の公表、北方四島の現状の情報収集等）
④北方四島元居住者等への援護（元島民等の行う返還運
動への支援、元島民後継者活動への支援、北方領土資料
等の収集保存、自由訪問の実施）

0 0 7_b_7 非該当

192
復興庁
（内閣府）

8 10
ＮＰＯ等の「絆力（きず
なりょく）」を活かした復
興・被災者支援事業

特定非営利活動法人等（以下、「ＮＰＯ等」という。）が被災
者と被災者、被災者と行政、被災者と支援者等を結びつけ
る「絆力（きずなりょく）」を活かして復興・被災者支援を行う
取組や、復興・被災者支援を行うＮＰＯ等の絆力を強化する
ための取組に対して支援を行うことにより、復興・被災者支
援を図っていく。

国から岩手県、宮城県、福島県に対して交付金を交付し、３
県において以下の取組を実施。
①　避難生活を送る被災者等の見守りやカウンセリング、震
災により日常生活に支障を来たしている被災者等の支障を
軽減するためのサポートといった被災者の心のケア、健康・
生活支援に向けた取組
②　仮設住宅や災害復興住宅等での被災者間や被災者と
行政・支援者・地元住民等との連携・交流、被災地域におけ
る自立に向けた意見交換、協働等の場づくりといったコミュ
ニティ形成等の復興に向けた取組
③　原子力災害により避難した方々の避難先での交流、帰
還に向けた活動、風評被害対策といった原子力災害からの
復興に向けた取組
④　復興・被災者支援を行うＮＰＯ等の取組をノウハウや情
報の提供等によりサポートする中間支援の取組　
⑤　復興・被災者支援を行うＮＰＯ等が支援者（民間企業、
学識経験者、専門家等）や他団体等と結びつくためのマッチ
ング・交流及びＮＰＯ等が効果的に復興・被災者支援を行う
ための情報収集・提供等（県が実施）

0 0 8_6 非該当

193
復興庁
（内閣府）

8 11
被災者生活再建支援
法施行に要する経費

　被災者生活再建支援法は、自然災害によりその生活基盤
に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観
点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支
給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の
生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的と
する。

○自然災害の被災者の生活の再建を支援し、もって住民の
生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的と
して、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活
用し、住宅が全壊した世帯等に対して最大３００万円までの
被災者生活再建支援金を支給。
○国は支給される被災者生活再建支援金のうち４／５を補

0 0 8_6 非該当

194
復興庁
（内閣府）

8 12
災害救助法による災害
救助等

【災害救助費等負担金】
・東日本大震災に際して、国が地方公共団体、日本赤十字
社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な
救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ること
を目的とする。
【災害弔慰金等負担金】
・市町村が、自然災害により死亡した遺族に対して弔慰のた
めに災害弔慰金を、精神又は身体に重度の障害を受けた
者に対して災害障害見舞金をそれぞれ支給する。
【災害援護貸付金】
・自然災害により、住居や家財に被害を受けた場合並びに
世帯主が負傷した場合に、その世帯の立て直しに資するた
め、市町村が災害援護貸付金の貸付を行う。

【災害救助費等負担金】
・災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、避難所
の設置等の応急救助を実施する。
【災害弔慰金等負担金】
・災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、
自然災害で死亡された者の遺族に対して弔慰金、又は重度
の障害を負った者に対して見舞金を支給した場合、国が1/2
（都道府県1/4・市町村1/4）補助する。
【災害援護貸付金】
・災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、
都道府県内で災害救助法が適用された自然災害で負傷又
は住家・家財に被害があった者に対して、災害援護資金を
貸し付けた場合に、国がその原資の一部を無利子で貸し付

0 0 8_6 非該当

195
復興庁
（内閣府）

8 13
原子力施設等防災対
策等交付金

東日本大震災等により被害を受け、使用不能となった福島
県及び宮城県の緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイト
センター）の復旧を支援する。

以下の事業に対して交付金を交付する。
・福島県が平成２５年度（繰越）事業として実施する福島第
二原子力発電所用の新オフサイトセンター（楢葉町）の建設
・福島県が平成２６年度（繰越）事業として実施する福島第
一原子力発電所用の新オフサイトセンター（南相馬市）の建
設
・宮城県が平成２９・３０年（国庫債務負担行為）事業として
実施する女川原子力発電所用の新オフサイトセンター（女

0 0 4_a4_2 非該当

196
復興庁
（内閣府）

8 14
帰還困難区域の入域
管理・被ばく管理等

本事業により、①帰還困難区域の住民のふるさとへの帰還
意識の維持、②当該区域内の財物やインフラ等の最低限の
維持管理、③他地域も便益を受けることのできる広域的な
公共施設等の復旧等を促進することができる。この結果、帰
還困難区域の将来の復旧復興を円滑に行える環境が整備
されるだけでなく、他地域の復旧復興の促進にもつながる。

帰還困難区域の境界にバリケードを設置するとともに、バリ
ケードの維持管理などを行うことで、帰還困難区域の入域
管理を行う。
また、①帰還困難区域内の住宅、田畑、墓地等の維持管理
などのために入域を希望する住民、②当該区域内の（広域
的な）公共施設等の復旧や防災・防犯対策のために入域を
希望する復旧作業員、消防・警察等について、安全な入域
を確保するために必要な被ばく管理等を行う。

0 0 4_a4_2 非該当

197
復興庁
（内閣府）

8 15

東日本大震災による女
性の悩み・暴力に関す
る相談事業に必要な経
費

　東日本大震災の被災地においては、長引く避難生活や生
活不安などの影響によるストレスの高まりなどから、女性が
様々な不安・悩み・ストレスを抱えることや、女性に対する暴
力が懸念される。このため、地方公共団体と協力して女性
の悩み・暴力相談窓口を開設し、電話相談、面接相談及び
仮設住宅への訪問相談等を行い、被災地において女性が
安心して利用できる相談サービスを提供することにより、震
災に起因する悩み等の軽減を図るとともに、地元が自立し
て相談対応することが出来るようになることを目指す。

　地方公共団体、民間団体と協力して、被災３県（岩手県、
宮城県、福島県）に臨時相談窓口を開設し、被災地におい
て女性が安心して利用できる相談サービスを提供する。３県
では、面接相談や仮設住宅等に訪問して相談を受け付け、
県外避難者の多い福島県においては、フリーダイヤルによ
る電話相談も受け付ける。また相談対応の充実を図るた
め、アドバイザーを派遣し、スーパービジョン（専門性の高い
全国からの派遣相談員による個別具体的なアドバイス）等
を実施する。さらに、被災３県の地元行政機関の相談機能

0 0 8_6 5_a4_2 非該当

198
個人情報
保護委員
会

3 新30 1
広聴・相談業務に必要
な経費

　当事業は、行政運営の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会
基盤としてのマイナンバー制度への国民の理解を深め、ま
た個人情報保護法に基づき、「個人情報の適正かつ効果的
な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び
豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個
人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す
る」ための事業である。

　個人情報保護法において、「個人情報及び匿名加工情報
の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん
及びその処理を行う事業者への協力に関すること」、「特定
個人情報の取扱いに関する・・・苦情の申出についてに必要
なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関するこ
と」及び「個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用につ
いての広報及び啓発に関すること」が委員会の任務とされ
ており、その任務を達成するため、電話による相談窓口を運
営し、個人情報保護法の解釈等に関する一般的な質問へ
の回答を行うとともに、個人情報、匿名加工情報及び特定
個人情報の取扱いに関する苦情あっせん相談を行う。

0 0 8_6 非該当

199
個人情報
保護委員
会

3 1
特定個人情報の監視・
監督に必要な経費

社会保障・税・災害対策の分野に関する行政手続で個人番
号（マイナンバー）を利用する番号制度（マイナンバー制度）
は、行政運営の効率性・透明性を高め、国民にとって利便
性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤で
ある。他方、国家による個人情報の一元管理、マイナンバー
を用いた個人情報の不正な追跡・名寄せ・突合、財産その
他の被害への懸念が示されてきた。
このような懸念を踏まえた制度上の保護措置の一つとして、
特定個人情報の適正な取扱いの確保を任務とする個人情
報保護委員会の活動を通じて、マイナンバー制度の安心・
安全及び国民の信頼を確保することを目的として実施する

個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な
活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人
情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するた
め、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること（個人番号
利用事務等実施者に対する指導及び助言その他の措置を
講ずることを含む。）」が委員会の任務とされており、その任
務を達成するため、特定個人情報の取扱いに関する監視・
監督（指導及び助言、勧告及び命令等）を行う。

0 0 8_6 非該当

200
個人情報
保護委員
会

3 2
特定個人情報保護評
価に必要な経費

行政運営の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の
高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤としてマ
イナンバー制度が整備されたが、その一方、特定個人情報
の漏えい等の事態の発生が懸念されている。そのような懸
念に対し、マイナンバー制度の安心・安全に資する制度とし
て、特定個人情報保護評価（以下「保護評価」という。）制度
が実施されている。保護評価制度は、特定個人情報ファイ
ルを保有しようとする行政機関や地方公共団体の長など
が、特定個人情報の漏えい等のリスクに対する対策を、自
ら評価し公表する制度である。具体的には、特定個人情報
ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策
を、所定の様式（以下「評価書」という。）に記入し、公表する
仕組みである。本事業の目的は、マイナンバー保護評価シ
ステムの運用・保守、改修により評価実施機関による評価
書の提出・公表を支援すること、またマイナンバー保護評価
Webを通じて広く国民が評価書を閲覧できるようにすること

マイナンバー保護評価システムの運用・保守、改修によって
評価実施機関による評価書の提出・公表を効率的に処理す
るとともに、マイナンバー保護評価Webを整備することで、広
く国民が評価書を閲覧できるようにしている。評価実施機関
にとって利便性の高いシステムとなるよう、マイナンバー保
護評価システムの運用・保守、改修を行うとともに、評価実
施機関が適切に評価を実施できるよう指導・助言を行うな
ど、保護評価制度の円滑な運用に資する活動を行ってい
る。またマイナンバー保護評価Web上で、評価書の検索機
能に加え、月ごとの評価書の公表件数を取りまとめた結果
を公表するなど、国民に対し保護評価制度の実施状況につ
いて周知する役割も果たしている。

0 0 4_b3_8 3_c4_5 非該当
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201
個人情報
保護委員
会

3 3
個人情報の保護及び利
活用に関する施策の推
進

個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技
術の進展に対応したパーソナルデータの適正かつ効果的な
活用を積極的に推進することにより、活力ある経済社会及
び豊かな国民生活の実現に資するため、個人情報の保護
に関する法律が改正された。当事業は、個人情報保護法に
基づき、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業
の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実
現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配
慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ための事業である。

個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な
活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人
情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するた
め、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」が委員会
の任務とされており、その任務を達成するため、個人情報
の保護及び利活用に関する施策を推進することとする。

0 0 3_b_4 非該当

202
個人情報
保護委員
会

3 4
所掌事務に係る広報・
啓発、国際協力

 当事業は、行政運営の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会
基盤としてのマイナンバー制度への国民の理解を深め、ま
た個人情報保護法に基づき、「個人情報の適正かつ効果的
な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び
豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個
人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す
る」ための事業である。

「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出
並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資
するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつ
つ、個人の権利利益を保護する」という個人情報保護法の
目的に鑑み、個人情報の保護及び利活用並びに委員会の
活動に関する国民の理解の向上を図るため、個人情報保
護制度、マイナンバー制度及び委員会の業務内容を紹介す
る各種ツールを作成し、多様な媒体を通じて広報及び啓発
を行う。また、経済・社会のグローバル化に対応するために
は、海外のデータ保護機関との国際協力関係の構築や情
報共有を進めることが重要となるため、各国のデータ保護
機関における権限執行の実態、国際的な動向の把握、委員
会に関する情報発信を行う。

0 0 3_b_4 非該当

203
公正取引
委員会

4 1 国際競争組織分担金

　ICN（International Competition Network）は，競争法の国
際的な収れん及び各国・地域競争当局間の協力関係の強
化を目的として設立された国際組織である。ICNにおける議
論及び成果物は公正取引委員会における審査実務・政策
立案等に参照されており，我が国の競争法・競争政策の発
展に資するものであることから，ICNがその期待される機能
を十全に果たせるよう，運営費用の一部について公正取引
委員会として分担金の形で支出するものである。

　各国・地域競争当局のネットワークであるICNの運営経費
について，一人当たりのGNI（国民総所得）を基礎に算出さ
れた一定金額（3000ドル）を負担。

0 0 7_b_7 非該当

204
公正取引
委員会

4 2
独占禁止政策に関する
地方有識者との懇談会

　地方有識者（経済団体，消費者団体，学識経験者，報道
関係者等）と公正取引委員会委員等との懇談会を通じて，
各地域の実情，競争政策や公正取引委員会の活動につい
て，幅広い意見・要望等を把握し，今後の競争政策の有効
かつ適切な推進を図るとともに，各地域の事業者，消費者
等を対象とする講演会を通じて公正取引委員会の活動や
独占禁止法等の内容に対する理解をより一層深めることを
目的としており，毎年，全国各地において開催している。

　公正取引委員会の最近の活動状況等について，各地域
の主要経済団体・消費者団体の代表者等の有識者から公
正取引委員会の委員等が意見を聴取するとともに，率直な
意見交換を行う。また，懇談会に併せて，各地域の事業者，
消費者等を対象とした公正取引委員会委員等による講演
会を実施するほか，当該講演会後に，独占禁止法及び下請
法に関する相談コーナーを設け，各地域の事業者等からの
相談に対し職員が個別に応じている。

0 0 5_d4_2 非該当

205
公正取引
委員会

4 3 独占禁止懇話会

　公正取引委員会が各界の有識者から意見を聴取するとと
もに，意見交換を行うことを通じて，経済社会の変化に即応
した競争政策の有効かつ適切な推進を図り，併せて競争政
策に対する国民的理解の増進を図る。

　公正取引委員会が，懇話会を開催し，その取組や競争政
策の在り方等について，広く各界（学界，言論界，消費者団
体，産業界，中小企業団体等）の有識者と意見交換を行うも
の。

0 0 5_d4_2 非該当

206
公正取引
委員会

4 4 競争政策研究センター

　競争政策研究センター（ＣＰＲＣ）は，所長・主任研究官・客
員研究員として独占禁止法や経済学等の専門家等の参画
を得て，研究活動を行うほか，各種セミナー等を開催するこ
とによって，中長期的観点から，独占禁止法の運用や競争
政策の企画・立案・評価を行う上での理論的な基礎を強化
することを目的としている。

　①競争政策上の課題について議論を行うため検討会を開
催（専門家や必要に応じて関係省庁も参加），②競争政策
上の先端的な課題について，学識経験者等が，公正取引委
員会の担当部局と議論しながら，執筆者の名義・責任で行
う論考（ディスカッションペーパー）を発表，③企業・実務家・
内外の研究者による講演会（セミナー，ＢＢＬ〔Brown Bag 
Lunch〕）を開催，④競争政策の動向について理解を深めて
いただくため，国際シンポジウムや公開セミナーを開催。

0 0 1_b_4_6 非該当

207
公正取引
委員会

4 5
政府規制・公的制度等
に関する検討会議

　我が国における社会・経済情勢の変化を踏まえ，政府規
制・公的制度について，競争政策の観点から検討し，必要
に応じて提言等を行い，また，各府省における規制の事前
評価に当たっての競争評価の内容の向上を図ることで，競
争的な市場環境を創出する。

　政府規制・公的制度の競争政策の観点からの提言等につ
いては，経済法や各分野で知見を有する有識者から意見を
聴取するなどして，検討を行っている。また，競争評価の在
り方については，経済学や規制の事前評価の知見を有する
有識者を招いて検討を行っている。

0 0 1_b_4_6 非該当

208
公正取引
委員会

4 6
消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保に係る事
業者向け広報等

　平成26年４月の消費税率の引上げに伴い発生している中
小企業者等に不当に不利益を与える消費税の転嫁拒否等
の行為の更なる防止を図るため，消費税の円滑かつ適正な
転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正
等に関する特別措置法（以下，「消費税転嫁対策特別措置
法」という。）の内容などの説明会の開催，パンフレットの作
成・配布，新聞広告やインターネット広告等による広報活動
等を行うことにより，消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る。

　本事業では，以下のような事業等を実施する。
①　消費税転嫁対策特別措置法等の周知徹底を図るため，
説明会を開催（移動相談会も合わせて開催）するとともに，
事業者団体等が主催する説明会に講師を派遣する。
②  消費税転嫁対策特別措置法等の内容やガイドラインな
どについて事業者旨にわかりやすいパンフレット等を作成・
配布し，周知を行う。
③  消費税転嫁対策特別措置法等の周知徹底を行うととも
に，消費税の転嫁拒否等の行為について厳しく監視する姿
勢を示すために，新聞広告やインターネット広告等を実施す

0 0 3_b_4 非該当

209
公正取引
委員会

4 7
消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保に係る大
規模書面調査

　消費税の転嫁拒否等の行為について，立場の弱い事業
者が消費税の転嫁を拒否されることなどによって被害を受
けたとしても，自らその被害を申し出ることが期待できない。
そのため，中小企業庁と合同で書面調査を実施することに
よって，商品や役務（サービス）を供給している事業者が，取
引先事業者（買手事業者）から消費税の転嫁拒否等の法律
上問題となる行為を受けていないかの情報を積極的に収集
し，問題となる行為の是正につなげることを目的としている。

　大規模な書面調査を実施するため，下記内容の事業を実
施する。
　　①往信用封筒，返信用封筒，調査票，回答用紙・法令の
概要について所要の枚数を印刷し，対象事業者約619万者
に対して送付する。
　　②回答者からの質問については，コールセンターを設置
し，コールセンターにて受け付ける。
　　③回収された回答用紙は，回答内容の入力を行い，違
反の疑いのある事業者を抽出し，調査につなげる。
　　④回答により転嫁拒否等の違反行為が疑われるものに
ついては，公正取引委員会・中小企業庁等において消費税
転嫁対策特別措置法に基づく調査を行う。

0 0 1_c_3_9 非該当

210 警察庁 5 新29 1
特殊詐欺に係る警告電
話事業

警察庁において、警告電話事業を実施し、犯行に使用され
た電話番号を使用できなくするなどして、特殊詐欺被害の
抑止等に資する取組を強化する。

全国で多発する特殊詐欺の被害抑止のため、犯行に使用
された電話番号に繰り返し架電し、その番号を事実上使用
できない状態にするとともに、電話が繋がった際は、警告
メッセージを流す。

0 0 8_6 非該当

211 警察庁 5 新29 3

時代に即した交通管制
システムのデータ管理
の在り方に関する調査
研究

現在の交通管制センターは、昭和40年代から培ってきた技
術を基にして信号制御等を実施してきたところであるが、昨
今の技術革新に対応し、より適切な交通管理を行うため、
交通管制システムで扱うデータ管理の在り方について調査
研究を実施する。

より適切な交通管理を可能とするため、交通管制システム
を構築する各種機器における時刻管理の在り方、交通管制
センターと接続されていない信号機を含めた全信号機の動
作状況等に関するデータ管理の在り方、交通管制システム
で収集されるプローブ情報を用いた信号制御の最適化方法
等について平成29年度に実施した机上における調査研究
で得られた知見を活用し、平成30年度にモデルシステムを
構築して、平成31年度にシステム導入の効果検証を実施す

48,073 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

212 警察庁 5 新29 4
国外犯罪被害弔慰金
等

国外犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族又
は障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害弔慰金等
を支給する。

国外犯罪被害者（日本国外において行われた故意の犯罪
行為により死亡し、又は障害（障害等級第１級相当）が残っ
た、日本国籍を有する者（海外の永住者を除く。）をいう。以
下同じ。）の遺族に国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った
国外犯罪被害者に国外犯罪被害障害見舞金を支給する。

0 0 8_6 非該当

213 警察庁 5 新30 1
子供と女性に対する犯
罪等を防止するための
対策に関する調査研究

本事業の成果を通じ、防犯環境設計の観点から、防犯環境
整備を始めとしたハード・ソフト両面による官民一体となった
更なる安全安心まちづくりを全国で展開し、もって子供・女
性に対する犯罪等を防止する。

子供・女性を対象とした犯罪の発生状況の分析や意識調査
を実施するとともに、学識経験者のほか関係省庁（国土交
通省、文部科学省等）の担当者をオブザーバーとする有識
者研究会を開催し、防犯環境設計の４つの原則（被害対象
の強化・回避、接近の制御、自然監視性の確保、領域性の
強化）を踏まえた「場所」（防犯環境）に着目した防犯対策に
ついて検討を行うことにより、概ね５年ごとに見直しを行って
いる「安全・安心まちづくり推進要綱」の次回改正（平成31年
度）に反映させるほか、子供・女性の安全に関する広報用
ツールや防犯ボランティア活動に関するマニュアルを作成

0 0 1_b_2_4 3_c3_4 非該当

214 警察庁 5 新30 2
暴力団構成員の社会
復帰対策に関する調査
研究

犯罪による被害を防止し、安全で安心して暮らせる社会を
実現するという政策課題に対応するためには、再犯者の割
合が極めて高い暴力団構成員の離脱を支援するとともに、
暴力団を離脱した者に対し、特に雇用面での社会復帰対策
を早急かつ強力に推進し、ひいては、暴力団の人的基盤の
切崩しにつなげる必要がある。
本調査研究の結果を効果的な社会復帰対策の検討・実施
に活用する。

暴力団からの離脱及び暴力団離脱者の社会への復帰･定
着を促進し、再犯防止を推進するとともに、暴力団の人的基
盤を切り崩すため、暴力団への加入･離脱に係る心理、離
脱・就労のための社会環境の在り方、離脱・就労後の社会
定着のためのフォローアップ体制等に関する調査研究を実
施する。

0 0 1_b_2_6 非該当

215 警察庁 5 新30 3
高齢運転者の交通事
故防止対策に関する調
査研究

平成28年11月に開催された「高齢運転者による交通事故防
止対策に関する関係閣僚会議」における内閣総理大臣の指
示を踏まえ、警察庁では、「高齢運転者交通事故防止対策
に関する有識者会議」を開催し、更なる対策について検討を
行ってきたところ、平成29年６月、同有識者会議の提言が取
りまとめられ、それぞれの高齢者が抱える運転リスクに応じ
たきめ細かな対応が実施できるよう、運転免許制度の在り
方等について調査研究を実施すべきことが今後の方策とし
て示されたことを受け、同提言の具体化に向けて必要な調
査研究を行い、高齢運転者の交通事故防止を図るもの。

一定のリスクを有する高齢者のタイムリーな把握及び個々
の高齢者の能力に応じたきめ細かな対応を実現する制度
の構築に向けて、老年精神医学、交通心理学、自動車工学
等の専門家からの意見聴取、諸外国における法制度や高
齢運転者の交通事故防止に向けた取組等に関する調査等
を実施し、認知症以外の高齢者特有のリスクや技能等の把
握方法、把握されたリスク等に応じた安全運転の継続に必
要な方策、当該方策を講じたとしてもなお事故を起こすリス
クが高い者に対する措置の在り方等について検討を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成三〇年度
当初予算案うち
科技予算額[千

円]

左記うち要望額
うち科技予算額
[千円]

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○ 
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○ 
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○ 
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

216 警察庁 5 新30 4
認知症と安全運転に関
する調査研究

初期の認知症の者の中に、安全に運転することができる者
をそもそも認めることができるかについて調査するとともに、
１　初期の認知症である者に対して、安全に運転できること
の判断基準の設定
２　前記１の者について、認知症が進行して運転に支障を来
す状況になった際の判断基準の設定
ができることが、現行制度の見直しの検討に必要であること
から、これらの設定の可否等について調査研究を実施する
などして、現行制度の見直しが必要かどうかについての判
断材料を収集する。

現行制度の見直しを判断するために必要となる「認知症と
安全運転能力」の関係を明らかにするため、次の調査研究
を行う。
○認知症と診断された者等の認知機能及び安全運転の調
査研究
認知症と診断された者等について、認知機能（認知機能検
査・神経心理検査（MMSE・HDS-R）の点数等）の状況、診断
前一定期間の交通違反・交通事故の発生状況を調査すると
ともに、認知機能検査の結果を活用して認知機能の低下と
交通違反・交通事故の発生状況の関係について調査研究
する。
○認知症と診断された者等の安全運転能力の調査研究
認知症と診断された者等について、シミュレーターや実車に

0 0 1_b_3_6 非該当

217 警察庁 5 新30 5
高齢者講習における新
たな視野検査方法導入
に向けた調査研究

新たな視野検査方法について、実際の高齢者講習で試験
的に実施可能な手順、検査時間、機材の仕様等について検
討した上で、教習所等における導入実験を行い、視野検査
データ等を収集し、分析することにより、視野異常と交通事
故・違反の関係を検証し、今後の高齢運転者対策に活か
す。

新たな視野検査器について、高齢者講習において試験的に
導入し、受講者の視野検査データを収集するほか実車又は
シミュレーターによる運転行動データの収集、講習指導員、
受講者に対するアンケート、ヒアリング調査を実施する。得
られたデータ等を分析し交通事故・違反の関係を検証する
ことで、高齢者講習への導入実現可能性や導入により見込
まれる効果の検討等更なる高齢運転者対策に活用する。

0 0 1_b_3_6 非該当

218 警察庁 5 新30 6
第二種免許制度の在り
方に関する調査研究

平成28年度及び平成29年度に閣議決定された規制改革実
施計画を踏まえ、大型第二種免許を含めた第二種免許制
度の今後の在り方を総合的に検討する。

大型第二種免許の旅客自動車教習所に係る教習指導員等
に対するアンケートや、有識者による検討会、ヒアリング等
を実施した上で、各調査結果や平成29年度調査研究の結
果等を総合し、第二種免許制度の在り方を総合的に検討す

0 0 1_b_3_6 非該当

219 警察庁 5 1
防犯ボランティア支援
事業の推進

「犯罪の起きにくい社会」を実現するために、防犯ボランティ
ア活動を幅広い世代の参加を得たものへと発展させ、地域
のシステムとして定着化を図り、活動の更なる活性化を図
る。

自主防犯活動の一層の活性化と定着化を促進するため、
防犯ボランティア活動の裾野を広げ、質の向上を図ることを
目的としたフォーラムを開催し、先進的な活動を行う団体の
活動内容を全国に発信する。また、自主防犯活動を持続可
能なものとして維持・強化するためニーズに応じた活動支援

0 0 3_c4_5 8_1_4 非該当

220 警察庁 5 2
児童ポルノ対策・少年
非行防止対策の推進

（児童ポルノ対策）
平成２８年中の検挙件数、検挙人員及び被害児童数が過去
最多を記録するなど、深刻な児童ポルノ情勢を踏まえて、取
締りを強化するほか、児童ポルノ排除に向けた諸対策を推
進する。
（少年非行防止対策）
刑法犯少年の検挙人員が人口比で成人の約４倍、再犯者
の割合が年々高まっている少年非行情勢を踏まえ、少年の
非行防止に向けた諸対策を推進する。
（児童虐待対策）
児童通告人員が過去最多を記録するなど、深刻な児童虐
待情勢を踏まえ、児童虐待の早期発見等に向けた諸対策

(児童ポルノ対策)
ファイル共有ソフト（P2P）を利用して児童ポルノ事犯の取締
り等の対策を強化する。
（少年非行防止対策）
少年と年齢が近く、少年の気持ちを理解しつつ学習支援等
を効果的に推進することができる大学生ボランティアの募集
用ポスター及びリーフレットを作成するなどにより少年非行
防止対策を強化する。
（児童虐待対策）
児童虐待事件捜査等を担当する警察職員等の専門的知識
の向上を図るための合同研修会を開催するなどにより児童
虐待対策を強化する。

0 0 4_a4_2 8_6 5_a4_2 非該当

221 警察庁 5 3
高齢者犯罪被害防止
事業

特殊詐欺や利殖勧誘事犯の捜査の過程で入手した犯行に
利用されていたと認められる名簿を活用し、これら名簿登載
者に対し、登載事実を告げた上で注意喚起を行うなどによ
り、先制的に被害阻止又は被害の拡大防止を図る。また、
被害実態を明らかにするための調査を行い、広報啓発に活
用することで被害防止を図る。

警察庁において、都道府県警察が特殊詐欺や利殖勧誘事
犯の捜査の過程で入手した犯行に利用されていたと認めら
れる名簿の写しを集約して、委託業者にリスト（データ）化さ
せ、当該名簿登載者が居住する各都道府県別に分類したも
のを各都道府県警察に還元する。名簿登載者のデータを還
元された各都道府県警察は、これらリストに基づき、専用
コールセンターからの架電、文書の郵送、警察官による巡
回連絡、その他適宜の方法による啓発活動に活用する。ま
た、被害者を対象にアンケート調査を行い、分析結果を基に

0 0 3_c4_5 非該当

222 警察庁 5 4
生活安全警察執務資
料作成等

生活安全警察関連等各種事案に迅速かつ的確に対応する
ため、各種研究会の開催、資料の作成等の事業を実施し、
市民生活の安全と平穏を確保する。

各都道府県警察の担当課等に資料を配付するとともに、各
種研究会を開催し、市民生活の安全と平穏を確保するため
の資料の作成等の事業を行う。

0 0 3_c4_5 非該当

223 警察庁 5 6 電子計算機運営

指名手配、盗難車両、指掌紋等に関する捜査関連の情報、
運転免許証に関する情報、銃砲等の許可に関する情報を
はじめとする各種行政情報等をシステムで管理し、第一線
警察官等が必要な時に必要な場所で必要な情報を活用可
能とするなど、適正かつ効率的な警察活動を支えるため、
各種システムを整備するとともに、安定稼働に資する。 ま
た、警察庁職員の事務処理を効率化するためのシステムを
整備する。

第一線警察官からの照会への即時対応、運転免許証の即
日交付、不正取得の防止及び点数制度に基づく行政処分
の的確な運用、銃砲刀剣類所持等取締法の規制、その他
業務の適正化等に関する法令の確実な実施のため、各種
システムを整備しているが、万一、これらシステムが停止し
た場合は、第一線の警察活動及び国民生活に多大な影響
を及ぼすことから、システムの安定稼働のため、職員による
24時間365日のシステム運用、障害発生時の迅速な対応等
を行う。また、警察庁職員の事務処理を効率化するため、電
子メール、掲示板、府省共通業務等を行うためのシステム

0 0 4_b4_2 非該当

224 警察庁 5 7 警察通信維持費
警察情報の的確な伝達のため、情報通信機器、通信施設
の機能を維持する。

警察無線をはじめとする各種通信機器の維持（電力料、電
池パック等の消耗品の購入）や、通信機器（サーバ類）の定
期点検及び保守、また、障害の発生した通信機器の修繕な
どを実施する。

0 0 4_a4_2 非該当

225 警察庁 5 8 警察電話専用料
電気通信事業者の専用回線を利用し、警察情報を的確に
伝達する。

警察では、独自に整備・維持管理している無線多重回線、
電気通信事業者の専用回線などにより全国的なネットワー
クを構成し、警察庁、管区警察局、警察本部、警察署で、警
察業務を遂行する上で必要不可欠な情報を伝達しており、
このうち、電気通信事業者の専用回線について、専用サー

0 0 4_a4_2 非該当

226 警察庁 5 9
警察本部等の移転に伴
う通信機器の整備等

県警察本部や警察署等の新設・移転対策に際し必要となる
通信機器の整備、営繕、耐震等の工事を行う。

警察本部等の新設や、庁舎老朽化等による移転・耐震補強
工事等を行う際に、警察本部等の機能が停止することのな
いよう新庁舎または仮庁舎に各種通信機器を整備するほ
か、庁舎移転に伴い必要となる通信機器の移設・撤去工事

0 0 4_a4_2 非該当

227 警察庁 5 10
通信指令施設の更新
整備

経年により劣化した通信指令施設について更新する。

110番通報に迅速かつ的確に対応するため、直ちに通報内
容を警察署等に伝え、パトカーや交番等の地域警察官を現
場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備の発令等を
行うための施設である通信指令施設を整備する。

0 0 4_a4_2 非該当

228 警察庁 5 11 通信教養

警察における情報通信に関する各種研修を行い、情報通信
技術を警察活動に応用することを目的としているほか、警察
職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪
の取締りのための情報通信技術に関する専門技術の教育
訓練等を行う。

警察情報通信研究センターでは、警察庁各部局が実施する
施策に資するため、警察官からのニーズ及び警察活動をめ
ぐる諸問題を踏まえつつ、飛来するドローンの検知手法等
に関する研究等、警察における情報通信に関する技術的研
究を行う。
サイバーセキュリティ対策研究･研修センターでは、各種電
子機器やサイバー犯罪等に悪用され得る情報通信技術の
調査研究等、情報技術解析業務の高度化・効率化に資する
研究を行う。
また、警察情報通信学校では、新たに採用した職員に対す

15,468 0 5 一般 - 95 2 - - - - 2_b_1_3 5_a4_1_1 2_b_1_5 該当

229 警察庁 5 12
警察移動無線通信シス
テムの統合・更新

事件、事故及び災害発生時等の各種警察活動に欠かせな
い情報伝達を円滑、的確に行うため、警察移動無線通信シ
ステムを更新する。

警察本部、警察署、無線中継所等の設備及び無線機の更
新を行う。
また、システム全体の効率化を図るため、既存の複数から
なるシステムを統合するとともに、従来からの自営通信網に
加え、民間携帯電話事業者網も活用したシステムを整備す

0 0 4_a4_2 非該当

230 警察庁 5 13 警察教養

警察職員が行う警察活動の内容については、全国的な均
質性が求められることから、警察職員に対する教育訓練（警
察教養）の水準は、統一的な維持向上が図られることが必
要である。
このため、国家公安委員会の管理の下、警察庁長官が示す
警察教養の重点等に従って、警察庁において、各級警察学
校（都道府県警察学校・管区警察学校・警察大学校）及び各

警察教養では、主として、都道府県警察学校、管区警察学
校、警察大学校において、新たに採用した警察職員に対す
る採用時教育、昇任者に対する昇任時教育、専門分野に応
じた各種専門教育、警察の直面する課題等に関する各種調
査研究、警察官が職務を執行する上で必要不可欠な柔道、
剣道、逮捕術、拳銃操法等の術科訓練等を実施する。

0 0 5_a4_2 非該当

231 警察庁 5 14
警察学校射撃場のバッ
クストップ用特殊ゴムの
整備

警察学校射撃場で行う射撃訓練時に発射された弾丸が、
バックストップ（金属製）に衝突、破砕することで発生する鉛
粉塵により、射撃場の環境汚染及び鉛粉塵の吸引等による
職員の健康障害の発症が懸念され、平成１８年度より、順
次、警察学校射撃場の改修工事等を行い、弾丸が破砕しな
いゴム製のバックストップに変更したところであり、このゴム
製バックストップを適切に維持管理することにより、射撃場
の環境汚染の防止及び職員の衛生管理を推進するもので
ある。

ゴムシートが積層された吊り下げ式バックストップ等につい
ては、停弾用の特殊ゴム（消耗品）が設置された仕様となっ
ており、射撃時の弾丸の着弾・貫通により、特殊ゴムが損耗
していき、一定数の着弾等で特殊ゴムを交換する必要があ
る。また、精密射撃等の着弾位置が集中する訓練を行うこと
により、一定の部位が著しく劣化し、そのまま放置すれば特
殊ゴムに穴が開くほか、他のパーツにまで被弾しての損壊
や跳弾発生のおそれがある。
このため適切な時期に特殊ゴムを交換し、バックストップとし
ての性能を維持することにより、射撃場内の安全と良好な
環境を保つ。

0 0 4_d4_2 非該当

232 警察庁 5 15 警備装備品の整備
厳しい治安情勢の下、警察活動の基盤となる警察装備品を
国が整備し、これを有効に活用することで全国的に一定の
水準の警察活動を確保する。

有事即応体制を保持する常設部隊たる機動隊、ハイジャッ
ク等重大テロ事案発生時に事態の鎮圧等に当たる特殊部
隊（SAT)、生物化学テロ発生時に被害者の救出・救助に当
たるNBCテロ対応専門部隊、大規模災害発生時に都道府
県警察の枠を超えて被災者の救出・救助に当たる広域緊急
援助隊等による警備活動に必要な警備装備品の整備を図

0 0 4_a4_2 非該当

233 警察庁 5 16 捜査装備品の整備
厳しい治安情勢の下、警察活動の基盤となる警察装備品を
国が整備し、これを有効に活用することで全国的に一定の
水準の警察活動を確保する。

振り込め詐欺に見られるような新しい犯罪グループの出現、
来日外国人犯罪組織や暴力団等による組織的犯罪の潜行
化、IT社会の急速な発展によるサイバー犯罪の増大、さら
に銃器使用殺傷事件のような複数都道府県にまたがる凶
悪犯罪の発生等に迅速かつ的確に対応し、国民生活の安
全と安心を確保する必要があることから、各種捜査装備品

0 0 4_a4_2 非該当
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234 警察庁 5 17 銃器の整備等
厳しい治安情勢の下、警察活動の基盤となる拳銃、実包等
の警察装備品を国が整備し、これを有効に活用することで
全国的に一定水準の警察活動を確保する。

都道府県警察及び警察庁の警察官に貸与する拳銃の更新
整備並びに職務執行及び射撃訓練に必要な実包の整備を
図る。
また、職務上、常時制服を着用する警察大学校及び各管区
警察学校の教官並びに入校教養を受ける新規採用者に支

0 0 4_d4_2 4_a4_2 非該当

235 警察庁 5 18 警察用車両の整備
厳しい治安情勢の下、各種警察活動の基盤となる警察用車
両を国が整備し、これを有効に活用することで全国的に一
定水準の警察活動を確保する。

国民生活の安全と安心を確保するため、各種警察活動に必
要な機動力の中核として、新たに必要性が生じた警察用車
両の整備及び老朽化した車両の更新整備を図る。
また、国の機関が保有する警察用車両の維持管理に必要
な経費を措置する。

0 0 4_a4_2 非該当

236 警察庁 5 19 警察用航空機の整備
厳しい治安情勢の下、警察活動の基盤となる警察用ヘリコ
プターを国が整備し、これを有効に活用することで全国的に
一定水準の警察活動を効果的に遂行するものである。

警察用ヘリコプターは、パトカーと連携した容疑者の追跡・
検挙、大規模災害発生時における遭難者の捜索・救助等各
種の警察活動に多角的に活用されているところであるが、こ
うした警察活動を迅速・的確に遂行するため、老朽化により
飛行の安全性や航空性能が低下した警察用ヘリコプターの

0 0 4_a4_2 非該当

237 警察庁 5 20 警察用船舶の整備
厳しい治安情勢の下、水上における警察活動の基盤となる
警察用船舶を国が整備し、これを有効に活用することで全
国的に一定水準の水上警察活動を確保する。

水上及び沿岸における治安を維持するため、警察活動の基
盤となる警察用船舶の購入等を行う。

0 0 4_a4_2 非該当

238 警察庁 5 21 活動経費

都道府県警察に要する経費は、原則として都道府県が負担
すべきものであるが、警察活動として国家的性格を有するも
のや警察活動の特質による国家的要請に応じさせるため、
特定の経費について国庫が支弁している。

警衛及び警備並びに麻薬・覚醒剤等に関する犯罪及び複
数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪の捜査等に要
する活動旅費、捜査費、通訳謝金、車両借上費等について
国庫が支弁している。

0 0 8_6 非該当

239 警察庁 5 22
都道府県警察費補助
金

警察事務は、国家的性格と地方的性格を共に有することか
ら、国として治安責任を応分に負担し、また、全国的な治安
の均質性を維持するとの考え方に基づき、一般の捜査活動
等に要する経費を補助しているもの。

都道府県の支弁する経費のうち、警視以下の階級の警察
官その他の警察職員の人件費等警察職員の設置に伴い必
要となる経費以外のものについて補助（一般行政費補助金
（10分の５））するものであり、具体的には、一般の犯罪捜
査、防犯活動、交通取締り、車両の維持費等に要する経費
を補助している。また、大規模な災害等における警備のた
めの出動に係る機動隊の超過勤務手当について補助（機
動隊超過勤務手当補助金（10分の10））しているほか、首都
における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、警
視庁警察官の超過勤務手当について補助（首都警察特別

0 0 8_6 非該当

240 警察庁 5 23
警察署等都道府県警
察施設の整備

警察事務は、国家的性格と地方的性格を共に有することか
ら、国として治安責任を応分に負担し、また、全国的な治安
の均質性を維持するとの考え方に基づき、各都道府県の警
察本部庁舎を始め、警察署庁舎、執行隊庁舎、交番・駐在
所（沖縄県に限る。）といった第一線警察活動の拠点として
機能している警察施設の整備に要する経費を補助している

平成28年度においては、警察本部庁舎２施設、警察署３３
施設、執行隊庁舎２施設及び交番1施設の計３８施設に対し
て、都道府県警察施設の整備に要する経費を補助（10分の
５）している。

0 0 4_a4_2 非該当

241 警察庁 5 24
都道府県警察施設の
耐震改修（一般会計）

警察本部及び警察署は、第一線警察活動及び防災活動の
拠点として、大規模地震発生時においても治安対策に万全
を期すため、その機能を確保する必要がある。
このことから、警察本部及び警察署の早期耐震化を促進す
るため、耐震改修に要する経費を補助しているもの。

平成28年度においては、警察署3施設の耐震改修に要する
経費を補助（10分の５）している。
※東日本大震災復興特別会計事業としては平成24年度当
初限りで廃止した事業である（40都道府県警察施設の耐震
改修（全国防災））が、平成24年度補正予算以降は一般会

0 0 4_a4_2 非該当

242 警察庁 5 26 ＤＮＡ型鑑定の実施

極めて高い精度で個人を識別できるＤＮＡ型鑑定は、被疑
者を特定し、犯行を立証する有力な客観的証拠となるもの
であり、犯罪捜査において不可欠な捜査手法となっていると
ころ、近年における裁判員制度の導入、重要凶悪事件の公
訴時効の廃止・延長といった刑事司法制度の大きな変革に
より、従来にも増して客観性の高い科学的証拠の収集・確
保が重要となっていることを踏まえ、今後とも、重要犯罪、重
要窃盗犯のみならず、あらゆる犯罪の捜査において、その
積極的な活用を図り、より客観的証拠に依拠した犯罪捜査

犯罪捜査や公判立証におけるＤＮＡ型鑑定の需要に適切に
対応して鑑定結果を犯罪捜査に迅速・的確に反映させると
ともに、ＤＮＡ型鑑定の証拠価値を損なうことのないよう、そ
の信頼性や精度を確保するため、鑑定基盤の更なる整備
強化を図るものである。

0 0 8_6 非該当

243 警察庁 5 27
鑑識に必要な物品購入
等

全国的に一定水準の科学捜査力を確保するため、鑑定・鑑
識業務に必要な装備資機材の整備を強化する。

捜査を取り巻く環境の悪化、裁判員制度の導入等により、
従来にも増して客観的証拠の活用が必要とされる中で、複
雑・多様化した犯罪情勢に対処していくためには、鑑定資機
材を有効活用し、犯罪現場に残された微細・微量な資料を
迅速・的確に採取・鑑定して得た客観的証拠を捜査に反映
させることが重要である。このため、鑑識・鑑定業務に支障
を来すことがないよう、科学捜査力を強化する。

0 0 4_a4_2 非該当

244 警察庁 5 29 司法解剖等の実施

殺人等の重要犯罪の確実な立証及びその見逃しの絶無を
期するため、死亡が犯罪によることが明らかな死体及びそ
の疑いがある死体について、医師の立会いによる検視、ＣＴ
による死亡時画像診断、簡易薬毒物検査、司法解剖等によ
り死因を確実に究明するとともに、歯牙鑑定等により身元確
認を行うものである。

警察が取り扱う死体について、重要犯罪の確実な立証及び
その見逃し防止のために必要となる、医師の立会いによる
検視、歯牙鑑定、ＣＴによる死亡時画像診断、簡易薬毒物
検査、司法解剖等を実施する。

0 0 8_6 非該当

245 警察庁 5 30 犯罪鑑識官による鑑定
ＤＮＡ型鑑定など、科学技術を活用した鑑識・鑑定を更に推
進し、犯罪捜査に活用する。

捜査の科学化を推進するため、被疑者の迅速な特定や余
罪の割出しに大きな効果を発揮している指掌紋照会業務、
ＤＮＡ型鑑定業務及びＤＮＡ型データベースの運用等を行

0 0 4_c_1_8 非該当

246 警察庁 5 31
指名手配被疑者ポス
ターの作成等

個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を
維持するという警察の責務を遂行するに当たり、刑事警察
には、緻密かつ適正に捜査を遂行し、被疑者を検挙するこ
とが求められる。本事業により、刑事警察に求められる捜査
力の強化等を図る。

指名手配被疑者等に関するポスターや特殊詐欺情報提供
依頼ポスター等、広く国民への情報提供を呼びかけるため
のポスターや、警察官の捜査実務能力の向上を図るための
捜査書類作成検定用ＤＶＤを作成する。
また、犯罪死の見逃し防止に資するため、管区警察局単位
での検視官等会議の開催や全国規模での検視官等会議を
開催し、検視実例等に基づく検討等の実施や管区警察局内
府県合同による身代金目的誘拐事件捜査訓練の実施等組
織的な対応力の強化を図る。

0 0 3_c4_5 非該当

247 警察庁 5 32
自動車ナンバー自動読
取装置の整備

自動車盗や自動車を利用した犯罪を検挙する。
自動車盗や自動車を利用した犯罪を検挙するため、通過す
る自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナン
バーと照合する自動車ナンバー自動読取装置を整備する。

0 0 4_a4_2 非該当

248 警察庁 5 33
特殊詐欺事件に係る効
率的捜査の更なる推進

捜査関係事項照会書による照会の効率化を目指すととも
に、同一犯行グループによる広域に及ぶ被害都道府県の早
期の把握等、各種データの集約・分析等を行い、特殊詐欺
等事件の効率的な捜査の推進を図る。

特殊詐欺等事件に係る効率的な捜査の推進を図るため、
捜査関係事項照会書による照会の効率化のための機器及
びプログラムの構築・整備を行う。

0 0 4_a4_2 非該当

249 警察庁 5 34
安心な社会を創るため
の匿名通報事業

潜在化、巧妙化が進む組織犯罪を含む各種犯罪の検挙、
被害者の保護等を図るため、対象事案に関する情報を把握
した人が、警察に対する匿名性を確保しつつ通報できる制
度として実施するものである。

警察庁の委託を受けた民間団体が、市民から匿名による通
報を受け、これを警察に提供して捜査等に活用し、事件検
挙や被害者保護等に貢献した場合には通報者に対して最
高10万円の情報料を支払う制度である。本事業は平成19年
10月１日から少年福祉犯罪及び人身取引事犯を対象に「子
どもや女性を守るための匿名通報事業」として運用が開始
され、平成22年２月から児童虐待事案に関する情報を、平
成24年４月１日から暴力団が関与する犯罪等、犯罪インフラ
事案、薬物・拳銃事犯に関する情報を加え、事業名を「安心
な社会を創るための匿名通報事業」に変更、平成27年４月
１日から特殊詐欺に関する情報を通報の対象事案に追加し

0 0 8_6 非該当

250 警察庁 5 35 組織犯罪対策

暴力団、薬物・銃器犯罪組織、来日外国人犯罪組織等によ
る組織犯罪の深刻化が、我が国の治安悪化の要因となって
いることに鑑み、これら犯罪組織の実態を的確に把握し、所
要の対策を講じ、効果的な打撃を与えることにより、犯罪組
織の弱体化及び壊滅を図り、もって市民生活の安全と平穏

警察庁において、「薬物銃器犯罪根絶の集い」を開催すると
ともに、海外連絡担当官の事務所借上げや、薬物対策用資
料の作成等を行っている。

0 0 8_6 非該当

251 警察庁 5 36 広報啓発等
各種大会の開催、ポスター・リーフレットの作成等を通じた
広報啓発活動により、国民の交通安全意識の向上を促し、
もって、交通事故の抑止及び被害軽減を図る。

効果的な広報啓発を行うための交通安全国民運動中央大
会等の開催、高齢者講習等で用いる手話及び字幕入り映
画の作成、子供と高齢者の交通事故防止に係る広報啓発
リーフレット作成等を実施

0 0 3_c4_5 非該当

252 警察庁 5 37
速度違反自動取締装
置

最高速度規制を超過する違反は、死亡事故等重大交通事
故に直結するものであることから、天候等に左右されること
なく終日年間を通じて取締りが可能な速度違反自動取締装
置を整備することにより、悪質な速度違反を効果的に取り締
まるとともに、同装置設置路線であることを明示すること等
で走行速度の抑制を図ることにより、重大交通事故等の抑
止を図る。

高速道路の新規供用開始した路線等に速度違反自動取締
装置を整備するとともに、耐用年数を超過した既設の同装
置を計画的に更新する。
また、一般道について、都道府県警察における速度超過等
が要因となる重大事故が多発している路線等への同装置
の整備及び既設の装置の更新に要する費用を補助する。
さらに、平成28年度以降、既存の取締装置よりも設置が簡
便ないし可搬性のある新たな速度違反自動取締装置の導
入を進めており、一般道への整備を予定している都道府県
に対し整備費用を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

253 警察庁 5 38
都道府県警察施設整
備費補助金（交通安全
施設）

交通事故が多発するなど特に交通の安全を確保する必要
がある道路について、国の補助金により交通安全施設等整
備事業を推進することにより、これらの道路における交通環
境の改善を行い、もって交通の安全を図り、平成32年度ま
でに交通事故死者数を,2,500人以下にするという政府目標
の達成に寄与する。

警察法に基づき、都道府県公安委員会が交通の安全と円
滑を図るため実施する信号機、道路標識等の整備事業（交
通安全施設等整備事業）に要する経費の一部を補助（10分
の５）するものである。本補助事業は、交通安全施設等整備
事業の推進に関する法律に基づき、交通事故が多発するな
ど特に交通の安全を確保する必要のある道路として国が指
定した道路上において、社会資本整備重点計画に即して実

0 0 4_a4_2 非該当
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254 警察庁 5 39
技術開発の方向性に即
した自動運転の段階的
実現に向けた調査研究

「「日本再興戦略」改訂2015」において、「完全自動走行の早
期の実現を目指す」という方針が掲げられ、「日本再興戦略
2016」において、2020年の「無人自動走行による移動サービ
ス」及び「高速道路等でのトラックの隊列走行」の実現に向
け、必要な制度やインフラの整備や検討を行う方針が掲げ
られ、「官民ITS構想・ロードマップ2017」において、これらの
実現に向けたロードマップが示されているところ。これらシス
テムの公道上での走行を可能とするためには、法制度の整
備を含めた安全確保対策が不可欠であることから、自動運
転をめぐる交通管理上の諸課題について調査研究を行い、
自動運転の段階的実現に向けた環境の整備を図る。

有識者を交えた調査検討委員会を開催し、システム開発
者、研究者等からヒアリングを実施するとともに、諸外国に
おける制度や国際的な議論に関する資料の収集・分析、公
道実証実験の視察等を実施するなどした上で、自動運転の
段階的実現に向けた交通管理上の諸課題について検討を
行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

255 警察庁 5 41
広域交通管制システム
の更新整備及び維持管
理

災害発生時や大規模警備時に関連道路の交通量、規制等
を把握し、関係都道府県警察へ交通規制等に関する指示・
指導を行う。

本事業は、都道府県警察の交通管制システムから渋滞情
報、旅行時間情報、交通量及び交通監視画像等のデータを
警察庁で集約する広域交通管制システムの整備及び安定
稼働を目的とした維持管理を推進するもの。広域交通管制
システムは、平成７年に発生した阪神淡路大震災を教訓と
し、警察庁において人手を介さずに的確な交通情報を把握
することを目的として平成12年に整備された。その後、シス
テム機器の経年劣化により平成24年７月に更新整備を実施
し、新システムでの運用を開始している。その際、これまで
毎年契約していた維持管理業務については、公共サービス
改革法に基づく民間競争入札を実施して平成33年2月まで

0 0 4_b4_2 非該当

256 警察庁 5 42
交通安全施設等整備
事業効果測定

重点的、効果的かつ効率的な交通安全施設等の整備を推
進するため、新たに設置した交通安全施設等の設置効果を
測定し、とりまとめる。

平成27年度に国の補助金を得て設置した交通安全施設等
について、迅速かつ効率的に当該目標を達成するために各
都道府県が実施した交通安全施設等整備事業の事業項目
ごとのデータを収集した上でその効果に関して分析を行い、
交通安全施設等整備事業のあり方を検証する。

0 0 6_6 非該当

257 警察庁 5 43

都道府県警察施設整
備費補助金（災害に備
えた道路交通環境の整
備）

災害発生時においても安全な道路交通を確保するため、道
路交通状況の収集、提供に関する装置を整備するととも
に、停電による信号機の機能停止を防止するため、予備電
源として信号機電源付加装置を整備する。

警察法に基づき、都道府県公安委員会が災害発生時にお
ける交通の安全と円滑を図るため実施する信号機電源付
加装置等の整備事業（交通安全施設等整備事業）に要する
経費の一部を補助（10分の５）するものである。本補助事業
は、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に基づ
き、交通事故が多発するなど特に交通の安全を確保する必
要のある道路として国が指定した道路上において、社会資
本整備重点計画に則して実施されるものである。

0 0 4_a4_2 非該当

258 警察庁 5 44
広域交通規制の高度
化に資する交通情報収
集システム整備

警察が収集する交通情報と、民間事業者のプローブ情報を
その補完として融合させたシステムを整備することで、大規
模災害発生時に、人的資源を効率的に配置しながらいち早
く通行可能な道路を把握して、人命救助等の災害対策を迅
速かつ的確に実施できるようにすることに加え、避難路や迂
回路に係る情報を国民にいち早く提供できるようにする。

大規模災害発生時に、交通情報収集装置を通じて収集して
いる交通情報と、現在、自動車メーカーやカーナビメーカー
の一部の民間事業者が収集しているプローブ情報（車両が
いつ、どこに所在したかを示す情報を連続的に蓄積したも
の。これを収集することにより、車両が通過した道路の状況
の詳細を把握することができる。）をその補完として融合す
る。
そのために、各社データ様式が異なる民間事業者のプロー
ブ情報を１つのデジタル地図上に統合し、警察が収集する
交通情報も加えて、統計的な処理に基づき正確な交通状況
を判断する方法について研究を実施し、広域交通管制シス

27,658 0 5 一般 - 95 2 - - - - 4_b3_7 該当

259 警察庁 5 46 衛星回線契約役務

警察では、大規模な事故や災害等が発生した場合は、現場
の状況を的確に把握するため、機動警察通信隊によって撮
影された現場の映像や、ヘリコプターテレビシステムにより
撮影された現場上空からの映像を、衛星通信回線を利用し
て、関係警察本部、警察庁等に伝送している。また、これら
の映像は、首相官邸にも伝送されており、政府の初動対応

本件は、衛星通信の特徴である広域性、同報性、耐災害性
を生かし、全国の衛星通信設備で災害現場等からの映像
伝送を実施するために必要となる衛星通信回線の利用
サービスの提供を行う役務契約である。

0 0 4_a4_2 非該当

260 警察庁 5 47 焦点

警備警察活動に対する国民の理解と協力を得るため、警備
情勢をめぐる厳しい情勢や全国の警備警察が具体的に行っ
ている活動等について、国民に対し分かりやすくかつ丁寧
に紹介する広報誌を作成する。

広報誌「焦点」を作成し、関係省庁・自治体、重要インフラ事
業者等に配布するほか、警察署協議会、交番・駐在所等を
通じて国民に幅広く広報を行うことで、我が国を取り巻く国
際テロ情勢や諸外国による対日有害活動の実態、災害警
備を始めとする警備実施等について分かりやすく伝えるとと
もに、全国の警備警察が具体的に行っている各種取組を紹
介して、警備警察活動に対する国民の理解と協力を呼び掛

0 0 8_6 非該当

261 警察庁 5 48
千葉県警察成田国際
空港警備隊費

成田空港に係る警備活動を実施する部隊として千葉県警察
に成田国際空港警備隊を設置し、成田国際空港の安全確
保等を図るものである。

成田国際空港警備隊の活動について、国が警備活動に必
要な警備装備品等の整備を図るとともに、国が千葉県に対
して空港警備隊の警察官の俸給、被服費等の経費に関し、
その所要額（10分の10）を補助するものである。

0 0 4_a4_2 8_6 4_d4_2 非該当

262 警察庁 5 49
情報収集・分析機能の
強化等

依然として厳しい国際テロ情勢や緊迫化する東アジア情勢
等に鑑み、情報収集・分析機能の強化等を図り、テロ等の
未然防止等各種対策に万全を期する。

国際テロ等の未然防止等に向けて、我が国での協議の開
催等を通じた外国治安情報機関との情報交換を推進する
ほか、各種公開情報の購入や情報収集活動を支える装備
資機材の整備・保守等を通じて情報収集・分析機能の強化
等を図るものである。

0 0 5_b4_2 4_a4_2 非該当

263 警察庁 5 50 皇宮警察本部
天皇皇后両陛下及び皇族各殿下の生命、身体、財産の安
全を確保することを目的とする。

天皇皇后両陛下及び皇族各殿下の御身辺の安全確保のた
め、24時間体制の護衛を実施するとともに、皇居・赤坂御用
地を始め、京都御所、各御用邸等の皇室用財産において、
24時間体制で警戒警備を実施し、安全を確保している。
当該事業は、それら護衛警備に要する必要な経費の支出
及び護衛警備用資機材等の整備を行う。

0 0 8_6 非該当

264 警察庁 5 51
インターネット・オシント
センターの設置

我が国をめぐる国際テロの脅威が現実のものとなっている
中、インターネット上におけるテロ等関連情報の収集・分析
機能の強化により、テロ等の未然防止に万全を期する。

インターネット上におけるテロ等関連情報を自動的・体系的
に収集するために必要な資機材を整備及び活用し、当該情
報の収集・分析を行うもの。

0 0 4_b4_2 非該当

265 警察庁 5 52
災害警備訓練施設の
整備

東日本大震災、熊本地震等の教訓を踏まえ、国内の災害特
性に即した実戦的訓練を安全かつ効率的に、さらには各部
隊・職員の専門性・経験・能力に応じて段階的、体系的に実
施することが可能な訓練施設を整備することで、警察の災
害対処能力向上を図る。

災害警備訓練施設とは、地震、土砂・火山災害、水害等に
対応する訓練エリアに重機操作訓練ゾーン、土砂埋没建物
ユニット、高所訓練ゾーン、可変式訓練ユニット、浸水域対
応訓練ゾーン、外壁・床破壊訓練ゾーン等、様々な訓練設
備を配置することで、国内の災害特性に即した実戦的訓練
を実現可能とした施設であり、平成28年４月に運用開始と
なった近畿管区警察局災害警備訓練施設（大阪府堺市）に
加えて、（仮称）警視庁災害警備訓練施設（東京都立川市）
を平成30年度の運用開始に向けて整備するものである。

0 0 4_a4_2 非該当

266 警察庁 5 53
ラヂオプレスニュース速
報受信

中国、ロシア及び北朝鮮による対日有害活動に的確に対応
するため、これらの国々に係る内外情勢活動を迅速・的確
に把握し、各種情報を総合的・多角的に分析・検証するとと
もに、違法行為に対して適正に取締りを行う。

中国、ロシア及び北朝鮮による対日有害活動が指向してい
る対象を正確に把握するためには、政治・経済・社会情勢を
始めとする各国情勢に係る情報の中から真に必要な情報を
選び出し、既存の分析資料と複合的に照らし合わせて、そ
れらを更に綿密かつきめ細かく分析していくことが不可欠で
ある。
そこで、中国、ロシア及び北朝鮮等の公開情報を24時間365
日体制でモニターしている（財）ラヂオプレスからニュース速

0 0 4_d3_4 非該当

267 警察庁 5 54
国際テロ対策データ
ベースシステム

緊迫化する国際テロ情勢に鑑み、警察庁における情報分析
機能を強化することで、国際テロ未然防止に万全を期す。

国際テロ対策データベースシステムは、警察庁に整備され
都道府県警察による情報収集活動、外国治安情報機関と
の情報交換等により得られた各種情報を蓄積していき、検
索等を通じた情報分析を可能とするシステムである。

0 0 4_b4_2 非該当

268 警察庁 5 55
国際テロ捜査情報分析
支援装置維持費

緊迫化する国際テロ情勢に鑑み、警察庁及び都道府県警
察における情報分析機能を強化することで、国際テロ未然
防止に万全を期す。

警察庁及び都道府県警察に整備され、国際テロ容疑事案
に関係する人物等の相関関係の解明に用いられている、国
際テロ捜査情報分析支援装置について、本体、ソフトウェア
ライセンスの更新及びシステム障害対応等の保守を行うも

0 0 4_b4_2 非該当

269 警察庁 5 56 犯罪被害者支援経費

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる
各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団
体が果たす役割の重要性に鑑み、第３次犯罪被害者等基
本計画に基づき、民間被害者支援団体及び関係機関の活
動の資質の向上、関係機関との連携及び全国的な均質性
を確保するため、民間被害者支援団体において活動してい
る支援員等に対する研修会の開催の支援を継続的に行う。

犯罪被害者等の支援の充実を目的として、警察と民間被害
者支援団体における支援に関わる民間の支援員の知識、
技能の向上及び連携の強化を図るため研修会の開催等を
実施する。

0 0 5_a4_2 非該当

270 警察庁 5 57
犯罪被害者等施策推
進経費

国・地方公共団体・関係機関の連携・協力の促進、犯罪被
害者団体等の活動の促進、犯罪被害者等に関する国民の
理解の増進を図ることにより、犯罪被害者等が、その受けた
被害を回復し、再び平穏な生活を営むことができる社会の
実現を目指す。

犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画に基づ
き、犯罪被害者白書を取りまとめ、公表して、国・地方公共
団体及び民間被害者支援団体等の施策推進の基礎資料を
提供する。
また、地域における被害者を支援する人材を育成するととも
に、関係機関・団体の連携を推進し、地域における犯罪被
害者等支援の体制整備を促進する。
国民が犯罪被害について考える機会として、犯罪被害者週

0 0 8_6 非該当

271 警察庁 5 58 犯罪被害給付金

故意の犯罪行為により、不慮の重大な被害を受けたにもか
かわらず、加害者からの損害賠償が得られず、他の公的救
済も受けられない犯罪被害者等に対して、国が社会連帯共
助の精神に基づき、犯罪被害者等給付金を支給すること
で、その精神的・経済的打撃を早期に軽減するとともに、こ
れらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援す

通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病
又は傷害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的
救済や損害賠償を得られない犯罪被害者等に対し、法律に
基づき国が一定の給付金を支給する。

0 0 8_6 非該当
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272 警察庁 5 59
インターネット・ホットラ
イン業務

サイバー空間における国民の安全安心を確保するため、イ
ンターネット上の違法情報等に対する対策を効果的かつ効
率的に推進し、サイバー空間の秩序の維持に資する。

広く一般のインターネット利用者等からインターネット上の違
法情報等に関する多数の通報を受理し、ガイドラインに基づ
いて情報を分析し、警察庁に通報して捜査の端緒を提供す
るとともに、プロバイダや電子掲示板の管理者、INHOPE（イ
ンターネットホットラインの国際的な連絡組織。International 
Association of  Internet Hotlines。）に加盟している外国ホッ
トライン等に削除を依頼する。また、児童ポルノの情報を児
童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体に提供する。

0 0 8_6 非該当

273 警察庁 5 60

アクセス制御機能に関
する技術の研究開発の
状況等に関する調査及
び広報啓発等

サイバー空間における国民の安心を確保するため、不正ア
クセス行為やネットワーク利用犯罪等からの防御に関する
啓発及び知識の普及に努める。また、情報通信ネットワーク
の安全性及び信頼性を確保し、国民がこれを安心して利用
することが出来るよう、効果的な情報セキュリティ対策を進
める。

アクセス制御機能を有する特定電子計算機のアクセス行為
からの防御に資するため、不正アクセス禁止法で毎年少な
くとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御
機能に関する技術の研究開発の状況を公表しなければなら
ないこととされている。また、効果的な情報セキュリティ対策
を推進するため、総合セキュリティ対策会議を開催し、広い
分野から多くの有識者の参加を得て活発な論議が行われ、
その結果として報告書をとりまとめている。

0 0 8_6 非該当

274 警察庁 5 61
サイバー犯罪取締りの
推進

インターネットは国民の日常生活や経済取引の場を提供す
る重要な公共空間となっている一方、違法情報等の拡散や
不正送金事犯の多発などサイバー空間の脅威は深刻化し
ている。これら脅威に対処するため、サイバー犯罪を捜査す
る上で分析や証拠保全等に必要となる資機材の整備や、民
間企業・学術機関等との連携等を実施することによりサイ
バー犯罪の取締りの強化を推進する。

各都道府県警察にサイバー犯罪捜査を行う上で分析や証
拠保全等に必要となる各種資機材を整備・維持し、サイ
バー犯罪に対する取締態勢の強化をおこなっている。また、
平成27年度から運用している日本版ＮＣＦＴＡ（ＪＣ３）での産
学官連携の枠組みを効果的に運用するため、警察から派遣
される職員が使用する事務所の借上げや、海外捜査機関と
の連携強化のための協議開催等、サイバー犯罪の取締り
推進に必要な各種施策を実施している。

0 0 4_a4_2 非該当

275 警察庁 5 63
サイバー攻撃対策の推
進

国の治安や安全保障に影響を及ぼしかねない問題となって
いる、重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ社会
機能を麻痺させる電子的攻撃であるサイバーテロや、情報
通信技術を用いた諜報活動であるサイバーインテリジェンス
による被害の未然防止・拡大防止を図る。

大規模サイバー攻撃事態に対し的確に対処するため、平成
26年度に整備したサイバー攻撃事案に係る分析のための
資機材及びインターネット上から分析対象となる情報を収集
する資機材を運用し、事業の目的を達する。

0 0 4_b4_2 非該当

276 警察庁 5 64
大規模産業型制御シス
テム模擬装置整備

重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ社会機能を
麻痺させる電子的攻撃であるサイバーテロ等による被害の
未然防止・拡大防止を図るため、発電所、化学プラント等の
重要インフラの制御・監視を行う産業制御システムに対する
サイバー攻撃への対処能力の強化を図る。

重要インフラの産業制御システムに対するサイバー攻撃へ
の対処能力を強化するための検証・訓練等の実施に必要な
産業制御システムの模擬装置を運用する。

0 0 4_a4_2 非該当

277 警察庁 5 65 科学警察研究所

科学警察研究所は、犯罪科学に関する総合的な研究機関
であり、科学捜査についての研究・実験及びこれらを応用す
る鑑定・検査、犯罪及び少年非行の防止についての研究・
実験並びに交通事故の防止その他交通警察についての研
究・実験を行うことによって警察活動における犯罪の科学捜
査に貢献する。

本研究所の主な事業概要は、「研究・実験」、「鑑定・検査」、
「研修・指導」の３つであり、「研究・実験」については、各年
度に研究計画を定め、鑑定技術の確立、鑑定機材の開発、
犯罪・非行原因の解明、防犯対策、交通の安全・円滑に関
する研究等を行っている。
「鑑定・検査」については、科学捜査の推進という観点から、
都道府県警察、裁判所、検察庁等から鑑定委託を受けたも
ののほか、犯罪捜査で押収した偽造通貨及び銃器、弾丸類
は、全て鑑定を行っている。
「研修・指導」は、鑑定技術の高度化を図るため、法科学研
修所において、都道府県警察の鑑定技術職員に対し行って

799,682 0 5 一般 - 13 4 - - - - 1_b_3_3 該当

278 警察庁 5 66 警察白書
最新の治安情勢や警察活動の現況等について記述した警
察白書を刊行し、我が国の警察活動の現況について国民
の理解を得る。

最新の治安情勢や警察活動の現況等について記述した警
察白書を毎年刊行しており、部内の執務資料及び部外関係
者に対する配付資料として活用する。

0 0 8_6 非該当

279 警察庁 5 67
国際刑事警察会議等
分担金

国境を越えて行われる組織犯罪を始め、国際テロやサイ
バー攻撃等の国際組織犯罪に対応するため、加盟国関係
機関間の情報共有及び連携など国際協力を促進することに
より犯罪対策及び捜査能力を強化すること。

例えば、国外逃亡被疑者の逃亡先国の治安機関に対して
捜査協力依頼を迅速に行うためには、国際刑事警察機構
（以下「ICPO」という。）を通じた捜査協力要請が必要不可欠
である。このように国境を越えて行われる組織犯罪を始め、
国際テロやサイバー攻撃等の国際組織犯罪に対応するた
めには、国際的な枠組み、機関へ継続的に参画し、関係各
国との連携を図って行く必要があることから、ICPOを始め、
日本が加盟する国際機関等の運営に必要な経費として、分
担金を拠出する。
なお、金融活動作業部会(FATF)分担金、アジア・太平洋マ
ネー・ローンダリング対策グループ(APG)分担金について

0 0 5_b4_2 非該当

280 警察庁 5 68 国際協力に必要な経費

外国治安機関や国際機関との緊密な連携を図るとともに、
これらの機関との円滑な情報交換を実施することにより、国
際組織犯罪、国際テロ等世界各国共通の治安問題に対し、
国際社会が協調して対応することを目的とする。

国際組織犯罪、国際テロ等世界各国共通の治安課題に対
応するためには、国内における対策のみならず、外国治安
機関や国際治安機関等の緊密な連携が必要不可欠であ
り、外国治安機関職員等と情報交換を円滑に行い、国際的
な協力が効果的に行われるよう、各国内の治安の状況や課
題、警察組織のあり方について相互に十分な理解を示した
上で、適切な協力の確保に向け協議を実施するため、外国
治安機関への訪問や外国治安機関幹部の招へい等を行う

0 0 5_d4_2 非該当

281 警察庁 5 69
機動隊等警察施設の
整備

都道府県警察における機動隊施設及び警察学校施設のほ
か、警察庁の施設について、新築・建替・改修等を実施す
る。

都道府県警察機動隊６施設、都道府県警察学校施設５箇
所及び皇宮警察本部施設の新築・建替工事のほか、警察
庁及び都道府県警察施設の改修等工事を実施する。

0 0 4_a4_2 非該当

282
復興庁
（警察庁）

8 16
都道府県警察費補助
金（被災地）

東日本大震災により必要となった、災害警備活動に要する
経費、災害復旧に要する経費、被災地の安全確保に要する
経費を補助しているもの。

被災地の一刻も早い復旧のため、災害警備活動に必要な
車両燃料費及び機動隊超過勤務手当、警察署等仮設庁舎
の賃貸借料等について補助している。（補助率について、車
両燃料費及び警察署等仮設庁舎の賃貸借料は10分の５、
機動隊超過勤務手当は10分の10）

0 0 8_6 非該当

283
復興庁
（警察庁）

8 17
都道府県警察施設災
害復旧費補助金（交通
関連は除く）

東日本大震災により、警察署、交番等の警察施設は甚大な
被害を受け、警察活動に支障が生じている状況である。
このことから、第一線の警察活動及び防災の拠点である警
察施設の早急な復旧を図り、被災地における治安維持の機
能等を確保するため、警察施設の復旧に要する経費につい

平成28年度においては、本部庁舎1箇所、警察署庁舎1箇
所、交番2箇所、駐在所2箇所及び待機宿舎3箇所に対し
て、災害復旧に要する経費を補助（３分の２）している。

0 0 4_a4_2 非該当

284
復興庁
（警察庁）

8 19
災害復旧に係る警察情
報通信基盤の整備

警察情報通信基盤は、警察活動における情報伝達・通信を
担っており、平時はもとより災害発生時においても、警察活
動を継続して行うことができるよう維持管理しているところで
あるが、東日本大震災により一部の警察情報通信基盤が
被災したため、これらの復旧整備を行い、復旧・復興過程に
おける警察活動に支障を来すことのないようにする。

東日本大震災により被災した警察情報通信基盤の復旧整
備を行い、より災害に強い基盤を構築するとともに、混乱に
乗じた犯罪の発生が懸念される復旧・復興過程における警
察活動に支障を来さないよう、警察情報通信基盤を整備し、
治安対策に万全を期す。

0 0 4_a4_2 非該当

285
復興庁
（警察庁）

8 20
災害警備活動に係る装
備資機材の校正

東日本大震災に伴う行方不明者の検索、御遺体の収容、避
難指示区域等の警戒・警ら活動等の災害警備活動を継続
的かつ的確に推進することを目的としたものである。

これまで警察では東日本大震災に伴い、行方不明者の捜
索、福島第一原子力発電所周辺の避難指示区域等におけ
る警戒・警ら活動等を行っているところであり、今後もこれら
の活動を継続的かつ的確に実施する必要があるところ、同
発電所周辺地域における放射線量は依然として高い状態
にあり、災害警備活動を実施するためには放射線量の管理
は重要である。そこで、「個人被ばく線量計」や「サーベイ
メーター」等の放射線検知器類について、放射線量が正確
に検知されるよう、定期的な確認校正を行うもの。

0 0 4_a4_2 非該当

286
復興庁
（警察庁）

8 21
災害警備活動に係る活
動旅費等

東日本大震災による行方不明者の捜索、遺体の検視・身元
確認、被災地の交通規制及びパトロール、避難指示区域の
警ら活動等、被災地における災害警備活動を行うための旅
費等について国庫が支弁する。

大規模な災害における警備活動に要する活動旅費につい
て、国庫が支弁している。

0 0 8_6 非該当

287
復興庁
（警察庁）

8 22
交通警察に係る補助金
事業（被災地）

東日本大震災の際、地震、津波、液状化現象等により、信
号機や道路標識を始めとする交通安全施設において、柱の
倒壊、機器の水没、故障等の被害が多数発生した。このた
め、平成24年度から、被災県の復旧・復興計画に合わせた
経費措置を行うことにより、被災者の交通環境の確保を図
るほか、災害応急対策の能力を強化し、今後の自然災害へ

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助
成に関する法律」に基づき、被災県における交通の安全と
円滑を図るため実施する信号機、道路標識等の復旧・復興
事業に要する経費の一部を補助するものである。（復旧事
業10分の８、復興事業10分の５）

0 0 4_a4_2 非該当

288 金融庁 6 新30 1 フィンテック関係経費

○「『未来投資戦略』2017」（平成29年６月９日閣議決定）に
おけるフィンテックをめぐる戦略的対応を踏まえ、フィンテッ
ク による金融イノベーションの推進・フィンテックの進展への
制度的対応に取り組み、利用者利便や生産性の向上、コス
ト削減など、我が国金融・経済の発展につなげていく。
○ブロックチェーン技術の活用可能性や課題等について、
各国の金融当局や民間の研究者と連携・協働して研究を進
め、ルール整備等の議論を進める。

○利用者保護や不正の防止、システムの安定性等の観点
から必要な対応を図るとともに、フィンテックの動きを、利用
者利便や生産性の向上、コスト削減など、我が国金融・経済
の発展につなげていくとの観点から、必要な取組みを進め
ていく。
○ブロックチェーン技術の活用可能性や課題についての基
礎研究や、海外当局や研究者らと協働しての多国間での国
際的な実証実験を行い、その上で当該研究の結果や今後
の国際的なルール整備等について海外当局や各分野の専

0 0 3_c4_2 非該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成三〇年度
当初予算案うち
科技予算額[千

円]

左記うち要望額
うち科技予算額
[千円]

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○ 
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○ 
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○ 
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

289 金融庁 6 1
金融モニタリング等実
施経費

金融仲介機能発揮の前提としての金融システム・金融機関
の健全性の維持

　金融機関を取り巻く内外の経済・金融環境の変化に留意
しつつ、金融機関による適切なリスク管理態勢の整備、円
滑な金融仲介機能の発揮に資するよう、以下の経費を活用
し、実態に応じた的確な金融検査等を実施する。

○「リスク計測参照モデル関係経費」⇒被検査金融機関の
リスク計測モデルの特性（限界、弱点等）を明確にすること
により、深度ある検査を実施するために必要な経費。具体
的には、被検査金融機関の信用リスク及び市場リスクに関
するデータをもとに、当局でもリスク量を計算、比較するため
のシステムの運用・保守に必要な経費。

○「モニタリング支援情報整備・活用経費」⇒平成28年度に
実施した「地域銀行のモニタリング高度化に係るコンサル
ティング」の結果把握した課題改善の具体化及びモニタリン
グ用データベースプロトタイプツールの実用化を図るととも
に、当庁の徴求情報の更なる分析基盤の拡充等について
のコンサルティング業務等を行うための経費。

○「自己資本比率規制の国内実施に係る必要な経費」⇒自
己資本比率規制に係る高度なリスク計測手法の採用を承
認した金融機関及び承認を希望する金融機関からの報告
内容の分析・検証等に必要な経費。

○「デジタルフォレンジック関連システム経費」⇒金融検査
の過程において、検査先の電子機器（PC）に保存されてい
る電子データの復元（原本性を確保した証拠保全、専門的
解析、検索・証拠化等）を行うためのシステムのライセンス
料及び運用・保守に必要な経費。

○「金融検査手法向上等経費」⇒金融検査マニュアル別冊

0 0 4_b4_2 非該当

290 金融庁 6 2
金融危機対応の円滑な
実施のための経費

金融危機及び金融機関等の秩序ある処理に対応するため
の措置を円滑に実施することにより、信用秩序の維持及び
金融システムの安定が図られること。

預金保険法に基づく資本増強を行うにあたり、金融機関等
が発行する優先株式等の商品性審査のため、ファイナン
シャル・アドバイザリー(FA)業務を外部専門家に委託する。

0 0 8_6 非該当

291 金融庁 6 3 金融仲介機能の強化
○金融機関の健全な経営の確保及び金融仲介機能が適切
に発揮されること。

○金融機能強化法に基づき国の資本参加を行うにあたり、
金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、
ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)業務を外部専門家に
委託する。

○地域金融機関による事業性評価に基づく融資・コンサル
ティング機能の発揮に係る取組み状況について、企業側の
認識・評価をアンケート調査等により実態把握。

○担保・保証依存の融資姿勢からの転換、産業・企業の生
産性向上への金融仲介のあるべき姿等について議論する

0 0 8_6 8_1_6 5_d4_2 非該当

292 金融庁 6 4
貸金業者監督のための
経費

○貸金業者情報検索サービスにより貸金業者の最新の登
録情報を一元的に提供することにより、無登録業者（ヤミ
金）の利用の未然防止を図り、もって資金需要者等の利益
の保護を図ること。

○貸金業務取扱主任者登録制度の適切な運用（登録に際
し、法令が定める登録拒否要件に係る審査を行い、抵触し
た者を排除すること）により、貸金業を営む者の業務の適正
な運営の確保を図ること。

○金融庁ウェブサイトにおいて、貸金業法に基づき登録を
受けている貸金業者の登録情報を検索できるサービスを運
用する。

○貸金業務取扱主任者に係る登録申請者が貸金業法上の
登録拒否要件に該当するか否かを審査するため、登録申
請者の本籍地市区町村に対し、簡易書留により、犯歴を照
会し、回答を返送してもらう。

0 0 4_b4_2 8_6 非該当

293 金融庁 6 5
金融サービス利用者保
護の推進

金融サービスの利用者保護の仕組みが確保され、利用者
による各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みに
ついての理解を向上させる。

○改正貸金業法の適切かつ円滑な施行のための周知及び
多重債務改善プログラムに掲げられた施策の実施
○振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度等の
周知（27年度で終了）
○金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みを利用した金融
ＡＤＲ（裁判外紛争解決）制度の円滑な運営

0 0 8_6 非該当

294 金融庁 6 6
金融・資本市場活性化
等のための税制面の整
備

○国民の投資への関心を広く喚起し、長期的視点からの資
産形成を促すと共に、成長資金の供給拡大を図り、日本の
経済成長につなげる。
○金融に係る税制の環境整備により、金融資本市場の活
性化を図る。

○NISAの更なる普及・定着に向けた周知・広報活動（HPの
作成・更新、シンポジウムの開催、リーフレットの作成等）を
実施する。
○国民の資産形成等に必要な金融サービスが提供される
環境整備や、金融・資本市場の活性化のための税制面の
環境整備に向け、現行制度の問題点やより効果的な制度
等に係る調査・検証を行う。

0 0 3_c4_5 1_b_3_6 非該当

295 金融庁 6 7 金融経済教育の推進 国民の金融リテラシーが向上すること。
国民の金融リテラシーの向上を図るため、シンポジウム等
の開催、ガイドブック等の配布等を行う。

0 0 3_c4_5 非該当

296 金融庁 6 8
市場の公正確保のため
の経費

　金融・資本市場における情報の収集・分析や検査・調査等
の市場監視活動のための環境整備を行うことで、効率的・
効果的な監視活動を実施し、市場の公正性・透明性の確
保、投資者の保護を図ること。

○　IT技術の高度化や不公正取引の複雑化等に対応する
ため、電磁的記録の保全・復元・解析等（デジタルフォレン
ジック）といった検査・調査支援のための環境を整備する。

○　インターネット上のサイトを巡回してデータを蓄積し、金
融商品取引情報の検索を可能とすることで、効率的な市場
監視のための支援となるインターネット巡回監視システムの
運用を図る。

○　金融取引が高度化・複雑化し、市場が激しく変動する中
で、機動的な市場監視を実施するために有用な情報を収集

0 0 4_b4_2 8_6 非該当

297 金融庁 6 9 課徴金制度関係経費
審判手続において、被審人に与えられた種々の権利を保証
し、課徴金制度の適正かつ迅速な運営を確保すること。

審判手続において、下記について法令に基づき行うもの。
○被審人の申立て又は審判官の職権で、参考人に出頭を
求めて審問すること。
○被審人の申立て又は審判官の職権で、学識経験を有す
る者に鑑定を命ずること。
○審判手続に関与する者に対し日本語が通じないとき、通
訳人を立ち会わせること。
○被審人の申立て又は審判官の職権で、審判官が事件関
係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その
他の物件を検査すること。

0 0 8_6 非該当

298 金融庁 6 10
有価証券報告書等電
子開示システム経費

○投資者の投資判断に必要な有価証券の発行者の財務内
容及び事業内容並びに有価証券を大量に保有されている
状況を正確、公平かつ適時に開示することにより、投資者
保護を図ること。

○上場会社等から提出される企業の財務内容等が記載さ
れた有価証券報告書等について、その提出から公衆縦覧
に至るまでの一連の手続を電子化した｢有価証券報告書等
の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」とい
う。)の開発・運用を行う。

0 0 4_b4_2 非該当

299 金融庁 6 11
企業財務諸制度の整
備

国際会計基準の任意適用企業の拡大促進、国際的な意見
発信の強化及び日本基準の高品質化等を通じた会計基準
の品質向上。

国際会計基準に関する議論の動向を把握し、調査分析する
とともに、我が国としての考え方等の意見発信を行う。

0 0 3_c4_5 非該当

300 金融庁 6 12
公認会計士試験実施
経費

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立
場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼
性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資
者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発
展に寄与することを使命としているが（公認会計士法第１
条）、公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必
要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定するこ
とを目的としている（公認会計士法第５条）。

平成18年度以降、短答式試験（平成22年試験より年２回実
施）及び論文式試験（短答式試験合格者及び短答式試験免
除者等を対象）を実施しており、試験問題作成等のための
試験委員会議の開催、答案の採点等を行っている。

0 0 8_6 非該当

301 金融庁 6 13
監査監督機関国際
フォーラム(IFIAR)拠出
金等

○我が国に本部である事務局を置く初の金融関係国際機
関となる監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)の常設事務局
の東京設置を通じて、多国間の監査協力ネットワークの拠
点として我が国の国際的なプレゼンスを高め、監査品質の
維持・向上に向けた国際的な協力関係の構築・充実に資す

○平成29年4月のIFIAR事務局開設と東京での本会合開
催、その後の同事務局の円滑な運営に向け、招致国として
必要な支援を行う。

0 0 6_6 非該当

302 金融庁 6 14
店頭デリバティブ取引
情報の蓄積・分析シス
テム経費

○金融商品取引業者等、取引情報蓄積機関、清算機関か
ら店頭デリバティブの取引情報を収集し、公表することで店
頭デリバティブ取引の決済の安定性・透明性の向上を図
る。

○金融資本市場の国際競争力を強化するため、信頼性が
高く、魅力ある市場を構築する。

○金融商品取引業者等、取引情報蓄積機関、清算機関か
ら提出される店頭デリバティブの取引情報を蓄積し、集計す
るための「店頭デリバティブ取引情報の報告・蓄積システ
ム」の運用を行う。

○金融商品取引法第156条の66第１項の規定に基づき、金
融商品取引業者等、取引情報蓄積機関、清算機関から提
出される店頭デリバティブ取引情報を集計し、公表する。

0 0 4_c_1_9 非該当
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303 金融庁 6 15
国際金融センターとして
の地位確立

○国際金融センターとしての地位確立のため、我が国金
融・資本市場の活性化を図る。

○世界の主要な国際金融センターについて、各市場の競争
力向上のために政府が講じている諸施策及び金融インフラ
等に係る調査研究の実施。（26年度、27年度、28年度、29年
度）

○日本の金融・資本市場へのアクセス向上のための金融庁
の英語発信力強化に係る体制の整備。（27年度、28年度、
29年度）

○ヘルスケアリートの普及促進に資するための調査研究等
の実施。（27年度）

○金融機関等との意見交換の会合（官民ラウンドテーブル
等）における議論に資するための「我が国の金融・資本市場

0 0 1_b_3_6 非該当

304 金融庁 6 16
コーポレートガバナンス
の更なる推進に係る事
業費

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コー
ドの実施状況を丁寧にモニターし、その普及・定着に向けた
取組みを着実に進めるとともに、上場企業のコーポレートガ
バナンスの更なる充実に取り組む。これにより、我が国の
コーポレートガバナンスに対する内外の認識の改善及び企
業の稼ぐ力の向上、引いては経済の好循環の確立につな
げていく。

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・
コードのフォローアップ会議」（金融庁及び東京証券取引所
を共同事務局として27年８月に設置を発表）において、
　・　両コードの普及・定着状況のフォローアップ及び必要な
意見発信、両コードの普及・定着に向けた議論・助言、
　・　コーポレートガバナンスやスチュワードシップ責任の更
なる充実に向けた議論、等を行う。
また、同会議の成果物等について積極的な対外発信を行

0 0 3_c4_5 非該当

305 金融庁 6 17
新興市場国に対する技
術協力に必要な経費

○我が国と緊密な関係を有する新興市場国の金融システ
ムの健全な発展は、我が国を含む国際金融システムの安
定性の向上において重要であることから、我が国の経験の
共有や技術協力を通じ、新興市場国の金融当局者の能力
向上や人材育成に取り組む必要がある。

○新興市場国の金融当局者を対象とした研修事業の実施
【事業①】

○各国際機関（ＯＥＣＤ、ＩＡＩＳ、ＩＯＳＣＯ）の新興市場国向け
技術支援のための拠出金【事業②】

0 0 5_c4_2 非該当

306 金融庁 6 18
アジア諸国等との金融
連携・協力に必要な経
費

世界経済全体に占めるアジア等における新興国の経済規
模が増す中、我が国が新興国の発展に貢献するとともに、
新興国の市場機能を向上し、ひいては我が国が新興国とと
もに成長するために、金融庁と関係当局間の連携強化等を
通じた各国の金融インフラ整備支援、本邦企業や金融機関
が各国でビジネスを行っていくための環境整備などを行うこ
とを目的とする。

○アジア等の金融インフラ整備支援等に関する事業【事業
①】
アジア諸国等の新興国の金融当局との間で、金融技術協
力の枠組を構築した上で、研修開催やハイレベル面会等を
通じて技術協力を実施し、金融制度の整備や金融当局の能
力向上を支援する。

○グローバル金融連携センターに係る事業【事業②】
新興国の金融当局職員を研究員としてグローバル金融連
携センターに招へいし、各研究員の関心に応じて、金融機

0 0 5_c4_2 非該当

307 金融庁 6 19
金融分野におけるサイ
バーセキュリティ対策向
上

○金融機関へのサイバー攻撃が金融システムの安定に影
響を及ぼしかねない状況となっていることに鑑み、金融分野
におけるサイバーセキュリティ対策向上に官民一体となって
取り組むことにより、金融システム全体の強靭性を向上させ
ること。

○サイバー攻撃を受けた際の金融機関内及び官民の連携
体制や金融業界内のサイバー攻撃への対応態勢の確認等
を目的に、「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」を
実施。

○海外における先進的事例を調査することを通じて、国内
金融機関のサイバーセキュリティ対策の向上に資することを
目的に、「金融機関のサイバーセキュリティ対策における経

0 0 5_b4_2 1_b_4_6 非該当

308 金融庁 6 20
自然災害による被災者
の債務整理支援

自然災害の被災者が「自然災害による被災者の債務整理
に関するガイドライン」（全国銀行協会を事務局とする「自然
災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」
が策定）に基づき債務整理を行う場合の専門家への報酬等
について、国が支援することで、自然災害の影響により既往
債務（自然災害の発生以前に負担した債務）の弁済が困難
となった個人債務者の債務整理を円滑に進め、もって被災
者の生活や事業の再建に資することを目的とする。

自然災害の影響によって既往債務（自然災害発生以前に負
担した債務）の弁済が困難となった被災者（個人債務者）の
債務整理を円滑に進めるため、「自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン」の運用支援として、被災者
が同ガイドラインに基づき債務整理を行う場合の、弁護士等
の登録支援専門家による手続支援に要する経費等（登録支
援専門家への報酬及び郵送、交通、宿泊等に要する費用）
の補助を実施。また、自然災害による被災者の債務整理支

0 0 8_6 非該当

309 金融庁 6 21
国際機関分担金
（IOSCO）

○国際的な議論に積極的に参画すること等を通じ、国際金
融システムの安定と発展、ひいては我が国経済の持続的な
成長に資すること。

○証券監督者国際機構（IOSCO）の各加盟国が負担すべき
事務運営費としての分担金

0 0 6_6 非該当

310 金融庁 6 22 国際機関分担金（IAIS）
○国際的な議論に積極的に参画すること等を通じ、国際金
融システムの安定と発展、ひいては我が国経済の持続的な
成長に資すること。

○保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）の各加盟国が負担すべき事
務運営費としての分担金

0 0 6_6 非該当

311 金融庁 6 23
国際機関分担金
（FATF）

○国際的な議論に積極的に参画すること等を通じ、国際金
融システムの安定と発展、ひいては我が国経済の持続的な
成長に資すること。

○金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）の各加盟国が負担すべき事
務運営費としての分担金

0 0 6_6 非該当

312 金融庁 6 24 国際機関分担金（APG）
○国際的な議論に積極的に参画すること等を通じ、国際金
融システムの安定と発展、ひいては我が国経済の持続的な
成長に資すること。

○アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ
（APG）の各加盟国が負担すべき事務運営費としての分担
金

0 0 6_6 非該当

313 金融庁 6 25
国際機関分担金
（FinCoNet）

○国際的な議論に積極的に参画すること等を通じ、国際金
融システムの安定と発展、ひいては我が国経済の持続的な
成長に資すること。

○金融消費者保護国際組織（FinCoNet）の各加盟国が負担
すべき事務運営費としての分担金

0 0 6_6 非該当

314 金融庁 6 26
国際機関分担金（ＩＦＩＡ
Ｒ）

○国際的な金融規制改革等に積極的に参画すること等を
通じ、国際金融システムの安定と発展、ひいては我が国経
済の持続的な成長に資すること。

○監査監督機関国際フォーラム（ＩＦＩＡＲ）の各加盟国が負
担すべき事務運営費としての分担金

0 0 6_6 非該当

315 消費者庁 7 新29 1
多様な消費者の特性等
を踏まえた政策立案の
ための調査研究

未来の消費者の暮らしを豊かなものとするには、情報化・高
齢化の進展に伴って生まれる新たな商品・サービスを消費
者が安心して利用できるような環境作りが必要。このため、
理論的・先進的な調査研究を行い、新たな商品・サービスを
安心して利用できる環境作りに役立つ政策的知見を得、企
画立案を行う上での理論的基礎を強化することで、「確かな
根拠に基づく政策立案（EBPM）」につなげることを目的とす

「消費者行政新未来創造オフィス」において、徳島県と協力
し、消費者問題等に関する理論的・先進的な調査研究を行
う。また、調査研究業務を通じて、消費者政策の企画立案を
行う上での理論的な基礎を強化し、消費者政策をより効果
的・効率的に推進していくことに役立てる。

0 0 1_b_3_6 非該当

316 消費者庁 7 新29 2
子どもの事故防止に関
する取組の推進

本事業の目的は、子どもの生命・身体に係る事故の発生を
防止し、またその拡大を防ぐことである。

・子どもの事故に関する統計情報等の分析の活用及び子ど
もの安全に配慮した製品の整理を行い、それらに基づく啓
発資料を作成する。
・上記啓発資料を活用した、地方公共団体における、多様
な主体による啓発活動や安全な製品の普及に関するモデ
ル事業について、効果測定と全国展開へ向けての課題の

0 0 3_b_4 非該当

317 消費者庁 7 新30 1
消費者行政新未来創
造調査等経費

シェアリングエコノミー等の技術が変革する将来の消費生活
をより豊かなものとすること。

ICTを介して個人等の遊休資産を活用するシェアリングエコ
ノミーに関し、その普及に伴い発生するおそれのある消費
者問題に対応するため、徳島県を実証フィールドとした実証
実験を行う。また、消費者行政新未来創造オフィスにおい
て、新未来創造研究会（仮称）を開催し、上記の実証実験の
結果も踏まえ、豊かな未来に向けた消費者行政の在り方に

0 0 1_b_3_6 非該当

318 消費者庁 7 2
消費者政策企画・立案
経費

「消費者基本計画」の検証・評価及び見直しを行うことによ
り、刻々と変わる消費者を取り巻く環境に柔軟に対応するよ
うに施策を毎年度反映させていくことで、国民の消費生活の
安定及び向上を確保する。

１．消費者基本計画の検証・評価及び見直し
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができ
る社会の実現に向け、消費者政策の計画的な推進を図るた
めの５か年計画である「消費者基本計画」の検証・評価及び
見直しを行うなど、消費者の利益の擁護及び増進に関する
基本的な政策並びに消費者の利益の擁護及び増進を図る
上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画・立
案・推進等を行う。

２．食品ロスの削減に関する消費者への普及啓発
まだ食べられるのに捨てられている、いわゆる食品ロスを削
減するため、関係府省と連携して「食品ロス削減国民運動」
を展開している中で、消費者が食品ロスに対する認識を高
め、その削減に向けて消費行動を改善するような普及啓発
を実施する。

３．二国間・多国間における国際連携協力への取組
国境を越える消費者事故へ迅速かつ適切に対応するため、
消費者行政担当当局間における円滑な情報共有等を含め
た協力関係を構築することが重要となっている。こうしたこと
から、各国消費者行政機関との間で協力関係構築のため
の協議・意見交換等を行う。

４．「越境消費者センター（CCJ）」の連携先拡大
「越境消費者センター（CCJ）」の更なる機能強化を図るた
め、国際連携体制を拡充・強化することは不可欠である。そ
こで、我が国が今後早期に連携すべき国等を選定した上
で、連携実現の足掛かりとするため、窓口となり得る当該国

0 0 6_6 3_b_4 5_b4_2 非該当
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319 消費者庁 7 3
消費者の財産被害に関
する情報の集約・分析・
対応経費

消費者の消費生活における財産被害を防止し、その安全の
確保を図ることにより、消費者が安心して消費を行える市場
を構築し、それによって良質な事業・雇用を創出し、ひいて
は日本経済の再生を目指す。

消費者安全法の規定に基づく財産分野の消費者事故等の
通知やPIO-NET等で収集される情報を的確に分析するた
め、有識者や独立行政法人国民生活センターとの情報共
有、意見交換を実施し、加えて、集約・分析した財産分野の
消費者事故等に関する情報を庁内及び関係行政機関、地
方公共団体等と共有し、適切に消費者に対して提供する。
また、財産分野の消費者事故等について、消費者被害の発
生又は拡大の防止を図るため、消費者安全法に基づく注意
喚起や勧告などの法執行を行う。

0 0 8_6 非該当

320 消費者庁 7 4

新たなインターネット技
術・サービスに係る消
費者トラブルの動向調
査

新たなインターネット関連の技術やサービスの出現により高
度化・複雑化する消費者取引に対して、迅速かつ有効な対
策を講ずる。

新技術・サービスの出現やグローバル化によって変化の大
きいインターネット技術・サービスに関連する消費者問題や
政策的課題に迅速かつ有効な対策を講ずるためには、消
費者取引の実態を把握するとともに、今後発生し得る消費
者トラブルの芽を早期に発見し、その潜在的なリスクを分析
することが求められる。そこで、調査実施時点における最新
のインターネット技術・サービスや消費者トラブルのうち、特
に優先的な対応が求められるテーマを抽出し、動向調査を
実施する。調査結果は、行政機関・事業者・消費者相談関
係者が情報共有・意見交換を行い、事業者等による柔軟か
つ機動的な取組を促す場である「インターネット取引消費者
連絡会」で報告し、消費者庁ホームページで公表すること
で、消費者への情報提供を行っている。

12,400 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_c_2_4 3_c4_5 該当

321 消費者庁 7 5
消費者政策関係情報
調査経費

消費者被害の発生・拡大防止のために、ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス等のインターネット上の膨大な数の消
費者被害・トラブルに関する又はつながる情報から、適時適
切な消費者に対する注意喚起など、消費者庁としての対応
に活用できる端緒情報の抽出・分析を行う方法について調
査検討を行い、平成29年度以降の試行・実用化を目指す。

従来の消費者庁における消費者トラブルの主たる情報源で
ある消費生活相談（主に電話相談）の情報（ＰＩＯ-ＮＥＴ）で
は捕捉しづらい消費者被害・トラブルの情報を迅速に把握
し、被害が拡大する前に的確な対応につなげられるよう、
ソーシャル・ネットワーキング・サービス等のインターネット上
の書き込み等の情報から消費者被害･トラブルの状況を把
握するための実用可能な手法を調査・検討する。

0 0 1_b_3_6 非該当

322 消費者庁 7 6
消費生活に関する制度
の企画・立案・推進

消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な施策並び
に消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の
整備に関する基本的な施策のうち、消費生活に関する制度
を企画・立案・推進することにより、消費者が安心して安全
で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に資す
る。

１．消費者契約法の見直し
①消費者契約法（平成12年法律第61号）に関し、契約締結
過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方を検討す
る。
②国民に対する消費者契約法の周知を行う。

２．消費者団体訴訟制度の推進
①消費者団体訴訟制度の在り方を引き続き検討し、実効性
の向上を図る。
②適格消費者団体・特定適格消費者団体の認定・監督及び
支援を実施する。

0 0 1_b_2_6 1_b_3_6 非該当

323 消費者庁 7 7
公益通報者保護の推
進に必要な経費

公益通報者保護法（平成16年法律第122号）について、法の
周知・啓発に引き続き取り組むことにより、法の認知度等を
向上させ、また、事業者や行政機関における公益通報窓口
の整備等を促進することにより、国民生活の安定及び社会
経済の健全な発展に資する。

説明会の実施や広報資料の配付等によって、一般国民に
対する公益通報者保護法の周知・啓発や地方公共団体・民
間事業者における公益通報窓口の整備等の促進を図る。
「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」を
開催し、その結果を踏まえ、関連ガイドラインの改正を実施
するなど制度の実効性向上に係る必要な措置を講じる。

0 0 1_b_2_6 非該当

324 消費者庁 7 8
消費者に対する教育・
普及啓発の企画・立
案・推進経費

消費者の安全、安心を確保するとともに、社会の発展と改
善に積極的に参加する自立した消費者を育てるための消費
者教育及び普及・啓発のための政策の企画・立案・推進等
を行う。

上記事業の目的を達成するため、消費者教育の推進にお
いては、以下の取組を実施。
○消費者教育の基盤整備として、関連の教材や実践事例
等に関する情報等を集約した消費者教育ポータルサイトの
利便性の向上
○学校や地域における消費者教育の推進・支援のため、消
費者教育用教材を作成
○「消費者教育推進会議」では、消費者教育の推進に関す
る基本的な方針（基本方針）の見直しに向け、関係省庁及
び地方公共団体の施策の実施状況を把握
○子供の不慮の事故防止に関する情報を保護者へより効
果的・効率的に伝える方法等に係る調査やコンテンツの作
成などを行う事業
○持続可能なライフスタイルへの理解を促進するため、倫
理的消費に関する調査研究の実施及び先進事例紹介のた
めのエシカル・ラボを開催
○毎年５月を「消費者月間」として、消費者団体、事業者団
体、行政等が一体となって消費者問題に関する事業を集中
的に実施
○消費者支援活動に顕著な功績があった者を表彰する「消
費者支援功労者表彰」を実施

0 0 8_6 8_1_6 非該当

325 消費者庁 7 9
地方消費者政策推進
経費

地方公共団体職員や消費者問題に取り組む関係者・グ
ループとの「顔の見える関係」の構築や、消費者ホットライン
の運用による相談情報の共有、地方消費者行政全体の現
況を把握すること等、国から地方公共団体、消費者団体等
への情報提供を通じて、消費者行政に対する地方公共団
体、消費者団体等の行動、取組の促進を図る。

地方公共団体や消費者問題に取り組む消費者団体を始
め、福祉、環境、子育て等の多様な分野で活躍する主体と
の「顔の見える関係」を構築すべく、「消費者行政ブロック会
議」、「地方消費者フォーラム」、「都道府県等消費者行政担
当課長会議」、「法令執行担当者研修」を開催するほか現場
関係者との意見交換を行う。
消費生活相談窓口を周知し、消費者にとっての利便性を高
め、相談機会の充実を図るために、「消費者ホットライン」を
引き続き運営する。
なお、「消費者ホットライン」については、平成27年７月から３
桁化「188」を運用している。
また、今後の地方消費者行政支援の施策の検討に活用す
るため、地方における消費者行政や消費者団体等の現状
を把握するための調査等を行う。

0 0 5_c4_2 1_c_3_9 非該当

326 消費者庁 7 10
地方消費者行政のため
の事業に必要な経費

地方消費者行政活性化交付金及び地方消費者行政推進交
付金の活用によって、消費生活センターの設置や消費生活
相談員の確保等各地方消費者行政強化作戦（平成26年１
月策定、平成27年３月改訂）の目標達成に向けた地方公共
団体における消費者行政の計画的・安定的な取組を促進す
ることにより、地域の現場における対応力の強化を図り、
「消費拡大」に資する「消費者の安全・安心」を幅広く確保す
る。

【平成27年度補正予算】
地域の消費者の安全・安心の確保対策を実行するための
予算として、都道府県に「地方消費者行政推進交付金」を交
付。
【平成28年度当初予算】
消費者行政の「現場」である地方公共団体が行う消費者の
安全・安心確保に向けた取組を強力かつ安定的に支援する
ため、都道府県に「地方消費者行政推進交付金」を交付。

0 0 8_6 非該当

327 消費者庁 7 11
独立行政法人国民生
活センター運営費交付
金

国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地か
ら国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うととも
に、重要消費者紛争について法による解決のための手続を
実施する。

①国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供するこ
と。
②国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必
要な情報を提供すること。
③①及び②に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体
等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
④国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を
行うこと。
⑤国民生活に関する情報を収集すること。
⑥重要消費者紛争の解決を図ること。

3,290,446 120,553 1 一般 - 95 3 - - ○ - 3_c4_5 1_c_3_4 該当

328 消費者庁 7 12
物価対策の推進に必要
な経費

物価安定が国民生活の重要課題であることに鑑み、公共料
金等の改定に際し、消費者に与える影響を十分に考慮すべ
く、消費者利益の擁護の観点から、所要の調整を行うととも
に、生活関連物資等に関する価格動向の監視などを行う。

・公共料金等の改定に際して、物価問題に関する関係閣僚
会議への付議や関係省庁との協議において、消費者に与
える影響を十分に考慮すべく所要の調整を行う。
・生活関連物資等の価格動向及び消費や物価動向につい
ての意識の変化等を正確・迅速に把握することを目的に物
価モニター調査を実施し、その結果について公表するととも
に、関係省庁等へ情報提供を行う。
・消費税率引上げに伴う便乗値上げに関する情報及び相談
を受け付けるために設置された窓口を活用するとともに、消
費税率引上げ後においては、物価モニター調査の規模を拡
大して実施する。
・災害等の緊急時において、関係府省連携の下で生活関連
物資等の調査を行った上で、需給・価格動向について国民
への情報提供を行う。

0 0 1_b_4_6 3_c4_5 非該当

329 消費者庁 7 13
消費者政策の推進に関
する調査・分析に関す
る経費

消費者白書（「消費者政策の実施の状況」及び「消費者事故
等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報
告」）を作成し、消費者問題の現状等に対する消費者の理
解促進を通じて、消費者被害の拡大及び発生防止を図る。

消費者の意識や行動、様々な政策ニーズについて、包括的
な消費者意識調査を行い、その結果を踏まえ、消費者問題
の現状や課題、政府の取組等の全体像を分かりやすくまと
めた消費者白書を作成し、公表する。他に消費者被害・トラ
ブル額の推計等も行っており、消費者白書作成にも当該
データ等を利用している。
消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に集約された消
費者事故等に関する情報の集約及び分析を行い、その取り
まとめ結果を公表し、庁内及び関係行政機関、地方公共団

6,311 0 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_4 3_c4_5 該当
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330 消費者庁 7 14
事業者連携推進に必要
な経費

「事業者が消費者を重視した事業活動、すなわち消費者志
向経営を行うことが健全な市場につながる」ものであるとい
う位置付けの下に、消費者志向経営の促進を図る。

消費者志向経営の広範な普及を図るために、社会的気運
を高めるための全国的な推進活動として、次の取組を展開
する。
１）消費者志向経営推進に向けた自主宣言・フォローアップ
活動等
２）経営者層向けセミナー（トップセミナー）の開催
３）事業者の管理職・担当者の資質向上に向けた研修等の

0 0 3_c4_5 非該当

331 消費者庁 7 15
有識者を交えた消費行
動に関する研究

高齢化、情報化、国際化が進展し、消費者を取り巻く環境が
急速に変化していく中、消費生活の現状や消費者問題に対
する「調査・分析」機能及びそれを踏まえた「課題発見・対策
提示」機能を強化することで、消費者関連法令の執行及び
消費者政策の企画立案を行う上での理論的な基礎の強化
を図り、消費者政策をより効果的・効率的に推進するととも
に地方公共団体等の能力強化に役立てることを目的とす

経済学、心理学、社会学、法律学等を活用し、学識経験者
との定期的な検討会等を行いながら、消費者を取り巻く現
状や消費者政策に関する基礎的・理論的かつ学際的な研
究及び報告書の作成を行う（テーマ例：高齢者被害、消費者
教育の効果等）。

0 0 1_b_3_6 非該当

332 消費者庁 7 16
消費者の安全確保のた
めの施策の推進

本事業の目的は、生命・身体に係る消費者事故の発生を防
止し、また、その拡大を防ぐことである。

・行政機関や事業者から関係法令の規定に基づき事故情
報を収集するとともに、医療機関を含め多様な主体から事
故情報を幅広く収集する。
・収集した事故情報は定期的に公表するとともに、事故情報
を点検し、消費者への注意喚起、事業者への働き掛け、関
係省庁への具体的な要請等の対応を行う。
・重大事故等が発生した場合の緊急時には必要に応じ、関
係省庁による緊急対策本部等を設置し、的確に対応する。
・消費者安全調査委員会は、生命身体事故等の原因を究
明し、被害の発生・拡大の防止のための提言を行う。

0 0 4_c_1_9 3_b_4 8_6 1_b_2_6 非該当

333 消費者庁 7 17
リスクコミュニケーション
等の推進に必要な経費

消費者の安全・安心確保のため、各分野における施策の策
定過程の公平性・透明性を確保するとともに、施策の推進
に当たり、消費者が正確な情報に接し、リスクに関する理解
を深め、自らの判断により消費行動が行えるよう、関係者が
一堂に会し、双方向の意見交換会等を実施することを目的
とする。
特に、食品安全の分野にあっては、東京電力福島第一原子
力発電所事故以降、食品中の放射性物質に関するリスクコ
ミュニケーションに重点的に取り組んでいる。

　食品安全に関し、時宜に適ったテーマを選定し、正確な情
報を様々な手法を用いて提供し、理解が深まるように、双方
向のリスクコミュニケーションに努める。
　実施に際しては、「リスクコミュニケーション研究会報告書
（平成29年２月）」に示された方向性に従い、引き続き、関係
府省と連携し消費者にとってより分かりやすい情報発信等
に努めることとし、食品中の放射性物質に関しては、開催地
の重心を福島県から消費地へ移すほか、開催テーマに関し
ても、食品安全に関する施策策定や変更等があるもの、健
康被害が生じているもの、その他消費者の関心が高いもの
等の観点から選定する。さらに、多くの人が集まる日時場所
での開催、地方公共団体や事業者等の多様な主体との連

0 0 3_b_4 非該当

334 消費者庁 7 18
リコール情報周知の強
化のために必要な経費

リコール情報の周知強化により、リコール製品による事故の
発生・拡大防止を図るとともに、消費者が自主的にリコール
情報を入手し行動する必要性や製品の安全性等について
理解できるような取組を推進する。

関係省庁等が扱うリコール情報について、消費者庁が一元
的に情報収集した上で、消費者が分野横断的にリコール情
報を確認できる「消費者庁リコール情報サイト」を運営（平成
24年４月１日から運用開始）。

0 0 3_c4_5 非該当

335 消費者庁 7 19
消費者取引の対策に必
要な経費

特定商取引法及び預託法等の関連法令を適切に執行し、
訪問販売、連鎖販売取引等の規制対象取引に係る法違反
行為に厳正かつ適正に対処することにより、取引の公正と
確保及び消費者被害の防止を図る。

消費者トラブルの実態を踏まえ、経済産業局との密な連携
の下、悪質事業者に対する行政処分(業務停止命令・指示)
などを厳正に行うとともに、第190回国会において成立した
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」につい
て、施行に向けて必要な準備を行う。
また、通信販売等について、特定商取引法の執行を補完す
る取組として、事業者に対し不適切な広告の改善を促すとと
もに、インターネット・サービス・プロバイダ(以下「ＩＳＰ」とい
う。)、金融庁などに対し違法な電子メール広告などの情報
を提供することによりウェブサイトの削除や口座の停止など
を促す。また、警察との連携強化など、環境整備に必要な

0 0 8_6 非該当

336 消費者庁 7 20
消費者表示の対策に必
要な経費

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）等の規定に
基づく表示等に関する規制・制度を運用すること等により、
一般消費者の利益を確保する。

・景品表示法に係るガイドラインや違反事例の周知等による
普及・啓発活動を実施し、事業者及び事業者団体における
法令遵守の取組を積極的に支援するとともに、不当な表示
に対しては景品表示法の規定に基づく厳正な執行を行う。
・景品表示法違反の未然防止等の観点から、公正競争規約
が積極的に活用され、適切な運用が行われるよう関連団体
等を支援する。
・家庭用品品質表示法について、品質表示を行う対象品目
及び表示内容の標準に関する見直しの検討を行い、必要に
応じて規程等の改正を行う。
・住宅の品質確保の促進等に関する法律（住宅品確法）の
規定に基づく住宅性能表示制度の普及を行うとともに、消費
者のニーズや評価技術の進歩に応じた評価方法の充実を
図る。
・食品表示の適正化に向けて、法令違反に対しては厳正に
対処するほか、関係府省庁や都道府県等と緊密に連携した
効果的、効率的な執行や執行体制の整備を通じて関係機

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

337 消費者庁 7 21
消費税価格転嫁対策に
必要な経費

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転
嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（消費税転
嫁対策特別措置法）の普及・啓発及び厳正な執行に努める
ことで、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する。

・消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する行為を未
然に防止するため、同法で禁止されている消費税分を値引
きする等の宣伝や広告等に係る基本的な考え方や具体的
な事例について普及・啓発活動を実施する。
・消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反するおそれの
ある表示を監視し、同法に違反する行為を行っている事業
者に対しては勧告を行うなど、厳正に対処する。

0 0 3_c4_5 非該当

338 消費者庁 7 22
食品表示の対策に必要
な経費

食品表示は、食品を摂取する際の安全性の確保及び自主
的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役
割を果たしているため、食品表示に関する制度を適正に企
画・立案・運用し、消費者の利益の増進を図ることを目的と

食品表示に関する制度の企画・立案・運用を行うため、①検
査・分析方法や消費者意識等に係る調査研究事業の実施、
②有識者による検討会等を実施する。

0 0 8_1_6 非該当

339 消費者庁 7 23
新たな食品表示制度の
適正化・充実に係る経
費

平成27年度から施行された食品表示法の規定に基づく新た
な食品表示制度について、適正化・充実を図るために必要
な検討や調査等を行うことで、消費者の利益の増進を図る
ことを目的とする。

平成27年度から施行された食品表示法の規定に基づく新た
な食品表示制度について、適正化・充実を図るために必要
な検討や調査等を行う。また、新たな食品表示制度につい
て消費者、事業者等への普及啓発を行い、円滑な施行とそ
の定着を図る。さらに、新たに創設された機能性表示食品
制度は、事業者の責任において機能性表示ができることか
ら、本制度を利用して販売される機能性表示食品につい
て、①適切な表示がなされているか、②表示されている成
分が適切に含有されているか等のチェックを行う必要がある
ため、市場に出回る製品を買い上げ、表示内容及び含有成
分等の調査を行うなど、制度の適正化に向けた取組を実施

0 0 8_1_6 非該当

340 消費者庁 7 24
食品表示に関する消費
者向け情報提供の仕組
みの運用

製造所固有記号制度及び機能性表示食品制度の届出情報
について、消費者等がアクセス可能なデータベースを適正
に運用することで、食品表示法の基本理念である、食品を
摂取する際の消費者の安全性の確保及び自主的かつ合理
的な食品の選択の機会を確保することを目的とする。

消費者等が必要な情報を簡便に閲覧できるとともに、事業
者がオンライン上で届出手続を行うことを可能とするために
新たに構築した製造所固有記号制度及び機能性表示食品
制度に係る届出データベースを適正に運用する。

0 0 4_c_1_9 非該当

341
復興庁
（消費者
庁）

8 24
地方消費者行政のため
の事業に必要な経費

・食品と放射能の問題の広がりの中、消費サイドでの放射
性物質検査の実施ニーズの高まりに対応する。
・東日本大震災により大きな被害を受けた消費生活セン
ター等の消費者行政機能の復旧・復興を図る。

被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）における震災・原発事故
を受けた緊急対応として、食品等の放射性物質検査のため
の機器の貸与、食の安全性に関する消費生活相談対応等
の消費生活センターの体制整備、被災４県における消費者
理解増進のための取組を支援するため、交付金を交付す

0 0 8_6 非該当

342 復興庁 8 新29 1
チーム化による水産加
工業等再生モデル事業

複数の事業者がそれぞれの強みを活かしつつ、連携して取
り組む販売促進や人材確保等に必要な経費を支援すること
により、水産加工業等の中小企業のチーム化を推進し、産
業復興の加速化を図る。

水産加工業者同士の連携や、生産者・流通・販売を行う事
業者との異業種間連携により、販売や生産の効率化等に向
けた取組を支援。
（取組例）
・チーム化のためのコーディネート（衛生管理、技術レベル
等のコーディネート）
・チームによる商品開発・パッケージデザイン、加工・製造融
通、販売促進、輸出、人材確保・後継者育成等。

構築したチーム化モデルを東北各地で共有し、取組みを拡

0 0 3_c3_2 非該当

343 復興庁 8 新29 2
伴走型人材確保・育成
支援モデル事業

複数企業が雇用管理や経営改善の切磋琢磨を行い、地域
における先進グループを形成・拡大しながら、当該地域全体
の人財力を強化し、「人と企業が集い、育ち、地域の活性化
を実現するモデル」を確立する。

被災地地域は、人口の減少・流出に加えて、復興の進展に
伴う工場等の再開の中、十分な労働力の確保が困難な状
況のため、外部人材の呼び込みや被災企業の雇用管理・
経営改善による人材獲得力の向上が必要。

そのため、学生等に対し実践型インターンシップを行い、受
入れ企業はインターン等の受入れを機に、課題を発見・解
決し、「人材を獲得しやすい企業体質」へ改善。

0 0 5_c3_2 非該当
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344 復興庁 8 新29 3
企業間専門人材派遣
支援モデル事業

被災地企業の人材確保に資するため、専門人材等の幅広
い人材を被災地に呼び込むとともに、企業に人材確保・定
着・育成等のノウハウを提供し、人材獲得力の向上を図る
ほか、人材獲得に成功している好事例を地域に広める等に
より、被災地を「人と企業が集い、育ち、活性化する地域」に
することを目的とする。

被災地域は、人口の減少・流出に加えて、復興の進展に伴
う工場等の再開の中、十分な労働力の確保が困難な状況
のため、外部人材の呼び込みや被災企業の雇用管理・経
営改善による人材獲得力の向上が必要である。
そのため、大企業等において各分野で専門的に働いてきた
従業員等を、被災地企業に派遣し、一時的な人材不足の解
消に資するのみならず、課題を解決し、経営改善と魅力の
向上（企業価値の向上）、被災企業自らの人材獲得力の向

0 0 5_c3_2 非該当

345 復興庁 8 新29 4
被災地域人材確保対
策調査事業費

全国的に人手不足が課題となっている中、とりわけ、被災地
においては震災による住民の避難や人口流出により、復旧
後の産業における人手不足が深刻な状況となっている。当
事業は、人材の獲得に成功している企業の優良事例を活用
して、被災企業の人手不足の解消に資することを目的とす
る。

被災地では人手不足感が高まっているが、一様に人手不足
ではなく、そのような中でも人手不足問題を克服し、人材確
保に成功した企業もある。そうした企業のノウハウを横展開
するため、取り組み事例を収集するとともに、横展開が可能
な要素についての分析を行い、さらに今後人材獲得に取り
組む企業に展開できる工夫を加えて、事例集を作成する。

0 0 3_c4_4 非該当

346 復興庁 8 新30 1
被災地企業の資金調
達等支援事業

被災地の事業者が新商品開発や販路開拓等の新たな事業
を展開する際に必要な資金を円滑に獲得できるようにする
ため、自立的な資金調達手法であるクラウドファンディング
の普及・活用を促進する。これにより、被災地における資金
調達手段の多様化を図り、被災地の自立や産業復興を促

被災地でクラウドファンディングの活用についてのセミナー
等を実施して、クラウドファンディングの浸透、案件の掘り起
こしを行うとともに、専門家を派遣する等により、被災地事業
者のクラウドファンディングの実施のための支援を行う。

0 0 5_a3_2 非該当

347 復興庁 8 1
復興特区支援利子補
給金

東日本大震災復興基本法（平成23年法律第76号）第２条の
基本理念を踏まえ、少子高齢化、電力その他のエネルギー
利用の制約等の課題の解決に資する先導的な取組み、被
災地域における雇用機会の創出等を図る事業の円滑な実
施を支援する観点から、金融上の支援を実施する。

被災地の復興に向け、復興推進計画の目標を達成する上
で中核となる事業の実施者が、予め国が指定した金融機関
（以下「指定金融機関」という）から当該事業を実施するうえ
で必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で、融資
の利子分の最大0.7%に相当する額を利子補給金として指定
金融機関に対し支給する。

0 0 8_6 非該当

348 復興庁 8 2
被災者支援総合交付
金

被災者支援については、震災から6年が経過し、避難生活
の長期化や災害公営住宅等への移転など、復興の進展に
伴う課題への対応が必要となっている。

■対象地域：岩手県内、宮城県内、福島県内の自治体、お
よび県外避難者の在住する自治体（事業により異なる）
■対象団体：岩手県内、宮城県内、福島県内の自治体、お
よび県外避難者の在住する自治体等（事業により異なる）
■対象事業
　[復興庁所管]①被災者支援総合事業
　[厚生労働省所管]②被災者見守り・相談支援事業、③仮
設住宅サポート拠点運営事業、④被災地健康支援事業、⑤
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業
　[文部科学省所管]⑥福島県の子供たちを対象とする自然
体験・交流活動支援事業、⑦仮設住宅の再編等に係る子供
の学習支援によるコミュニティ復興支援事業

0 0 8_6 非該当

349 復興庁 8 3
東日本大震災復興交
付金

東日本大震災により著しい被害を受けた地域において、公
共施設等の災害復旧だけでは対応が困難な失われた市街
地の再生等を支援し、被災地域の復興を加速させることを
目的とする。

＜基幹事業＞
　・被災地方公共団体の復興地域づくりに必要となる５省４０
事業を一括化し、１本の事業計画で申請・採択
　　　防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、災害公
営住宅整備事業、漁業集落防災機能強化事業、漁港施設
機能強化事業、農山漁村地域復興基盤総合整備事業　等
＜効果促進事業＞
　・基幹事業に関連して自主的かつ主体的に実施する事業
（ハード・ソフト事業ニーズに対応）
　・基幹事業の事業費の３５％を上限として支援
＜その他＞
　・基金の設置等による執行弾力化

0 0 4_a4_2 非該当

350 復興庁 8 4
福島生活環境整備・帰
還再生加速事業

○避難指示に起因して機能低下した公共施設・公益的施設
について、市町村等からの要請に基づき国の費用負担によ
り機能回復を実施することで、住民の生活環境を改善する。
○福島県の被災１２市町村における避難解除区域の住民
の帰還を促進するための取組や、直ちに帰還できない区域
への将来の帰還に向けた荒廃抑制・保全対策を実施するこ
とで、住民の帰還の加速等を含め、原発事故からの復興・
再生を加速させる。

（１）対象区域
　原子力被災１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野
町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛
尾村、飯舘村）
（２）対象団体
　原子力被災１２市町村等
（３）実施事業の例
　①生活環境の改善のための取組
　  ・公共施設・公益的施設の機能回復（施設の清掃・修繕
（消耗品の交換を含む）等）
  ②避難解除区域への帰還加速のための取組
　  ・喪失した生活基盤施設の代替、補完（医療・介護サービ
ス提供支援、交通支援 等）
　  ・地域コミュニティ機能の維持、確保（住民への情報提
供、自治会活動への支援 等）
　③直ちに帰還できない区域の荒廃抑制等
    ・荒廃抑制、保全対策（火災防止のための除草、廃家屋
の解体撤去、防犯・防災パトロール 等）
    ・住民の一時帰宅支援（バスの運行、仮設トイレの設置 

0 0 4_a4_2 4_d4_2 8_6 非該当

351 復興庁 8 5
福島再生加速化交付
金

福島の再生を加速するため、長期避難者への支援から早
期帰還への対応までの施策を一括した、使い勝手がよく、よ
りきめ細やかなニーズに対応できる交付金を地方公共団体
に交付することにより、福島再生の加速化を図る。

対象地域：避難指示を受けた12市町村　等
対象団体：対象地域の地方公共団体等
対象事業：【基幹事業】
　　　　　　　帰還環境整備（被災１２市町村への早期帰還の
促進、地域の再生加速化（復興再生拠点、農林水産業・商
工業再開に向けた環境の整備等））
　　　　　　　長期避難者生活拠点形成（長期避難者向けの
公営住宅整備とコミュニティ支援）　
　　　　　　　福島定住等緊急支援（子育て世帯が早期に帰還
し安心して定住できる環境整備等）
　　　　　　　道路等側溝堆積物撤去・処理支援（道路等堆積
物撤去・処理による通常の維持管理活動の再開支援）
　　　　　　　原子力災害情報発信等拠点施設整備
　　　　　　　　（福島県が行う、原子力災害に係る経験と教訓
を後世に伝えるための情報発信拠点（アーカイブ拠点）の整
備等に対する支援）

　　　　　　 【効果促進事業】
　　　　　　　基幹事業と一体となって効果を増大させるソフト
施策等の事業

0 0 4_a4_2 非該当

352 復興庁 8 6
「新しい東北」官民連携
推進協議会運営事業

東日本大震災の被災地の多くは、震災以前から人口減少、
高齢化、産業の空洞化といった日本全国の地域社会が抱
える課題が顕著であり、インフラや住宅等のハードの復旧が
進んだとしても、中長期的に地域課題の深刻化が予想され
る。そのため、復興を契機として生まれた多様な主体の連
携による地域課題解決に向けた先導的な取組を普及・展開
することを通じて、被災地において我が国や世界のモデルと
なる「創造と可能性のある未来社会」としての「新しい東北」
を創造する。

○被災地で行われている多様な主体（企業・大学・NPO等）
による「新しい東北」の創造に向けた取組について、情報の
共有・交換を進め、様々な連携を推進するため、「新しい東
北」官民連携推進協議会を運営し、情報発信を実施。
○被災地の事業者や起業者が、必要な資金提供やノウハ
ウ面の支援を受け、また、ネットワークづくりを行うことがで
きるよう、経営課題の解決や新事業の開始に向けた支援や
地域産業の創出の機運を醸成するための取組を実施。
○被災地の地方自治体やNPO等が地域の課題解決に向け
取り組むことができるよう、ニーズに応じたきめ細かな支援

0 0 3_c2_3 5_c4_2 非該当

353 復興庁 8 7
「新しい東北」交流拡大
モデル事業

インフラや住宅等の復旧が一定程度進み産業・生業の再生
が重要となっているところ、東北６県の重要な産業・生業で
ある観光は、今もなお根強い風評被害等の影響により全国
的なインバウンド急増から遅れている状況にある。このた
め、官民が連携して持続的な外国人の交流人口拡大に繋
がるビジネスモデルを確立させ、東北を訪れた外国人が自
らの体験に基づく情報を拡散させることで風評被害の払拭
等を行うことにより、東北６県への外国人の交流人口の拡
大を図り、東北の観光復興を推進する。

民間事業者から東北における外国人の交流人口拡大につ
ながる新たなビジネスモデルを公募・選定し、国の事業とし
てフィージビリティを調査することで民間の新たな取組の立
ち上がりを支援する。その際、各事業者が造成した旅行商
品について、外国人旅行者誘客のため作成されたＰＲ動
画、新聞・テレビ等の各種メディアや旅行参加者によるSNS
等を通じて国内外に情報発信・拡散するとともに、年度末に
開催する報告会を通じて、各事業者の取組内容や成果の
共有・横展開を行う。これらの取組を通じて、持続的な交流
人口拡大につながるビジネスモデルの確立、東北に訪れた
外国人による体験に基づいた情報発信による風評被害の

0 0 3_c4_5 非該当

354 復興庁 8 9
東日本大震災復興推
進調整費

　被災地域の復興に向けた事業を実現するため、
　・　機動的対応を要する事業
　・　翌年度以降の制度創設等を視野に実施する事業
等について速やかな実施を確保することを目的とする。

　地域の柔軟な発想に基づく、復興のためのソフト事業を被
災各県等が実施するための経費。
　当初予算においては、目未定経費として計上されており、
被災各県等からの具体的な要望に基づき、年度途中の諸
状勢に応じ、財務大臣との執行協議を経て配分される。
　復興庁自身が実施するものを除き、関係府省庁に予算を
移し替えて事業を実施している。
　県への補助事業について補助率8/10

0 0 8_6 非該当
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355 復興庁 8 23
金融機能安定・円滑化
復興事業

○東日本大震災の被災金融機関の業務の健全かつ適切な
運営を確保すること。（金融仲介機能の強化）

○「一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会」
の事業に係る経費を補助することによりガイドラインによる
債務整理を円滑に進め、また、ガイドラインを含む被災者支
援施策の認知向上等により施策の実効性を向上させること
により、債務者の生活再建に資することを目的とする。

○金融機能強化法（震災特例）に基づき国の資本参加を行
うにあたり、金融機関等が発行する優先株式等の商品性審
査のため、ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務を外
部専門家に委託する。

○　一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会
が「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に則し実
施する以下の業務について、被災した債務者が弁護士等の
専門家から支援を受ける際の手続費用（報酬及び実費（郵
送、交通、宿泊に要する費用））を対象に、運営委員会に対
して補助金を給付。
　＜対象業務＞
　　①個人債務者による債務整理の申出の支援
　　②個人債務者の弁済計画案の作成の支援
　　③弁済計画案についての報告書の作成（弁済計画案の
チェック）
　　④弁済計画案の説明等の支援
また、同ガイドラインの周知広報を実施。

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

356 総務省 9 新29 2
基幹統計として実施す
る地方公務員給与実態
調査に要する経費

　地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公
務員の給与に関する制度の基礎資料を得るため、５年毎に
統計法第２条に基づく基幹統計として地方公務員給与実態
調査を実施しているところである。平成３０年度は、その実
施年に当たり、当該調査を実施し、今後の地方公務員給与
の一層の適正化に資する必要がある。調査結果は、地方公
共団体の給与制度等に関する助言に活用するとともに、地
方財政計画作成の際の資料や地方交付税の給与費の重
要な基礎データとなるなど、幅広く活用される。

【平成２９年度】
調査結果の集計等に必要な地方公務員給与実態調査シス
テムの改修。

【平成３０年度】
地方公務員給与実態調査システムにより下記の調査、集計
等を行う。
１　平成３０年４月１日に在職する地方公務員法第３条第２
項の職員（一般職）の給料、扶養手当、地域手当、通勤手当
等について悉皆調査を実施し、一般職の地方公務員数、職
種別職員数、平均給料月額、平均基本給月額等の実態を
明らかにし、もって地方公務員の給与制度等の基礎資料を
得る。
２　特別職については、地方公務員法第３条第３項第１号及
び第２号に掲げる職について、その定数、給料月額、報酬

0 0 4_b4_2 非該当

357 総務省 9 新29 3

マイナンバーカードの選
挙事務への活用等に関
する調査研究事業・政
見放送手話通訳士研
修会の事務委託事業

　投票率が低下傾向にあるなか、有権者が投票しやすい環
境を整備していくことは引き続きの課題である。投票環境の
向上方策等に関する研究会報告にあるように、選挙の公正
を確保することを前提に、更なる有権者の利便性向上のた
め、ＩＣＴを活用した投票環境向上方策を検討することは重
要である。
　また、参議院選挙区選挙における政見放送への手話通訳
付与については、政見放送における手話が可能な手話通
訳士を十分に確保できず対応できていないため、その数を
増やすことが喫緊の課題となっている。

　更なる有権者の利便性向上のため、選挙の公正を確保す
ることを前提として、選挙事務においてマイナンバー制度を
活用することができれば、有権者及び選挙事務を行う選挙
管理委員会の双方にとってメリットをもたらすものであると考
えられるため、今後のマイナンバー制度の利用範囲の拡大
にあわせて、マイナポータル及びマイナンバーカードを活用
した選挙事務の実施可能性について調査研究を行う。
　また、参議院選挙区選挙において手話通訳を付すために
必要な政見放送における手話が可能な手話通訳士を十分
に確保するため、研修履修者数の少ない地方都市等の手
話通訳士を主な対象として全国各地の主要都市において
「政見放送手話通訳士研修会」を開催する。

22,835 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_3_2 5_a4_2 該当

358 総務省 9 新29 4
自治体情報セキュリティ
強化対策事業

サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、多くの住民
情報を扱う地方公共団体の情報セキュリティ対策の更なる
強化を図る。

サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、マイナン
バー制度による情報提供ネットワークシステムの稼働を踏
まえ、LGWAN環境のセキュリティを確保し地方公共団体の
情報セキュリティ対策の継続的強化を支援するプラット
フォームを構築する、情報セキュリティ対策強化ガイドライン
を策定する等、地方公共団体の情報セキュリティ対策の強

0 0 4_b4_2 非該当

359 総務省 9 新29 5
ナショナルサイバート
レーニングセンターの
構築

近年巧妙化・複合化するサイバー攻撃により、政府機関や
民間企業等において情報漏えい等の被害が頻発しており、
サイバー攻撃に対処可能な人材を育成することは急務であ
る。ついては国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
に組織したナショナルサイバートレーニングセンターにおい
て人材を育成することで、我が国のサイバー攻撃への対応
能力を強化し、国民が安心して安全に利用できるネットワー
ク環境を実現する。

IoTの普及や、2020年東京オリンピックパラリンピック競技大
会を控え、サイバーセキュリティの確保を担う人材の育成に
早急に取り組むため、ＮＩＣＴに組織した「ナショナルサイバー
トレーニングセンター」において、下記取組を実施。
①官公庁、地方公共団体、独立行政法人及び重要インフラ
企業等に対するサイバー攻撃について、実践的な演習を実
施。
②2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の適切
な運営に向けたセキュリティ人材の育成

1,506,838 1,506,838 5 一般 - 13 4 - - ○ - 5_a1_2 該当

360 総務省 9 新29 6
「IoT/BD/AI情報通信プ
ラットフォーム」社会実
装推進事業

最先端のＡＩ基盤技術を様々な産業分野に早急に展開し、
データ収集とＡＩ解析により価値創出を図るため、産学官の
オープンイノベーションによる先進的利活用モデルの開発
や国際標準化を推進し、新たな価値創出基盤となる
「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」を構築と社会実装を
推進する。
（IoT: Internet of Things BD: Big Data AI: Artificial 
Intelligence）

　国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）等が研究開
発を行う最先端の音声処理、自然言語処理をはじめ、我が
国の強みのあるAI基盤技術を様々な分野に早急に展開す
ることで、データ収集とAIによる解析で新たな価値創出を図
ることが決定的に重要である。
　このため、産学官のオープンイノベーションによる、人間と
自在な対話が可能な次世代サービスの実現のようなAI基盤
技術の先進的利活用モデルの開発やその国際標準化を支
援することで、「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」の構
築と社会実装を推進し、我が国の持続的な経済成長と国際
競争力の強化を図る。

260,000 260,000 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 2_c_1 該当

361 総務省 9 新29 7
次世代人工知能技術
の研究開発

我が国が直面する少子高齢化による労働力不足等の社会
的課題の解決やSociety5.0の実現には、IoT・ビッグデータ・
人工知能の相互連携・協調を支援する次世代人工知能技
術の実現が重要である。また、Society5.0の実現は、多様な
分野で持続的な成長の契機として期待されていることから、
脳科学×人工知能等の次世代人工知能技術の研究開発
や国際標準の獲得等を推進し、我が国の国際競争力の向

脳のメカニズムに倣い、少数データ、無作為データからリア
ルタイムに取捨選択しながら、特徴・意味を抽出し、分類・学
習すること等を可能とする次世代人工知能技術の実現に向
けた研究開発を推進する。

200,000 200,000 5 一般 - 95 4 ○ - - ○ 1_a_1 該当

362 総務省 9 新29 8
IoTネットワーク運用人
材育成事業

IoT/ビッグデータ時代には、膨大な数の機器がネットワーク
に接続され、データに関する通信量の変動が短時間に急激
に発生するため、ソフトウェア・仮想化技術を活用した最適
制御技術によるネットワーク基盤の管理・運用が求められ
る。これを行う人材の育成を行うために人材育成環境を整
備し、ネットワークの管理・運用に必要なスキルの明確化を
行う。

①最適制御技術を開発・実装した人材育成環境を、イン
ターネットの結節点であって、様々な事業者が多様な機器で
相互接続するIX（インターネットエクスチェンジ）に整備する。
②通信事業者、ユーザー企業や研究機関等が同環境にお
いて、多種多様な接続機器用いた相互接続性の検証等を
行うことにより、技術者の人材育成を図る。
③IoT/ビッグデータ時代のネットワーク管理・運用に必要な
スキル明確化やその認定の在り方の検討を行う。

214,990 214,990 5 一般 - 95 2 ○ - - - 4_b3_1 5_a4_1_1 該当

363 総務省 9 新29 9
スマートスクール・プ
ラットフォーム実証事業

AI・IoT時代の到来を見据え、学校現場において、多様な
データを安全かつ効率的・効果的に利活用可能な基盤を構
築することにより、①個々の児童生徒にとって最適な学習、
②エビデンスベースの教育・学校経営、③学校現場におけ
る業務効率化・教職員の負担軽減、④システム導入・運用
コストの削減、⑤学校現場におけるクラウド利用環境の整備
等を推進し、個々の児童生徒に応じたきめ細やかな指導の
実現を図り、教育の質の向上を目指す。

専ら教職員が利用する「校務系システム」と、児童生徒等も
利用する「授業・学習系システム」間の安全かつ効果的・効
率的な情報連携方法について、文部科学省と連携して実証
し、標準化のうえ広く普及する。
具体的には、データ利活用の促進、セキュリティの確保、コ
ストの削減、運用の円滑化、クラウド環境への移行促進等
の観点から、学校内外において情報通信技術面での実証を
行い、安全かつ効果的・効率的な情報連携方法を標準化す
る。併せて、標準化されたシステム（スマートスクール・プ
ラットフォーム）の運用基盤となる次世代のネットワーク環境
のあり方について調査・検証し、ガイドラインとして取りまと

265,363 265,363 5 一般 - 95 4 - - - - 2_b_1_2 該当

364 総務省 9 新29 11
位置情報等のプライバ
シー情報の利活用モデ
ル実証事業

位置情報等のプライバシー情報について、本人関与の在り
方、データ流通に係る情報の帰属や、データの管理責任に
関する関係者間の責任分担の在り方及びこれらを支える技
術等について検証し、データの自由な流通とプライバシー保
護の両立を図る。

通信事業者が取得するパーソナルデータは、位置情報に加
え通信の秘密等に関わるプライバシー性の高いものが多く
含まれることを踏まえて、当該データの流通に関して関連技
術を含むモデルケースの実証を行い、通信事業者とそれを
活用する事業者との間で安全に流通させるために必要とな
るルールとして、具体的には、事業者間で流通させる際の
契約モデルの在り方及びB2B2Cモデルを前提とした利用者
からの同意取得の在り方等について検証する。

57,664 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

365 総務省 9 新29 12
国際ＶＨＦ周波数変更
対策のための損失補償

国際ＶＨＦデジタルデータ通信システムの新たな周波数割当
のため、現在、割当られている船舶港務通信等の周波数を
他の国際VHF帯域に平成29年度から平成31年度の3か年に
かけて周波数変更命令を行い、新たな海上通信システムの
円滑な導入及び航行安全の通信体制の確保を図る。

平成27年度のWRC（無線通信会議）においてITU-RのRR(無
線通信規則）が改正され、国際VHFの一部の周波数をデジ
タルデータ通信用に使用できるようにすることが義務付けら
れているが、我が国では、デジタルデータ通信用となる対象
周波数が、船舶航行安全のための船舶港務通信用等とし
て使用されている。このため、海岸局93局、船舶局6,226局
に対して電波法第７１条第１項により周波数変更命令を行
い、船舶航路通信用周波数を国際ＶＨＦの他の周波数に変
更させるとともに、それに伴い損失が生ずる無線局（海岸局
93局、船舶局843局）については、電波法第71条第２項を適

0 0 8_6 非該当
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366 総務省 9 新29 13
IoT機器等の電波利用
システムの適正利用の
ためのICT人材育成

今後、多様な分野・業種において膨大な数のIoT機器の利
活用が見込まれるとともに、医療・救護活動等の非常用通
信手段としての無線機器の普及が進められており、これま
で以上に様々なユーザが電波を利用することとなる。また、
スマートフォンの急速な普及による移動体通信の増大を背
景に、無線LANアクセスポイントの普及も進んでいる。その
ため、これらの電波利用システムにおいて電波の能率的な
利用を確保する必要があることから、無線機器のユーザ等
のリテラシーを向上させるための講習・訓練や周知啓発活
動等を実施し、IoT時代に求められるICT人材育成に資する
ことを目的とする。

(1)今後、多様な分野・業種において膨大な数のＩｏＴ機器の
利活用が見込まれる中で、多様なユーザや若者・スタート
アップの電波利用に係るリテラシー向上を図ることが不可欠
であることから、ユーザ企業等を対象とした地域毎の講習会
や体験型セミナー、若者・スタートアップを対象としたハッカ
ソン等の取組を推進し、ＩｏＴ時代に必要な人材を育成。

(2)災害時に国民の生命・身体を守る医療・救護活動におい
て、衛星通信等の電波利用システムの普及に伴い、今後の
周波数需要の急増が見込まれるため、非常用通信システ
ムの適正な利用に関する講習会等の周知啓発事業を推進
し、電波の適正利用に不可欠な知見・技術を有する人材を
育成。

(3)スマートフォンの急速な普及等により利用が拡大している
無線LANの情報セキュリティを確保するため、無線LAN設置
者及び無線LAN利用者に対し、無線LANを設置・利用する
上での情報セキュリティ対策についてセミナー等により周知
啓発することで、無線LANの利用に関するリテラシーを向上

0 0 5_a4_1_1 非該当

367 総務省 9 新29 14

無線システム普及支援
事業
（衛星放送用受信環境
整備事業）

2018年より開始される4K・8K実用放送（左旋円偏波を利用）
の中間周波数（2.2～3.2GHz）が漏洩し、同一周波数帯で既
にサービスを実施している他の無線システムへ影響を及ぼ
すことが懸念されている。受信者において対応するシステム
への切り替えが始まるこの機会を捉え、適切な受信環境を
整備し、電波の能率的な利用を確保する。

（１）受信環境整備のための調査研究
　中間周波数の漏えいによる既存無線局への影響の規模
等の実態把握や、技術基準策定のための調査研究
（２）受信環境整備のための周知啓発活動
　適切な受信設備を用いなければ、他の無線局の運用へ影
響を及ぼす可能性があること等についての周知啓発
（３）受信環境整備に対する支援
　漏洩が生じる受信設備について、技術基準に適合させる
ために必要な改修等の支援

830,000 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_3 3_a_2 該当

368 総務省 9 新29 15
公衆無線ＬＡＮ環境整
備支援事業

災害時に、携帯電話等が輻輳のために利用できない場合で
あっても、必要な情報伝達手段を確保するために、防災拠
点等におけるWi-Fi環境の整備を行うことにより、電波の適
正な利用の確保に資することを目的とする。

防災の観点から、防災拠点（避難所・避難場所、官公署）で
のWi-Fi環境の整備を行うとともに、災害発生時の情報伝達
手段確保のため、被災場所として想定され災害対応の強化
が望まれる公的な拠点（博物館、文化財、自然公園等）にお
けるWi-Fi環境の整備を行う地方公共団体等に対し、その費
用の一部（補助率：1/2（財政力指数が0.4以下かつ条件不
利地域の市町村については2/3））を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

369 総務省 9 新30 1

会計年度任用職員制
度の円滑な制度導入に
向けた支援事業

　「働き方改革」や「女性の活躍推進」は、安倍内閣の最重
要課題と位置づけられており、地方公務員の臨時・非常勤
職員（女性の割合約７５％）の適正な任用・勤務条件の確保
については、「働き方改革実行計画」や「女性活躍加速のた
めの重点方針2017」において位置付けられている。これらの
実現に向け、各地方公共団体においては地方公務員法等
の改正法の趣旨に沿った適正かつ確実な制度導入が求め
られる。また、施行後も、この制度に基づき、国家公務員や
民間部門での取組みの進展などを踏まえ、適正な任用・勤
務条件の確保に向けた取組みを推進していく必要がある。

　今回の改正法に関し、各地方公共団体からは、任用や、
給付・休暇・休業など各種勤務条件に関する制度設計、条
例等の整備などの対応を図った上で、個々の臨時・非常勤
職員に係る任用根拠の変更や、執行体制の再構築など
様々な対応が必要となるため、事務処理マニュアルなどの
関連情報の提供や丁寧な制度説明など、円滑な制度導入
を行うには総務省からの支援が不可欠との意見があった。
　また、改正法附則第２条（施行のために必要な準備等）に
おいて、各地方公共団体は法の施行に向け必要な準備等
を行い、これに対し総務大臣は　地方公共団体の準備等の
状況を把握した上で、必要な助言等を行うことが義務付けら
れている。
　このため、総務省においては、各地方公共団体において
円滑な制度導入ができるよう、事務処理マニュアル等の提
供、都道府県ごとの説明会の開催、各地方公共団体の準備

0 0 3_c4_5 非該当

370 総務省 9 新30 2

被災市区町村応援職
員確保システム構築事
業

大規模災害発生時に被災市区町村の行政機能を確保し、
被災住民の生活再建を早期に、かつ、円滑に進めるため、
全ての地方公共団体の人的資源をフルに活用するための
全国一元的なシステムを構築する。

「大規模災害からの被災住民の生活再建を支援するための
応援職員の派遣の在り方に関する研究会」の報告において
提言された「被災市区町村応援職員確保システム」を構築
し、応援職員の派遣等を円滑に実施することができるよう、
総務省、消防庁、地方公共団体の全国的連合組織及び各
地方公共団体等が合同で定期的な訓練を実施する。それを
踏まえて、「被災市区町村応援職員確保システム」に係る実
施細目の明確化、見直し等を図る。

0 0 5_a4_2 非該当

371 総務省 9 新30 3
高齢地方公務員の活
用方策等研究会

地方公務員の雇用と年金の接続を図る観点から、再任用制
度で運用を行っているところ。今後も再任用職員が増加する
ことが見込まれるため、高齢地方公務員の活用方策等につ
いて検討を行う

平成31年４月に公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢
が63歳に引き上げられるため、地方公務員の雇用と年金の
接続を確実に図る必要があるところ。「経済財政運営と改革
の基本方針2017」を受けて、国家公務員等の検討状況を踏
まえつつ、平成30年度中に高齢地方公務員の活用方策等
を検討するための研究会を開催し、段階的な定年の引き上
げを含め地方公務員の雇用と年金の接続の在り方につい

0 0 1_b_2_6 非該当

372 総務省 9 新30 4
中南米日系社会と国内
自治体との連携促進事
業

　地方自治体が中南米諸国において地域の魅力発信や訪
日観光客の誘致等を推進するに当たり、中南米諸国におけ
る県人会などと連携して実施することは有効であるが、近
年、これらのコミュニティは会員の高齢化・日本語能力の低
下等の理由から縮小傾向となっている。このような自治体関
係者コミュニティの新たな担い手等の育成を図ることによ
り、中南米諸国における自治体とコミュニティの連携に向け
た取組を強化するとともに、中南米諸国と日本の更なる連

　「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦
略2017」（平成２９年６月閣議決定）を受けて、地方自治体と
連携しながら、日本とゆかりのある方々を含む日系社会と
のネットワーク強化を行うために、日本の地方自治体による
県人会等への加入促進に向けたイベントの開催や地方自
治体への訪問・受入れ等を通じて、新たな担い手の確保等
につながる取組をモデル的に実施し、その手法を各地方自
治体に共有する。

0 0 3_c4_5 非該当

373 総務省 9 新30 6

社会保障・税番号制度
システム開発等委託費
（電子証明書のスマート
フォンへの格納に要す
る経費）

　マイナンバーカード搭載の電子証明書機能は従来の公的
身分証明書にない付加価値であり、利用手段の拡大を通じ
更に利用しやすくすることは、マイナンバーカードの普及に
とって重要な視点。この点、既に国民が広く利用する媒体で
あるスマートフォンに電子証明書を格納することは利便性及
びコストの両面から効果的かつ効率的であるため、これに
必要なシステム開発等を行うもの。

スマートフォンに電子証明書を格納できるよう地方公共団体
情報システム機構のＪＰＫＩシステムの改修等を行う。

0 0 4_b4_2 非該当

374 総務省 9 新30 8
IoTセキュリティ総合対
策の推進

IoTサービスの普及に伴い、膨大かつ多種多様なIoT機器が
通信ネットワークに接続されているが、近年はこのIoT機器
を対象としたサイバー攻撃も発生しており、情報流出、サー
ビスの停止等被害が多発している。これらのサイバー攻撃
からIoT機器を守るため、官公庁、民間企業、業界団体等と
連携したIoTセキュリティ総合対策を推進することで、我が国
におけるサイバーセキュリティの強化を図り、安全な通信

上記目的を実現するため、国、研究機関のほか、IoT機器の
関係主体が相互に連携し、IoT機器の脆弱性の調査、脆弱
性が発見されたIoT機器の所有者等への注意喚起、今後製
造するIoT機器のセキュリティを確保するための啓発活動
等、総合的なIoTセキュリティ対策を実施する。

599,496 599,496 5 一般 - 13 4 - - - - 2_c_4 該当

375 総務省 9 新30 9
衛星通信における量子
暗号技術の研究開発

世界的な人工衛星等の産業利用に向けた活動の活発化に
よる衛星利用の需要拡大に対応するため、また、衛星通信
に対する脅威となりつつあるサイバー攻撃を防ぎ、安全な
衛星通信ネットワークの構築を可能とするため、高秘匿な衛
星通信に資する技術の研究開発を推進するとともに、国際
標準の獲得等によって我が国の国際競争力の向上を図る。

安全な衛星通信ネットワークの構築を可能とするため、小型
衛星に搭載可能な量子暗号通信技術、光地上局の高感度
受信技術及び空間光通信・高精度捕捉追尾技術を確立し、
航空機等による実証実験を行う。

310,000 310,000 5 一般 - 13 4 ○ - - - 1_a_1 2_a_1 該当

376 総務省 9 新30 10
革新的AIネットワーク統
合基盤技術の研究開
発

通信量の爆発的増加や多種多様なサービス要件に対応す
るネットワーク基盤技術を確立することにより、Society5.0の
実現や我が国の国際競争力の強化に寄与する。

Society5.0時代における通信量の爆発的増加や多種多様な
サービス要件に対応するため、AIによる要件理解等を行
い、ネットワークリソースを自動最適制御する技術の研究開
発を推進する。

542,429 542,429 5 一般 - 13 4 ○ - - - 1_a_1 該当

377 総務省 9 新30 11
新たな社会インフラを
担う革新的光ネットワー
ク技術の研究開発

本施策により、情報通信インフラである光ネットワークのさら
なる高速大容量・低消費電力化を実現することで、通信トラ
ヒック及び通信機器の消費電力の急速な増大に対応し、我
が国の社会・経済活動を支える情報通信インフラの持続的
な維持・発展に貢献する。また、開発成果の国際標準化・市
場展開を推進し、我が国の光ネットワーク技術の国際的な
競争力の強化を図る。

超高精細映像の流通やIoT・ビッグデータ・AI等の普及に
よって急速に増大する通信トラヒックに対応するため、情報
通信インフラである光ネットワークの更なる高速大容量化が
必要となっている。また、光アクセス網においても、多様化
する通信需要をより効率的に収容することが必要とされて
いる。そこで現在開発中の1テラビット級光伝送技術よりもさ
らに低消費電力化を実現しつつ、高速大容量化と柔軟で効
率的な運用を実現する毎秒5テラビット級の光伝送用信号
処理技術、マルチコアファイバ光伝送技術等を確立するとと
もに、高効率光アクセス技術を確立することで、急速に増大
する通信トラヒックに対応する高速大容量・低消費電力の光

952,524 952,524 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 2_c_1 該当

378 総務省 9 新30 12
高度対話エージェント
技術の研究開発・実証

高度対話エージェント技術の確立することにより、開発コミュ
ニティの構築等を促しつつ、自然言語処理技術の社会実装
を促進するとともに、我が国ならではの社会課題の解決や
社会貢献に資する。

海外の大手ICT企業が大規模な対話プラットフォームを構築
してデータの蓄積を行い、そのデータによって高度な人工知
能を生み出そうとしている熾烈な国際競争の中において、
我が国が海外の大企業に対抗するためには、一刻も早く、
自然言語処理技術の社会実装を加速化させ、貴重な日本
語データを我が国の手元で活かすような仕組みを構築する
必要がある。このため、海外の大手ICT企業が提供している
「命令実行」型対話技術の高度化に加え、医療、介護、観光
等の各分野における深い知識をベースとして、世界的に認
められた「おもてなし」に代表される日本の対人関係観を反
映した「よりそい」型対話を実現可能とする高度対話エー

200,000 200,000 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 2_a_1 該当
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379 総務省 9 新30 13
地域におけるIoTの学
び推進事業

2020年度からのプログラミング教育の必修化を通じて、IoT
への興味・関心を高めた児童生徒が、IoTについて継続的・
発展的に学ぶことができるように、企業や地域住民による学
習機会（地域IoTクラブ（仮称））の手法を確立し、先端IoT人
材の育成を促進する。

「地域IoTクラブ（仮称）」の全国展開に向けて、次の項目の
調査・実証等を行うことにより、地域の特性や実施主体の属
性別に全国展開のモデルとなるクラブを試行し、設置・運営
に関するガイドラインの策定・普及等を行う。
①先行事例、類似事例の状況を調べ、地域IoTクラブの想
定モデルケースを検討するための調査（国内、海外）　②モ
デルクラブを設立し、地域IoTクラブを持続的に運営していく
ためのガイドラインを策定するための地域実証　③ガイドラ
イン等策定のための研究会の設置　④ガイドラインを普及さ
せ、また地域IoTクラブのモチベーションを創出するための
成果発表会の開催等の施策を実施する。
なお、本事業で策定した地域IoTクラブの設置・運用に係る
ガイドラインは、企業、地域人材、学校において活用できる
ように、「未来の学びコンソーシアム」を通じて普及展開を図
る。

150,000 150,000 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c3_1 該当

380 総務省 9 新30 14
視聴覚障害者等のため
の放送視聴支援事業

深夜の災害による大規模災害等緊急放送や、ローカル局が
提供する地域の災害情報に字幕等が付与されていない場
合であっても、視聴覚障害者等が自身のスマートフォンやタ
ブレットのアプリで字幕を自動生成すること等により災害等
の情報を入手することが可能となり、視聴覚障害者や高齢
者を含めた、多くの視聴者がテレビジョン放送の内容を格差
なく理解し、情報アクセス機会を均等に享有できるようにす

字幕が付与されていない放送番組について、放送番組と連
動してスマートフォンやタブレット上で字幕を表示させるため
の技術等の実用化に向け、アプリケーションの開発や有用
性の確認を行う者に対し、経費を助成する。

30,000 0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 2_a_1 該当

381 総務省 9 新30 15
オープンデータ・テスト
ベッド整備等事業

オープンデータ・テストベッド整備等により、地方公共団体等
におけるオープンデータの取組を支援し、官民協働を通じた
新事業・新サービスの創出、住民サービスや行政の透明
性・信頼の向上等を促進することを目的とする。

地方公共団体等におけるオープンデータの取組を支援する
ため、地方公共団体等の職員がデータの加工・公開などの
知識・技術を習得できる研修・試験環境や、データを保有す
る地方公共団体等とそれを活用する民間事業者等との調
整・仲介機能等を有する「オープンデータ・テストベッド」を整
備する。併せて、地方公共団体のデータ公開に向けたイン
センティブを高めるため、公開されたオープンデータの有効
活用につながるユースケースの策定・提示を行う。

319,995 319,995 5 一般 - 95 4 - - - - 5_b2_2 該当

382 総務省 9 新30 16
放送コンテンツ海外展
開強化事業

放送コンテンツの海外展開を通じて、観光地や地域産品と
いった日本の魅力の海外発信を強化し、訪日誘客の促進や
地域産品の販路開拓等を後押しすることにより、観光先進
国の実現、地方の創生、クールジャパン、ビジットジャパン
の推進を図り、日本経済の活性化に貢献する。

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、観光業や地場
産業等の周辺産業、地方公共団体等の関係者が幅広く協
力し、「クールジャパン」、「ビジットジャパン」、「地方の創生」
等に資する放送コンテンツを制作、発信するとともに、様々
な連動プロジェクトを一体的に展開する取組を支援する。

0 0 3_c4_5 非該当

383 総務省 9 新30 17
ブロックチェーン利活用
推進事業

ブロックチェーン技術活用に当たっての運用面、ルール面及
び技術面での課題を抽出すること等により、官民におけるブ
ロックチェーン技術の社会実装を推進する。

官民の幅広い分野においてブロックチェーン技術の活用に
ついて実証・検証を行い、運用面、ルール面及び技術面の
課題を抽出する。

120,000 120,000 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c3_1 該当

384 総務省 9 新30 18
次世代映像配信技術に
関する実証

多地点・多場面・多デバイスに対して安定的かつ効率的に
高精細・大容量の映像配信を可能とする次世代映像配信技
術の実装を図ることで、国民の利便性向上や地域経済の活
性化、映像コンテンツ市場等の関連市場の拡大を図る。

4K・8K等の高度な映像等の放送やインターネット配信技術
の社会実装の実現のため、①4K・8K衛星放送に係る高度な
サービスの実現に向けた技術の実証、②放送番組の安定
的なネット同時配信を可能とするためのトラヒック需要の推
計等、③ケーブルテレビによるIPネットワークを活用した放
送技術の実証を実施

454,985 454,985 5 一般 - 95 4 ○ - - - 3_c2_1 該当

385 総務省 9 新30 19
情報信託機能活用促
進事業

パーソナルデータを含めたデータの円滑な流通に有効とさ
れている情報信託機能について、モデルケースの創出、当
該機能を担う者の要件や関係者間に必要なルール等の整
理、制度的な課題抽出等を行い、必要な制度整備等に繋げ
ることで、情報信託機能の社会実装を促し、データの流通・
活用のさらなる促進をめざす。

情報信託機能を用いた新たなサービス提供を行う事業を複
数公募し、その実証の結果を情報信託機能の社会実装に
向けた制度整備等の検討の基礎とする。本実証を通じて、
情報信託機能のモデルケースを創出し、データを保有・利
用する個人及び企業のメリットを提示するとともに、情報信
託機能を担う者に必要な要件や関係者間のルールについ
て検証し、社会実装するために解決すべき課題や必要な制
度整備等について整理する。

327,397 327,397 5 一般 - 95 4 ○ - - - 3_c4_1 該当

386 総務省 9 新30 20
地域IoT実装総合支援
パッケージ施策

地域IoTの平成３２年度までの実装を目指す「地域IoT実装
推進ロードマップ」の実現に向け、各地域のニーズ等を踏ま
え、地域IoTの実装を総合的に支援することで、地域活性化
及び地域課題解決の低コストでの実現、地域における投資
拡大・生産性向上を図る。

地域活性化及び地域課題解決に向け、地域におけるＩｏＴの
実装を推進するため、ＩｏＴ実装の計画策定支援（「地域IoT
実装推進に向けた調査研究・計画策定支援事業」）及び初
期投資等に対する補助（「地域IoT実装推進事業」、「地域
IoT官民マルチパートナー事業」）を実施し、地方公共団体等
に対して総合的な支援を提供。

459,977 459,977 5 一般 - 95 4 ○ - - - 3_c2_1 該当

387 総務省 9 新30 21
ＩＣＡＮＮ第64回会合の
対応に係る経費

平成31年３月に神戸で開催予定の「ICANN(※1)第64回会
合」の効果的・効率的な運営に貢献するとともに、インター
ネット資源管理の在り方に関する、我が国の基本姿勢（マル
チステークホルダーアプローチ(※2)）を幅広い関係者に積
極的に発信し、当該姿勢への理解醸成及び我が国のイン
ターネットの発展に資する。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

上記目的実現のため、「ICANN第64回会合」について、ロー
カルホスト国としての対応を準備するとともに、当該会合の
機会を捉え、ICANN幹部、各国政府及びインターネットに係
る主要プレイヤーとの会談を行う。

0 0 5_d4_2 非該当

388 総務省 9 新30 22
情報通信政策研究所オ
イルタンク増設工事

首都直下地震等が発生し、官邸機能が立川エリアへ移行す
る場合に、業務の継続を可能とするための電力を確保する
ために必要な非常用発動発電機の燃料を保管するための
オイルタンクを増設する。

首都直下地震等が発生し、官邸機能が立川エリアへ移行す
る場合の総務省代替庁舎及び閣僚等の宿泊場所として情
報通信政策研究所が位置づけられたことにより、業務の継
続を可能とするための電力を確保することが求められてお
り、非常用発動発電機の燃料を保管するためのオイルタン
クを増設するものである。
なお、本件は、国土交通省への支出委任工事とする。

0 0 4_a4_2 非該当

389 総務省 9 1 行政管理実施事業

　業務・システム改革に関する取組、独立行政法人制度の
運用に関する取組、公共サービス改革制度を推進すること
により、行政運営の改善・効率化等を実現する。
　また、行政手続制度、行政不服審査制度、国の行政機関
等の情報公開・個人情報保護制度を適正かつ円滑に運用
することにより、行政の信頼性の確保及び透明性の向上を
図る。

○各府省におけるICTを活用した業務・システム改革を推進
し、行政運営の改善、効率化及び行政サービスを向上。
○独立行政法人通則法等の独立行政法人に関する共通的
な制度の企画・立案を通じ、独立行政法人の業務運営を適
正化。
○公共サービス改革基本方針の改定や、実務上生じる
様々な課題についての調査・検討を行い指針等を作成する
などして、競争の導入による公共サービスの改革を推進。
○行政運営の基本的、共通的なルール（行政手続法、行政
不服審査法、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保
護法等）について、各行政機関の運用状況の把握、各行政
機関等における適正な運用となるよう普及啓発、国民の利

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

390 総務省 9 2
行政評価等実施事業
（総務本省）

行政運営の改善に当たって、経済社会環境の変化に即した
見直しや、国としての重点政策に係る府省横断的な課題把
握などが求められている現状を踏まえ、行政評価局調査、
政策評価推進及び行政相談の各機能発揮を通じて、行政
機関の実施する業務の不断の見直し、質の向上、国民の行
政に対する信頼の確保を図る。

政府内にあって施策や事業の担当府省とは異なる立場か
ら、次の活動を行う。
【行政評価局調査】各府省の政策効果や業務運営上の課
題を実証的に把握・分析し、政策や制度・業務運営の見直
し、改善方策について勧告等を行う。
【政策評価の推進】政策評価に関する基本的事項の企画立
案、各府省の政策評価の点検等により、政策評価の質及び
実効性の一層の向上を図る。
【行政相談】国民の行政に関する苦情や意見・要望を受け
付け、関係行政機関にあっせん・通知を行うことにより、
個々の苦情の解決や行政の制度・運営の改善を図る。

0 0 6_6 非該当

391 総務省 9 3
行政評価等実施事業
（管区行政評価局）

行政運営の改善に当たって、経済社会環境の変化に即した
見直しや、国としての重点政策に係る府省横断的な課題把
握などが求められている現状を踏まえ、行政評価局調査、
政策評価推進及び行政相談の各機能発揮を通じて、行政
機関の実施する業務の不断の見直し、質の向上、国民の行
政に対する信頼の確保を図る。

政府内にあって施策や事業の担当府省とは異なる立場か
ら、次の活動を行う。
【行政評価局調査】各府省の政策効果や業務運営上の課
題を実証的に把握・分析し、政策や制度・業務運営の見直
し、改善方策について勧告等を行う。
【政策評価の推進】政策評価に関する基本的事項の企画立
案、各府省の政策評価の点検等により、政策評価の質及び
実効性の一層の向上を図る。
【行政相談】国民の行政に関する苦情や意見・要望を受け
付け、関係行政機関にあっせん・通知を行うことにより、
個々の苦情の解決や行政の制度・運営の改善を図る。

0 0 6_6 非該当

392 総務省 9 4

地方行政制度の整備に
必要な経費
（地方分権振興経費、
市町村合併円滑化経
費等除く。）

　①地方分権の確立を目指した地方制度・地方行政体制の
整備等を推進する。②市町村振興、広域連携のあり方につ
いて調査・研究をする。③住民基本台帳制度等の円滑な運
用を行うとともに、外国人住民基本台帳制度の定着を図る。
④地方行革の推進に取り組む。⑤地方分権の担い手を支
える地方公務員制度の確立を目指し、あわせて働きやすい
職場環境づくりに努める。

①地方分権の確立を目指した地方自治法の見直しについ
てとりまとめるための地方行財政検討会議の開催等をす
る。②市町村振興、広域連携のあり方、一部事務組合・広
域連合のあり方について調査・研究をする。③住民基本台
帳制度等の円滑な運用のため、必要な助言や情報提供を
行う。④地方行革の推進に必要な助言や情報提供等を行
う。⑤地方公務員の人事管理、勤務条件、給与制度、定員
管理及び人材育成確保については、調査、助言及び情報提

0 0 8_6 非該当
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393 総務省 9 6
市町村の合併円滑化に
必要な経費

　旧合併特例法(～平成18.3.31）下で合併した市町村におけ
る新しいまちづくりを着実に支援するため、市町村の行財政
基盤の強化を図る観点から、平成11年以降、全国的な合併
推進運動が進められたが、その一環として同年の法改正に
より「国の財政上の措置義務」が明記されたことを受け、総
合的な補助金として「市町村合併推進体制整備費補助金」
を創設したもの。

　旧合併特例法の期限（平成18.3.31）までに合併した市町
村の「市町村建設計画」に基づく事業に対し、計画の期間中
（概ね10年。ただし、東日本大震災による被害を受けた特定
被災地方公共団体及び特定被災区域の団体は20年、それ
以外の団体は15年とすることができる。）に、旧市町村の人
口に応じ、旧市町村あたり６千万円～３億円を合算した額を
補助。
　（旧市町村人口）　　（金額(計））　　（旧市町村人口）　　（金
額(計））
　      ～  5,000(人)　　　６千万円　　50,001～100,000(人)　２
億１千万円
　 5,001～ 10,000(人)　　　９千万円　　100,001(人)～　　　　　　
　３億円

0 0 8_6 非該当

394 総務省 9 7
地方議会の活性化に要
する経費

　地方分権の進展に伴う地方公共団体の自己決定権と自
己責任の拡大等に適切に対応するため、地方公共団体の
意思決定、執行機関に対するチェック機能等の地方議会の
果たすべき役割は大きくなっている。また、近年、地方議会
において、そのあり方を自ら見直し、住民の信頼確保に向
けた取り組みを進めようという動きも見られる。
　このような中、総務省において、地方議会の抱える課題や
具体的な取り組み事例等を踏まえ、地方議会の果たすべき
役割や議会運営、住民の信頼の確保に向けた方策等地方
議会のあり方に関する検討を行うことを目的とする。

　地方議会の一層の活性化に向け、都道府県・市町村の枠
を超えて地方議会議員が一堂に会して、地方議会活性化の
ためのアイデアや先進的な取り組み事例に触れることによ
り、各議会が改めて自ら議会のあり方を模索することを促す
こと等を目的として、地方議会活性化に関心のある地方議
会議員、事務局職員等を対象にシンポジウムを開催する。
　第31次地方制度調査会答申において”幅広い人材の確
保”のために示された事項及び過去の研究会において検討
課題とされた事項など地方議会議員の選出・人材確保に関
する課題について、具体的に検討を行うため、学識経験者
等の参加を得た基礎的な調査研究を行うことを目的として、
当該調査分析等に関する業務委託を行う。

0 0 3_c2_3 非該当

395 総務省 9 8
地方独立行政法人の
支援に要する経費

地方独立行政法人制度は、地方公共団体の事務・事業の
アウトソーシングの手法として平成16年4月に導入され活用
されてきたところであるが、平成２６年度に国の独立行政法
人制度が改正されたこと、また、地方公共団体から制度改
正の要望が寄せられていることを踏まえ、制度を活用する
団体がより効率的・効果的な法人運営を行うことを可能とす
るため、制度等の見直しの必要性及びその方向性について

地方独立行政法人制度の見直しの必要性及びその方向性
について、外部有識者を交えた研究会等による調査・研究
を実施し、その結果について地方公共団体への情報提供を
行う。

0 0 1_c_2_9 非該当

396 総務省 9 9
新たな広域連携の促進
に要する経費

第30次地方制度調査会の答申（平成25年6月25日）、まち・
ひと・しごと創生総合戦略（平成28年12月22日閣議決定）等
を踏まえ、人口減少社会において、人々の暮らしを支え、経
済をけん引していく核となる都市がその圏域を戦略的に形
成し、その上で全国の基礎自治体が人々の暮らしを支える
行政サービスを持続可能に提供していく仕組みが必要との
認識のもと、連携中枢都市を中心とした圏域における広域
連携等を促進するため、新たに広域連携に取り組む地方公

人口減少・少子高齢化社会においても、全国の基礎自治体
が人々の暮らしを支える対人サービスを持続可能な形で提
供していくため、「第30次地方制度調査会」（平成25年6月25
日）、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年12月22
日）等において取組を進めることとされた「連携中枢都市
圏」の形成等の地方公共団体間の新たな広域連携の促進
を図ることを目的として、国の事業として、調査を実施する。

0 0 1_b_3_6 非該当

397 総務省 9 10
業務改革モデルプロ
ジェクト

　「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成２７年６月３
０日閣議決定）においては、「ＢＰＲの手法を活用した業務改
革モデルプロジェクトの実施による官民協力した優良事例
の創出と全国展開、公共サービスイノベーションにおける優
良事例の全国展開を加速する。」「窓口業務のアウトソーシ
ングなど汎用性のある先進的な改革に取り組む市町村数を
2020年度（平成32年度）までに倍増させる。」と盛り込まれた
ところを踏まえ、他の自治体のモデルとなるような取組を支

　地方自治体において①住民サービスに直結する窓口業務
②業務効率化に直結する庶務業務等の内部管理業務に焦
点を当て、民間企業の協力のもとＢＰＲの手法を活用しなが
らＩＣＴ化・オープン化・アウトソーシングなどの業務改革を一
体的に行い、住民の利便性向上につながるような取組をモ
デル的に実施。モデル事業の実施を通じて改革の手法を確
立し、その手法を横展開。

0 0 8_5_3 非該当

398 総務省 9 11

地域振興に必要な経費
（「地域経済循環の創
造」の推進に要する経
費、過疎地域振興対策
に要する経費、定住自
立圏構想推進費等除

　人口減少社会の到来、地方分権改革の進展、地域の国際
化など、地域をとりまく環境の変化を踏まえ、地方公共団
体・住民・企業等の協働により「地域力」を高めていくととも
に、各地域における人材力活性化を支援することなどによ
り、一層の地域活性化を進める。

　 有識者等外部の提言や地方公共団体の意見を取り入れ
つつ、地域力創造施策を進めるとともに、地域の先進的な
取組を全国に紹介している。また、地域における外部人材
の活用を支援するとともに、人材力活性化施策の推進、地
域間の連携交流の推進、地域の国際交流・協力の推進、地
域の多文化共生の推進などにより、今後の地域力創造の

0 0 8_6 非該当

399 総務省 9 12
「地域経済循環の創
造」の推進に要する経
費

産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇
用吸収力の大きい地域密着型企業を立ち上げる「ローカル
10,000プロジェクト」の推進等により、地域経済の好循環を
拡大させる。

地域の資源と資金（地域金融機関の融資）を活用して、雇用
吸収力の大きい地域密着型企業の立ち上げを支援するた
め、民間事業者等が事業化段階で必要となる経費につい
て、地方公共団体が助成を行う場合、その助成に要する経
費の一部を交付する。

0 0 8_6 非該当

400 総務省 9 13
過疎地域振興対策等に
要する経費

過疎地域におけるソフト事業の実施、集落の整備、地域間
交流施設等の整備及び過疎地域等における集落ネットワー
ク圏の形成支援に対しての補助並
びに今後の過疎対策のあり方等に関する調査等を通じて、
過疎地域における住民の安全・安心な暮らしの確保を図る
とともに、過疎地域の自立・活性化を推進することを目的と
する。

(1)過疎地域等自立活性化推進交付金
①過疎地域における産業振興、生活の安心・安全確保対策
や定住促進対策などの喫緊の諸課題に対する、先進的で
波及性のあるソフト事業を幅広く支
援（１件当たり１千万円以内）
②過疎地域における住宅団地の造成や空き家の改修、季
節居住団地の造成等に要する経費を支援（補助率１／２以
内）
③過疎地域の廃校舎等を活用して行う、地域振興施設や地
域間交流施設等の整備に要する経費を支援（補助率１／３
以内）
④集落ネットワーク圏における日常生活支援機能の確保や
地域産業の振興の取組を支援（１件当たり２千万円以内）

0 0 8_6 4_a4_2 1_b_3_6 非該当

401 総務省 9 14
定住自立圏構想推進
費

地方圏において安心して暮らせる地域を各地に形成し、地
方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、
地方圏への人の流れを創出するため、中心市と近隣市町
村が相互に役割分担し、圏域全体で必要な生活機能を確
保する「定住自立圏構想」を推進し、地方圏における定住の

各定住自立圏の参考となる取組事例について調査・分析を
行うとともに、シンポジウムや意見交換会の開催等によって
地方公共団体への情報提供を行う。

0 0 8_1_6 非該当

402 総務省 9 16
都市・農山漁村の教育
交流による地域活性化
推進に要する経費

　小学校における農山漁村での宿泊体験活動（「子ども農山
漁村交流プロジェクト」総務省、文部科学省、農林水産省の
連携事業）の推進にあたり、受入側の農山漁村では高齢化
等により受入体制の整備に必要なマンパワーの不足など
様々な課題が見られるようになっている。一方、送出側の小
学校では、教員の負担増が大きな課題となっており、受入
地域との十分な調整、宿泊体験の実施が困難になってい
る、このようなことから、外部人材等を積極的に活用するこ
とにより、送出側と受入側のコーディネートや宿泊体験活動

　子ども農山漁村交流プロジェクトに取り組む受入地域の活
性化のため、外部人材等の多様な人材を活用した取組につ
いて、地方公共団体から提案を受け、その中から他地域の
モデルとなるような取組を委託調査事業として採択し、先進
事例を構築する。また、これらの先進事例を紹介する子ども
農山漁村交流プロジェクト推進セミナーを開催し、当プロ
ジェクトの一層の推進を図る。

0 0 5_c4_2 非該当

403 総務省 9 18
地方への移住・交流の
推進に要する経費

地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけ、「東京一極
集中」を是正し、地方への新しい人の流れをつくる。

地方への移住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口
として「移住・交流情報ガーデン」を開設し、移住希望者の
ニーズに応じて地方自治体に繋ぐこととしているほか、地方
への移住・交流に関する都市住民のニーズや意識、動向を
把握する。
また、地方への移住・交流のための全国フェアの開催等に

0 0 8_6 非該当

404 総務省 9 19
地域おこし協力隊の推
進に要する経費

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において地域力
の維持・強化を図るためには、担い手となる人材の確保が
重要な課題となっており、地方自治体が都市住民を受入
れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間以上、地域
おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援など
の地域協力活動に従事してもらいながら、当該地域への定
住・定着を図る取組である地域おこし協力隊制度を推進す

地域おこし協力隊の拡充のため、全国サミットや制度説明
会等を開催し広く制度の周知を行うとともに、隊員の経験年
数や目的に応じた研修の充実等により、地方自治体の自主
的な取組を支援し、地域への人材還流を推進する。

0 0 3_c4_5 5_a4_2 非該当

405 総務省 9 20

2020年オリンピック・パ
ラリンピック東京大会及
びラグビーワールドカッ
プ2019を通じた地域活
性化に要する経費

　2019年にはラグビーワールドカップ日本大会が、2020年に
はオリンピック・パラリンピック東京大会が開催される予定で
あり、これらの大規模な国際スポーツ大会を通じて、国内の
人口交流の増加や国外からの多くの観光客の流入が見込
まれている。この絶好の機会に、試合開催自治体にとどまら
ず、全国津々浦々を元気にすべく、既存の施策の活用や新
規施策の立案等を行い、各地域における様々な形での大
会受け入れの円滑化や創意工夫のある地域活性化の取組
を支援していく。

　過去の大規模な国際大会（RWC2015イングランド大会や
RWC2011ニュージーランド大会）等における各国の地域活
性化のための取組みの調査・分析を行い、RWC2019日本大
会の開催を好機とした地域活性化のための効果的な取組
みを進め、スポーツ振興のみならず、地方創生への貢献、
観光や国際交流の促進等社会的・経済的に有形・無形の遺
産（レガシー）の創出に向けた有効な手法について整理す
る。
　調査研究で得た知見は、大規模な国際大会の試合開催
やキャンプ地受け入れを予定している関係自治体をはじめ
とする職員にむけて、スポーツ大会等の機会を生かして地
域資源や特性を生かした創意工夫のある取組を行っていく

0 0 1_c_2_6 非該当

406 総務省 9 22
地域運営組織の形成
及び持続的な運営に要
する経費

　高齢化による生活機能の低下や人口減少・過疎化による
集落の生活支援機能の低下が進む中、市町村合併や財政
的制約を背景に十分な行政サービスが行き届かない地域
において、そこで暮らす人々が中心となって形成され、地域
課題の解決に向けた取組を行っている地域運営組織の活
動を支援することにより、地域の持続可能性を確保する仕
組みの構築を目指す。

　平成２８年１２月２２日に閣議決定された「まち・ひと・しごと
総合戦略（２０１６改訂版）」において、地域の課題解決のた
めの持続的な取組体制の確立に向け、地域運営組織を形
成することが重要であるとの方針が示されていることを踏ま
え、地域運営組織に関する先進事例を体系的に整理・提供
するとともに、特に地域運営組織の形成期における外部人
材の有効活用や組織・人材・拠点の一体的な取組等に向け
た環境整備など、地域運営組織の健全かつ持続的な運営
を確保するための方策について調査研究を行う。

0 0 1_b_3_6 非該当
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407 総務省 9 23
地方財政制度の整備に
必要な経費

地方公共団体の安定的な財政運営に資するため、極めて
厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、
必要となる地方財源を確保するとともに、地方財政の健全
化を推進する。

○主な事業
・地方公共団体の財政に関する制度の企画・立案のための
調査等
・地方債に関する制度の企画及び立案、地方債の発行の同
意等並びに地方債の適正かつ効果的な運用に関する地方
公共団体等への情報提供等
・地方公共団体、地方公営企業の財政の健全化に向けた調
査・分析
・地方公営企業制度に関する制度の企画・立案に係る検討
会の開催

0 0 1_b_2_6 非該当

408 総務省 9 24
地方税制度の整備に必
要な経費

社会経済情勢等を踏まえ、分権型社会を担う地方税制度の
確立を目指す。
具体的には
　・地方が自由に使える財源を拡充する観点から、国・地方
間の税財源の配分のあり方の見直し
　・税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系の
構築
　・住民自治の確立に向けた地方税制度の改革　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・税制調査会で決定した税制改正大綱に基づき、地方税法
改正案を作成
・毎年度の税制改正等に向けて、税制調査会における審議
等への対応
・地方税に関する調査、資料の作成
・地方税負担軽減措置等の整理
・地方法人課税及び自動車関係税制のあり方についての検
討
・消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方団体の

0 0 8_6 1_b_2_6 非該当

409 総務省 9 25

選挙制度等の整備に必
要な経費
（参加・実践等を通じた
政治意識向上に要する
経費除く。）

　選挙、投票に関する法令、政治資金規正法、政党助成法
の企画立案及び制度の実施・運営・指導を行う。国外に居
住する選挙人についても選挙権行使の機会を保障するた
め、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度の執行
体制の整備を行う。

　国外に居住する選挙人について選挙権行使の機会を保
障するため、在外選挙人名簿登録事務（市町村選挙管理委
員会に委託）に必要な諸様式や在外投票に必要な投票用
紙等の物資を作成し、在外公館及び市町村選挙管理委員
会に対し送付する。
　国政選挙について、都道府県又は市町村選挙管理委員
会に対し、必要な技術的助言等をし、事務の適正な処理に
関する情報を提供するために必要となる統計をまとめる。選
挙の公正を確保しつつ、有権者が投票しやすい環境を整備
し、投票率の向上を図るための具体的方策について検討す
るため、研究会を開催する。
　政治資金規正法及び政党助成法に基づき、政治団体から
提出される収支報告書等について形式審査及び要旨の官
報告示を行うとともに、収支報告書等を閲覧に供する。ま
た、請求に応じ少額領収書等の写しの開示業務を行う。

0 0 8_6 非該当

410 総務省 9 26
参加・実践等を通じた
政治意識向上に要する
経費

　民主主義の基盤である選挙は、国民一人一人が政治や
選挙に強い関心を持ち、主権者としての自覚と豊かな政治
常識、高い選挙道義を身につけることが必要であり、国民
の選挙・政治意識の高揚を図るという事柄の性格上、中立
不偏の立場から地道で長い運動を実施しなければならず、
関係団体との連携の下、きめ細やかな啓発事業を実施する
必要があり、そのために必要な経費である。

（１）高校生向け副教材の作成
（２）選挙権年齢引下げの周知啓発
（３）選挙啓発研修会開催 （①指定病院等における不在者
投票立会人の登録促進、②選管等インターンシップの拡大
促進、③地域ボランティアの交流等事業）　　 都道府県又は
関係団体と連携して、市区町村明推協委員、市区町村選挙
管理員会職員、若者等を対象に上記研修会実施
（４）参加型学習教材作成　　これから取り組むべき常時啓
発事業の事例を紹介した教材（電子データ）作成

0 0 5_a4_2 非該当

411 総務省 9 31
情報システム高度化等
推進事業

①政府全体で進めている政府情報システム改革のうち省内
情報システムに係るものの着実な実施、②省内情報システ
ムにおける予算及び執行の規模の妥当性並びに調達の透
明性・公平性の確保、③省内情報システムの万全な情報セ
キュリティ対策の下での運用・利用等により、電子政府の推
進及び業務の効率化・合理化を図り、もって、情報システム
の高度化を進める。

総務省におけるPMOとして、外部専門家（政府CIO補佐官
及び総務省最高情報セキュリティアドバイザー)と共に主とし
て以下の業務を実施。
・省内情報システムの設計・開発及び運用に係る担当部局
に対する評価・助言、進ちょく管理の支援・助言
・省内情報システムの整備等に係る予算要求や調達の機能
要件・経費等の妥当性評価
・情報システム担当者に対する業務研修、省内職員を対象
とした研修システムの活用による情報セキュリティ教育
・省内電子政府関係施策及び情報セキュリティ対策施策の
企画・立案の支援、情報セキュリティ監査　　等
※　PMO（Program Management Office 府省全体管理組
織）。CIO（Cief Information Officer 情報化統括責任者。総務
省においては大臣官房長が担当。）

0 0 6_5_1 5_a4_1_1 非該当

412 総務省 9 32
総務省ＬＡＮ整備・運用
事業

　行政情報の電子化による事務・事業の簡素化・効率化を
推進するための基盤として、総務省全体の総合的ネット
ワークを構築する。

　全国約80拠点の庁舎、約7,000名のユーザをネットワーク
（回線）で接続し、電子メール、電子掲示板、ファイル共有、
インターネット・政府共通ネットワーク接続の機能を提供する
基盤として、総務省ＬＡＮを統一的に整備・運用する。
　また、各部局が利用する業務システムの基盤として必要と
なる機能を提供する。

0 0 4_b4_2 非該当

413 総務省 9 33
総務省共通基盤支援
設備整備・運用等事業

総務省内の職員認証、文書管理等を効率的に行うために、
総務省共通基盤支援設備を整備する。

府省共通の情報システム（一元的な文書管理システム及び
職員認証サービス（GIMA））及び省内の情報システム（総務
省LAN等）を省内基盤等と連携させる等の機能を提供する、
総務省共通基盤支援システムを整備・運用する。

0 0 4_b4_2 非該当

414 総務省 9 34
総務省ホームページ運
営事業

総務省が所管する行政情報の迅速な発信及び各種ご意
見・ご提案の受付を目的とする。

総務省ホームページのウェブ・サーバ等の構築・運用、ウェ
ブコンテンツの制作及びアクセシビリティ確保等の管理運営

0 0 4_b4_2 非該当

415 総務省 9 35
電子政府関連事業（政
府情報システム基盤整
備）

国民等が電子的に申請等を行う際の電子文書の真正性の
担保（なりすまし・改ざん防止）に必要不可欠な認証局や、
政府共通プラットフォーム（以下「PF」という。）等の政府情報
システム基盤を一元的に構築・運用するとともに、特に、PF
において「府省共通システム」や「各府省が個別に整備・運
用している中小規模のシステム」を中心に投資対効果を踏
まえて集約化し、政府全体としてのシステム経費の効率化

・PFの運用（対象システムのPF移行の支援、一元的なセ
キュリティ対策の実施を含む）。
・政府共通ネットワーク（以下「NW」という。）の運用。
・政府認証基盤（以下「GPKI」という。）の運用。
・国家公務員ICカード身分証府省間データサーバシステム
（以下「ICカード」という。）の運用。

0 0 4_b4_2 非該当

416 総務省 9 36
総務省所管府省共通
情報システムの一元的
な管理・運営

　徹底したコストカットと効率的な行政運営を図るべく、政府
全体で共用する情報システムを一元的に管理・運営するこ
とによって、政府全体として情報システム経費の削減を図
り、ＩＣＴを活用した行政の合理化・効率化を実現すること。

　総務省が所管する府省共通情報システム（一元的な文書
管理システム、政府情報システム管理データベース及び法
令検索等システム）を一元的に管理・運営する。
　更に、この取組を発展させ、政府全体としての情報システ
ムを一層効率的なものとするため、政府共通プラットフォー
ムへの移行やシステム構成の見直し、他システムとの統
合、集約により、システムの運用・保守等に係る経費の削減

0 0 4_b4_2 非該当

417 総務省 9 37
電子政府関連事業（ＩＣ
Ｔ人材育成）

行政の情報化が広く深く浸透してきた中、各府省における
情報システムを活用した業務改革・サービス向上等を担う
人材、情報システムの中核的要員を計画的に育成・確保す
ることにより、政府内のICTガバナンスの強化・徹底及びICT
人材の育成・活用を実現すること。

　以下の分野において、集合研修及びｅラーニングを実施し
ている。
　①PMO構成員、PJMO構成員等橋渡し人材に対する研修
　　　（注）ＰＭＯ（program management office）は各府省のＩＴ
統括組織、ＰＪＭＯ（project management office）は各府省
　　　　　でＩＴを担当している主な部局をいう。
　　・重点分野別研修（調達・積算、プロジェクトマネジメン
ト、情報セキュリティに関する研修）
　　・情報技術分野（データベース、ネットワーク）に関する研
修
　②情報リテラシー向上に関する研修等
　③府省共通システムの利用者等に対する研修
　平成28年度は、集合研修10コース25回、ｅラーニング10

0 0 5_a4_2 非該当

418 総務省 9 38
電子政府関連事業（国
民利便生向上・行政透
明化）

○便利なくらしをつくる
　　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、行政機関のポータルサ
イトとして、各府省がインターネットを通じて発信している行
政情報を総合的・一元的に提供しているほか、各省庁に対
する電子申請を24時間365日受け付ける窓口サービスを提
供している電子政府の総合窓口（e-Gov）を運用することに
よって、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれ
た行政を実現するとともに、国民の利便性の向上を図る。

○電子政府の総合窓口（e-Gov）の管理・運営
　 電子政府の総合窓口（e-Gov）を通じて、各省庁に対する
電子申請や意見提出を24時間365日受け付ける窓口サービ
スを提供しているほか、各府省の組織、業務、所管法令、パ
ブリックコメント募集状況などの閲覧、そのほか各府省がイ
ンターネットを通じて発信している行政情報を総合的・一元
的に提供する。また、民間の創意工夫により新たなサービ
ス提供が可能となるよう、e-GovのAPIを拡充するなど、ICT
を活用した更なる高度化に向けた取組みを進める。

164,333 164,333 5 一般 - 95 2 - - - - 8_3 該当

419 総務省 9 39
住民基本台帳ネット
ワークシステムセキュリ
ティ対策経費

平成14年８月から本格稼働した住民基本台帳ネットワーク
システムは、電子政府・電子自治体の基盤として、住民の利
便性と行政の効率化に資するものであるとともにマイナン
バー制度の基盤となるもの。運用に当たっては、地方公共
団体において個人情報の保護等に十分に配慮したセキュリ
ティ対策を実施することが必要であり、総務省として住民基
本台帳ネットワークシステムを利用する地方公共団体等の
職員に対するセキュリティ研修会等を全国各都道府県で開
催し、制度改正及び最新のセキュリティ対策についての説
明を行うなど、安定的かつ安全なシステムの維持を図ること
で、引き続き、国民の信頼に応えたシステム運用となる施策

住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報セキュリティ
対策を維持・向上させるため、住民基本台帳ネットワークシ
ステムを利用する地方公共団体等の職員に対するセキュリ
ティ研修会等を全国各都道府県で開催し、制度改正及び最
新のセキュリティ対策についての説明を行い、セキュリティ
意識の向上を深める。また、住民基本台帳ネットワークシス
テムに係る課題、セキュリティ対策等について検討する会議
を開催し、制度改正も視野に課題の抽出・検討を実施する。

0 0 5_a4_2 非該当

420 総務省 9 40

地方行税政統計等・災
害時等における情報通
信メディアの活用に要
する経費

  自治行政局及び自治税務局における地方行税政の施策
に係る基礎データの収集・分析を行い、各種業務の遂行、
各種施策の立案及び統計データの作成等を行う。また、全
国の地方公共団体、防災関係機関等において、通信衛星を
利用することによって、防災情報及び行政情報の伝達等を
行うネットワークの整備を図り、もって地域社会における情
報通信の高度化及び地域の振興に寄与する。

　自治行政局及び自治税務局における地方行税政の施策
に係る基礎データの集計・分析を行うシステムの借り上げ及
び地方自治統計調査のデータベース作成・管理、統計処理
等を実施。また、通信衛星ネットワークについては、災害時
における地方公共団体との情報伝達手段として、行政上必
要な情報を迅速かつ適確に伝達するとともに、平時には国
の施策や各種会議の放映等の映像情報の伝達を実施。

0 0 4_c_1_9 4_b4_2 非該当
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421 総務省 9 41
電磁的記録式投票導
入支援経費

　これまでの地方選挙における電子投票において、電子投
票機のトラブルで選挙無効に至った事例が発生したことな
どにより、電子投票機に対する信頼性を理由に導入を見送
る地方公共団体が非常に多く、電子投票の普及促進のため
には、電子投票機の信頼性を向上させる必要がある。
このため、国が電子投票機の技術的条件への適合確認を
行うこと等によって、信頼性を向上させ、普及促進につなげ
る。

（１）電子投票システムの信頼性の向上
　民間検査機関を活用し、電子投票機の技術的条件への適
合確認（負荷条件試験、プログラムチェック等）を行い、その
結果を地方公共団体に情報提供することにより、安心して
電子投票を導入できる環境を構築する。
（２）電子投票システム調査検討会の開催
　電子投票導入事例の評価分析や技術的な課題の検討を
行い、地方公共団体への情報提供を行う。

4,270 0 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c3_1 該当

422 総務省 9 42
政治資金・政党助成関
係申請・届出オンライン
システム運営等経費

　「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」
の構築・運用を行い、総務省や都道府県選挙管理委員会が
行う、政治団体の届出事項の告示や政治団体台帳管理、
政治資金収支報告書や政党交付金使途等報告書の要旨
公表等の事務処理の効率化を図るとともに、政治資金規正
法に基づく各種届出及び政治資金収支報告書の提出につ
いて、インターネットを利用した手続のオンライン化を実現す
る。また、収支報告書・使途等報告書の電子的提供により、
情報入手に係る国民の利便性向上に努める。

　政治団体の事務負担の軽減、総務省及び都道府県選挙
管理委員会の業務の効率化を図るため、①情報システムの
保守・運用経費の削減、②オンライン申請の利用拡大、③
業務の効率化の３項目を基本理念とした、「政治資金・政党
助成関係業務の業務・システムの最適化計画」（以下、「最
適化計画」という。）に基づき、「政治資金・政党助成関係申
請・届出オンラインシステム」の構築・運用を行うもの。
　また、情報入手に係る国民の利便性向上を図るため、総
務大臣届出分の政治資金収支報告書及び政党交付金使途
等報告書のインターネット公表を実施する。

0 0 4_b4_2 非該当

423 総務省 9 43
地方財政決算情報管
理システム等運営経費

○　地方財政決算情報管理システムを運用するもの
○　地方財政決算情報管理システムで集計した数値を用い
て下記の業務を行う
　　　　・「地方財政の状況」（地方財政白書）を作成し、地方
財政法第30条の２の規定に基づき、国会へ報告
　　　　・地方公共団体の財政運営に対する助言等を行うた
めの資料作成
　　　　・地方公営企業に対する経営の助言等を行うための
資料作成
○　地方公共団体等の財政状況等を国民に分かりやすく公
表すること

○　地方公共団体を対象とする地方財政状況調査、公共施
設状況調査及び地方公営企業を対象とする地方公営企業
決算状況調査を電子化し、「地方財政の状況」（地方財政白
書）、「地方公営企業決算の概況」ほか各種統計資料の作
成等、国・地方公共団体双方の業務の効率化を図るととも
に、国民との情報の共有化を図る。

0 0 4_b4_2 非該当

424 総務省 9 44
自治体クラウドの取組
の加速に向けた調査研
究等

地方公共団体において、コスト削減、業務負担の軽減、業
務の共通化・標準化、セキュリティ水準の向上、災害に強い
基盤構築等を図る観点から、従前のように情報システムを
自庁舎で管理・運用することに代えて、複数の地方公共団
体が情報システムを外部のデータセンターにおいて管理・運
用し、ネットワークを経由して利用できるようにする取組であ
る「自治体クラウド」を積極的に展開することを目的とする。

　地方公共団体における自治体クラウドの取組の加速につ
いては、「経済財政運営と改革の基本方針2016」（平成28年
6月2日閣議決定）や「日本再興戦略2016」（平成28年6月2
日閣議決定）、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活
用推進基本計画」（平成29年5月30日閣議決定）において言
及されている。また、eガバメント閣僚会議の下に開催されて
いる、政府CIOを主査とする「国・地方IT化・BPR推進チー
ム」の報告書（平成29年5月19日）や、「経済財政再生計画　
改革工程表2016改定版」（平成28年12月21日経済財政諮
問会議）において、自治体クラウド導入団体（56グループ）に
おける歳出効率化の成果の測定方法について検討を行う、
地方公共団体の情報システム運用コスト（住民一人当たり
コストを含む）の試算方法について検討を行う等とされてい
るところである。閣議決定等を踏まえ、自治体クラウドの取

0 0 3_c4_5 非該当

425 総務省 9 45

社会保障・税番号制度
の導入及び利活用の検
討に要する経費（個人
番号カードの普及・利活
用に要する経費）

マイナンバーカードは、公的な身分証明書としての活用やマ
イナンバーの確認を行うだけでなく、ICチップに搭載されて
いる電子証明書や空き領域の部分を用いて、コンビニ交付
サービスでの利用や今後、開始されるマイナポータルを用
いた子育てワンストップサービスなどの行政サービスを受け
るための基盤としても活用されている。今後、健康保険証や
チケットレスサービスなど官民問わず様々なサービスで用い
られる予定であり、国民の利便性の向上のため、マイナン
バーカードの普及、利活用が重要となっている。

上記のとおり、国民の利便性向上の観点から、マイナン
バーカードの利活用等について調査研究を行うため、普及
拡大に資するよう周知・啓発活動を行う。平成28年度は、次
の取り組み等を実施したところ。
　・有識者、学識経験者等で構成されるマイナンバーカード
交付支援チームにおいて、マイナンバーカード交付促進マ
ニュアルを作成するとともに、マイナンバーカード交付の滞
留解消に向け、市区町村の交付状況を把握し必要な支援を
行うなどの取組みを行った。
　・各都道府県において、社会保障・税担当者説明会を開催
し、内閣官房など関係省庁と連携してマイナンバー制度に
関する最新の検討状況等について説明し、各地方自治体と
の情報の共有を図っている。

0 0 8_1_6 3_c3_2 非該当

426 総務省 9 47
電子調達システムの維
持運用

　「電子政府推進計画」（平成20年12月25日各府省情報化
統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、「利用者本位
で、透明性が高く、効率的で、安全な行政サービスの提供」
と「行政内部の業務・システムの最適化（効率化・合理化）」
を目的として、各府省共通業務・システム最適化の取組を
推進する。

　政府調達（公共事業を除く）手続の電子化の推進・実現を
図る一環として、役務、物品等の調達に係る国の内部手続
きを原則電子化し、事業者が入札に参加しやすい環境を整
備するとともに、事務処理の迅速化・合理化を図るため、電
子調達システム（府省共通）のシステム開発を行う。具体的
には、各府省個別に構築された電子入札システムの府省共
通化を図るとともに、契約締結に係る事務手続きの電子化・
効率化を図るものである。
　システムの維持運用に当たっては、政府調達（公共事業を
除く）手続の電子化の一環として、役務・物品等の調達に係
る国の内部手続を原則電子化し、事務処理の迅速化・合理
化を図るため、平成21年8月に「調達業務の業務・システム
最適化計画」を策定。同最適化計画に基づき、平成26年3月

0 0 4_b4_2 非該当

427 総務省 9 48

社会保障・税に関わる
番号制度に関するシス
テム構築等に要する経
費

　マイナンバーカード及び通知カードを安定的に発行できる
環境を構築するとともに、情報連携の実施に必要な総合行
政ネットワーク等を安定的に運用する環境を構築すること
で、マイナンバー制度の適切な運用を行う。

　上記の目的を達成するため、マイナンバーカード及び通知
カードの発行や必要なシステムの改修等を行う。具体的に
は、次の取組等を行う。
・各市区町村においてマイナンバーカード及び通知カードを
交付するために必要となる事業費・事務費の補助
・マイナンバーカード及び通知カードの有効性を確認するた
めに必要なシステムの開発等
・マイナンバーカードの交付を安定的に行うための住基ネッ
ト回線の増強
・LGWANのセキュリティ監視強化、ＬＧＷＡＮと政府共通ネッ
トワーク間の接続強化などに必要な改修等

0 0 8_6 4_b4_2 非該当

428 総務省 9 49
番号制度の実施に必要
なシステム整備等事業

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」と
いう。）別表第2に掲げる事務について、総務大臣が設置及
び管理する情報提供ネットワークシステムを使用して国・地
方公共団体等の行政機関が情報連携を行うことにより、迅
速かつ安全に情報の授受を行うことよって、行政運営の効
率化及び税・社会保障制度その他の行政分野における、よ
り公正な給付と負担の確保を図り、手続の簡素化による負
担の軽減その他の国民の利便性の向上に資するものとす

　平成29年７月から開始予定の情報連携に係る情報提供
ネットワークシステムの運用準備、当該システムの円滑かつ
効率的・安定的な運用に向けた所要の検討、国・その他の
行政機関や地方公共団体等の接続機関の職員に対する研
修の実施及びマイナンバー制度の導入に係る地方公共団
体の関係情報システムの整備や情報連携に向けたテスト等
に要する経費についての支援等を実施すること。

0 0 4_b4_2 非該当

429 総務省 9 50

電子行政サービスの改
善方策に関する調査研
究等（マイキ－プラット
フォーム構想の推進、
地方公共団体における
個人情報の適切な取扱
いの実施等）に要する

地方公共団体におけるICTを活用した住民サービスの提供
を通じた住民満足度の向上・業務の効率化を推進するとと
もに、「経済財政運営と改革の基本方針」、「未来投資戦略」
等の閣議決定を踏まえ、マイキ－プラットフォーム構想の推
進、地方公共団体における個人情報の適切な取扱いの実
施等を図る。

ICTを活用した行政サービスの質及び住民満足度の向上に
繋がる改善方策に関する調査研究、マイナンバーカード１枚
で全国の公共施設・商店街等の利用を可能とするマイキー
プラットフォームの構築・検証、地方公共団体が個人情報及
びプライバシーを保護しつつパーソナルデータの利活用を
効果的に行うための方法に関する調査研究等を行う。

0 0 1_b_2_6 4_b4_2 非該当

430 総務省 9 52

女性活躍等に対応した
マイナンバーカード等の
記載事項の充実等に必
要な経費

 政府は、誰もが活躍できる一億総活躍社会を創るための
大きな目標である「希望出生率１．８」の実現に向け、「女性
活躍」を中核と位置付け取り組むこととしている。そのため、
女性の一人ひとりが自らの希望に応じて活躍できる社会づ
くりが重要であるとし、具体的な取組として、希望する者に
係るマイナンバーカード等への旧姓の併記等ができるように

マイナンバーカード等への旧姓併記に係る住民基本台帳法
施行令等の改正及びシステム改修等（カード管理システム
等の全国システムの改修や1,741市区町村の既存住基シス
テムの改修等）を行い、平成３０年度以降速やかにマイナン
バーカード等への旧姓の併記等ができるようにする。

0 0 4_b4_2 非該当

431 総務省 9 54
戦略的情報通信研究
開発推進事業

情報通信技術（ＩＣＴ）分野において新規性に富む研究開発
課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共団体の研
究機関などから広く公募し、外部有識者による選考評価の
上、研究を委託する競争的資金。これにより、未来社会にお
ける新たな価値創造、若手ＩＣＴ研究者の育成、ＩＣＴの利活
用による地域の活性化、国際標準獲得等を推進。

　ICT分野における競争的資金として、平成14年度からス
タート。独創性・新規性に富む情報通信技術（ＩＣＴ）分野の
研究開発課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共
団体の研究機関等から広く公募し、「国の研究評価に関す
る大綱的指針」に従い制定した「総務省情報通信研究評価
実施指針」を踏まえて定めた評価基準に基づき外部有識者
による2段階の厳正な評価を経て採択された研究開発課題
に対して研究費（直接経費）と間接経費を配分。重点領域型
研究開発、若手ICT研究者等育成型研究開発、地域ICT振
興型研究開発、国際標準獲得型研究開発、及び独創的な

1,548,351 1,548,351 5 一般 - 13 4 ○ ○ - ○ 1_a_1 該当

432 総務省 9 54
戦略的情報通信研究
開発推進事業

情報通信技術（ＩＣＴ）分野において新規性に富む研究開発
課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共団体の研
究機関などから広く公募し、外部有識者による選考評価の
上、研究を委託する競争的資金。これにより、未来社会にお
ける新たな価値創造、若手ＩＣＴ研究者の育成、ＩＣＴの利活
用による地域の活性化、国際標準獲得等を推進。

　ICT分野における競争的資金として、平成14年度からス
タート。独創性・新規性に富む情報通信技術（ＩＣＴ）分野の
研究開発課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共
団体の研究機関等から広く公募し、「国の研究評価に関す
る大綱的指針」に従い制定した「総務省情報通信研究評価
実施指針」を踏まえて定めた評価基準に基づき外部有識者
による2段階の厳正な評価を経て採択された研究開発課題
に対して研究費（直接経費）と間接経費を配分。重点領域型
研究開発、若手ICT研究者等育成型研究開発、地域ICT振
興型研究開発、国際標準獲得型研究開発、及び独創的な

5 一般 - 13 4 ○ - - ○ 1_a_1 該当
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433 総務省 9 55
情報通信分野の研究
開発に関する調査研究

　我が国の経済社会の活性化、国際競争力の強化、国民の
安心・安全の確保等に資する情報通信分野の研究開発を
効果的・効率的に実施するため、重点的に推進すべき研究
開発課題の抽出及び政策評価等を実施することを目的とす
る。

　外部専門家及び産学官の有識者からの意見等を踏まえ、
緊急かつ重点的に推進すべき新規研究開発テーマにおけ
る課題の抽出及びその研究開発テーマの推進方策につい
て調査・検討を行う。　
　また、法令等に基づく政策評価や研究開発評価を外部専
門家・外部有識者により適切に実施する。
　併せて、研究開発成果の公表・展開を図るための成果発
表会や成果展開状況等の追跡調査を実施する。

34,462 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 該当

434 総務省 9 56
情報通信分野における
戦略的な標準化活動の
推進

グローバルな市場や技術発展の状況を踏まえつつ、情報通
信技術の便益を利用者に適切に還元する観点等から、戦
略的に国際標準化活動を推進する。

知的財産戦略本部や総務省情報通信審議会等において取
り上げられた重点分野等を中心に、標準化提案の検討を目
的とした国内外の標準化動向等に関する調査等を実施す
る。

149,659 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_1 該当

435 総務省 9 58
ＩＣＴイノベーション創出
チャレンジプログラム

情報通信分野における民間の事業化ノウハウ等の活用に
よる研究開発支援と事業育成支援を一体的に推進すること
により、研究開発成果の具現化を促進し、新事業の創出に
資することを目的とする。

ＩＣＴ分野における我が国発のイノベーションを創出するた
め、ベンチャー企業、大学等による新技術を用いた事業化
を支援。（常時応募可能とし、補助率は民間団体等2/3、大
学等の公益法人等10/10）

255,000 255,000 5 一般 - 48 4 ○ ○ - ○ 1_a_1 該当

436 総務省 9 59
海洋資源調査のための
次世代衛星通信技術に
関する研究開発

現状、資源の大半を海外からの輸入に依存している我が国
にとって、資源の安定的・効率的な確保は、国家安全保障
にも直結する国の重要な課題であり、ICT を活用した生活
資源対策として、我が国近海に眠る海洋資源の開発を促進
するため、通信衛星を活用して洋上のブロードバンド環境
（「海のブロードバンド化」）を構築することにより、海洋資源
の調査の飛躍的な高度化・効率化の実現を目指す。

将来の国産資源として期待される海洋資源の調査を効率化
するため、通信衛星を活用して洋上のブロードバンド環境
（10Mbps級）を構築するための次世代通信衛星技術の研究
開発を実施する。具体的には、海洋資源調査船に搭載し運
用することが可能であり、海洋資源調査の高速化及び高効
率化に必要な伝送速度10Mbps級を達成する船舶用衛星地
球局を開発する。

51,000 0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 該当

437 総務省 9 62

グローバルコミュニケー
ション計画の推進 -多
言語音声翻訳技術の
研究開発及び社会実証
-

「言葉の壁」をなくし、自由でグローバルなコミュニケーション
を実現するため、多言語音声翻訳技術を高度化し、かつ翻
訳サービスを提供する企業等が共通して利用可能な多言
語音声翻訳プラットフォームを構築し、実社会に実装するこ
とを目指す。

ＮＩＣＴが開発した多言語音声翻訳システムを実際の社会に
普及させるために必要な技術として、雑音抑圧技術、位置
情報を活用した翻訳精度向上技術、翻訳自動学習技術及
び特殊文字認識技術の研究開発に取り組み、多種・多様な
翻訳サービスを提供する企業等が共通して利用可能な多
言語音声翻訳プラットフォームを構築する。

700,000 700,000 5 一般 - 13 1 ○ - - ○ 1_a_1 該当

438 総務省 9 64
IoT共通基盤技術の確
立・実証

　本格的なIoT（Internet of Things：様々なモノがインターネッ
トで繋がること）社会の到来を見据え、多種多様なIoT機器
を簡単・便利、安全、効率的に活用する共通基盤技術を確
立し、国際標準化を推進する。

　多様なIoTサービスを創出するため、膨大な数のIoT機器
を迅速かつ効率的に接続する技術、異なる無線規格のＩｏＴ
機器や複数のサービスをまとめて効率的かつ安全にネット
ワークに接続・収容する技術等の共通基盤技術を確立す
る。あわせて、産学官による「スマートIoT推進フォーラム」と
連携し、先進的なIoTサービスの開発・社会実証を推進する
とともに、国際標準化に向けた取組を強化する。

280,429 280,429 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 2_c_1 該当

439 総務省 9 65
 医療・介護・健康データ
利活用基盤高度化事
業（補助金）

ICTを活用し、医療・介護・健康データを利活用するための
基盤を構築・高度化することにより、医療等サービスの飛躍
的な向上・効率化、社会保障費の適正化等の財政健全化
等につなげる。

以下のとおり、医療等分野における先導的なICT利活用の
研究に取り組む。
①PHR利活用研究事業：個人が医療・介護・健康データを時
系列的に管理するPHRの具体的なサービスモデル及び情
報連携技術モデルを構築。
②AIを活用した保健指導システム研究推進事業：健診・レセ
プトデータ、事例データ等を収集し、AIによる解析を行うこと
で、個々の自治体での保健
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指導におけ
る最適施策を抽出するモデルを構築。
③8K等高精細映像データ利活用研究事業：(a)8K内視鏡シ
ステムの検証等、(b)高精細映像データを活用したAI診断支
援システムの構築を実施。

400,000 400,000 5 一般 - 13 4 - - ○ - 1_a_1 該当

440 総務省 9 67
地域情報化の推進（本
省）

地域情報化を効率的・効果的に推進することにより、地域が
抱える様々な課題（医療、防災、地域活性化等）をICTの利
活用を通じて解決することを目的とする。

地域が抱える様々な課題をICTを利活用して解決を図ろうと
する地方公共団体等に対して、ICTの知見、ノウハウを有す
る専門家を派遣するとともに、ICT基盤の環境整備方策や
ICT利活用の推進方策等に関する調査研究・普及啓発等を
実施すること等により、地域情報化を推進するための取組
を総合的かつ一体的に実施する。

95,029 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_a2_1 該当

441 総務省 9 68
通信・放送分野におけ
る情報バリアフリー促
進支援事業

身体的な条件や年齢により、ＩＣＴの利用機会に格差(デジタ
ル・ディバイド)が生じないよう、情報のバリアフリー化を促進
し、誰もがＩＣＴの恩恵を受けられるようにする。

（１）身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発を行う者
に対し、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下、「ＮＩＣ
Ｔ」という。）が、必要な経費の２分の１を上限として助成。
（２）高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サー
ビスの充実に向けて、新たな技術等の研究開発を行う者に
対し、必要な経費の2分の１を上限として助成。

50,304 0 5 一般 - 95 4 ○ ○ - ○ 4_b3_3 1_a_1 該当

442 総務省 9 68
通信・放送分野におけ
る情報バリアフリー促
進支援事業

身体的な条件や年齢により、ＩＣＴの利用機会に格差(デジタ
ル・ディバイド)が生じないよう、情報のバリアフリー化を促進
し、誰もがＩＣＴの恩恵を受けられるようにする。

（１）身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発を行う者
に対し、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下、「ＮＩＣ
Ｔ」という。）が、必要な経費の２分の１を上限として助成。
（２）高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サー
ビスの充実に向けて、新たな技術等の研究開発を行う者に
対し、必要な経費の2分の１を上限として助成。

49,630 0 5 一般 - 95 4 ○ - - ○ 4_b3_3 1_a_1 該当

443 総務省 9 69
字幕番組・解説番組等
の制作促進

字幕番組、解説番組、手話付き番組を制作する者等に対す
る制作費等の助成により、字幕放送及び解説放送等の普
及を促進することで、全ての視聴者がテレビジョン放送によ
る情報を享有できるようになり、ＩＣＴ利活用により社会課題
の解決の推進に寄与する。

「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者
利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、国立研究
開発法人情報通信研究機構（以下「NICT」という。）が、字幕
番組、解説番組、手話付き番組を制作する者等に対して、
その制作費等の２分の１（在京キー５局の字幕番組は生放
送番組に限る。）を上限として助成を行う。

0 0 3_c4_5 非該当

444 総務省 9 70
全省庁的統一資格審
査実施経費

政府調達（公共事業を除く）手続の電子化に係る取組みの
一環として、政府内における調達情報の一元提供や入札参
加資格審査の統一を図り、入札参加企業の利便性の向上
及び負担軽減並びに行政事務の効率化を目的として、物
品・役務等の入札参加資格について全省庁統一参加資格
審査を実施する。

本事業は、全省庁統一資格（物品・役務等）に係る（ア）競争
契約参加者の資格に関する官報公示事務、（イ）資格審査
システムによる審査等事務、（ウ）申請書写の受領、申請書
データ変換・入力、資格決定通知出力・発送等に係る事務、
（エ）申請者及び事務担当者からの問合せ対応業務等全省
庁統一参加資格審査の実施に必要な業務を実施している
ほか、調達情報の一元的提供、システムの運用監視業務

0 0 6_6 非該当

445 総務省 9 71
電気通信行政情報シス
テムの維持運用

　電気通信行政に関わる法令等に基づく許認可等の業務処
理を行うための情報システムである、「電気通信行政情報シ
ステム」（以下、「本システム」という。）の維持・運用を行う。

　本システムは、電波法、電気通信事業法、放送法等に基
づく無線従事者、電気通信資格者、高周波利用設備、電気
通信番号、端末機器の技術基準適合、届出電気通信事業
者、一般放送等に関する申請・届出受付、審査、決裁、原簿
登録・変更及び許可状等発給の許認可業務等を支援する
ための情報システムであり、国民等への便利で安心な行政
サービスの提供並びに本省及び総合通信局（11か所）にお
ける円滑かつ効率的な業務遂行を支えている。 
　本事業では、本システムの安定的な維持・運用を図るた
め、必要な電子計算機を借用し、システムの運用・保守を
行っている。
　なお、本事業については、平成18年度から平成20年度の
３か年をかけて必要な見直しを行い、平成26年度において
は、システム基盤を政府共通プラットフォームへ移行し、そ
の最適化を実施するなど、安定的かつ効率的な観点でシス

0 0 4_b4_2 非該当

446 総務省 9 72
情報通信政策のための
総合的な調査研究

我が国が直面している経済・社会の様々な課題に対してＩＣ
Ｔの果たすべき役割に関する総合的な観点からの調査分析
を継続的に実施することにより、適時適切な情報通信政策
の立案・遂行に資する。

（１）我が国の情報通信産業における財・サービスの市場実
態の変化を把握するとともに、経済社会の様々な課題に対
するＩＣＴの果たすべき役割等総合的な観点からの調査分析
を実施することにより、適時適切な情報通信政策の立案・遂
行に資する。
（２）情報通信ネットワークの進展による我が国経済の変化
を、国民経済の枠組の中で相対的、構造的に捉え、雇用の
創出等に及ぼすインパクトを計量的に分析することとして、
情報通信産業連関表を作成する。
（３）我が国の国際競争力の強化を図り、企業等の国際重視
の志向の浸透を図ることを目的として、ＩoＴ国際競争力指標
を策定する。
（４）我が国の国際競争力強化を図ること等を目的に、諸外
国の情報通信政策担当者や企業トップ等が会する国際会

96,585 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_5 1_b_1 1_b_3_5 5_d4_1_1 該当

447 総務省 9 73
情報通信技術の利活
用に関する調査研究

各分野におけるICT利活用に関する制度的・技術的課題お
よびその解決方法、またICT利活用の基盤となるセキュリ
ティ、情報リテラシー、新たなニーズ等、ICT利活用推進に資
するため、総合的な観点から継続的な調査分析を実施し、
国民の生活における利便性の向上や、社会課題に対する
ICT利活用政策の立案・遂行に資する。

①ICT利活用のための情報セキュリティや新たなニーズその
制度的・技術的課題に関する調査研究
②利活用のための基盤に関する調査研究

33,141 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_3 該当

448 総務省 9 74
地域情報化の推進（地
方）

地域情報化を効率的・効果的に推進することにより、地域が
抱える様々な課題（医療、防災、地域活性化等）をICTの利
活用を通じて解決することを目的とする。

地域が抱える様々な課題をICTを利活用して解決を図ろうと
する地方公共団体等に対して、ICTの知見、ノウハウを有す
る専門家を派遣するとともに、ICT基盤の環境整備方策や
ICT利活用の推進方策等に関する調査研究・普及啓発等を
実施すること等により、地域情報化を推進するための取組
を総合的かつ一体的に実施する。

36,614 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_a2_1 該当
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449 総務省 9 78
ふるさとテレワーク推進
事業

地方でも都市部と同じように働ける環境を実現し、人や仕事
の地方への流れを促進するふるさとテレワークを推進すると
ともに、多様な場面で活用できるテレワークの普及展開を図
ることにより、地方創生や働き方改革を実現する。

地方でも都市部と同じように働ける環境を実現し、人や仕事
の地方への流れを促進するふるさとテレワークを推進する
ため、ふるさとテレワークを導入する地方自治体等に対する
補助事業等を実施する。また、一億総活躍社会の実現に向
けて、ＩＣＴを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な
働き方であるテレワークの普及を推進するため、セミナー開
催やイベントへの出展、先進事例の収集・広報の実施など、
企業等におけるテレワークの導入支援を行う。

415,851 0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 3_c3_1 該当

450 総務省 9 79

ICTスマートシティ整備
推進事業
（平成28年度までは
「ICTまち・ひと・しごと創
生推進事業」）

地域が抱える様々な課題解決や地域活性化・地方創生を
目的として、防災、医療・健康、観光、教育等各分野におけ
る成功モデルの普及展開を推進するとともに、ICTを活用し
た分野横断的なスマートシティ型の街づくりを推進する。

①防災、医療・健康、観光等各分野における成功モデルの
普及展開、②ICTを活用した分野横断的なスマートシティ型
の街づくり、に取り組む地方公共団体等の初期投資・継続
的な体制整備等にかかる経費（機器購入、システム構築及
び体制整備に向けた協議会開催等に係る費用）の一部を補

245,786 245,786 5 一般 - 95 4 ○ - - - 3_c3_1 該当

451 総務省 9 81
ウェブアクセシビリティ
等に関する調査研究

高齢者や障害者を含めた誰もが、ホームページやネット
ワーク化された機器等で提供される情報や機能を円滑に利
用できるようにする。

ウェブアクセシビリティに関する国内規格（JIS X 8341-3）が
求める要件を満たすために実施すべき取組項目とその手順
を示す「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及びアクセシ
ビリティチェックツール「みんなのアクセシビリティ評価ツー
ル:miChecker」を策定するとともに、公的機関向け講習会の
開催、公的機関ホームページのバリアフリー化状況の調査
等を行うとともに、日常生活での情報アクセシビリティの阻
害要因に関する調査を行う。

24,989 0 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c3_1 該当

452 総務省 9 85
公的個人認証サービス
利活用推進事業

マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの利活用拡
大のため、国民利用者に対して、マイナンバーカードのメ
リットや使いやすさを目に見える形で示すとともに、具体的
なユースケースの拡充に向け、検討関係者の作業とコスト
の明確化、課題解決の検証を行い、幅広い分野での利活
用場面の拡大を図る。

①スマートフォンへの公的個人認証サービスの利用者証明
機能格納に向けた検討
②スマートフォンの利活用ユースケースの実現に向けた検
討
③電子私書箱ワンストップサービスの実現に向けた検証
④テレビを活用した公的個人認証サービスの利活用の実現
に向けた検証
⑤市区町村の窓口での印鑑登録証明書等の各種証明書交

109,945 109,945 5 一般 - 95 4 - - - - 3_c3_1 該当

453 総務省 9 91
地域防災等のためのＧ
空間情報の利活用推
進

Ｇ空間情報(地理空間情報)を活用した防災システムは、被
災状況の把握や住民への災害情報の迅速な伝達等を可能
とするものであることから、地方公共団体等へのＧ空間防災
システムの普及促進を行う。また、Ｌアラート※を介して情報
伝達者に提供される情報にＧ空間情報を付与し、視覚的な
情報伝達を可能とすることで、地域住民、帰宅困難者、情報
弱者（高齢者・障害者）及び訪日外国人等の円滑な避難行
動に寄与する。

※Ｌアラートは、地方自治体等が避難指示や避難勧告等の
災害関連情報を放送局やネット事業者等の多様なメディア
に対して迅速かつ効率的に伝達することを目的とした共通
基盤

Ｇ空間×ＩＣＴプロジェクトで実証したＧ空間防災システムと、
Ｇ空間情報を集約・提供するＧ空間情報センター（2016年度
より運用開始）の接続検証及び接続の実施や、人的支援・
普及啓発等を行うとともに、Ｌアラートを介して情報伝達者に
提供される情報への地理空間情報の付与に向けた実証及
び標準仕様を策定することで、Ｇ空間防災システムやＧ空
間情報を活用したＬアラートの迅速かつ円滑な利用環境の
整備促進を行う。

Ｌアラートを介して情報伝達者に提供される情報への地理
空間情報の付与に向けた実証及び標準仕様の策定ととも
にＧ空間防災システムの実装を推進するため、Ｇ空間×ＩＣ
Ｔプロジェクトにより実証したＧ空間防災システムと、Ｇ空間
情報を集約・提供するＧ空間情報センター（2016年度より運
用開始）の接続検証を行い、人的支援・普及啓発等を行うこ
とで、地理空間情報を活用したＬアラートの迅速かつ円滑な

199,889 199,889 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

454 総務省 9 96
IoTサービス創出支援
事業

第４次産業革命の実現に向け、IoTサービスの創出・展開に
当たって克服すべき課題を特定し、その課題の解決に資す
る参照モデルを構築するとともに、必要なルール整備等に
つなげる。

地方自治体、大学、ユーザ企業等から成る地域の主体が、
防災、農業、シェアリングエコノミーなど生活に身近な分野
における先導的なIoTサービスの実証事業に取り組む。

502,250 502,250 5 一般 - 95 4 - - - - 2_a_1 該当

455 総務省 9 99
 医療・介護・健康データ
利活用基盤高度化事
業

ICTを活用し、医療・介護・健康データを利活用するための
基盤を構築・高度化することにより、医療等サービスの飛躍
的な向上・効率化、社会保障費の適正化等の財政健全化
等につなげる。

・全国各地で整備されている地域の医療機関等をつなぐ医
療情報連携基盤（ＥＨＲ）について、クラウド技術を活用し、
介護事業者等も含めた双方向の情報連携の実現や医療圏
を越えた連携を実現するＥＨＲの整備を行う団体等に対し
て、その事業費への補助を行う。
・８Ｋ等の高精細医療データの医療分野での収集・分析・活
用に向け、高精細医療データを活用した遠隔診断や病理診
断の実証事業等を実施する。
・医療機関と介護施設の連携、医療機関と個人の連携（遠
隔医療等）におけるデータ流通のルール作りに資する技術
課題の解決に向けた実証実験を実施する。（平成30年度予

199,975 199,975 5 一般 - 95 4 - - ○ - 1_a_1 該当

456 総務省 9 100
放送ネットワーク整備
支援事業

被災情報や避難情報など、国民の生命・財産の確保に不可
欠な情報を確実に提供するため、災害発生時に地域におい
て重要な情報伝達手段となる放送ネットワークの強靱化を
実現する。

放送網の遮断の回避等といった防災上の観点から、以下の
費用の一部を補助
①放送局の予備送信設備、災害対策補完送信所、 緊急地
震速報設備等の整備費用（地上基幹放送ネットワーク整備
事業）
②ケーブルテレビ幹線の２ルート化等の整備費用（地域
ケーブルテレビネットワーク整備事業）
③ケーブルテレビの光化等の整備費用（ケーブルテレビネッ
トワーク光化促進事業）
（地方公共団体：補助率１／２　　第３セクター、地上基幹放

0 0 4_a4_2 非該当

457 総務省 9 101
放送政策に関する調査
研究

放送は、不特定多数の者に対し、同時に、安価に情報提供
を行うことが可能であり、災害情報や民主主義の基盤に関
する情報など、国民生活のうえで重要な社会的役割を果た
している。一方、放送分野は、技術革新やそれを踏まえた
環境変化が急速であるとともに、国民のニーズも多様化して
おり、放送政策の立案には柔軟かつ迅速な対応が求められ
ている。本調査研究を行うことにより、所用の政策の実現を
図り、国民生活の利便性等の向上に寄与する。

放送は、不特定多数の者に対し、同時に、安価に情報提供
を行うことが可能であり、災害情報や民主主義の基盤に関
する情報など、国民生活のうえで重要な社会的役割を果た
している。 一方で、放送分野は、技術革新やそれを踏まえ
た環境変化が急速であるとともに、社会ニーズも多様化す
る中、従来からの社会的役割を果たすためには、国民の
ニーズを適切に把握しつつ、新サービスの可能性や新技術
の課題などを踏まえ、柔軟かつ迅速に放送政策の立案を行
う必要がある。 このため、放送制度の整備や具体的な運用
を検討し、時代に即した放送政策を実現するため、所要の

51,845 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_b_2_3 該当

458 総務省 9 102 国際放送の実施

　放送法の規定に基づき、ＮＨＫに国際放送を実施させるこ
とにより、我が国の文化、産業等の事情を海外へ紹介し、我
が国に対する正しい認識を培うことによって、国際親善の増
進及び外国との経済交流の発展等を図るとともに、在外邦
人に対して必要な情報を提供する。

　放送法第６５条第１項の規定に基づき、ＮＨＫに対して、必
要な事項※を指定して、国際放送の実施を要請する。実施
に要する費用については、放送法第６７条第１項の規定に
基づき、国が負担する。
※指定事項（抜粋）
【ラジオ国際放送】
　　１（１）　放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護
に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統
及び社会経済に係る重要事項 
 
            その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。
　　　（２） 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本
人拉致問題に特に留意すること。
　　２　放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリ
カ、極東ロシア、アジア大陸（北部）、アジア大陸（中部）、ア
ジア大陸（南部）、東アジア、
      朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア
及び豪州・ニュージーランドとする。
　　３　用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。
【テレビ国際放送】
　  １　放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係
る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び
社会経済に係る重要事項その 
      他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。
　　２　放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、ア
ジア及び大洋州とする。
　　３　用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用

0 0 8_6 非該当

459 総務省 9 103
地域ＩＣＴ強靱化事業
（地方）

地方総合通信局等に、臨時災害放送局用の送信機等を配
備し、平時においては自治体等が行う送信点調査や運用訓
練等に活用し、災害時においては自治体に対して貸し出す
ことにより、災害時における臨時災害放送局の迅速な開設

地方総合通信局等に、臨時災害放送局用の送信機等を配
備し、平時においては自治体が行う送信点調査や運用訓練
等に活用し、災害時においては自治体に対して貸し出す。

0 0 4_a4_2 非該当

460 総務省 9 105
電気通信事業分野にお
ける事業環境の整備の
ための調査研究

　我が国の電気通信事業分野におけるブロードバンド化や
モバイル化の進展、サービスの多様化による市場環境の変
化を捉え、市場の変化等に対応した新たな規制の在り方に
ついて検討し、規制の導入に必要な法令などの整備や電気
通信サービス及び基盤の健全な発展の促進等、電気通信
事業分野における事業環境の整備に資するため、調査を行
う。

電気通信事業分野における事業環境の整備に資するた
め、以下の調査を行う。
　(1) 電気通信事業における競争政策に関する調査研究
　(2) 電気通信事業における料金算定等に関する調査研究
　(3) 通信基盤及びインターネット環境の整備・維持に関する
調査研究
　(4) 無電柱化の推進に関する調査研究

0 0 1_b_2_5 非該当
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461 総務省 9 106
電気通信事業分野にお
ける消費者利益確保の
ための事務経費

電気通信事業分野における急速な技術革新に伴い高度
化・多様化する電気通信サービスの進展に対応して、電気
通信市場の健全な発達・適正な消費者利益を確保するため
の施策を総合的に実施。

電気通信分野における急速な技術革新に伴い電気通信
サービスは一層高度化・多様化しているが、一方で依然増
加傾向にある迷惑メール送信、サービス利用に伴うトラブル
の多様化・複雑化等が課題となっている。こうした状況に的
確に対応するため、的確且つタイムリーに電気通信の消費
者利益に関する政策立案等を図り、電気通信サービス利用
者の苦情・相談対応及び利用者保護に係る問題の抽出・分
析、迷惑メール対策の実施、インターネット上の違法・有害
情報への適切な対応の促進等、消費者等への電気通信
サービスに関する情報提供、法令等の周知を推進する。

0 0 8_6 非該当

462 総務省 9 107
電気通信事業分野にお
ける安全・信頼性確保
のための事務経費

情報通信ネットワークの安全・信頼性の向上、市場に流通し
ている通信機器の技術基準への適合性確認及び日米欧認
証機関間の情報交換の促進を行うことにより、電気通信事
業分野における安全・信頼性の向上を図る。

電気通信事業分野における安全・信頼性の向上を図るた
め、年々複雑化している情報通信ネットワークの高度化に
対応した安全・信頼性対策の調査を実施するとともに、国内
外の基準認証制度を把握し、市場に流通している端末機器
の技術基準への適合性を確認する。

31,815 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_4 該当

463 総務省 9 109
電気通信消費者権利
の保障等推進経費（地
方）

地域特性に応じた電気通信サービスの消費者行政に係る
関係者間の連携強化を図り、行政としての対策や自主的取
組の促進策の検討を進め、以て電気通信サービスの消費
者主権の確立を図る。また、青少年を中心として電気通信
サービス利用に伴うトラブル防止のための利用者リテラシー
の向上を図る。

電気通信サービスの消費者利益の確保を図るため、各地
域の実情に照らしながら行政、電気通信事業者及び消費生
活センター等との間の連携を強化し、電気通信サービスの
消費者問題や違法・有害情報等の不適正利用に迅速に対
応するとともに、電気通信事業者等の自主的な取組の促進
策等の検討材料とする。また、青少年等のリテラシー向上を
図るため、各地域においてＰＴＡ（保護者・教職員）、自治体
等の関係者間の連携体制を構築し、地域の実情に応じた周
知啓発活動（e-ネットキャラバン等）を展開していく。これら
の取組を通じ、地域における電気通信サービスの安心・安

0 0 3_c4_5 非該当

464 総務省 9 113
情報通信基盤整備推
進事業

希望する全ての国民がＩＣＴを利用できる環境の確保に向
け、固定系超高速ブロードバンドが未整備の地域のうち民
間事業者による整備が見込まれない「条件不利地域」（※）
において、地方公共団体が情報通信基盤を整備する場合、
事業費の一部を支援することにより、「世界最先端ＩＴ国家創
造宣言」（平成２８年５月２０日閣議決定）で目標とされる世
界最高水準のＩＴ利活用社会の実現を加速させ、医療・教育
等の社会的課題の解決をはじめＩＣＴ利活用による豊かな社
会の実現に資する。

地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠な超高
速ブロードバンド基盤の整備を推進するため、過疎地域・離
島等の「条件不利地域」を有する地方公共団体が、光ファイ
バ等の超高速ブロードバンド基盤の整備を実施する場合、
その事業費の一部（１／３。財政力指数が0.3未満の市町村
は１／２、離島市町村は２／３）を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

465 総務省 9 114
電波の監視等に必要な
経費

電波の監視（空間に発射される電波をとらえて行う電波の
質及び無線局の運用の監査、電波の発射状況及び混信状
況の調査）を行うほか、不法に開設された無線局の探査を
行うことにより、良好な電波利用環境の維持を図る。

航空・海上無線、携帯電話、消防無線など重要無線通信へ
の妨害を防止するため、電波の発射源を探査するための電
波監視施設を整備するとともに、不法無線局の取締りを行
う。
また、重要無線通信妨害等の無線通信妨害を未然に防止

0 0 4_a4_2 3_c4_5 非該当

466 総務省 9 115
総合無線局監理システ
ムの構築と運用

無線局データベースを基盤とした全国規模の総合的な業務
処理システムについて、近年急速に無線局が増加し、無線
局監理事務の増大が見込まれる中、運用コストの抑制を図
りながら同システムの継続的かつ安定的な運用を確保する
とともに、システムの高度化等を実現することにより、無線
局監理事務の効率化、無線局免許人への行政サービスの
向上等を実現することを目的とする。

平成５年度から３年を１期として、段階的に総合無線局監理
システムを構築・更改するとともに、同システムの活用によ
り、年々増加する無線局の免許処理等（約78万件(平成28
年度)）を迅速かつ効率的に実施。
また、無線局免許人に対しては、同システムを通じて、無線
局免許申請等に有効な各種関連情報を提供。

0 0 4_b4_2 3_c4_5 非該当

467 総務省 9 116
電波の安全性に関する
調査及び評価技術

携帯電話を始めとする個人利用の無線局が爆発的に普及
し、電波利用がますます日常生活と密接になっている一方
で、携帯電話等から発射される電波が人体等に与える影響
に対する関心も高くなっている。このため、電波が人体や医
療機器等に与える影響を科学的に解明し、より安心して安
全に利用できる電波環境の整備を目的とする。

世界保健機関（ＷＨＯ）は、電波が健康に及ぼす影響に対す
る公衆の高い関心に応えるため、各国の参加を得て国際的
な研究プロジェクトを１９９６年（平成８年）に発足させ、リスク
評価の公表に向けた検討が進められている。
本施策は、電波防護指針の妥当性の検証及び電波の医療
機器への影響を防止するための指針の策定など、これまで
多方面に渡って寄与しているが、今後はこのような国際的な
状況も踏まえ、安心・安全な電波利用環境を確保するため、
（１）電波が人体に与える影響に関する研究、（２）電波が医
療機器に与える影響の調査、（３）電波の安全性に関する諸
外国との連携・調査・情報交換を実施する。

719,955 0 5 一般 - 13 4 ○ - - - 1_a_1 該当

468 総務省 9 116
電波の安全性に関する
調査及び評価技術

携帯電話を始めとする個人利用の無線局が爆発的に普及
し、電波利用がますます日常生活と密接になっている一方
で、携帯電話等から発射される電波が人体等に与える影響
に対する関心も高くなっている。このため、電波が人体や医
療機器等に与える影響を科学的に解明し、より安心して安
全に利用できる電波環境の整備を目的とする。

世界保健機関（ＷＨＯ）は、電波が健康に及ぼす影響に対す
る公衆の高い関心に応えるため、各国の参加を得て国際的
な研究プロジェクトを１９９６年（平成８年）に発足させ、リスク
評価の公表に向けた検討が進められている。
本施策は、電波防護指針の妥当性の検証及び電波の医療
機器への影響を防止するための指針の策定など、これまで
多方面に渡って寄与しているが、今後はこのような国際的な
状況も踏まえ、安心・安全な電波利用環境を確保するため、
（１）電波が人体に与える影響に関する研究、（２）電波が医
療機器に与える影響の調査、（３）電波の安全性に関する諸
外国との連携・調査・情報交換を実施する。

267,945 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 該当

469 総務省 9 118
無線システム普及支援
事業（携帯電話等エリ
ア整備事業）

　携帯電話等は国民生活に不可欠なサービスとなりつつあ
るが、地理的条件や事業採算上の問題により利用すること
が困難な地域や現在の携帯電話システムの主流である3.9
世代移動通信システム（LTE)以降のシステムが利用できな
い地域がある。それらの地域において携帯電話等を利用可
能とし、LTE以降のシステムの普及を促進することにより、
電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を
確保することを目的とする。

　地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島な
ど）において、地方公共団体が携帯電話等の基地局施設
（鉄塔、無線設備等）、伝送路施設（光ファイバ等）を整備す
る場合や、無線通信事業者等が基地局の開設に必要な伝
送路施設や高度化施設（LTE以降の無線設備等）を整備す
る場合に、当該基地局施設や伝送路の整備費用等に対し
て、国がその整備費用の一部を補助するもの。
（補助率：エリア化世帯数が100世帯以上　1/2、エリア化世
帯数が100世帯未満　2/3　等）

0 0 4_a4_2 非該当

470 総務省 9 119

無線システム普及支援
事業（地上デジタル放
送への円滑な移行のた
めの環境整備・支援）

地上デジタル放送への完全移行（地上アナログ放送終了）
を実現し、電波の有効利用を促進することを目的とする。

地上デジタル放送への完全移行は円滑に完了。引き続き、
地上デジタル放送への完全移行後の課題に対応するため、
平成28年度以降も必要な環境整備・支援策を実施。具体的
には
①新たな難視恒久対策等の相談など、引き続き、デジタル
化に関する問合せに対応する地デジコールセンター体制の
整備
②デジタル難視世帯に対する対策の実施等、地デジ受信の
ための支援策の継続実施

0 0 3_a_2 非該当

471 総務省 9 120
電波遮へい対策事業
（トンネル）

　鉄道トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいさ
れる場所や医療施設等の公共施設内でも携帯電話等が利
用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、
電波の適正な利用を確保することを目的とする。

　鉄道トンネル等の電波が遮へいされる場所や医療施設等
の公共施設内において、移動通信用中継施設（無線設備、
光ケーブル等）の整備を行う一般社団法人等に対して、国
がその設置費用の一部を補助するもの。（補助率：道路トン
ネル１/２、鉄道トンネル・医療施設１/３）

0 0 4_a4_2 非該当

472 総務省 9 121
周波数の使用等に関す
るリテラシーの向上

近年、携帯電話の普及や新しい無線システムの実用化など
電波利用の急速な拡大に伴い、人々が日常的に電波を利
用する機会が増加しており、電波の公平かつ能率的な利用
の確保や電波による健康への影響について、国民の関心
が高まっている。このため、これまで以上に、わかりやすい
形での情報提供を図ることにより、電波の公平かつ能率的
な利用の確保や電波の安全性に関する国民のリテラシー向
上を図ることを目的とする。

（１）電波が人体や医療機器等に与える影響について、これ
までの各種調査によって得られた知見等を、説明会の開
催、説明資料等の作成等により、さまざまなニーズに応じた
情報提供を行うとともに、国民からの問い合わせ等に対応
する。

（２）民間ボランティア（電波適正利用推進員）に、地域社会
に密着した立場を生かした電波利用に関する情報提供活動
及び相談・助言業務を委託することにより、地域社会の草の
根から、電波の公平かつ能率的な利用を確保する。

（３）スマートフォンの急速な普及等により利用が拡大してい
る無線LANの情報セキュリティを確保するため、無線LANの
利用者及び無線LANサービスの提供者に対し、無線LANを
利用・提供する上での情報セキュリティ対策についてセミ
ナー等により普及啓発することで、無線LANの利用に関する

265,461 0 5 一般 - 95 4 - - - - 3_b_1_1 該当

473 総務省 9 122
電波資源拡大のための
研究開発等

　通信量増大に伴う周波数需要の拡大に対応するため、電
波を有効に利用する技術について研究開発等を行うと共
に、その技術の早期導入を図ることにより、周波数のひっ迫
状況を解消又は軽減する。また、新たな周波数需要に迅速
に応えるため、異なる無線システム間における周波数共同
利用を加速する。

●研究開発：
　周波数のひっ迫状況を緩和するため、民間の研究機関等
に対して、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同
利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する
技術としておおむね5年以内に開発すべき技術の研究開発
を委託する。

●技術試験事務、国際標準化連絡調整事務、既存無線局
との周波数共用を加速するための技術検討、周波数の国
際協調利用促進事業：
　周波数のひっ迫による混信・輻輳を解消・軽減するため、
既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波
数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を
促進する技術を利用可能とするための無線設備の技術基
準（電波の質、通信品質、制御方式等）を策定するために、
民間企業等に対して、国際機関等と調整、試験やその結果
の分析等を請負わせる。また、国際機関での事務手続等に
必要な分担金、拠出金等を負担する。さらには国際的な普

7,668,400 0 5 一般 - 95 4 ○ ○？ - - 1_a_1 2_c_3 2_a_1 2_c_1 該当
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474 総務省 9 122
電波資源拡大のための
研究開発等

　通信量増大に伴う周波数需要の拡大に対応するため、電
波を有効に利用する技術について研究開発等を行うと共
に、その技術の早期導入を図ることにより、周波数のひっ迫
状況を解消又は軽減する。また、新たな周波数需要に迅速
に応えるため、異なる無線システム間における周波数共同
利用を加速する。

●研究開発：
　周波数のひっ迫状況を緩和するため、民間の研究機関等
に対して、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同
利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する
技術としておおむね5年以内に開発すべき技術の研究開発
を委託する。

●技術試験事務、国際標準化連絡調整事務、既存無線局
との周波数共用を加速するための技術検討、周波数の国
際協調利用促進事業：
　周波数のひっ迫による混信・輻輳を解消・軽減するため、
既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波
数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を
促進する技術を利用可能とするための無線設備の技術基
準（電波の質、通信品質、制御方式等）を策定するために、
民間企業等に対して、国際機関等と調整、試験やその結果
の分析等を請負わせる。また、国際機関での事務手続等に
必要な分担金、拠出金等を負担する。さらには国際的な普

0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 1_a_1 2_c_3 2_a_1 2_c_1 該当

475 総務省 9 122
電波資源拡大のための
研究開発等

　通信量増大に伴う周波数需要の拡大に対応するため、電
波を有効に利用する技術について研究開発等を行うと共
に、その技術の早期導入を図ることにより、周波数のひっ迫
状況を解消又は軽減する。また、新たな周波数需要に迅速
に応えるため、異なる無線システム間における周波数共同
利用を加速する。

●研究開発：
　周波数のひっ迫状況を緩和するため、民間の研究機関等
に対して、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同
利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する
技術としておおむね5年以内に開発すべき技術の研究開発
を委託する。

●技術試験事務、国際標準化連絡調整事務、既存無線局
との周波数共用を加速するための技術検討、周波数の国
際協調利用促進事業：
　周波数のひっ迫による混信・輻輳を解消・軽減するため、
既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波
数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を
促進する技術を利用可能とするための無線設備の技術基
準（電波の質、通信品質、制御方式等）を策定するために、
民間企業等に対して、国際機関等と調整、試験やその結果
の分析等を請負わせる。また、国際機関での事務手続等に
必要な分担金、拠出金等を負担する。さらには国際的な普

10,903,300 0 5 一般 - 13 4 ○ ○ - - 1_a_1 2_c_3 2_a_1 2_c_1 該当

476 総務省 9 122
電波資源拡大のための
研究開発等

　通信量増大に伴う周波数需要の拡大に対応するため、電
波を有効に利用する技術について研究開発等を行うと共
に、その技術の早期導入を図ることにより、周波数のひっ迫
状況を解消又は軽減する。また、新たな周波数需要に迅速
に応えるため、異なる無線システム間における周波数共同
利用を加速する。

●研究開発：
　周波数のひっ迫状況を緩和するため、民間の研究機関等
に対して、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同
利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する
技術としておおむね5年以内に開発すべき技術の研究開発
を委託する。

●技術試験事務、国際標準化連絡調整事務、既存無線局
との周波数共用を加速するための技術検討、周波数の国
際協調利用促進事業：
　周波数のひっ迫による混信・輻輳を解消・軽減するため、
既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波
数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を
促進する技術を利用可能とするための無線設備の技術基
準（電波の質、通信品質、制御方式等）を策定するために、
民間企業等に対して、国際機関等と調整、試験やその結果
の分析等を請負わせる。また、国際機関での事務手続等に
必要な分担金、拠出金等を負担する。さらには国際的な普

0 5 一般 - 13 4 ○ - - - 1_a_1 2_c_3 2_a_1 2_c_1 該当

477 総務省 9 123
標準電波による無線局
への高精度周波数の
提供

国家標準である標準周波数を定め、標準電波を発射し、無
線局の周波数の較正等が行われることにより、無線局の適
正な運用を図る。

総務省設置法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法
の規定に基づき、周波数標準値の設定、標準電波の発射
及び標準時の通報に関する事務の実施に当たり、標準電波
による無線局への高精度周波数の提供を行う。
具体的には、国立研究開発法人情報通信研究機構におい
て周波数標準を設定し、「おおたかどや山標準電波送信所
（福島県）」及び「はがね山標準電波（佐賀県/福岡県）」から
高精度な周波数を長波帯の標準電波として発射する。

571,000 0 5 一般 - 13 2 - - ○ - 2_c_4 該当

478 総務省 9 124
無線システム普及支援
事業(民放ラジオ聴解消
支援事業)

ラジオ放送は国民生活に密着した情報や災害時における
生命・財産の確保に必要な情報の提供手段として有用なも
のであり、引き続きその公共的な責務を果たすため、周波
数の有効利用を図りつつ、ラジオ放送において生じている
難聴を解消することを目的とする。

ラジオ放送において生じている難聴を解消するための必要
最小限の空中線電力による中継局整備を行うラジオ放送事
業者等に対し、その整備費用の一部を補助する。また、「ワ
イドFM」の認知向上に向け、各種媒体等を活用し、広報活
動を実施する。
　補助対象：　難聴対策としてのラジオ中継局整備
　事業主体：　民間ラジオ放送事業者、地方自治体等
　補助率：　①地理的・地形的難聴、外国波混信　２／３、②

0 0 4_a4_2 非該当

479 総務省 9 125 国際会議への対応

情報通信分野における国際的な課題解決、連携強化を図
るとともに、情報通信分野における我が国のリーダーシップ
の確保を図るため、各種国際会議に積極的に参加するとと
もに、国際会議を主催し議論をリードする。特にH29年度
は、ICTを活用した防災システム等、我が国のＩＣＴ技術を広
く世界にアピールすることが必要である。

情報通信分野における各種国際会議への出席
・国際経済紛争の未然防止と政策面での連携強化を図るた
めの2国間協議
・情報通信分野の国際連携強化のための多国間会議等
・国際機関が開催する情報通信分野のための国際会議

0 0 5_d4_1_1 非該当

480 総務省 9 126
国際電気通信連合
（ITU）分担金・拠出金

我が国の電気通信の国際間における接続運用、標準化等
の発展を図り、周波数、衛星軌道位置等の権益を確保する
と共に、この分野の国際協力を促進するため、構成国として
分担金を負担する。

国際電気通信連合（ＩＴＵ）は、電気通信に関する国連の専
門機関であり、国際的な周波数の分配、電気通信の標準
化、開発途上国に対する技術援助等を主要な目的としてい
る。分担金は、国際電気通信連合憲章第二十八条に基づく
構成国の義務として、連合の経費を負担するもの。

632,563 0 5 一般 - 95 4 - - - - 7_b_2 該当

481 総務省 9 127
経済協力開発機構（Ｏ
ＥＣＤ）への拠出

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）において、情報通信技術（ＩＣ
Ｔ）による社会経済活動の促進に関する国際的な政策の検
討を財政的に支援することにより、情報通信分野における
我が国の重要施策を国際的に整合性のある形で推進する
とともに、当該分野における我が国の国際的な発言力を向
上させる。

ＯＥＣＤの「デジタル経済政策委員会（ＣＤＥＰ）」は、インター
ネットの爆発的普及に伴うオンライン上のセキュリティ、消費
者保護等の新たな課題やＩＣＴ利活用推進、それに伴う新た
な競争政策上の課題等に取り組むことが求められている。
我が国もＯＥＣＤ加盟国として、国際的に調和が取れ、我が
国国民の利益に資する政策提案が行われるよう、これらの
課題に対する検討作業にこれまで以上に貢献するため、財
政上の支援を行う。

70,131 0 5 一般 - 95 4 - - - - 7_b_2 該当

482 総務省 9 128
アジア・太平洋電気通
信共同体（ＡＰＴ）分担
金・拠出金

ＩＣＴ分野における国際標準の獲得及び周波数の権益を確
保するとともに、アジア・太平洋地域における情報通信技術
（ＩＣＴ）分野の人材育成やデジタル・ディバイド（情報格差）解
消等の国際協力を促進する。

アジア・太平洋電気通信共同体（ＡＰＴ）は、アジア・太平洋
地域におけるＩＣＴ分野の国際機関であり、地域のＩＣＴインフ
ラ及びサービスの均衡した発展を目的として、標準化や無
線通信の政策的調整及びICT分野の人材育成等を行ってい
る。分担金はＡＰＴ憲章に基づく加盟国の義務として、拠出
金は地域のＩＣＴ分野に関する人材育成やデジタル・ディバイ
ド解消の取り組み等を支援するために拠出するものである。

150,736 0 5 一般 - 95 4 - - - - 7_b_2 該当

483 総務省 9 129
ＩＣＴ発展に向けた日ＡＳ
ＥＡＮ共同調査・研究事
業

日本は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の対話国として、
日ＡＳＥＡＮ情報通信大臣会合等を開催し協力関係を構築し
てきている。本事業は、日本の技術や知見をＡＳＥＡＮに伝
えることを通じ、ＡＳＥＡＮにおけるＩＣＴの発展及び人材の育
成等に貢献するとともに、我が国ＩＣＴ産業や技術のＡＳＥＡＮ
地域への展開を支援するものである。

ＡＳＥＡＮの情報通信技術基金に資金を拠出し、ＡＳＥＡＮに
おけるＩＣＴの発展に資する調査研究、ワークショップ、セミ
ナー等を実施する。

11,200 0 5 一般 - 95 4 - - - - 7_b_2 該当

484 総務省 9 130
国際情報収集・分析、
戦略的な国際情報発信
等の実施

情報通信分野の政策の企画・立案、ひいては国際競争力の
強化、更には国際経済紛争を防止する観点から、諸外国の
情報通信事情や政策に関する情報の収集・分析および調
査研究を実施する。また、諸外国との連携を深め、我が国
のＩＣＴ産業の国際競争力を高めるため、我が国の情報通信
政策などを諸外国に発信する。

（１）我が国の最先端の技術等を世界に発信することは、国
際競争力確保の点からも重要であるため、英文ニュースレ
ター等による情報発信を行う。
（２）諸外国の情報通信に関する政策・規制、市場動向等を
収集することは、今後の情報通信分野の政策を企画・立
案、海外市場への国際展開を検討する上で必須なため、諸
外国の情報通信分野における基礎的な情報、政策動向、
サービスニーズ等の最新状況等グローバルな課題に関する
情報の収集・分析および調査を行う。
（３）情報通信分野の国際経済紛争を未然に防ぐため、国際
協定の適用・解釈等について国際法に詳しい専門家からア
ドバイスを受け、また国際経済紛争・交渉が想定される国の
政策・規制動向の調査・分析を行う。

88,965 0 5 一般 - 95 4 - - - - 3_b_1_1 1_c_2_1 1_c_2_4 該当

485 総務省 9 131
ＩＣＴ国際競争力強化
パッケージ支援事業

対象国の総合的な課題解決に貢献し、我が国が強みを有
する質の高いICTインフラの輸出を加速させ、ひいては我が
国ICTインフラの国際競争力強化を推進する。また、インフラ
システム輸出戦略における2020年を目標とした約30兆円の
インフラシステム受注に貢献する。

ICTインフラプロジェクトを相手国のニーズに応じて「パッ
ケージ」で提案し、成功事例の他国への横展開や新規分野
の開拓、重点国への戦略的支援を推進しつつ、案件受注に
向けて展開ステージ（案件発掘、案件提案、案件形成＋戦
略的対外広報）の移行を促進する。

0 0 3_a_2 非該当
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486 総務省 9 133
郵政行政における適正
な監督

　郵政民営化法等に基づき、日本郵政グループ各社に対し
て、必要な監督・検査等を実施し、民営化の成果を国民が
実感できるような事業展開の促進及び郵政事業のユニバー
サルサービスの確保を図る。また、信書便事業について、
民間事業者による信書の送達に関する法律に基づき、信書
便事業者に対して必要な監督・検査等を行うとともに、信書
制度及び信書便制度の周知・広報活動を推進し、信書便市
場の活性化や健全な発展を図る。

　郵政民営化法等に基づき、日本郵政グループ各社に対し
て必要な監督・検査等を行う。信書便事業については、民間
事業者等による信書の送達に関する法律に基づいて、検査
等を行うとともに、市場の活性化や利用者の認知度の向上
を図るため、制度の周知・広報活動を推進する。また、監督
業務等の適切な遂行に資するため、郵政事業のユニバー
サルサービスの確保や郵便・信書便事業における競争環境
整備のための調査のほか、郵政事業を取り巻く経済の情
況、物流・金融等の業界動向や行政・産業界での取組等の

0 0 8_6 非該当

487 総務省 9 134
郵政行政に係る国際政
策の推進に必要な情報
収集

郵政行政に係る国際関係の円滑な推進のため、諸外国事
情の情報収集・調査、関連する国際会議等への出席等を行
うことにより、国民の利益確保の観点から的確な政策立案
に資する。

国際郵便に関する諸制度の改廃に当たって我が国施策・方
針を反映させるとともに、国際的な協議・調整等に当たって
相互理解を促進させるため、事業番号136において分担金
等を拠出している万国郵便連合（ＵＰＵ）をはじめ、世界貿易
機関（ＷＴＯ）、経済連携協定（ＥＰＡ）／自由貿易協定（ＦＴ
Ａ）等の関係諸会合に積極的に参画する。また、日本型郵
便インフラシステムの海外展開に向けた調整のため、関係
国への出張等を行う。加えて、我が国の政策の企画立案及
び国際機関や諸外国政府との協議・政策調整に当たって、
適時適切に対応するため、諸外国における郵政事業に関す
る最新の情報・動向等を調査するほか、国際事務の円滑な
実施のため、外部委託により、関係資料の翻訳、校閲及び

0 0 5_c4_2 1_b_2_6 非該当

488 総務省 9 135 国際機関への貢献

効率的で利用しやすい普遍的な郵便業務の質の永続的発
展の促進及び郵便分野の国際協力の増進に寄与するた
め、万国郵便連合（ＵＰＵ）及びアジア＝太平洋郵便連合（Ａ
ＰＰＵ）の構成国として分担金を負担するとともに、ＵＰＵにお
ける災害対策強化の活動の支援を通じ、郵便業務に関する
国際政策形成に当たって我が国の政策を反映させ、利用者
利便の向上及びグローバルレベルでの郵便業務の改善を
図る。

ＵＰＵは、郵便業務の質の向上及び郵便分野における国際
協力の増進等に寄与するために設立された郵便業務に関
する国連の専門機関である。また、ＡＰＰＵはＵＰＵ憲章第８
条に基づき、アジア＝太平洋地域内における郵便業務に特
有な諸問題の解決を図り、郵便の利便向上に資するため設
立された機関である。本事業は、ＵＰＵ憲章第２１条及びＡＰ
ＰＵ憲章第１３条に基づく加盟国の義務として連合の経費を
賄うための分担金を負担するとともに、ＵＰＵにおける災害
対策の強化を支援することを目的として、財政的支援を行う
もの。なお、ＵＰＵ及びＡＰＰＵ関連会合への出席等に係る諸
費用は事業番号135の予算から支出している。

0 0 7_b_7 非該当

489 総務省 9 137
引揚者特別交付金支
給事務費

都道府県知事の法定受託事務である引揚者特別交付金の
交付に係る認定事務等を円滑に実施するため。

引揚者特別交付金の認定事務費等（引揚者特別交付金関
係書類の維持管理費を含む）を都道府県に交付。

0 0 6_6 非該当

490 総務省 9 138
旧日本赤十字社救護
看護婦処遇等経費

旧日本赤十字社救護看護婦等の労苦に報いるために採ら
れた特例的な措置。

先の大戦において、戦地・事変地に派遣され、救護看護婦
等として勤務された方々に対し、勤務期間に応じて慰労給
付金（３年以上の戦地勤務期間があって、恩給と同様の加
算年を加えて１２年以上に達する本人が対象）の支給を行っ

0 0 8_6 非該当

491 総務省 9 139 不発弾等処理交付金
埋没不発弾等の探査発掘をする地方公共団体の財政負担
を軽減すること。

埋没不発弾等の探査発掘を実施する地方公共団体を対象
に、当該経費の２分の１を交付（沖縄県に係るものについて
は内閣府が所管）。

0 0 8_6 非該当

492 総務省 9 140
一般戦災死没者の慰
霊事業経費

先の大戦における空襲等により多くの方々が亡くなられたこ
とに鑑み、一般戦災死没者に対して追悼の意を表すこと。

政府主催の全国戦没者追悼式等への一般戦災死没者遺
族代表参列旅費の支給等の実施。        　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成
26年度まで、上記の事業のほか、先の大戦における一般戦
災死没者の追悼に関する調査や展示会を実施。戦災に関
する展示会については、戦災遺族会のある戦災都市を一巡
したことから終了。また、調査についても全国の追悼式、追

0 0 8_6 非該当

493 総務省 9 141 平和祈念展示等経費
旧独立行政法人平和祈念事業特別基金から引き継いだ資
料の整理、保管及び活用を行うこと。

旧独立行政法人平和祈念事業特別基金から引き継いだ資
料の整理、保管及び活用を行う。

0 0 4_c_2_9 非該当

494 総務省 9 142 恩給支給事業

国家のために身命を賭して尽くされた旧軍人等の方々とそ
のご遺族に対して、国が国家補償を基本として恩給受給者
の生活の支えとなる恩給等を支給する事業であり、受給者
等に対し、恩給等を適切に支給するとともに、受給者の超高
齢化が進んでいることを踏まえ、より一層のサービス向上を

恩給等を受ける権利の裁定、恩給等の受給権調査及び恩
給等についての不服申立てに関する事務のほか、恩給等
の支給事務等。

0 0 8_6 非該当

495 総務省 9 143
統計調査の実施等事
業（経常調査等）

　本事業は、統計需要や調査環境の変化に対応した統計調
査を着実に実施し、必要不可欠な公的統計を体系的かつ効
率的に整備するとともに、統計情報を的確に提供することを
通じて、国民・企業等の様々な意思決定を助け、国民経済
の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的と
する。

・　国民の就業・不就業を明らかにする労働力調査、家計の
実態を明らかにする家計調査、物価動向を明らかにする小
売物価統計調査（消費者物価指数）や、個人企業経済調
査、科学技術研究調査、家計消費状況調査、サービス産業
動向調査及び各試験調査の実施及び結果の公表等の事業
を実施。

・　国が必要とする統計調査の費用は、地方公共団体が負
担する義務を負わない（地方財政法第10条の４）ことから、

7,176,120 1,304,199 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_7 該当

496 総務省 9 144
統計調査の実施等事
業（周期調査）

　本事業は、統計需要や調査環境の変化に対応した統計調
査を着実に実施し、必要不可欠な公的統計を体系的かつ効
率的に整備するとともに、統計情報を的確に提供することを
通じて、国民・企業等の様々な意思決定を助け、国民経済
の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的と
する。

・　平成28年度においては、以下の調査を実施。
　①　我が国における事業所及び企業の産業別経理事項等
を調査し、経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにす
るとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の
名簿を得ることを目的とした経済センサス活動調査
　②　国民の生活時間の配分や日常生活の様々な活動状
況を調査し、国民の社会生活に関する基礎資料を得ること
を目的とした社会生活基本調査

・　国が必要とする統計調査の費用は、地方公共団体が負
担する義務を負わない（地方財政法第10条の４）ことから、
全額を国庫で負担。

9,728,310 0 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_7 該当

497 総務省 9 145 統計体系整備事業

　公的統計が行政施策の企画・立案・評価、国民・事業者な
どの合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報
であることから、国民全体が広く利活用できるよう統計を体
系的・効率的に整備し、より一層国民に有効に活用されるも
のにすることで、国民生活の向上や社会経済の発展に貢献
することを目指す。

　統計体系の整備のため、主に以下の事業を実施。
・　基本計画の推進による公的統計の体系的整備
・　国の統計調査業務に従事する都道府県職員（統計専任
職員）の給与等の負担
・　統計調査員の確保対策、統計業務に従事する地方公共
団体職員等への統計研修の実施
・　産業連関表の作成
・　国連等が実施する購買力平価算出への対応

10,056,646 81,591 5 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_7 5_a4_2 該当

498 総務省 9 146
国連アジア太平洋統計
研修所運営事業

　国際連合アジア太平洋統計研修所（以下、「SIAP」とい
う。）は、アジア太平洋地域における開発途上国の経済及び
社会の開発に資する統計の作成能力及び研修能力を強化
するために研修事業を実施している。
　総務省は、日本国政府と国際連合との間の協定に基づ
き、当該事業を支援することにより、アジア太平洋地域に我
が国の統計技術や考え方の普及を促すとともに、この貢献
により国際統計の分野における我が国の公的統計の地位
を高める。

　SIAPは、国際連合で唯一の統計研修の専門機関であり、
昭和45（1970）年の設立以来、137か国・地域の約１万6,139
人の政府統計職員に対し、研修を実施してきている。SIAP
の事業運営は、国際連合アジア太平洋経済社会委員会（以
下「ESCAP」という。）加盟国・準加盟国からの分担金による
現金寄与、講師派遣等の現物寄与、国際機関からの資金
提供などにより行われており、上記の目的を達成するため、
我が国もSIAPの招請国政府として、現金寄与（国連アジア
統計研修援助計画分担金の拠出）及び現物寄与（施設、コ

0 0 5_a4_1_1 非該当

499 総務省 9 147
統計調査等業務の最
適化事業

　統計調査等業務について、情報通信技術の活用とこれに
併せた業務等の見直しにより、行政機関の違いを意識させ
ることのない便利で使いやすい統計情報の利用環境を国民
に提供するとともに、政府共同利用型のシステムを運用す
ることにより行政運営の簡素化、効率化等の向上を図る。

　従来、各府省等が個々に開発・運用していた統計関係シ
ステムを一元化した「政府統計共同利用システム」を構築、
運用することで、①各府省等が実施した統計調査結果等の
ワンストップサービスによる国民等への提供、②セキュリ
ティ対策が十分確保されたオンライン調査システムの国民
等への提供、③事業所・企業を対象とする各種統計調査の
母集団情報の各府省への提供など、ＩＴを活用した業務・シ
ステム改革を実現するとともに、併せて統計調査等業務の
共通化・標準化を図る。さらに、同システムの1機能である政
府統計の総合窓口（e-Stat）からAPI機能や小地域に特化し
た統計GIS機能※（jSTAT MAP）を提供するとともに、データ
ベース化した統計データの拡充やオープンデータの最高ラ
ンクであるLOD（Linked open data）でのデータ提供など、統
計におけるオープンデータの高度化を推進する。
　　※　統計ＧＩＳ機能：統計データを地図上に表示させ、地

817,818 817,818 5 一般 - 95 4 - - - - 4_b2_1 該当

500 総務省 9 148
緊急消防援助隊の機
能強化

　東日本大震災における緊急消防援助隊の活動を踏まえ、
今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震等の
国家的非常災害への対応力を高めるため、第三期基本計
画（平成26～30年度）に基づき部隊規模を6000隊に大幅増
隊することとし、緊急消防援助隊の充実強化を行う。

　　東日本大震災における緊急消防援助隊の活動を踏ま
え、今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震
等の国家的非常災害への対応力を高めるため、第三期基
本計画（平成26～30年度）に基づき部隊規模を6000隊に大
幅増隊することとし、以下の事業等により、緊急消防援助隊
の充実強化及び即応体制の強化を図る。
○エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットの
研究開発を実施

340,298 340,298 5 一般 - 13 4 - - - ○ 1_a_1 該当
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501 総務省 9 148
緊急消防援助隊の機
能強化

　東日本大震災における緊急消防援助隊の活動を踏まえ、
今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震等の
国家的非常災害への対応力を高めるため、第三期基本計
画（平成26～30年度）に基づき部隊規模を6000隊に大幅増
隊することとし、緊急消防援助隊の充実強化を行う。

　消防組織法第49条、第50条及び国の策定した「緊急消防
援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関
する計画」に基づき、以下の①～③の取組により、必要な車
両・資機材等の整備・推進を行い、機能強化を図る
①　消防組織法第49条第2項に基づき、緊急消防援助隊設
備整備費補助金（国庫補助１／２）により車両・資機材等を
整備・促進
②　消防組織法第50条に基づき、無償使用制度により車
両・資機材等を整備
③　消防組織法第49条第1項に基づき、消防長官の指示に
より出動した緊急消防援助隊の活動に要する経費を国庫負
担（１０/１０）

0 0 4_a4_2 非該当

502 総務省 9 149

常備消防力の強化等
地方公共団体における
消防防災体制の充実
強化

　国民の生命、身体及び財産を災害から守るため、①消防
防災施設の整備、②消防の広域化や連携・協力、③救急救
命体制の整備、④救助技術の高度化及び国際消防救助隊
に係る体制整備、⑤消防職員・消防団員への高度な教育訓
練、⑥女性消防吏員の更なる活躍、に係る施策を実施する
ことにより、消防防災体制の充実強化を図る。

　消防防災体制の充実強化を図るため、補助金交付、各種
調査、検討、助言、研修及び普及啓発等を行うものであり、
具体的には以下のとおりである。
　①消防防災施設整備費補助金の補助対象者：地方公共
団体。補助対象施設：耐震性貯水槽等。補助率：1/3、
1/2(一部の事業に対する嵩上げ 5.5/10)
　②地方公共団体にアドバイザーや職員を派遣し、消防の
広域化や連携・協力を推進するための具体的な方策に係る
助言等を実施
　③傷病者搬送等に関して都道府県が定める基準（以下
「実施基準」という。）の運用状況など救急業務の諸問題を
調査し、その結果を関係機関と共有
　④救助技術高度化の検討及び国際消防救助隊員に対す
る教育訓練等を実施
　⑤消防職員・消防団員に係る教育訓練にICTや大規模災
害等対応能力訓練装置等を導入し、効率的な研修等を実
施
　⑥職業説明会の開催やパンフレットの配布、ポータルサイ

0 0 4_a4_2 5_a4_2 1_c_2_9 3_c4_4 3_c4_5 8_6 非該当

503 総務省 9 150
消防団等地域防災力
の充実強化

　住民の積極的な参加の下、消防団を中核とした地域防災
力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資するこ
とを目的に、平成25年12月13日に公布・施行された「消防団
を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を踏ま
え、消防団員の確保、処遇の改善、装備・教育訓練の充実
強化等に取り組み、地域防災力の強化を図る。

○平成29年度当初予算
　平成28年度に引き続き、入団促進キャンペーン等の各種
広報、消防団等充実強化アドバイザーの派遣、女性消防団
員活性化大会・全国消防操法大会・地域防災力充実強化
大会・地域防災力向上シンポジウムの開催、災害伝承、少
年消防クラブや自主防災組織の表彰等を実施するととも
に、偵察活動用のオフロードバイク、ドローンに加え、学生
や女性にも扱いやすい小型動力ポンプを消防学校に無償
で貸し付け、教育訓練する事業を新たに実施することによ
り、消防団員の災害対応能力の向上を図り、地域防災力の
一層の強化を図る。
○平成28年度当初予算
　入団促進キャンペーン等の各種広報、消防団員確保アド
バイザーの派遣、女性消防団員活性化大会・全国消防操法
大会・地域防災力充実強化大会・地域防災力向上シンポジ
ウムの開催、災害伝承、少年消防クラブや自主防災組織の
表彰等を実施するとともに、各都道府県消防学校における
消防団員教育の更なる充実のため、消防団車両及び資機
材を無償で貸し付け、訓練を実施することにより、消防団員

0 0 4_a4_2 8_6 非該当

504 総務省 9 151
Ｊアラートによる緊急情
報の伝達体制の強化

　弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報等といった、
対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を迅速に
伝達するため、全国瞬時警報システム(以下「Ｊアラート」と
いう。）の整備・管理・運用等を行うとともに、住民に対する
伝達手段の多重化・多様化を促進することにより、住民が国
内のどこにいてもこれらの緊急情報を受け取ることを可能と

　国民保護情報や自然災害情報等を迅速かつ確実に住民
に伝達する、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の体制を強
化。

0 0 4_b4_2 非該当

505 総務省 9 152
消防庁危機管理機能
の充実・確保

東日本大震災の教訓等を踏まえ、今後発生が懸念される南
海トラフや首都直下地震等の大規模自然災害等が発生した
場合にあっても、災害応急対応を迅速・的確に行い、国民の
命を守るという消防庁の使命を果たすため、消防庁と各地
方公共団体・消防機関が連携した災害対応能力の向上、消
防庁が所掌する消防防災業務を支援するシステムの効率
化、高度化による大規模災害時にも継続的に災害応急活動
が可能となるよう耐災害性の強化等、消防庁の危機管理能
力の向上を図るものである。

消防庁は、大規模災害時に合同庁舎２号館に位置する「消
防防災・危機管理センター」に災害対策本部を設置し（政府
の緊急災害対策本部が立川広域防災基地内に設置される
場合は、代替拠点である自治大学校に設置）、地方公共団
体からの情報収集と官邸等への報告、緊急消防援助隊の
オペレーション等を行う。このため、消防庁がいかなる事態
においても災害対応能力を適切に発揮できるよう、「消防防
災・危機管理センター」等に必要な機器等を整備・管理する
ほか、地方公共団体等と連携した災害対応訓練を行い、平
時から実働能力の向上を図るとともに、消防防災業務に係
るシステムについて、「消防防災業務の業務・システム最適
化計画」に基づき、①システム一元化等を通じた運用保守
の効率化、②その際必要に応じた機能強化・高度化、③速
やかに業務復旧・継続が必要な災害応急対応に係るシステ
ムについて、順次バックアップシステムを構築し、システム

0 0 4_a4_2 非該当

506 総務省 9 153 火災予防対策の推進

住宅防火対策に関する啓発の実施や消防本部等における
消防法令違反対象物の是正を推進するなど、火災の予防
及び火災時の被害軽減のための取組を推進することによ
り、国民の生命や財産を火災から保護することを目的とす
る。

住宅防火防災シンポジウムの開催等により住宅用火災警
報器の設置対策等を進め住宅防火安全度の向上を図るほ
か、知識・技術の更なる高度化が必要となっている消防法
令の違反処理事務に対応するため、消防本部等からの依
頼に基づき、違反是正支援アドバイザー（違反是正に関す
る知識・経験を有する消防職員等）を派遣するなど効率的
かつ効果的な違反是正体制を充実強化し、防火対象物の

0 0 8_6 非該当

507 総務省 9 154
危険物事故防止対策
の推進

　危険物施設における火災・流出事故等の防止や被害軽減
のための取組を推進し、危険物事故から国民の生命や財
産を保護することを目的とする。

　近年、危険物施設における火災・流出事故はいまだに高
い水準で推移しており、最近においても深刻な人的被害を
生じる事故が続発するなど大きな問題となっている。このよ
うな状況を踏まえ、危険物施設に係る事故情報等の把握、
業種を超えた事故情報等の共有を図るとともに、危険物等
事故防止対策実施要領等を踏まえた事故防止対策を推進
し、危険物事故防止に関する国民への普及啓発及び消防
機関への助言を行う。
 この中で、平成30年度より、新たに、危険物施設の腐食・疲
労等に対する先進的なモニタリング・診断技術等の導入等、

10,543 0 5 一般 - 13 4 - - - - 3_b_1_1 該当

508 総務省 9 154
危険物事故防止対策
の推進

　危険物施設における火災・流出事故等の防止や被害軽減
のための取組を推進し、危険物事故から国民の生命や財
産を保護することを目的とする。

　近年、危険物施設における火災・流出事故はいまだに高
い水準で推移しており、最近においても深刻な人的被害を
生じる事故が続発するなど大きな問題となっている。このよ
うな状況を踏まえ、危険物施設に係る事故情報等の把握、
業種を超えた事故情報等の共有を図るとともに、危険物等
事故防止対策実施要領等を踏まえた事故防止対策を推進
し、危険物事故防止に関する国民への普及啓発及び消防
機関への助言を行う。
 この中で、平成30年度より、新たに、危険物施設の腐食・疲
労等に対する先進的なモニタリング・診断技術等の導入等、

38,757 0 5 一般 - 95 4 - - - - 8_6 2_c_5 該当

509 総務省 9 155
コンビナート災害対策
等の推進

　石油コンビナート事故等の防止、被害の軽減等を図ること
により、国民の生命や財産を保護することを目的とする。

　石油コンビナートは大量の石油や高圧ガス等を取り扱って
いるという特殊性に鑑み、石油コンビナート等災害防止法に
より、石油コンビナートの防災（災害の発生及び拡大を防止
し、並びに災害の軽減を図ることをいう。）について、消防
法、高圧ガス保安法等の関連法と相まって、平時の予防、
異常時の初動対応、事故の拡大防止や被害の軽減、復旧
等の総合的な対策の推進を図る。

0 0 8_6 非該当

510 総務省 9 156
消防防災分野の研究
開発に必要な経費

消防防災科学技
術研究推進制度

　災害の予防､被害の軽減､原因の究明等の消防防災分野
の科学技術に関する研究開発を行い､その成果を技術基準
等の改正や政策等へ反映するとともに､火災･危険物流出事
故等に係る消防機関への技術支援や共同研究等による他
の研究機関等への技術協力などを通じて､消防防災の現場
等において活用されるよう研究成果の普及を行う。

1）以下を主なテーマとする研究開発を行う。
　    ①消防活動の安全確保
　　  ②危険性物質と危険物施設の安全性向上
　  　③大規模災害時の消防力強化のための情報技術
　　  ④多様化する火災に対する安全確保
      ⑤災害対応のための消防ロボットの研究開発
2）研究成果による知見等を踏まえ､新たな技術を用いた設
備や素材等の危険性の把握や安全対策について検討し、 
技術基準等の改正や施策等へ反映する。
3）研究成果による知見等を踏まえ､火災･危険物流出事故
等に係る消防庁長官調査を実施するとともに､火災・危険物
流出事故等に係る消防機関の原因調査への技術支援を行
う。
4）消防庁の重点研究開発目標の達成や重要施策の推進
のため、消防研究センターにおける直接研究や消防庁の調
査検討事業に資する研究開発課題を、民間企業や大学等
に委託し、研究開発を実施する。
5）得られた成果や知見等を踏まえ､優れた成果については

140,985 42,654 5 一般 - 13 4 - - - - 1_a_1 2_c_5 1_c_2_9 該当
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511 総務省 9 156
消防防災分野の研究
開発に必要な経費

消防防災科学技
術研究推進制度

　災害の予防､被害の軽減､原因の究明等の消防防災分野
の科学技術に関する研究開発を行い､その成果を技術基準
等の改正や政策等へ反映するとともに､火災･危険物流出事
故等に係る消防機関への技術支援や共同研究等による他
の研究機関等への技術協力などを通じて､消防防災の現場
等において活用されるよう研究成果の普及を行う。

1）以下を主なテーマとする研究開発を行う。
　    ①消防活動の安全確保
　　  ②危険性物質と危険物施設の安全性向上
　  　③大規模災害時の消防力強化のための情報技術
　　  ④多様化する火災に対する安全確保
      ⑤災害対応のための消防ロボットの研究開発
2）研究成果による知見等を踏まえ､新たな技術を用いた設
備や素材等の危険性の把握や安全対策について検討し、 
技術基準等の改正や施策等へ反映する。
3）研究成果による知見等を踏まえ､火災･危険物流出事故
等に係る消防庁長官調査を実施するとともに､火災・危険物
流出事故等に係る消防機関の原因調査への技術支援を行
う。
4）消防庁の重点研究開発目標の達成や重要施策の推進
のため、消防研究センターにおける直接研究や消防庁の調
査検討事業に資する研究開発課題を、民間企業や大学等
に委託し、研究開発を実施する。
5）得られた成果や知見等を踏まえ､優れた成果については

125,956 0 5 一般 - 13 4 ○ ○ - ○ 1_b_1 該当

512 総務省 9 156
消防防災分野の研究
開発に必要な経費

消防防災科学技
術研究推進制度

　災害の予防､被害の軽減､原因の究明等の消防防災分野
の科学技術に関する研究開発を行い､その成果を技術基準
等の改正や政策等へ反映するとともに､火災･危険物流出事
故等に係る消防機関への技術支援や共同研究等による他
の研究機関等への技術協力などを通じて､消防防災の現場
等において活用されるよう研究成果の普及を行う。

1）以下を主なテーマとする研究開発を行う。
　    ①消防活動の安全確保
　　  ②危険性物質と危険物施設の安全性向上
　  　③大規模災害時の消防力強化のための情報技術
　　  ④多様化する火災に対する安全確保
      ⑤災害対応のための消防ロボットの研究開発
2）研究成果による知見等を踏まえ､新たな技術を用いた設
備や素材等の危険性の把握や安全対策について検討し、 
技術基準等の改正や施策等へ反映する。
3）研究成果による知見等を踏まえ､火災･危険物流出事故
等に係る消防庁長官調査を実施するとともに､火災・危険物
流出事故等に係る消防機関の原因調査への技術支援を行
う。
4）消防庁の重点研究開発目標の達成や重要施策の推進
のため、消防研究センターにおける直接研究や消防庁の調
査検討事業に資する研究開発課題を、民間企業や大学等
に委託し、研究開発を実施する。
5）得られた成果や知見等を踏まえ､優れた成果については

4,164 0 5 一般 - 95 4 - - - - 1_a_1 2_c_5 1_b_1 1_c_2_9 該当

513 総務省 9 157
公害紛争処理等に必要
な経費

公害紛争の迅速かつ適正な解決（公害紛争処理制度）
公害紛争処理法に基づく、公害に係る被害に関する紛争の
処理。

0 0 8_6 非該当

514 総務省 9 158
国際行政学会等分担
金

　国際会議の機会を活用し、諸外国における行政学、行政
実務等や電子政府の取組についての最新動向等につい
て、情報収集・意見交換を図ることにより、総務省行政管理
局が所管する施策（行政制度一般に関する基本的事項の
企画及び立案並びに電子政府の推進）の推進に資すること
を目的とする。

　国際行政学会では、世界各国において第一線で活動する
行政学者・実務家が一堂に会して、行政学、行政実務等に
関する研究報告や討議を行う場としての国際会議の開催を
はじめ、学会機関誌「国際行政評論（IRAS）」の出版など、
様々な活動を行っている。総務省においては、国家会員とし
て毎年国際会議に出席するなどして、欧米及びアジア近隣
諸国における国家会員である各行政機関をはじめ、行政学
者・実務家と交流を深め、これら諸国における改革の動向
等について情報収集・交換を行っている。なお、国際会議に
は、日本人の行政学者も出席し、論文発表や討議に参加し
ている。【国際行政学会分担金：昭和29年度事業開始】
　また、行政における情報技術の利用に関する国際会議
（以下、「ICA」という。）は、政府部門において電子政府に携
わる担当部局間の知識・経験の共有及び意見交換を促進
することを目的として、欧米・韓国をはじめとする主要国がメ
ンバーとして参画し、活動を行っている。毎年秋に開催され
る年次総会においては、参加国の実情及び最新の動向に
ついて意見交換や各国が抱える問題やプロジェクトの成功
例を相互に情報共有するとともに、パネルディスカッション等
を通じて、今後の電子政府の在り方について討議を行って
いる。具体的に我が国からは、国内における電子政府を巡
る状況や、ＩＴ投資管理、政府情報システムの統合・集約化
を図る政府共通プラットフォームの取組状況等について説

0 0 5_d4_2 非該当

515 総務省 9 159 国際統計協会分担金

オランダに本部を置く「国際統計協会」は、国際的な活動と
協調の推進を通じて統計手法の改善等を目的とした国際機
関（非営利団体）である。同協会に
は、主要な先進国をはじめ、各国の統計部局長が職務会員
として加入し、同協会の活動を支援している。政府の公的統
計を所管する当省は、同協会が開催する国際統計協会大
会に出席し、我が国の統計に関する情報発信を行い、世界
の統計水準の向上に寄与するとともに、同大会で最新の統
計情報を入手することにより、我が国の統計の体系的整備
に貢献するものである。

国際統計協会は、各国の分担金により維持されており、国
際統計協会の活動を通じて、世界各国の統計技術の開発、
改善に寄与している。また、
我が国の公的統計制度を所管する当省は、毎回、国際統
計協会大会に積極的に参加し、発表等を行っており、我が
国の統計に関する情報発信を行うととも
に、同大会で最新の統計情報を入手することにより、我が国
の統計の体系的整備に貢献している（なお、これまでに３
回、我が国においても、国際統計協
会大会が開催されている。）。

0 0 5_b4_1_1 非該当

516 総務省 9 161
アジア地域行政会議等
分担金

【EROPA】EROPAにおける研究、研修等に参画することによ
りわが国の行政水準の向上を図るとともに、アジア・太平洋
地域の地方行政の水準向上において枢要な役割を果たす
こと。

【UCLG】UCLGにおける情報交換を行うことによりわが国の
行政水準の向上を図るとともに、会員各国における地方自
治の発展に資すること。

【EROPA】EROPA（Eastern Regional Organization for Public 
Administration：行政に関するアジア・太平洋地域機関）は、
アジア・太平洋地域の行政の向上を図ることを目的に昭和
35年に設立され、現在10ヵ国が加盟している。わが国は閣
議決定を経て創設時より加盟しており、国家会員として分担
金を支出している。総会（２年に１回）、執行理事会（毎年）に
出席し、理事として議案を審議している。また、併せて開催
される研究会に出席し、アジア・太平洋地域における行政の
最新動向等について情報収集・交換を図るとともに、同研究
会で日本の地方行政に関する論文を発表し、域内各国に発
信している。EROPAの専門センターである「地方行政セン
ター」は自治大学校内に設置されており、上記会議への出
席の他、国際研修を行っている。

【UCLG】UCLG（United Cities and Local Governments：国際
都市・地方政府連合）は、地方自治の強化等を目的に、
IULA（国際地方自治体連合）、UTO（国際町村連合）、
Metropolis（国際大都市会議）が統合して平成16年に設立さ
れ、世界2,500以上の地方自治体等が加盟する組織であ
る。自治大学校は前身のIULAの時から準会員として分担金
を支出しており、UCLG-ASPAC総会等に出席し情報収集、

0 0 5_c4_2 非該当

517 総務省 9 162
総務本省施設整備費
（沿岸測定用簡易型鉄
塔施設）

国際条約により、主管庁が行わなければならないこととされ
ている型式検定を実施するため、無線機器型式検定の試験
に必要となる施設を整備し、維持する。

　国際海事機関（IMO）の海上安全委員会（MSC）において、
新たな船舶用レーダーの性能基準が導入され、その試験方
法が国際電気標準会議（IEC）の規格として制定されたこと
を受け、我が国においても、国際的な基準に基づく試験方
法により船舶レーダーに係る型式検定を実施するため、平
成21年度に船舶レーダー型式検定試験用沿岸測定装置を
施工し試験環境を整備した。
　国際条約を遵守し、国際的な基準と調和した試験方法に
より、船舶レーダーに係る型式検定を確実に実施するため、
沿岸測定用施設の設備等の機能維持に必要な補修等を行

0 0 4_a4_2 非該当

518 総務省 9 163
国立研究開発法人情
報通信研究機構運営
費交付金

国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」とい
う。）において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する
技術の研究及び開発等を行う業務の財源に充てる。

機構が達成すべき業務運営に関する目標（第4期中長期目
標）、及び同目標を達成するための計画（第4期中長期計
画）に基づき、センシング基盤分野、統合ICT基盤分野、
データ利活用基盤分野、サイバーセキュリティ分野及びフロ
ンティア研究分野に係るICT分野の基礎的・基盤的な研究
開発、技術実証及び社会実証を可能とするテストベッド構築
やオープンイノベーション創出に向けた取組等の研究開発
成果を最大化するための業務等を実施する。

28,027,197 0 1 一般 - 13 3 - - - - 1_a_1 該当

519 総務省 9 164
国立研究開発法人情
報通信研究機構施設
整備費補助金

国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」とい
う。）の建物、構築物、機械装置等の施設・設備の整備充実
を図る。

機構の建物、構築物、機械装置等の施設・設備の整備充
実、老朽化対策等に要する経費に対して補助金を交付する
（補助率：定額（10/10））。

108,000 0 1 一般 - 13 2 - - - - 4_a1_2 該当

520 総務省 9 165
独立行政法人統計セン
ター運営事業

独立行政法人統計センター法（平成11年法律第219号）に基
づき、総務省所管の国勢調査その他国勢の基本に関する
統計調査の製表を始めとする、各種の統計調査の製表事
務等を正確かつ確実に行い、我が国における公的統計の
整備を支える。

独立行政法人統計センターの主な事業は以下のとおり。
・国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表
・国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けての統計
調査の製表
・統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積・加工等
・前段に掲げる業務に必要な技術の研究
・上記全てに掲げる業務に付帯する業務

7,575,624 0 1 一般 - 95 3 - - - - 4_c_1_7 8_1_3 該当
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521 総務省 9 166 政党助成事務委託
都道府県の選挙管理委員会における、政党の支部から提
出された政党交付金にかかる支部報告書、支部総括文書
及び監査意見書の保存・閲覧

都道府県の選挙管理委員会は、政党交付金の支出の公明
と公正を確保するため、政党の支部から提出された政党交
付金にかかる支部報告書、支部総括文書及び監査意見書
を保存及び閲覧に供することとされている。
この事務は性質上、もっぱら国に利害のある事務として位
置づけられ、それに要する経費については、地方財政法第
１０条の４に規定する経費として国庫が全額措置すべきもの
であるため、委託費として各都道府県に直接交付するもの。

0 0 8_6 非該当

522
復興庁
（総務省）

8 25
被災地域情報化推進
事業

東日本大震災で被災した地方自治体が抱える課題につい
て、当該地方公共団体が情報通信技術（ICT）を活用して効
率的・効果的に解決する取り組みに対して支援を行う。

東日本大震災で被災した地方自治体が、次の事業を実施
する場合に、補助金を交付する（補助率1/3）
　・東北地域医療情報連携基盤構築事業（平成27年度まで）
　・ICT地域のきずな再生・強化事業（平成26年度まで）
　・被災地域ブロードバンド基盤整備事業（平成24年度まで）
　・災害に強い情報連携システム構築事業（平成24年度ま
で）
　・スマートグリッド通信インタフェース導入事業（平成26年
度まで）
　・復興街づくりICT基盤整備事業
　・被災地域記録デジタル化推進事業（平成26年度まで）

0 0 4_b4_2 非該当

523
復興庁
（総務省）

8 26
情報通信基盤災害復
旧事業費補助金

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により被災し
た地域の情報通信基盤の復旧事業を実施する地方公共団
体に対し支援を行い、被災地域の復旧を図る。

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により被災し
た地域の地方公共団体が実施する情報通信基盤（ＦＴＴＨ等
のブロードバンドサービス施設、ケーブルテレビ等の有線放
送施設及び公共施設間を結ぶ地域公共ネットワーク施設
等）の復旧事業を支援することを目的として、特定被災地方
公共団体又はその連携主体に対して、その復旧事業費の３
分の１又は３分の２を補助する。

0 0 4_a4_2 非該当

524
復興庁
（総務省）

8 27
消防防災施設等の災
害復旧に必要な経費

　東日本大震災により被害を受けた消防防災施設及び消防
防災設備の復旧を実施するために必要となる経費の一部を
被災地方公共団体に補助するものである。

○補助対象者
　東日本大震災による被災地方公共団体
○補助対象施設及び補助対象設備
　消防の用に供する施設及び設備（消防庁舎、防災行政無
線施設・設備、消防ポンプ自動車、救急自動車、小型動力
ポンプ付水槽車等）
○補助率
　補助対象経費の2/3

0 0 4_a4_2 非該当

525
復興庁
（総務省）

8 28

福島第一原子力発電
所事故に伴う避難指示
区域での消防活動等に
要する経費（原子力災
害避難指示区域消防
活動費交付金）

　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された
避難指示区域における大規模林野火災等の災害に対応す
るため、避難指示区域の消防活動に伴い必要となる消防車
両等の整備等に要する経費、福島県内消防本部の消防車
両等及び福島県外からのヘリコプターによる消防応援活動
に要する経費、福島県内外の消防本部等の消防応援に係
る訓練の実施に要する経費を交付金により措置するもので
ある。

○対象経費
　・避難指示区域の消防活動に伴い必要となる消防車両等
の整備等に要する経費　
　・福島県内消防本部の消防車両等及び福島県外からのヘ
リコプターによる消防応援活動に要する経費　
　・福島県内外の消防本部等の消防応援に係る訓練の実施
に要する経費
○交付率　
　　10/10

0 0 8_6 非該当

526
復興庁
（総務省）

8 29
緊急消防援助隊の出
動経費（緊急消防援助
隊活動費負担金）

消防庁長官の指示（消防組織法第４４条第５項）に基づき出
動し、被災地で活動した緊急消防援助隊に対して、増加又
は新たに必要となった経費を消防組織法第４９条第１項及
び緊急消防援助隊に関する政令第５条により国費で負担す
ることにより、緊急消防援助隊制度の実効性を確保する。

東日本大震災において、消防庁長官の指示（消防組織法第
４４条第５項）に基づき出動し、福島県等の被災地に派遣さ
れ活動した緊急消防援助隊のヘリコプターに対し、放射能
汚染により増加したエンジン内部の除染等の掛かり増し経
費を消防組織法第４９条第１項及び緊急消防援助隊に関す
る政令第５条により国費で負担するもの。

0 0 4_a4_2 非該当

527 法務省 10 新30 1
地域再犯防止推進交
付金

　再犯の防止等の推進に関する法律（以下「再犯防止推進
法」という。）の責務を果たす上では，地域社会における各
種サービスの提供主体である地方公共団体による取組が
不可欠であるものの，大部分の地方公共団体には，犯罪や
非行をした者の支援のノウハウや知見が十分になく，また，
当該者に関する情報を把握することも難しいなど，地方公共
団体が再犯防止施策に取り組むためには多くの課題がある
ところ，本事業の実施により，こうした課題を解決し，さらに，
他のモデルとなる取組を支援することにより，地域における
再犯防止対策の促進を目的とする。

　再犯防止推進法に基づき，地域において，刑事司法関係
機関と地方公共団体が連携した再犯防止対策を推進する
ため，取組の前提となる地域の実情調査や支援体制の整
備計画の作成，刑事司法関係機関と地域社会をつなぐネッ
トワークの構築，他の地域のモデルとなる事業の実施等，
都道府県又は政令指定都市が，それぞれの地域の状況に
応じて再犯防止に向けた取組を進めることができるよう支援
するもの。

0 0 4_b4_2 3_c3_2 非該当

528 法務省 10 1 民事基本法制の整備

　国民生活や企業活動の基本的枠組みを定め，私法秩序
の根幹を成す民法や会社法などの民事基本法を社会・経済
情勢の変化に応じて適切に整備するため，民事法改正のた
めの調査研究等の施策を実施し，民事基本法整備の円滑
化を図ることにより，我が国の経済の活力の維持・向上に資
することを目的とする。

　 民法や会社法などの民事基本法の内容を国民にとって
分かりやすいものとするとともに，近年の社会・経済システ
ムの急激な変化に適切に対処するため，外国の法制・実務
について調査・研究を実施し，法整備を行う。
　 また，外国において我が国の法令が容易にかつ正確に
理解されるため，法令の外国語訳を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

529 法務省 10 2
司法書士試験等国家
試験の実施

　 司法書士及び土地家屋調査士の業務，簡裁訴訟代理等
関係業務及び民間紛争解決手続代理関係業務を行うに当
たり，必要な知識及び能力を有するかどうかを判定し，これ
らの者に司法書士等の国家資格を付与することで，司法書
士等の業務の適性化を図ることによって，登記，供託及び
訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し，もっ
て，国民の権利の保護・明確化に寄与することを目的とす

  司法書士試験，土地家屋調査士試験，司法書士簡裁訴訟
代理等能力認定考査及び土地家屋調査士民間紛争解決手
続代理能力認定手続の実施

0 0 8_6 非該当

530 法務省 10 3 刑事基本法制の整備

　社会・経済情勢等により変化する犯罪状況に的確に対応
することができる刑事基本法制の整備により，国民が安心・
安全に暮らせる治安対策の維持・向上に資することを目的
とする。

　近年の犯罪情勢に適切に対処するため，刑法等における
処罰規定の構成要件や刑の見直し，新たな処罰規定の要
否，その内容についての検証を行い，所要の法整備を行
う。
　また，捜査手法や公判手続及び犯罪収益規制の在り方に

0 0 2_b_2_6 非該当

531 法務省 10 4
日本司法支援センター
の運営(国選弁護人確
保業務委託を除く)

　民事，刑事を問わずあまねく全国において，法による紛争
の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会
の実現を目的としている。

　日本司法支援センターでは，①法的トラブルを抱えた方に
対して相談内容に応じた最適な法制度に関する情報や，相
談窓口に関する情報を無料で提供する情報提供業務，②
資力の乏しい方を対象に無料法律相談を実施したり，訴訟
代理費用等の立替えを行う民事法律扶助業務，③司法過
疎地域に地域事務所を設置して常勤弁護士を配置するなど
して国選弁護関連業務及び民事法律扶助業務の全国的に
均質な遂行を実現するとともに，利用者の依頼に応じて相
当の対価を得て，法律相談，和解交渉の代理，訴訟代理な
どを行う司法過疎対策業務等を行っている。

0 0 8_6 非該当

532 法務省 10 5
国選弁護人確保業務
委託

　国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護士の選定
が迅速かつ確実に行われる態勢の確保並びに被害者等の
援助等に係る態勢の確保を目的としている。 

　日本司法支援センタ－では，国からの委託に基づき，①国
選弁護人，国選付添人及び国選被害者参加弁護士になろ
うとする弁護士との契約，国選弁護人候補等の指名及び裁
判所への通知など，国選弁護人及び国選付添人の選任並
びに国選被害者参加弁護士の選定に関する事務，②国選
弁護人，国選付添人及び国選被害者参加弁護士に対する
報酬等の支払い，③公判期日等に出席した被害者参加人
への旅費等の支給などを行っている。

0 0 8_6 非該当

533 法務省 10 6 司法試験の実施

　司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士になろうとする者
に，必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定
し，司法試験予備試験は，法科大学院課程の修了者と同等
の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎
的素養を有するかどうかを判定することにより，法曹養成の
プロセス全体を通じて，高度の専門的な法律知識，幅広い
教養，豊かな人間性及び職業倫理を備えた法曹を輩出する

　法科大学院の修了者及び司法試験予備試験合格者を対
象とする司法試験の実施並びに司法試験予備試験の実
施。

0 0 5_a4_2 非該当

534 法務省 10 7
裁判外紛争解決手続
（ＡＤＲ）認証制度実施

　民間事業者が行う裁判外紛争解決手続の業務について，
その中立・公正性を確保するための一定の基準・要件に適
合していることを法務大臣が認証する制度を実施すること
等により，裁判外紛争解決手続の拡充・活性化を図り，国民
が紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを
容易にし，国民の権利利益の適切な実現に資することを目
的としている。

①民間事業者が行う裁判外紛争解決手続の業務を対象と
して，法定の基準・要件に適合しているかどうかを審査する
事務を行っている。また，認証した裁判外紛争解決手続の
業務についても，その実施状況を定期的に報告させるととも
に，必要に応じて調査，指導等を行い，法定の基準・要件の
適合性が維持されているかどうかを監督する事務を行って
いる。 
②インターネット等の媒体を通じて，認証した裁判外紛争解

0 0 8_6 非該当

535 法務省 10 8 法教育の推進

　国民一人ひとりが，法や司法の役割を十分に認識し，法
やルールにのっとった紛争の適正な解決を図る力を身に付
けるとともに，裁判員制度を始めとする司法の国民的基盤
を確立することを目的とする。

　法曹関係者，教育関係者，有識者等で構成する法教育推
進協議会及び教材作成部会（以下「協議会等」という。）を開
催し，法教育に関する最新情報の共有を図り，協議内容等
を公開して広く情報提供を行い，教育現場で使用する教材
の作成等を行うとともに，法教育の意義についての理解を
広め，法教育の実践が拡大するよう，法教育に関する広報
活動や法教育活動に対する協力・支援等を行う。

0 0 5_a4_1_4 非該当

536 法務省 10 9 法務に関する調査研究

　検察，裁判，矯正及び更生保護の各分野における諸政策
の今日的課題に関して，各分野を横断する幅広い実証的調
査・研究を実施し，刑事政策の立案・実施等に資する基礎
資料を提供し，必要な刑事政策上の提言を行うことを目的と

　経常研究として，犯罪の動向・犯罪者の処遇に関する調
査・研究を行い，その成果を「犯罪白書」として発表する。特
別研究として，法務本省の各局が抱える刑事政策の課題に
関する調査・研究を行い，その成果を「研究部報告」等とし

60,762 0 2 一般 - 95 4 - - - - 4_c_1_4 該当
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537 法務省 10 10 裁判員裁判への対応

　一般の国民が裁判員として刑事裁判手続に参加し，裁判
官と基本的に同等の権限をもって事実認定，量刑等の判断
に関与するという，従前の刑事手続や裁判実務の内容を大
幅に変更させるものであるから，裁判員となる国民の負担を
できる限り軽減するために，裁判を分かりやすく充実・迅速
化させるとともに，裁判員裁判の下でも被告人の権利を保
障しつつ，適正妥当な事実認定と量刑を得ることを目的とし
ている。

　裁判員裁判の下でも，従来の職業裁判官のみによる裁判
と同様に，適正妥当な事実認定と量刑を得られるよう，検察
官が，裁判員の視覚に訴えるビジュアル資料を多数作成す
るなどして，裁判員にとって，分かりやすく印象深く，信頼さ
れる立証活動を行うことができる体制を整備する。
　また，捜査段階や公判の遂行の過程で地理的に離れた地
検支部と本庁間においても，詳細な情報交換や捜査指揮，
処理方針の決裁等を機動的に迅速に行える体制を整備す

0 0 8_6 非該当

538 法務省 10 11 選挙事犯の取締り対応

　大型選挙違反事犯（衆議院議員総選挙，参議院議員通常
選挙及び統一地方選挙）について，直接的に違反行為をし
た者の背後にいる者の関与を含め，迅速的確に事案の真
相を解明して適切な捜査処理を行い，公判を遂行すること

　選挙事犯の真相を解明して適切な捜査処理を行い公判を
遂行するため，検察が組織的に対処して，綿密な捜査活動
を行い，密度の濃い公判立証活動を実施する体制を整備す
る。

0 0 8_6 非該当

539 法務省 10 12
検察事務処理への対
応

　我が国における治安情勢については，依然として，各種犯
罪が続発している状況にあることから，早期に犯人を検挙
し，捜査を通じて事案の真相を解明した上で迅速かつ的確
な処分・裁判を行い，特に悪質・重大な事犯については厳正
な科刑を実現し，刑を執行するという，一連の刑事司法シス
テムを適正に機能させることにより治安の回復を図ることを

　迅速かつ的確な捜査とそれに基づく起訴・不起訴の適正
な判断，迅速かつ充実した公判遂行と適正な科刑の実現，
警察等の関係機関との連絡調整，刑の執行の指揮・監督等
の役割を適正に実施するために直接必要となる経費を確保
することにより，検察権の適正な行使を実現する。

0 0 8_6 非該当

540 法務省 10 13
検察庁における司法修
習の実施

　検察における分野別修習等（以下「検察修習」という。）
は，最高裁判所司法研修所が実施する司法修習の一環と
して実施されるものであり，司法修習における指導につき，
法曹として活動するに当たり必要な事実調査能力，法的分
析能力等を習得させることに重点を置くとされていることを
踏まえ，具体的事件の取扱いについて検察官の立場で修
習することを通じて，法曹として必要な基本的知識や技法を
習得させるとともに，検察官の使命と役割，検察官として必
要な心構え及び検察の実務を理解させることを目的・目標と

　司法制度改革による法曹養成制度の見直しに伴う司法修
習のカリキュラム変更に実効的に対応しながら，指導係検
事による協議会を開催するなどしつつ，事件の捜査等の検
察実務修習を実施している。

0 0 5_a4_2 非該当

541 法務省 10 14
検察総合情報管理シス
テムの運営

　検察総合情報管理システムを安定的に稼働させることに
より，検察庁の捜査・公判及び検務事務（以下「検察業務」
という。）に関する情報等を総合的に運用・管理し，検察業
務の効率化・合理化を図り，検察業務を迅速かつ的確に実
施することを目的とする。

　検察庁においては，検察官が犯罪の捜査，起訴・不起訴
の決定，公判の維持遂行，裁判の執行の監督等を行ってお
り，また，事件の受理から捜査・公判，刑の執行に至るまで
に関連して生ずる様々な検務事務（事件事務・執行事務・証
拠品事務・徴収事務・記録事務・犯歴事務）があるところ，こ
れら捜査・公判，検務事務に関する情報や検察庁間におけ
る情報を総合的・一元的に管理・共有するために，全国の検
察庁に検察総合情報管理システムを整備し，運用してい

0 0 4_b4_2 非該当

542 法務省 10 15 各種犯罪への対応

　国際的組織犯罪，組織的薬物・暴力団関係犯罪及び国民
に身近な重大犯罪の増加に対処し，迅速かつ的確な捜査を
遂げるため，厳正な科刑を実現するとともに，被害者等支援
を図ることを目的としている。
　また，特捜・財政経済事犯についても迅速かつ的確な捜
査を遂げ，厳正な科刑を実現することによって，社会経済シ
ステムの安定・活性化を図ることを目的としている。

　国際犯罪や組織的犯罪の迅速・適正な捜査処理及び公
訴維持のために必要な体制を整備するとともに，特捜・財政
経済事犯の迅速・適正な捜査処理及び公訴維持のために
必要な体制を整備する。
　また，犯罪被害者への対応を円滑かつ厳正に行い，各種
の犯罪に対する検察活動を充実強化するために必要な体
制を整備するとともに，捜査方針の立案や関係機関等と調
整を行う。

0 0 8_6 非該当

543 法務省 10 16
受刑者就労支援体制
等の充実

　刑務所，少年刑務所及び少年院を出所・出院した者が社
会において安定した社会生活を送ることができず，再び犯
罪を犯し，刑務所などの矯正施設へ戻ってきてしまうという
現状に鑑み，出所後に安定した生活基盤を築けるよう収容
中の段階から就労支援体制を充実させることによって，再
犯・再非行防止につなげることを目的としている。

　再入者に占める無職者の割合は年々増加しており，出所
後の社会生活において安定した生活基盤を築くことが再犯
防止に極めて重要であることから，被収容者に対して，就職
に必要となる知識や技術，資格を付与するために各施設に
おいて職業訓練を実施するとともに，出所後の生活に不安
を抱く被収容者に対し，就労支援スタッフが公共職業安定
所から必要な求人情報を適時に入手しつつ，具体的な求職

0 0 5_c4_2 非該当

544 法務省 10 17
矯正施設の保安及び処
遇体制の整備

　刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び
婦人補導院においては，施設の適正な維持管理を行い，被
収容者の身柄の確保と規律秩序の維持を図る必要がある
ことから，警備機器等の整備や職員の職務遂行能力を向上
させることによって，再犯防止に向けた矯正処遇を実施する
ための基盤整備を目的としている。

　刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び
婦人補導院は，被収容者の身柄を確保し，施設内の規律・
秩序を維持しながら，再犯防止に向けた矯正処遇を実施す
るという一般行政官庁とは異なる官署であり，これらの矯正
施設を維持・管理していく上で必要な①監視カメラ等の保安
警備機器類の整備，②被収容者を処遇する上で必要な技
術及び知識を付与するための職員研修等の実施，③矯正
行政の業務効率化を図るために必要な機器等の整備など
により，再犯防止に向けた矯正処遇を実施するための基盤

0 0 4_a4_2 5_a4_2 非該当

545 法務省 10 18
矯正の企画調整の実
施

　矯正施設に対する本省の企画調整機能として，①各刑事
施設，少年院及び少年鑑別所の視察委員会の円滑な運営
を図る，②矯正施設の医師を目指す医学生に対する支援を
行う，③ＰＦＩ事業等の官民協働運営事業の安定的な運用を
図ることで，矯正施設の適正な施設運営を目的としている。

　①刑事施設，少年院及び少年鑑別所には，施設の運営の
透明性を確保し，国民に理解され，支えられる施設を維持
することを目的として，地域住民や外部有識者等を構成員
とする，刑事施設視察委員会，少年院視察委員会及び少年
鑑別所視察委員会が設置されている。
　②矯正施設の医師を確保することを目的として，「矯正医
官修学資金貸与法」に基づき，大学卒業後に矯正施設の医
療に従事する意思のある医学生に対する学費の補助を行っ
ている。
　③刑事施設で実施しているＰＦI事業等について，事業運
営を行うことによって生じる事業者とのリスク分担などに関

0 0 8_6 5_a4_1_2 非該当

546 法務省 10 19
地域生活定着支援の
推進

　刑務所出所後の自立した生活の困難な高齢受刑者や障
がいを有する受刑者が，出所後直ちに福祉サービスを受け
られるようにするため，刑務所に社会福祉士・精神保健福祉
士を配置し，保護観察所や地域生活定着支援センターと連
携して，出所後の自立した生活基盤を確保することにより再
犯防止を目的としている。

　高齢受刑者や身体等に障がいを有する受刑者は，出所
後，生活基盤が安定していないため短期間のうちに生活苦
に陥り，再び犯罪を犯すおそれが高いことから，出所後直ち
に福祉の支援を受けられるように，刑務所に社会福祉士の
資格を有する者を配置し，①支援が必要な受刑者の選定，
②当該受刑者の福祉ニーズの把握，③当該受刑者が行う
福祉サービスの申請手続に対する支援等を行う。

0 0 8_6 非該当

547 法務省 10 20
被収容者生活関連業
務の維持

　刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び
婦人補導院に収容された被収容者に対し，規律秩序ある一
般社会の生活水準と著しい開差が生じない程度の必要最
低限の収容生活環境，社会一般の保健衛生及び医療の水
準を維持することを目的としている。

　刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び
婦人補導院においては，法令に基づき，犯罪者や非行少年
を強制的に施設へ収容して身柄を確保しており，これらの矯
正施設の維持・管理のために生じる保守料や物品等の整備
経費をはじめ，被収容者の公平・適正な矯正処遇を実施す
るために最低限必要な食糧，衣類，日常生活必需品を支給
するための物資購入のほか，矯正教育，矯正医療を実施す
るための資材の購入など，被収容者の身柄を確保する上で
必要となる物資等を整備する。

0 0 4_d4_2 非該当

548 法務省 10 21
社会復帰に必要な刑務
所作業の実施

　懲役刑は，刑法において，「刑事施設に拘置して所定の作
業を行わせる。」と定められており，刑務所，少年刑務所な
どの刑事施設において，懲役受刑者を釈放後の就労に有
利な刑務作業に従事させ，技術を習得させることで，釈放後
の円滑な社会復帰に資することを目的としている。

　刑務所，少年刑務所等の刑事施設に収容された懲役受刑
者は，刑法が定める「所定の作業」を行う義務を負ってお
り，刑務作業は，規則正しい勤労生活の維持，規律ある生
活態度のかん養，勤労意欲の向上，職業的な知識や技能
の習得など，矯正処遇の根幹となる事業である上，民間企
業からの受注によって得た作業収入は，国家財政に少なか

0 0 8_6 非該当

549 法務省 10 22
留置施設の維持管理に
係る実費償還

　拘置所等の刑事施設に収容されるべき被疑者・被告人
が，各都道府県の警察官署に設置されている留置施設に
勾留された場合に，その者の収容に必要な食糧の確保や
消耗品等の諸費用など，警察官署で支出した経費の実費を
国が償還することを目的としている。

　被疑者・被告人等は，本来，国の行政機関である拘置所
等の刑事施設に勾留させるものであるが，都道府県の警察
署の留置施設に勾留された場合には，「警察署内ノ留置場
ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律」（明治35
年2月27日　法律第11号）に基づき，食糧費，生活必需品等
の消耗品費，留置施設の維持管理経費などの勾留によって
発生する経費を都道府県に償還することとされている。

0 0 4_d4_2 非該当

550 法務省 10 23
刑事施設の民間委託
運営

　過剰収容又は高率収容が継続し，薬物性精神疾患者など
の処遇に特別の配慮と注意を必要とする被収容者の増加
等に鑑み，公権力の行使を伴わない業務の民間委託に加
え，公共サービス改革法を活用した公権力に関わる業務の
民間委託により，刑事施設に勤務する刑務官の過重な業務
負担の軽減を目的としている。

　刑事施設においては，平成12年頃から治安の悪化等によ
り受刑者が急増し，過剰収容に伴う業務量の増加に職員の
増員が追いつかない状況となり，さらに，暴力団関係被収
容者，薬物性精神疾患者，高齢受刑者，外国人受刑者等の
増加に伴い，刑事施設に勤務する刑務官等に過重な業務
負担を強いる状況になり，刑務官の著しい負担を軽減する
ための増員が不可欠となったところ，国家公務員の採用抑
制に係る総人件費改革などの政府の方針もあって，必要な
刑務官の増員が得られないことから，刑事施設の非権力的
業務を民間委託するとともに，平成22年度からは，ＰＦＩ事業
における規制の特例措置に対して全国展開が相当と評価さ
れたことを受け，公権力に関わる業務についても公共サー
ビス改革法を活用して刑事施設3庁において民間委託し，

0 0 8_6 非該当

551 法務省 10 24 PFI刑務所の運営
　PFI手法を活用した官民協働による刑事施設の運営を行う
ことにより，行政コスト削減や国民に開かれた刑事施設運
営を行いつつ，適切な刑事施設の運営を実現する。

　施設の設計・建設・維持管理及び被収容者の処遇に係る
事業について，PFI手法を活用し，美祢社会復帰促進セン
ター（平成19年4月運営開始，事業期間20年），島根あさひ
社会復帰促進センター（平成20年10月運営開始，事業期間
20年）を整備した。また，国費をもって刑事施設の設計・建
設を行った上，建設後の施設の維持管理及び被収容者の
処遇に係る事業について，PFI手法を活用し，喜連川社会復
帰促進センター，播磨社会復帰促進センター（いずれも平成
19年10月運営開始，事業期間15年）の運営が開始され，平
成29年9月から国際法務総合センター（事業期間11年）の運
営を開始する。
　なお，これらの契約は国庫債務負担行為で長期契約を実

0 0 8_6 非該当
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552 法務省 10 25
更生保護施設整備事
業への補助

　更生保護法人が設置・運営する更生保護施設について，
老朽化等により，将来的に機能不全となる恐れの高い建物
の改築・補修等を行い，更生保護施設の機能を維持するこ
とを目的とする。

　更生保護法人が設置する更生保護施設（全国に約100施
設）について，施設の老朽化等を背景とする建物・設備の改
築・補修等の実施に当たり，国が当該施設整備事業費の3
分の2（平成25年度までは2分の1）を交付限度として補助す
るもの。
　なお，更生保護施設の施設整備を計画的に推進するた
め，平成6年度に「第一次更生保護施設整備5か年計画」を
策定して以降，平成11年度，平成16年度，平成21年度，平

0 0 4_a4_2 非該当

553 法務省 10 26
就労支援事業への補
助

　更生保護法人が行う就労支援事業について，国が経費の
一部を補助することにより，就労の困難な刑務所出所者等
の就労を促進して，その再犯防止・改善更生を図ることを目
的としている。

　身元保証が得られないため就労が確保できない刑務所出
所者等について，身元保証事業者から身元保証を得るため
に必要な経費を，国が2分の1を交付限度として補助するも
の。
　なお，刑務所出所者等の就労を確保し，再犯を防止する
ため，平成18年度から，厚生労働省と連携して，身元保証
等の各種支援メニューの活用を始めとする総合的就労支援

0 0 8_6 非該当

554 法務省 10 27 保護観察の実施

　社会内において適切な処遇を実施することにより，犯罪を
した者及び非行のある少年の再犯・再非行防止と改善更生
を図り，もって社会を保護し，個人及び公共の福祉を増進す
ることを目的としている。

　矯正施設被収容者の釈放後の生活環境を調整し，その円
滑な社会復帰に資するとともに，仮釈放者等の保護観察対
象者が実社会の中で改善更生できるように，国の責任にお
いて指導監督及び補導援護による保護観察を行うもの。ま
た，保護観察対象者や更生緊急保護の対象となる者に対し
保護等が必要な場合の応急の救護等及び更生緊急保護
や，恩赦の上申等を実施するもの。
　なお，家庭裁判所で保護観察に付された少年，少年院か
らの仮退院を許された者，刑事施設からの仮釈放を許され
た者，裁判所で刑の執行を猶予され保護観察に付された者
等に対する保護観察等が実施されており，本事業の大部分
は，国と民間（約5万人の保護司，約100の更生保護施設を
設置する更生保護法人等）との協働により実施されている。

0 0 8_6 非該当

555 法務省 10 28 犯罪予防活動の促進
　犯罪予防活動の促進等を実施することにより，犯罪や非
行のない安全・安心な地域社会を築き，もって社会を保護
し，個人及び公共の福祉を増進することを目的としている。

　犯罪や非行のない安全・安心な地域社会作りのため，法
務省等の行政機関，保護司，地域住民，自治体，企業等と
協力して実施する犯罪の予防に資する各種の取組等を推
進するもの。
　なお，再犯・再非行の防止及び犯罪の予防を目的とした保
護司（約5万人）による地域活動（街頭補導活動への参加，
学校と連携した非行防止教室や作文コンテスト，事例を基
にした地域住民との勉強会，非行相談等の地域の特色に

0 0 3_c4_5 非該当

556 法務省 10 29 仮釈放等の審査決定
　仮釈放等審理等を実施し，矯正施設被収容者の改善更
生・再犯防止を図ることなどを目的としている。

　矯正施設被収容者に対し，適正かつ適切な仮釈放等審理
等を実施して，その収容期間満了前に仮釈放等を許すこと
により，矯正施設被収容者の円滑な社会復帰と改善更生を
促進し，再犯防止を図るものであり，仮釈放等の期間中は
保護観察に付され，その経過に応じ仮釈放の取消し等の措
置がとられる。
　なお，地方更生保護委員会委員により矯正施設被収容者
との面接が行われ，同委員をもって構成する合議体による
審理において，仮釈放等を許す旨の決定等がなされてい
る。また，審理等において必要があると認めるときは，同委
員又は同委員会事務局保護観察官による矯正施設被収容

0 0 8_6 非該当

557 法務省 10 30
自立更生促進センター
の運営

　保護観察所に配置された保護観察官による濃密な指導監
督や手厚い就労支援等を行うことにより，刑務所出所者等
の再犯防止と改善更生を図り，安全・安心な国や地域づくり
を推進する。

　刑務所出所者等に対し，宿泊場所（保護観察所に附設）を
提供して，保護観察官による濃密な指導監督や手厚い就労
支援等を実施するもの。
　なお，特定の問題性に応じた重点的・専門的な社会内処
遇を実施する「自立更生促進センター」が福島県及び福岡
県に，主として農業等の職業訓練を行う「就業支援セン
ター」が北海道及び茨城県に設置されている。

0 0 8_6 非該当

558 法務省 10 31 犯罪被害者等の支援

　更生保護において，犯罪被害者等に十分な配慮をし，そ
の負担の軽減を図るとともに，仮釈放等審理及び保護観察
のより一層の適正化を図るため，犯罪被害者等施策を実施
することを目的としている。

　犯罪被害者等の希望に応じて，①仮釈放等審理における
犯罪被害者等の意見等の聴取，②犯罪被害者等の心情等
の保護観察対象者への伝達，③加害者の処遇状況等に関
する情報の犯罪被害者等への通知及び④犯罪被害者等に
対する相談・支援を行うもの。
　なお，平成17年12月に策定された犯罪被害者等基本計画
等に基づき，更生保護官署における犯罪被害者等施策は，
平成19年12月から実施されている。

0 0 8_6 非該当

559 法務省 10 32
更生保護情報トータル
ネットワークシステムの
運用

　保護観察対象者及び医療観察対象者等に関する処遇・事
件情報等をコンピューターシステムで管理・処理することに
より，円滑かつ適切な更生保護行政の運営を確保するとと
もに，保護観察処遇等の効率化を図ることを目的としてい
る。

　「更生保護情報トータルネットワークシステム」の基幹シス
テムである「事件管理システム」（仮釈放審理情報，保護観
察情報，生活環境調整情報及び医療観察情報から成る。）
の維持・更新，同システムを利用するために構築された
「LANシステム」の維持・更新等を行うもの。
　なお，システムの最適化を図った上で，全国の地方更生
保護委員会及び保護観察所に導入しており，当該システム
を利用し，保護観察対象者等の処遇・事件情報等の管理・
処理を行っている。

0 0 4_b4_2 非該当

560 法務省 10 33 医療観察の実施

　地域社会における処遇等を実施することにより，心神喪失
等の状態で殺人等の重大な他害行為を行い医療観察の対
象となった者の病状の改善及びこれに伴う他害行為の再発
の防止を図り，その社会復帰を促進することを目的としてい
る。

　全国の保護観察所に配置された社会復帰調整官（精神保
健福祉士等の資格を有する者）により，裁判所における審
判段階での生活環境の調査，指定入院医療機関において
入院治療中の生活環境の調整，地域社会において通院治
療中の精神保健観察の実施，関係機関相互間の連携の確

0 0 8_6 非該当

561 法務省 10 34

破壊的団体等の規制に
関する調査等を通じた
公共の安全の確保を図
るための業務の実施

　破壊的団体の規制に関する調査及び無差別大量殺人行
為を行った団体の規制に関する調査等を通じて収集・分析
した情報を，これら団体に対する規制業務等に反映するとと
もに，必要に応じ政府・関係機関及び国民等に提供し，公共
の安全の確保を図ることを目的としている。

　破壊活動防止法（以下「破防法」という。）の規定による破
壊的団体の規制に関する調査及び無差別大量殺人行為を
行った団体の規制に関する法律（以下「団体規制法」とい
う。）の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規
制に関する調査等を行い，収集・分析した情報によって，こ
れら団体に対する規制処分の請求の要否の判断等を適切
に行うとともに，内閣の情報機能の強化，危機管理，政府の
重要施策の推進等に貢献するため，政府・関係機関及び国

0 0 8_1_6 非該当

562 法務省 10 35
オウム真理教に対する
観察処分の実施

　オウム真理教（以下「教団」という。）に対する観察処分を
適正かつ厳格に実施することにより，教団の活動状況を明
らかにし，国民の恐怖感・不安感の解消・緩和を含む公共
の安全の確保を図ることを目的としている。

　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
（以下「団体規制法」という。）に基づき，教団に対する観察
処分を適正かつ厳格に実施する。具体的には，教団に対す
る調査を全国的かつ組織的に展開するほか，教団の活動
に関する一定の事項について定期的に報告させることに加
え，特に必要があると認められるときには公安調査官による
立入検査を行う。また，関係地方公共団体の長からの調査
結果提供請求に対しては，迅速かつ適切に対応する。

0 0 1_c_2_8 非該当

563 法務省 10 36
公安情報電算機処理シ
ステムの整備・運用

　本システムは，本庁と地方支分部局間のオンライン化によ
り，収集・分析した情報を迅速にデータベース化して一元
的・総合的に共有・管理する当庁の基幹システムであり，本
システムの安定的・効率的な整備・運用を図ることによっ
て，円滑な業務遂行に寄与し，もって公共の安全の確保に

　当該システムは，本庁と地方支分部局間のオンライン化
により，収集・分析した情報を迅速にデータベース化して一
元的・総合的に共有・管理するものであり，本件事業は，シ
ステムの整備・運用に必要な機器等の賃借及び保守の委
託等に関するものである。

0 0 4_b4_2 非該当

564 法務省 10 37
登記所備付地図整備
の推進

　法務局（登記所）が，不動産登記法（平成16年法律第123
号）第14条第１項の規定により登記所に備え付けるものとさ
れている土地の位置及び境界を特定することができる地図
（以下「登記所備付地図」という。）の整備を重点的かつ緊急
的に推進することにより，都市再生の円滑な推進に寄与す
ることを目的とする。

　登記所備付地図の整備は大幅に遅れている状況にあり，
これが，土地取引の促進や都市再生のための各種施策の
円滑な遂行の阻害要因の一つとなっていることから，登記
所備付地図の整備を推進するため，法務局（登記所）にお
いて，(１)地図混乱地域における登記所備付地図作成作業
及び(２)筆界特定制度を実施するものである。

0 0 8_6 非該当

565 法務省 10 38
登記事項証明書の交
付事務等の委託

　不動産登記及び商業・法人登記の登記事項証明書の交
付及び登記簿の閲覧等の事務について，競争の導入によ
る公共サービスの改革に関する法律に基づき，包括的に民
間事業者に委託することにより，当該事務の質の維持向上
及び経費の削減を図ることを目的とする。

　平成18年6月の閣議決定において，「登記事項証明書の
交付等の証明事務について，市場化テストを実施し民間委
託を行うことにより」，登記関係の職員「1,181人を削減」する
とされたことから，競争の導入による公共サービスの改革に
関する法律の規定に基づき，官民競争入札等監理委員会
の議を経た上で委託業務の内容や入札方法を定めた民間
競争入札実施要項を策定し，平成20年度から順次包括的
民間委託を実施し，平成23年度からは全国の登記所で実

0 0 8_6 非該当

566 法務省 10 39
登記情報システムの維
持管理

  不動産登記，商業・法人登記等に関する事務を処理する
上で不可欠な登記情報システムの安定的かつ効率的な運
用を図ることにより，登記所における業務の適正かつ効率
的な遂行を可能とするとともに，インターネットを利用した登
記情報の提供や，最寄りの登記所から全国の登記事項証
明書等の取得を可能とするなど，社会のニーズに対応した
行政サービスを提供することにより，不動産取引・企業取引
等の安全と円滑に資することを目的とする。

  不動産取引の安全と円滑に資する不動産登記，企業取引
等の秩序の維持に資する商業・法人登記等に関する事務を
処理する上で不可欠な登記情報システムの安定的な運用
を図ることにより，登記所における適正かつ効率的な業務
の遂行を維持するとともに，インターネットを利用した登記情
報の提供や，最寄りの登記所から全国の登記事項証明書
等の取得を可能とするなどの社会のニーズに対応した行政
サービスを維持しつつ，更なる向上を図るため，本システム

0 0 4_b4_2 非該当

567 法務省 10 40
オンライン登記申請シ
ステムの維持管理

　不動産登記，商業・法人登記等の登記申請や証明書請求
等の登記関係手続について，インターネット等を利用したオ
ンラインによる申請（請求）を行うことを可能とし，国民サー
ビスの向上を図ることを目的としている。

　登記関係手続に関するオンラインによる申請（請求）を行う
ことを可能とするためのコンピュータシステムについて，安
定的な運用及び管理を行うとともに，利用者の利便性の向
上を図る。

0 0 4_b4_2 非該当



通番 府省庁
府省庁
ORDER

事業番号
1

事業番号
2

事業番号
3

事業名
プログラム名・制

度名
事業の目的 事業概要

平成三〇年度
当初予算案うち
科技予算額[千

円]

左記うち要望額
うち科技予算額
[千円]

機関コード
(1～5)

会計の別
(一般・特
別)

復興特会
(該当：○ 
非該当：-)

会計コード
使途別分
類(1～4)

提案公募
型(該当：
○ 非該
当：-)

競争的資
金(該当：
○ 非該
当：-)

独立行政
法人向け
財政支出
(該当：○ 
非該当：-)

SBIR対象
(該当：○ 
非該当：-)

分類1 分類2 分類3 分類4 分類5 分類6 分類7 分類8
科技該
当・非該
当

備考

568 法務省 10 41
地図情報システムの維
持管理

　登記所に備え付けられている地図及び地図に準ずる図面
（以下「地図等」という。）並びに土地所在図等の各種図面に
係る事務を処理する上で不可欠な地図情報システムの安
定的かつ効率的な運用を図ることにより，登記所における
地図管理業務の適正かつ効率的な遂行を可能とする。
　また，登記記録を処理する登記情報システムと連携するこ
とで，登記情報と地図情報の一体的な処理を可能としつ
つ，インターネットを利用した地図等及び各種図面に係る情
報の提供や，最寄りの登記所から全国の地図等及び各種
図面の証明書の取得を可能にするなど，国民サービスの向

　登記記録と相まって，不動産取引の安全と円滑に資する
不動産登記の根幹を支える地図等に関する事務を処理す
る上で不可欠な地図情報システムの安定的な運用を図るこ
とにより，登記所における適正かつ効率的な業務の遂行を
維持する。

0 0 4_b4_2 非該当

569 法務省 10 42
電子認証システムの維
持管理

　電子認証システムは，電子申請や電子商取引の推進に必
要・不可欠な電子政府における唯一の公的な法人認証基
盤であるところ，本システムの安定的な運用を図ることによ
り，電子証明書の発行や電子証明書の有効性の確認を行う
など，国民のニーズに対応した行政サービスを提供すること
を目的とする。

　電子認証は，法人の「本人性」，「法人格の存在」及び「代
表権限の存在」を確認するための手段として，電子認証登
記所の登記官が法人の登記情報に基づき，電子的な証明
書（電子証明書）を発行して認証する制度であり，同制度に
基づき発行された電子証明書は，電子政府における公的な
法人認証基盤として，電子的な申請及び取引において，登
記所の登記官が発行する印鑑証明書・資格証明書に代
わって利用される証明書である。
　本事業は，この電子認証制度の目的を実現するために必
要・不可欠な電子認証システムの安定的な運用を実施する

0 0 4_b4_2 非該当

570 法務省 10 43
登記情報提供システム
の維持管理

　登記情報をより簡易かつ迅速に利用することができるよ
う，インターネットにより登記情報を閲覧することを可能とす
るサービスを提供しており，これに必要な登記情報提供シス
テムの安定的な運用・管理を行うことにより，不動産取引・
企業取引等の安全と円滑に資することを目的とする。

　登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソ
コンの画面上に表示することによって，利用者が自宅や会
社に居ながらにして，最新の登記情報を確認することが可
能なサービスを提供する。これにより，国民が登記情報を確
認するための時間と手間が大幅に縮減される。
　なお，電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
（平成11年法律第226号）第3条に基づく指定法人として，一
般財団法人民事法務協会が，登記情報提供業務を行って

0 0 4_b4_2 非該当

571 法務省 10 44
債権・動産譲渡登記事
務の運営

 　債権・動産譲渡登記制度は，法人がする動産及び債権の
譲渡について，民法の第三者対抗要件（債権については債
務者に対する確定日付ある証書による通知又は債務者の
承諾，動産については引渡し）の特例として，登記によって，
容易かつ明確に第三者対抗要件を備えることを可能とする
ことにより，債権及び動産の譲渡による企業の資金調達の
円滑化に資することを目的とする。

　債権・動産譲渡登記に関する事務並びにこれらの登記に
係る情報を公示するための登記事項証明書等の交付に関
する事務を法務局（債権譲渡登記所及び動産譲渡登記所）
において実施している。また，これらの登記申請及び登記事
項証明書等の交付請求に係る事務を円滑かつ効率的に処
理するためのシステムである債権譲渡登記システム及び動
産譲渡登記システムを運用している。

0 0 8_6 非該当

572 法務省 10 45
成年後見登記事務の
運営

　成年後見制度とは，急速に高齢化が進む我が国の社会に
おいて，知的障害や精神障害などの理由で判断能力の不
十分な方々を保護・支援する制度であり，成年後見等の登
記は，家庭裁判所がした成年後見開始の審判等の事実を
登録・公示し，取引の安全等に資することを目的とする。

　成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等をコン
ピュータ・システム（以下「成年後見登記システム」という。）
によって登記するとともに，登記事項証明書(登記事項の証
明書・登記されていないことの証明書)を発行することによ
り，取引の安全等に重要な役割を果たしている。

0 0 8_6 非該当

573 法務省 10 46 登記事務の運営

　不動産登記制度及び商業・法人登記制度を適正・円滑に
運営することにより，不動産取引の安全及び円滑並びに会
社・法人等に係る信用の維持を図り，もって国民経済の基
盤を形成し，資本主義社会の根幹を支えることを目的とす
る。

　不動産登記制度は，国民の重要な財産の一つである不動
産について，その物理的現況及び不動産に関する権利の
変動を公簿に記録して公示することにより，不動産取引の
安全と円滑に資する制度であるとともに，国土開発・徴税等
の国家施策の基礎をなす制度である。また，商業・法人登
記制度は，会社・法人について，その組織と業務内容を明ら
かにして，取引秩序を維持する制度である。これらは，いず
れも国家運営の基本をなすと同時に，国民経済の基盤を形
成し，資本主義社会の根幹を支える制度であり，これを適
正・円滑に運営するため，窓口整備，登記審査事務機器等
の整備等の施策を実施するものである。

0 0 8_6 非該当

574 法務省 10 47
国籍・戸籍事務等の運
営

　国籍法及び戸籍法に基づく事務を適正・円滑に運営する
ことにより，我が国における身分関係の安定及び国民の権
利の保全を図ることを目的とする。

　国籍事務は，外国人が日本国籍を取得しようとする場合
の帰化に関する事務，届出による日本国籍取得に関する事
務，日本国籍と外国国籍とを有する者の日本国籍離脱に関
する事務，重国籍者の国籍選択に関する事務，国籍認定に
関する事務，国籍に関する相談等を行うものである。
　戸籍事務については，法定受託事務である戸籍事務の法
令適合性や全国的統一性を確保し，戸籍事務が適正・円滑
に運用されるよう，戸籍事務を処理する市区町村長に対し
て指示・助言等を行うものである。

0 0 8_6 非該当

575 法務省 10 48 供託事務の運営

　供託事務は，供託の申請が受理されることにより，供託者
が金銭，有価証券又は振替国債を国家機関である供託所
（法務局，地方法務局又はこれらの支局）に提出して，その
管理を委ね，終局的には供託所がその財産をある人に取得
させることによって，債務の弁済等，一定の法律上の目的
の達成に寄与し，もって法秩序の維持・安定に資することを
目的とする。

　供託とは，金銭，有価証券又は振替国債を国家機関であ
る供託所に提出して，その管理を委ね，終局的には供託所
がその財産をある人に取得させることによって，債務の弁済
等，一定の法律上の目的を達成させようとするものである。
弁済供託，営業上の保証供託等各種供託の効力は，供託
を義務付け又は許容した法令に規定されている。
　供託申請者等の利便性の向上を図るため，また，供託事
務処理の適正化を図るため，オンラインによる供託手続を
推進している。

0 0 8_6 非該当

576 法務省 10 49
債権管理回収業の審
査監督

　許可制度を実施することにより，弁護士法の特例として，
債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を
行うことができるようにするとともに，債権回収会社について
必要な規制を行うことにより，その業務の適正な運営の確
保を図り，国民経済の健全な発展に資することを目的として
いる。

　暴力団等の反社会的勢力の参入の排除等の観点から，
債権管理回収業の許可に関する審査事務を行っている。ま
た，債権回収会社の業務の適正な運営の確保を図るため，
全ての債権回収会社に対して定期的な立入検査を実施す
るなどし，法令遵守体制，業務運営体制及び内部統制体制
の整備についての指導を行い，自主的な業務改善が見込
めない場合には業務改善命令を発するなどの監督事務を

0 0 8_6 非該当

577 法務省 10 50
人権侵害による被害者
救済活動の実施

　日本国憲法の理念である「すべての国民に等しく基本的
人権が尊重される社会」の実現のため，人権侵害の被害の
救済及び予防を図ることを目的としている。

①全国各地で生起する様々な人権問題に広く対応するた
め，全国の法務局・地方法務局における常設相談所，デ
パート等における特設相談所のほか，手紙，専用相談電
話・インターネット等により人権相談を受け付ける。

②人権相談を通じ，被害者等からの被害の救済に関する申
告などがあった場合，人権侵犯事件として速やかに救済手
続を開始し，被害者の視点に立った各種の救済措置を講ず
るとともに，救済措置後における被害者に対するアフターケ
アも行う。

③上記①②について広く国民に周知を図るため，ポスター

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

578 法務省 10 51
人権擁護委員活動の
実施

　日本国憲法の理念である「すべての国民に等しく基本的
人権が尊重される社会」の実現のため，国民に保障されて
いる基本的人権を擁護し，自由人権思想の普及高揚を図る
ことを目的としている。

①人権擁護委員制度は，昭和23年，日本国憲法の中核を
なす基本的人権の保障をより十全なものとするには官民一
体となって自由人権思想の普及高揚を図ることが望ましい
との観点から発足したものであり，人権擁護行政の重要な
役割を担っている。現在，法務大臣から委嘱された約1万
4,000人の人権擁護委員が全国の市区町村にあまねく配置
され，民間人の視点に立って，地域に根ざした身近な人権
擁護活動を展開し，人権啓発活動，人権相談，人権侵害の
被害者の救済を行っている。

②人権擁護委員の活動をより実効的なものとするため，委

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

579 法務省 10 52
全国的視点に立った人
権啓発活動の実施

　日本国憲法の理念である「すべての国民に等しく基本的
人権が尊重される社会」の実現のため，国の機関が直接人
権啓発に関する施策に係る事業を実施して，人権尊重思想
の普及高揚を図り，国民に基本的人権について正しい認識
を広めることを目的とする。

①　その時々に応じた人権課題（例：同和問題（部落差別），
ヘイトスピーチ，いじめ等の子どもに関する人権問題，イン
ターネットを悪用した人権侵害，北朝鮮当局による人権侵害
問題など）を取り上げ，多様な媒体（ポスター，新聞広告，イ
ンターネットバナー広告，車内広告，映像広告等）を通じて，
人権啓発活動等を実施する。

②　全国中学生人権作文コンテスト，人権教室，講演会，シ
ンポジウム等を開催し，国民一人一人の人権意識を高め，
人権への理解を深めてもらうための啓発活動を実施する。

0 0 3_c4_5 非該当

580 法務省 10 53
人権関係情報提供活
動等の委託等

　日本国憲法の理念である「すべての国民に等しく基本的
人権が尊重される社会」の実現のため，人権啓発に関する
施策に係る事業を（公財）人権教育啓発推進センター（以下
「センター」という。）に委託して，民間団体としての特質を十
分に生かした啓発活動を総合的に行い，人権尊重思想の
普及高揚を図り，国民に基本的人権について正しい認識を
広めることを目的とする。

①　人権尊重思想の普及高揚のため，主に以下の事業をセ
ンターに委託している。
　・人権関係情報をセンターのデータベースに集約し，セン
ターのホームページを通じて広く国民に提供する人権ライブ
ラリー事業
　・国家公務員及び地方公共団体職員が人権啓発を実施す
る上で必要な知識を習得するために実施する人権啓発指
導者養成研修会
　・日常生活の身近なところで発生する様々な人権や，社会
的関心の高い人権課題をテーマとした人権シンポジウム

②　センターの充実やナショナルセンターとしての実施体制

0 0 3_c4_5 非該当
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581 法務省 10 54
地域人権問題に対する
人権啓発活動の委託

　日本国憲法の理念である「すべての国民に等しく基本的
人権が尊重される社会」の実現のため，人権啓発に関する
施策に係る事業を地方公共団体に委託して，人権尊重思想
の普及高揚を図り，地域住民に人権問題に対する正しい認
識を広めることを目的とする。

①　地方公共団体に対し，地域の実情を踏まえつつ，一定
水準の人権啓発活動を確保するため，人権に関する講演
会・研修会の開催，資料の作成配布，新聞広告の掲載及び
地域人権啓発活動活性化事業等を委託している。

②　地域人権啓発活動活性化事業においては，法務局・地
方法務局，地方公共団体及び人権擁護委員組織体等が連
携協力して行う啓発活動として，人権の花運動，スポーツ組
織と連携協力した啓発活動等を実施している。

0 0 3_c4_5 非該当

582 法務省 10 55 訟務事件の適正処理
　国の利害に関係のある訴訟の統一的・一元的な処理を適
正に行うことにより，法律による行政の実現に寄与すること
を目的としている。

　法務省，法務局及び地方法務局において，パソコン，プリ
ンタ，データベース等の合理化機器や法律文献等を整備す
るなど執務環境を整え，執務資料を作成するなどして，大型
化・複雑困難化している国の利害に関係のある訴訟につい
て，国の立場から適正かつ効率的な主張立証活動を行う。
また，第一審の訴訟手続については，2年以内に終局させる
ことを目標としている裁判の迅速化に関する法律の趣旨を

0 0 5_b4_2 非該当

583 法務省 10 56
出入国管理業務の実
施

　出入国管理及び難民認定法第1条において，「出入国管
理及び難民認定法は，本邦に入国し，又は本邦から出国す
るすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに，難民
の認定手続を整備することを目的とする」と定められてお
り，テロリストや犯罪者の入国阻止による「水際」での国民
の安全・安心の確保，不法滞在者等を生まない社会の構
築，共生社会の実現並びに円滑な出入国を実施することに
よる我が国の国際交流の推進及び我が国の社会・経済の
健全な発展を目指すことを目的としている。

・本邦に上陸する外国人の上陸審査，帰国する日本人の確
認，出国する日本人・外国人の確認を行う。
・本邦に在留する外国人の在留資格の変更，在留期間の更
新の許可，資格外活動の許可等を行う。
・本邦に不法に滞在する外国人の取り締まり及び退去強制
手続を行う。
・本邦にある外国人が難民条約上の難民に該当するか否か
の認定を行う。

0 0 8_6 非該当

584 法務省 10 57
中長期在留者住居地
届出等事務の委託

　法務大臣が在留管理に必要な情報を一元的・継続的に把
握する在留管理制度において，市町村の長が行うこととな
る中長期在留者等の住居地届出受理等の事務を適正・円
滑に遂行し，もって在留外国人の公正な管理に資することを
目的とする。

　在留管理制度においては，法務大臣が在留外国人の情
報を一元的・継続的に把握する必要があるところ，中長期在
留者等の外国人の住居地情報については，市町村の長が
外国人からの届出を受理し，法務大臣に通知したり，在留
カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報
は，在留管理制度の根幹をなすものであり，届出義務不履
行に対しては，不利益処分や罰則が設けられているもので
あって，市町村の長が行うこれらの事務は極めて重要であ
り，第1号法定受託事務として，国がその経費の全部を負担

0 0 8_6 非該当

585 法務省 10 58
市場化テスト(民間競争
入札）導入に伴う民間
業務の委託

　外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務及
び入国・在留手続の窓口業務について，より良質かつ低廉
な公共サービスの提供を実現することを目的とする。

・外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務・・・
出入国管理業務手続に係る相談等対応業務，及びそれら
業務の管理・付随業務
・入国・在留手続の窓口業務・・・在留資格取得許可申請，
在留期間更新許可申請，在留資格変更許可申請，永住許
可申請，資格外活動許可申請，就労資格証明書交付申請
に関する事務及び在留資格認定証明書交付申請の受理に
関する事務等
・市場化テスト（民間競争入札）を平成23年度から導入し，
現在は平成26年4月から平成29年6月までの3年3月の国庫

0 0 8_6 非該当

586 法務省 10 59 被収容者等の処遇

　出入国管理及び難民認定法に基づき，我が国の外国人
受入れ政策に反する外国人に対する退去強制手続の一環
として，収容令書又は退去強制令書の発付を受けて入国者
収容所又は収容場に収容されている被収容者等について，
国外送還等が可能となるまでの間，人権にも配慮しつつ，
給食・医療・運動の機会を与えるなどして適正な処遇を行う
ことを目的とする。

　我が国の外国人受入れ政策に反して不法滞在・不法就労
をしている外国人や，刑事手続において，特定の罪や一定
以上の刑罰により処罰等された外国人については，出入国
管理及び難民認定法に基づき退去強制を受けることになっ
ており，その一環として，同法に違反する容疑があるとして
収容令書を発付された者及び退去強制手続の最終形態と
して国外送還のための退去強制令書が発付された者につ
いては，その逃亡を防止し確実な退去強制手続を担保する
ため，収容施設に収容することとしている。

0 0 8_6 非該当

587 法務省 10 60
バイオメトリクスシステ
ムの維持・管理

・個人識別情報（バイオメトリクス）システムによる上陸審査
の厳格化
　国民の生命と安全を脅かすテロリストのほか，偽変造旅券
等を利用して繰り返し不法入国する者などの外国人の上陸
を未然に防止することを目的とする。
・自動化ゲートシステムによる出入（帰）国手続の円滑化
　出入（帰）国手続の簡素化・迅速化を図り，日本人及び本
邦に在留する外国人の利便性の向上に資することを目的と
する。
・当局においては出入国管理行政をより円滑に実施するた
めにシステム構築・運用をしているところ，本事業は，上陸
審査時に活用する個人識別情報（バイオメトリクス）システ
ムの運用に焦点を当てたものである。

・個人識別情報システム
　上陸審査時に外国人本人から提供を受けた指紋及び顔
写真からなる個人識別情報（バイオメトリクス）を，当局が保
有する要注意人物リストと照合することによって，より正確
かつ迅速な要注意人物の発見が可能となる。
   なお，照合の結果から要注意人物と疑われる者について
は，慎重審査に付し，入国が認められない人物であることが
判明した場合には，退去強制，退去命令を行うこととなる。
・自動化ゲートシステム
　個人識別情報（バイオメトリクス）の事前登録を行った日本
人及び一定の要件（再入国許可を受けている等）に該当す
る外国人については，自動化ゲートの通過時に指紋，顔写
真及び旅券情報を提供することにより，一般の出入国審査
ブースで入国審査官の審査を受けることなく，通常よりも簡
易な手続による出入（帰）国が可能となる。

0 0 4_b4_2 非該当

588 法務省 10 61
出入国審査システムの
維持・管理

　出入国管理行政をより円滑に実施するために出入国審査
システムを構築・運用しているところ，当該システムでは日
本人の出帰国手続を担い，その履歴情報をデータ管理する
とともに，入国管理局の主要業務である外国人の出入国審
査，在留審査，退去強制手続等において必要となる情報を
データ管理し，それらの出入国管理業務を正確かつ迅速に
処理し，もって，円滑・適正な出入国管理行政に資すること
を目的としている。
　本事業は，出入国審査システムのうち外国人出入国情報
システム及びバイオメトリクスシステムを除く，その他システ
ムの運用に焦点を当てたものである。

 　日本人の出帰国手続のデータ管理システム（日本人出帰
国審査システム），中長期在留外国人に係る在留カードを発
行するシステム（在留カード等発行システム）及び中長期在
留外国人が所属機関や身分関係について変更が生じた場
合にインターネットを利用して法務大臣に届け出るシステム
（電子届出システム）並びに退去強制手続等の外国人の指
紋及び顔画像データ管理システム（指紋情報システム），海
港における乗員上陸許可に係る電子手続の管理システム
（乗員上陸許可支援システム）及び乗員・乗客情報を当局
が保有する要注意人物リストと照合するシステム（事前旅客
情報システム）の運用。

0 0 4_b4_2 非該当

589 法務省 10 62
外国人の出入国情報
の管理

　外国人の出入国情報の管理は，入国管理局の主要業務
である出入国審査，在留審査，退去強制手続及び難民認定
手続において得られる情報を，電磁的に管理することであ
り，これら出入国管理業務の情報を正確かつ迅速に処理
し，もって，公正な出入国管理行政に資することを目的とす
る。

　外国人出入国情報を電磁的に管理するために外国人出
入国情報システムを運用している。
　外国人出入国情報システムは，出入国管理業務の正確
かつ迅速な遂行のため，全国の主要な空海港及び地方入
国管理官署の申請窓口や事務室等に端末器を配備し，基
幹サーバにおいて，出入国審査，在留審査，退去強制手続
及び難民認定手続の主要業務で得られた外国人出入国情
報を蓄積・管理し，24時間365日運用している。

0 0 4_b4_2 非該当

590 法務省 10 63
第14回国際連合犯罪
防止刑事司法会議の
2020年日本開催

　国際連合犯罪防止刑事司法会議（コングレス）は，5年に1
度開催される犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の
国際会議である。2020年（平成32年）に開催される第14回コ
ングレスは，50年ぶりに日本がホスト国となることが決定し
ているところ，ホスト国として政治宣言案をとりまとめ，同会
議を成功させることで，我が国の当該分野における国際的
プレゼンスを高めることを目的とする。

　我が国がホスト国として第14回コングレスを成功させるた
めには，現段階から相当入念かつ計画的な準備が必要とな
る。具体的には，約150カ国の参加国，約4,000人の参加者
数の規模の国際会議を円滑に運用可能な開催地の選定，
会議のテーマや議題，政治宣言採択に向けた国連事務局
との調整，会議運営のノウハウを有するコンサルティング企
業との業務委託のための調整等，多岐にわたる業務を実行
委員会を組織し，集中的に進めていく。

0 0 5_d4_2 非該当

591 法務省 10 64
国際会議運営費用の
分担

　諸外国との緊密な協力体制を確立し，刑事司法や民商事
法の分野において，各国の実情等に関する情報を収集する
とともに，我が国の立場を積極的に主張して条約等に反映
させ，国際化に即応した法秩序の維持を図ることを目的とし
ている。

  本件事業は，ハーグ国際私法会議，私法統一国際協会，
金融活動作業部会（FATF）及びアジア・太平洋マネー・ロー
ンダリング対策グループ（APG）の運用費用について日本国
の分担金の支払いを行うものである。
  各会議の経費については，各会議内の規程により，加盟
国が分担することと定められており，また，各国における分
担金の拠出割合については，各会議の規程又は会議内の
各国間の合意により決定方法が定められている。
　なお，金融活動作業部会（FATF)及びアジア・太平洋マ
ネー・ローンダリング対策グループ（APG）の分担金につい
ては，関係省庁と支出を分担している。

0 0 5_d4_2 非該当

592 法務省 10 65
国際連合薬物犯罪事
務所（UNODC）拠出金

　国際テロや国際組織犯罪への包括的な取組を目的とする
唯一の国連機関である国連薬物・犯罪事務所（UNODC）に
対する拠出を通じて，アジア・太平洋地域を中心とする国々
の刑事司法行政の健全な発展と相互協力の促進，国際犯
罪への対策強化等を図り，我が国を含む国際社会の安定と
安全の確立に寄与するとともに，2020年に日本で開催する
国際連合犯罪防止刑事司法会議（コングレス）に向けて，
UNODC事務局のコングレスに向けた準備状況の把握など，
開催国である我が国とUNODC事務局との綿密な連絡・調
整，協議等の計画的な準備の推進に寄与することを目的と

　国連薬物・犯罪事務所が管理する「犯罪防止刑事司法基
金」への拠出により，東南アジア諸国の刑事司法分野にお
ける法整備支援プロジェクト等を行う専門家を雇用する。
UNODCへの拠出により，UNODC事務局内に２名分のポスト
を設置し，事務局内部の動向に関する情報の入手など，事
務局と日本政府との連絡・調整を行うとともに，必要な準備
会合を実施する。

0 0 5_c4_1_4 5_d4_2 非該当
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593 法務省 10 66
国際連合に協力して行
う国際協力の推進

　国連と協力して行う刑事司法分野での研修・調査研究，刑
事政策の推進に有用な情報の発信及びグッドガバナンスの
確立・普及等に向けた技術協力により，アジア・太平洋地域
を中心とする国々の刑事司法行政の健全な発展と相互協
力の促進，国際犯罪への対策強化等を図り，我が国を含む
国際社会の安定と安全の確立に寄与する。

　国連と日本国政府との間の協定により設立された国連ア
ジア極東犯罪防止研修所を国連と共同して運営し，アジア・
太平洋地域を中心とする国々から捜査，裁判，矯正，保護
の各分野の実務家を招へいして，犯罪の防止と犯罪者の処
遇・少年非行の防止と非行少年の処遇に関する国際研修
やセミナーを開催するほか，国連が実施する犯罪防止・刑
事司法における諸活動に参画し，犯罪防止と犯罪者の処遇
等に関する調査・研究及びその成果の発信・提供を行う。ま
た，東南アジア地域の国々から刑事司法分野の実務家を招
へいして，グッドガバナンスの確率・普及等に向けた地域セ

0 0 5_c4_1_4 非該当

594 法務省 10 67
開発途上国に対する法
制度整備支援の推進

　アジア諸国を中心とする開発途上国や市場経済への移行
を進める国が行う法制度整備に対する支援を推進するこ
と，法制度の整備・運用に関する知識や技術の諸外国との
共有を推進することにより，各国による法の支配の確立と健
全な成長のための法的基盤作りに寄与するとともに，我が
国を含むアジア地域の持続的発展，更には国際社会の平
和と安全に貢献することを目的とする。

　相手国の要請やその実情に応じて，民商事法分野の基本
法令等の起草支援，法の執行機関の強化を含む法制度の
運用支援，法曹実務家等の人材育成支援等の法制度整備
支援事業を行う。その手段として，本邦での各種研修の実
施，相手国での現地セミナーの実施，専門家の派遣などを
行う。
　相手国との間の共同調査研究活動として，我が国・相手

0 0 5_c4_1_4 非該当

595 法務省 10 68 収容施設の整備充実
　刑務所や拘置所等を始めとした収容施設の整備を図るこ
とにより，国家の基本的機能である治安維持に資することを
目的としている。

　経年などにより整備を図る必要がある収容施設（刑務所，
拘置所，少年院，少年鑑別所及び入国者収容所）のうち，
特に老朽化が著しく，整備を必要とする施設においては，耐
震改修，長寿命化改修，更新，適時改修のいずれかの手法
により整備を実施する。

　事業の一部については，国庫債務負担行為による事業が
含まれている。

0 0 4_a4_2 非該当

596 法務省 10 69 官署施設の整備充実
　官署施設の整備を図ることにより，国家の基本的機能で
ある治安維持や国民の権利保護に資することを目的として
いる。

　経年などにより整備を図る必要がある官署施設（法務総
合庁舎，法務局，検察庁，矯正管区，保護観察所，入国管
理局，公安調査庁及び研修所）のうち，特に老朽化が著し
く，整備を必要とする施設においては，耐震改修，長寿命化
改修，更新，適時改修のいずれかの手法により整備を実施
する。

　事業の一部については，国庫債務負担行為による事業が

0 0 4_a4_2 非該当

597 法務省 10 70
法務行政情報化の推
進

　法務省情報ネットワーク（法務本省と所管各庁及び各出先
機関を結ぶ広域ネットワーク），法務本省内ＬＡＮシステム
（庁舎内ネットワークシステム），その他の法務行政に係る
情報システムを整備・運用管理することにより，法務行政情
報化を推進し，事務の効率化・高度化及び行政サービスの
向上を図ることを目的とする。

　法務省情報ネットワーク（共通システム）最適化計画に基
づき，法務省が保有する各ネットワークを統合するとともに，
セキュリティを維持・強化しつつ，コスト抑制の下で内部管理
業務等を含めた行政の情報化及び業務・システムの最適化
に必要な回線容量の拡張等を推進し，安全性，信頼性及び
利便性の確保並びに個人情報の保護を図る。

0 0 4_b4_2 非該当

598 法務省 10 71
刑事情報連携データ
ベースの開発・構築

　検察庁，矯正施設，保護観察所等が保有する対象者情報
を共有し，一元的に管理するデータベースを構築した上で，
当該情報を処遇や調査研究等に活用することはもとより，
再犯リスク要因等を分析・把握した上で，対象者のニーズに
応じた働き掛けを行うための施策等を充実させるとともに，
それぞれの施策が再犯防止に真に効果があるかを検証し，
効果的と認められる施策を重点的かつ集中的に展開し，
もって刑務所出所者等の再犯防止を図ることを目的とする。

　検察庁，矯正施設，保護観察所等がそれぞれ保有する対
象者の情報のうち相互利用に適する情報を共有して一元的
に管理し，処遇の充実，施策の効果検証，再犯要因等の調
査研究への活用等を可能とするための刑事情報連携デー
タベースを開発・構築する。

0 0 4_c_1_9 非該当

599 法務省 10 72
法務省職員に対する研
修

　法務省の職員（矯正の事務に従事する職員及び公安調査
庁の職員を除く。）に対して，制度改革に伴う業務内容の変
化や行政課題の複雑多様化に対応できるよう，職務上必要
な研修を実施する。これによって，職員個々の実務能力や
管理能力を向上させ，組織を効率的に運営し，行政サービ
スの質を維持・向上することを目的とする。

　対象となる法務省の職員は，検察庁職員，法務局職員，
保護局関係職員，入国管理局関係職員であり，あらかじめ
定められた研修要綱に基づいて，職員の専門別及び階層
別に研修を実施している。このうち，検察官を除いた新任職
員及び中堅職員を対象とする研修については，検察庁，法
務局等に委嘱して全国に8か所ある支所で実施し，検察官
に対する研修，専門性の高い研修，幹部職員に対する研修
については，本所において，具体的なカリキュラムを策定し
て実施している。また，研修の実施に必要な研修教材の整

0 0 5_a4_2 非該当

600
復興庁
（法務省）

8 30

震災に起因する法的紛
争の解決に資する情報
提供業務・民事法律扶
助業務の実施

　日本司法支援センターは，あまねく全国において，法によ
る紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられ
る社会の実現を目的としているところ，東日本大震災に対
応して，東日本大震災の被災者に対する援助のための日
本司法支援センターの業務の特例に関する法律（以下「法
テラス震災特例法」という。）による東日本大震災法律援助
業務を始めとして，被災者に対する法的支援を実施し，被
害の回復や生活再建のより早期の実現を目的とする。

　震災法テラスダイヤルを実施することなどにより日本司法
支援センターにおける情報提供を充実させるとともに，被災
地に設置した臨時出張所において無料法律相談を実施す
るなど震災等に起因して増加する法律問題の解決に努め
る。
　日本司法支援センターは，法テラス震災特例法に基づき，
被災者に対しては，資力に関わらず無料法律相談や弁護士
費用の立替え等を行う東日本大震災法律援助事業を実施

0 0 8_6 非該当

601
復興庁
（法務省）

8 31
登記事務処理の適正・
迅速な実施

　本事業は，被災された方からの不動産登記法に基づく登
記申請を適正迅速に処理し，東日本大震災における被災地
の復興を図ることを目的とする。

　被災地において，①仙台法務局，福島地方法務局及び盛
岡地方法務局管内の特に被害の甚大な地域において登記
特設相談所を開設し，司法書士や土地家屋調査士による相
談業務委託等の事業を実施し，また，②復興事業の本格化
に伴い，大幅な増加が見込まれる被災地における建物の新
築に伴う表題登記，所有権保存の登記及び抵当権設定の
登記について，実地調査等に係る賃金職員の雇用により，
遅滞なく事務処理を行う。

0 0 8_6 非該当

602
復興庁
（法務省）

8 32
被災した法務省施設の
復旧

東日本大震災において被災した法務省施設の耐震・防災対
策を行い，国家の基本的機能である治安維持や国民の権
利保護を図ることを目的とする。

平成25年度から開始した，東日本大震災において被災した
法務省施設の補修や改修を行い，防災機能に著しく問題の
ある施設の耐震対策等を実施する。
※事業の一部については，国庫債務負担行為による事業
が含まれている。

0 0 4_a4_2 非該当

603 外務省 11 新29 2
我が国の北極政策に関
する発信及び理解促進
経費

近年，北極に対する国際的な関心が急速に高まるとともに，
北極を巡る国際的ルール形成の動きが進む中，我が国とし
ても国際的なルール作りに積極的に関与するとともに，各国
と連携して北極を巡る諸課題に取り組んでいく必要がある。
かかる観点から，平成27年10月に策定された「我が国の北
極政策」に基づいて，これまでの事業（平成28年度行政レ
ビューシート００４９）に引き続き，我が国として，我が国の強
みである北極観測・研究をはじめとする我が国の北極に係
る取組を北極圏国を含む関係各国に対して発信し，各国と
の協力深化に努める。

「我が国の北極政策」の具体的な取組の つである国際協
力を当省は所掌している。北極を巡る諸課題に取り組んで
いくために，我が国として，観測・研究（文部科学省所掌）を
はじめとする我が国の北極に係る取組や強みを北極圏国を
含む関係各国に対して発信し，それらの国々との協力を深
化に努める必要がある中で，北極に係る課題は全地球的に
及ぶことに鑑み，今年度は北極評議会のアジアのオブザー
バーである日中韓３か国でそれぞれの北極政策への相互
理解促進と協力深化を追求する「第２回北極に関する日中
韓ハイレベル対話」を東京において開催する（第１回は平成
２８年４月韓国にて開催）。

0 0 5_d4_2 非該当

604 外務省 11 新29 3
穏健主義育成のための
文明間対話事業

テロ及び暴力的過激主義の脅威は，中東地域のみならず，
欧州やアジアにも拡大している。特に，イスラム教徒が多い
東南アジア及び南西アジアへの暴力的過激主義の浸透
は，地理的・政治的・経済的に結びつきの強い日本にとって
も差し迫った脅威である。在外邦人の安全を確保し日本権
益をターゲットとするテロ発生を未然に防ぐためにも，伊勢
志摩サミットで我が国が主導して策定した「テロ及び暴力的
過激主義対策に関する G7 行動計画」の確実な実施が急務
であり，これにより穏健主義を促進し，対日テロの脅威低減
を目指す。

ISILを始めとする暴力的過激主義のアジアへの浸透が懸念
される中で，未熟かつ純粋ゆえに暴力的過激主義に傾倒し
かねない生徒たちを抱えている各国のイスラム学校から教
育関係者を各１０名程度招聘し，７泊８日～９泊１０日程度で
伝統文化と経済発展の両立・調和を実現させている日本型
発展モデルを体験させることで，近代的教育に対する懸念
を解消させ，コーラン教育を重視し普通科目を軽視がちとさ
れるイスラム学校における穏健的・近代的教育の導入を公
立・私立の学校（初等教育から高等教育まで）を視察を通じ
て促すと共に，教育レベルの向上支援及び中長期的な親日
感情の醸成，穏健主義の拡大を目指す。ひいては，対日テ
ロの潜在的脅威を低減させることに資することも期待され

0 0 5_d4_2 非該当

605 外務省 11 新29 4
宇宙に関する取組の強
化

安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保するため，規範作り
を始めとする国際的な議論に積極的に参画・貢献する。ま
た，宇宙先進国等との各国政府との対話の開催を通じ，各
国政府との国際宇宙協力を推進する。これらを通じて，我が
国及び国際社会の平和と安定に貢献する。

宇宙空間における法の支配の実現・強化を目指し，国際連
合宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）等における国際的
な議論に参加し，「宇宙活動に関する国際行動規範(ICOC)」
や「宇宙活動の長期的持続性」に関するガイドラインを含
む，国際ルール作りに貢献する。平成29年度は，有識者等
をCOPUOS等へ派遣し，ガイドライン合意の形成等に積極
的に寄与する。また，米，豪，EU，仏等，既に対話・協議を
実施している国との間で対話を継続して行い，協力分野の
具体化を通じた国際的な宇宙開発協力を強化し，現在協
議・対話を実施していないが，高い宇宙活動能力を有する
又は戦略的な重要性が高い諸外国との間では，宇宙政策
等に関する政府間・宇宙機関間の対話を促進していく。さら
に，平成30年度は，宇宙空間における新たな法的課題に関
する議論において，宇宙の軍事利用に適用される国際法マ
ニュアル(MILAMOS:Manual on International Law Applicable 
to Military Uses of Outer Space)策定プロジェクトの本格化
に伴い，トラック1.5会合を我が国にてホストし，本プロセスへ

19,121 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_d1_1 該当

606 外務省 11 新29 5
国連人権条約体対日
理解促進プログラム関
連経費

 国連人権条約体の委員を訪日招へいし，人権分野におけ
る我が国の取組に対する理解を増進し，また我が国での国
際的な人権分野の重要課題への理解を促進する。

　国連人権条約体の委員を招へいし，政府関係者等との面
談を通じて人権分野等における我が国の取組への理解増
進を図ると共に，委員による大学での講演等を通じて，我が
国における国際的な人権分野の重要課題等への国民の理

0 0 5_d4_2 非該当
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607 外務省 11 新29 6
在京外交団等による国
内エネルギー関連施設
視察

安倍総理が福島訪問時に立ち上げを指示した「福島新エネ
社会構想」を受けて，官房長官の下で再生可能エネルギー
等関係閣僚会議が開かれ，関係省庁が一体となって協力を
進めることが確認された。外務省として，在京外交団等に対
して，新エネ社会構想が進む福島に加えて，国内の新エネ・
省エネ先進施設への視察ツアーを主催し，我が国の新エ
ネ・省エネ技術を対外発信し，ビジネスチャンスや産官学連
携の拡大につなげる。

在京外交団等を対象に，日本国内各地の先進的な新エネ・
省エネ関連施設への視察ツアーを年２回程度開催する。本
件視察を通じ，参加者が「福島新エネ社会構想」を始めとす
る我が国の新エネ・省エネ関連政策や関連技術について理
解を深め，本国への報告等を通じて視察で得た知見を広め
ることが期待される。また，参加者が自国における日本の技
術の活用に関心を持つことも考えられることから，本件事業
は我が国企業のビジネスチャンスや産官学連携の拡大にも
つながることが期待される。なお，事業の実施にあたって
は，可能な限り内外のプレスによる取材を受け付け，我が
国の新エネ・省エネ技術のメディアを通じた発信にも努め

0 0 3_c2_3 非該当

608 外務省 11 新29 7
捕鯨問題に関する理解
促進のための事業

我が国の鯨類科学調査（調査捕鯨）の継続的な実施，及び
将来的な商業捕鯨の再開のためには，国際捕鯨委員会（Ｉ
ＷＣ）において多数派を形成し，国際社会の理解を得ること
が不可欠である。多数派を形成すべく，IWC非加盟国やIWC
における反捕鯨国のうち，日本の政策に理解を示してくれる
ことが期待できる国に対し，政府レベルでの働きかけの強
化とともに，相手国でのセミナーの開催を通じて，世論への

ＩＷＣにおける多数派形成を目的とし，ＩＷＣ非加盟国及びＩＷ
Ｃ非加盟国で反捕鯨国のうち日本の政府に理解を示してく
れることが期待できる国（インドネシア，ケニア等）に対して
職員を派遣して政府レベルでの働きかけを強化する。また，
反捕鯨国に専門家等を派遣し，政府が前面に出ない形で第
三者発信を行うことで，鯨と捕鯨問題に関する正しい知識の
普及に努めるとともに，世論の理解を促進する。

0 0 3_b_4 非該当

609 外務省 11 新29 10
国際機関幹部職員増
強拠出金

国際機関に対して，財政的貢献のみならず人的貢献を行う
という観点及び国際機関における日本のプレゼンスを高め
るという観点に加え，国際ルール策定における日本の関与
を強化するという観点から，国際機関における日本人幹部
職員を増強することを目的とする。

給与，渡航費用，諸手当，派遣先国際機関での研修費等を
外務省が負担して，将来国際機関の幹部職員となるような
中堅レベル以上の日本人を国際機関に派遣し，勤務経験・
実績を積むことにより，国際機関に勤務する日本人職員の
増強を図る。また，幹部職員となるための試験（RCアセスメ
ント等）の受験関係経費を政府において負担し，有力な日本
人に受験を推奨することで幹部職員の増強を図る。

0 0 5_a4_2 非該当

610 外務省 11 新29 12
国連総会議長信託基
金拠出金

国連総会議長は，安保理改革，ＳＤＧｓ，気候変動等の地球
規模課題に関する国際的議論の場として重要な国連総会
の取り進めに責任を有する，我が国国連外交推進における
最重要のキーパーソンの一人である。総会議長の主たる活
動資金である国連総会議長信託基金への拠出を通じ，国
連総会議長との関係を強化するとともに，国連において我
が国の地位を向上させ，我が国の国益と国際社会共通の
利益に資するより望ましい国連の実現に貢献する。

国連総会議長の活動経費（出張旅費，国際会議開催経費）
への財政的貢献を通じて，総会議長が，安保理改革を含む
国際社会の平和と安定の維持や持続可能な発展の実現を
はじめとする我が国の重視する課題に関するハイレベル会
合等を開催又は会議へ出席等することにより，我が国の国
益と国際社会共通の利益に資するより望ましい国連の実現
に貢献するとともに，我が国の国連政策について，加盟国
の理解促進，支持の拡大を図る。

0 0 5_d4_2 非該当

611 外務省 11 新30 1
カンボジア総選挙への
選挙監視要員派遣経
費

２０１８年７月２９日に予定されるカンボジア国民議会選挙に
際し，我が国として選挙監視団を派遣し，ＥＵなど他の主要
国・機関と連携して選挙監視活動に関与することで，選挙プ
ロセスの透明性向上に寄与するとともに，我が国の選挙改
革支援の効果も検証し，カンボジアにおける民主主義の更
なる定着を支援する。選挙監視への参加を含む選挙改革支
援は，２０１７年８月の首脳会談においてカンボジア側から
要請されたものであり，両国関係の強化にも資する。

カンボジアは，１９９３年の国連による制憲議会選挙実施以
来，憲法に多党制自由民主主義を規定し，５年に１回の国
政選挙や２００２年に導入した村・地区評議会選挙を通じて
民主主義の定着に努力している。我が国もこれまでの選挙
において監視団を派遣したり，選挙運営への資金協力を行
うことで，カンボジアの取組を支援してきた。特に，２０１３年
国政選挙後の選挙結果を巡る内政の混乱を受け，現在我
が国は，フン・セン首相の直接の要請に基づき，選挙改革支
援を実施しており，専門家の派遣や有権者情報格納サー
バーを含む機材供与などを行っている。カンボジア政府は，
選挙プロセスの透明性向上のため，次期国政選挙への監
視員派遣を各国に呼びかけているところ，右要請に応え，
同様に選挙分野の支援を行うＥＵや米国などとも連携の

0 0 8_6 非該当

612 外務省 11 新30 2
第８回太平洋・島サミッ
ト開催経費

太平洋島嶼国は，我が国と歴史的・地理的なつながりが深
く，多くの国際的な課題においても立場を共有するなど，伝
統的なパートナー国であり，天然資源や海洋資源の供給地
としても我が国にとり重要な地域である。他方，地理的な制
約等から，同地域とのハイレベルの交流の機会は限られて
おり，このような中，首脳級が一堂に会し，地域に共通の課
題について意見交換を行う同サミットは，我が国の対太平
洋島嶼国外交の中核をなし，定期的かつ継続的なハイレベ
ルの対話を通じ同地域と関係を強化する重要な枠組みと

１９９７年より，３年に一度，太平洋島嶼国の首脳級を我が
国に招待し，地域に共通の課題への対処や協力の在り方に
ついて協議を行っており，２０１８年５月１８～１９日に福島県
いわき市において，第８回太平洋・島サミット（ＰＡＬＭ８）を開
催する。

0 0 5_d4_2 非該当

613 外務省 11 新30 3
第８回太平洋・島サミッ
ト関連会合開催経費

　太平洋島嶼国は，我が国と歴史的・地理的なつながりが
深く，多くの国際的な課題においても立場を共有するなど，
伝統的なパートナー国であり，天然資源や海洋資源の供給
地としても我が国にとり重要な地域である。違法漁業等の問
題が顕在化する中で，広大なＥＥＺを有する海洋国家である
太平洋島嶼国と日本との間で自由で開かれた法の支配に
基づく海洋秩序の維持に向けて協力する必要性が高まって
いる。 第８回太平洋・島サミット（ＰＡＬＭ８）の成果を踏まえ，
海洋安保・海上安保の分野に係る課題について引き続き協
議を行い，日本と太平洋島嶼国のますますの連携を強化す

第８回太平洋・島サミット開催に関連し，海洋安保・海上安
全分野における日本と太平洋島嶼国の連携を強化するた
め，太平洋島嶼国の高級実務者レベルとの間で，「海洋安
保・海上安全関連会合」を実施する。

0 0 5_d4_2 非該当

614 外務省 11 新30 4

親日派・知日派予備軍
育成のための在日米軍
子女への日本語補習
教育事業（新規）

在日米軍子女に日本語の補習を施すことにより，日本語能
力を高め，同子女が米国帰国後も日本語学習を継続してい
くことで，日本語を通じて日本に好意的な知日派・親日派を
育成し，帰国後の米国各地での対日理解者の増加を目指
す。

在日米軍の子女のうち，特に意欲の高い学校と生徒（最低
でも１０８名）を対象に，日本語補習授業を提供。
　・現行の在日米軍内の日本語授業：２週間に１回（４５分）
のみ。年間１５時間以下。
　・本件補習授業：週に２回（１．５時間／回）。年間１１２．５
時間。幼稚園から小学校１・２年生までを対象に，年齢別に
クラス編成し，各クラス（約１３名）に２名ずつ講師を派遣して
補習を実施。

0 0 5_a4_2 非該当

615 外務省 11 新30 5
グラスルーツからの日
米経済強化プロジェクト
（新規）

昨年の米国大統領選挙において，米国内でのメディアの報
道と実際の国民の世論の乖離が如実に露呈された。こうし
た現象が看取される中，これまでのような知日有識者を通じ
た米国への働きかけの効果は，当面は限定的と考えられ
る。また，日米経済関係は，かつては「摩擦」という言葉に象
徴された時代もあったが，今や「協力」の時代へと変化して
いる。一方で，かつての対日イメージに基づいて批判を行う
事例も発生しており，予断ができない状況にあるところ，米
国の州・地方レベルにおける日米関係の重要性に関する認
識（特に直接投資等を通じた雇用創出）を深め，ひいては，
連邦レベルにおける対日政策形成プロセスにも望ましい影

米国内の地域の特徴に応じたアプローチ及び訴求対象の
関心度に応じたアプローチとして，以下を実施。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・　日本企業が複数進出している地域を廻る「地方キャラ
バン」として，各地においてセミナーやレセプションを開催。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・　企業展示ショーとして，スポーツフェス等ネットワーキン
グレセプションの実施。ミシガン州ノバイ市の日本村（Japan　
Village）建設の後押し（事前広報等発信支援）。ミシガン州デ
トロイト市等で開催されるロボットコンテストへの支援（ブー
ス出展，日本の高いロボット技術の紹介等）の実施。　　　　　

0 0 3_c4_5 非該当

616 外務省 11 新30 6
現地日系ネットワーク
形成支援事業

　中南米諸国の人々が日本に対して抱く信頼感を醸成する
基礎となった中南米の日系社会を更に発展させ，次の世代
に引き継ぐために，帰国後の被招へい者等の新世代の日
系人と協力して，母国や中南米域内の日系社会の特に若
い世代のネットワーク形成・伸張をはかるための事業（会
合，ｾﾐﾅｰ等）を実施することにより，各国及び中南米域内の
日系ネットワーク強化を促すとともに，その実勢の把握に資
することを目的とする。

　 定規模の日系社会を有し，「次世代日系人指導者会議」
招へい等の参加者が所在する中南米各国の首都等におい
て，被招へい者等の新世代日系人を中心とした新たな日系
ネットワーク形成・伸張事業を開催。在外公館が，被招へい
者等新世代日系人の発案・企画案を受け，日系アイデン
ティティ形成セミナーやビジネスマッチングイベント等を同日
系人と協働実施。発案・企画者は事業報告と参加日系人リ
ストを在外公館に提出する。結果として，これまで繋がりの
なかった新世代日系人が発掘され，ネットワーク化されるこ
とにより，留学，招へい等の新たな有力候補者や，日系団
体や在外公館にとっての有為な発信・連携対象が拡充され
る。

0 0 5_a4_2 非該当

617 外務省 11 新30 7 日系社会実相調査

　中南米諸国の人々が日本に対して抱く信頼感を醸成する
基礎となった中南米の日系社会を更に発展させ，連携を深
めるために，既存の日系団体の活動に参加しない新世代の
日系人の実相に関し民間調査会社等による調査を実施す
る。調査を通じて新世代の日系人の実相や意識を把握し，
今後の連携対象となりうる有為の日系人や日系人グループ
をリスト化するとともに，今後の我が国の対中南米日系社会
施策を検討していくための参考情報を得ることを目的とす
る。

　ブラジル，ペルーをはじめとする二十代前半から四十代前
半の三世以降の中南米諸国の新世代日系人の各国におけ
る社会的進出状況や「日系」アイデンティティ，日系団体・行
事への参画状況等の調査を実施し，報告書を作成するとと
もに，新世代の有力日系人及び日系関連グループのリスト
作成を調査実施会社等に委託する。

0 0 1_b_2_6 非該当

618 外務省 11 新30 8
中東地域情勢担当参
与

ＧＣＣ，アフガニスタン及びイエメンに関する広範な人脈，知
見を有する３名をそれぞれ「ＧＣＣ諸国との関係強化促進」，
「対アフガニスタン外交・支援」及び「対イエメン外交・支援」
をそれぞれ専門として担当する外務省参与に任命し，同国・
地域に関する意見交換，情報収集をより効果的なものとす

ＧＣＣ，アフがニスタン及びイエメンに関する関連会合等へ
の出席，広範な人脈を生かした関係者からの情報収集及び
人脈構築。会合の機会を利用した，日本政府の立場，取組
の発信。

0 0 5_c4_2 非該当
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619 外務省 11 新30 9
核軍縮の実質的な進展
のための賢人会議

核軍縮の実質的な進展のための賢人会議は，核軍縮の進
め方をめぐって核兵器国と非核兵器国の対立が深刻化して
いる現下の環境にあって，様々なアプローチを有する国々
の信頼関係を再構築し，実践的な核軍縮措置を建設的に
議論していくため，核軍縮に知見を有する核兵器国と非核
兵器国双方の有識者を日本に招いて核軍縮の実質的な進
展に資する提案を得て，ＮＰＴ準備委員会に報告すること。
また，本件事業を通じて，我が国の核軍縮に向けた姿勢と
活動を国内外にアピールすること。

核軍縮の実質的な進展のための賢人会議は，２０１７年５月
に開催された２０２０年ＮＰＴ運用検討会議第１回準備委員
会に岸田前外務大臣が日本の外務大臣として初めて出席
した際に実施した一般討論演説にて開催を表明したもの。
同賢人会議は，２０１５年ＮＰＴ運用検討会議で最終文書が
採択されなかったことなどを受けて核軍縮停滞に対する不
満が高まり，核軍縮の進め方をめぐって核兵器国と非核兵
器国の対立が深刻化している現下の環境にあって，「核兵
器なき世界」の実現に向けて様々なアプローチを有する
国々の信頼関係を再構築し，実践的な核軍縮措置を建設
的に議論していくため，核軍縮に知見を有する核兵器国と
非核兵器国双方の有識者を日本に招いて核軍縮の実質的
な進展に資する提案を得て，ＮＰＴ準備委員会に報告するこ
とを目的とし，第１回及び第２回会議を平成２９年度中に広
島及び東京でそれぞれ開催する。２０２０年ＮＰＴ運用検討
会議の成功を重視する我が国として，国際的な核軍縮に向
けた機運を高める観点から係る取組を継続し，被爆地長崎
及び東京でそれぞれ開催することは極めて有意義。また，

0 0 5_d4_2 非該当

620 外務省 11 新30 10
武器貿易条約第４回締
約国会議開催経費

・武器貿易条約（ＡＴＴ）は，国際基準の確立による通常兵器
の不正な取引を防止することを目的とした条約であり，２０１
４年１２月に発効し，既に９２か国が締約国となっている（１７
年７月現在）が，武器貿易が拡大傾向にあるアジア大洋州
地域における締約国は６か国に留まっていることから，締約
国会議を本邦で開催することで，同地域におけるＡＴＴに対
する認識の促進と，中長期的な締約国の拡大を目指す。

・ＡＴＴ交渉当初から主導的役割を果たし，条約発効後も積
極的に関与してきた我が国は，第４回締約国会議議長（任
期は１７年９月から１８年８月までの約１年間）に候補者を擁
立している。１７年９月の第３回締約国会議で議長選出され
た後は，条約の着実な履行と締約国の拡大に取り組むこと
としている。
・締約国会議は，締約国の代表者の他，非締約国（署名
国），国際機関，市民グループ，産業界等がオブザーバーと
して参加し，例年５００名程度が一同に会し，５日間をかけて
過去１年間の活動のレビューと，今後１年間の活動方針に
ついて議論を交わす。また，次年度予算をはじめとする各種

0 0 8_6 非該当

621 外務省 11 新30 11
２０２５年万博誘致活動
推進経費

２０２５年の大阪万博を誘致することで，インバウンド増加，
地元経済の活性化等を通じて日本経済の成長を促進する。

２０１８年のBIE総会における選挙における当選を目指し，
BIE加盟国１７０か国の過半数にあたる８５か国からの支持
を取り付けるため，必要な取組を行う。

0 0 5_d4_2 非該当

622 外務省 11 新30 12
OECD多国籍企業行動
指針連絡窓口（NCP）体
制強化経費

　OECD多国籍企業行動指針連絡窓口（NCP：Ntional 
Contact Point）体制強化事業。G7・G２０サミット及び関連大
臣会合並びにOECD閣僚理事会等において，OECD多国籍
企業行動指針の各国連絡窓口の体制強化が求められてい
ることを踏まえ，我が国NCPの体制を強化する。

OECD多国籍企業行動指針連絡窓口（NCP）では多国籍企
業の行動に関してNGOや労働組合等から問題提起が行わ
れた場合に当事者間の問題解決を支援する必要があるとこ
ろ，NCP専門員を採用することで紛争解決の専門家の助言
を常時受けられる体制を整備するとともに，翻訳・通訳及び
あっせん実施の場合の手続を外部に委託することで問題解
決支援手続の迅速性及び公正性を確保する。また，NCPの
運営方法の改善のため，経験豊富で先進的な他国NCPの
調査を実施する。更に，セミナーを開催し企業のOECD多国
籍企業行動指針に関する理解を深めることで指針に沿った
行動を促進するとともに問題解決支援手続の円滑化を図

0 0 8_6 非該当

623 外務省 11 新30 13
日・ＦＡＯ年次戦略協議
及び日・ＦＡＯ関係強化
に要する経費（新規）

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は，食料・農業分野の筆頭国連
専門機関であり，我が国は米国に次ぐ世界第２位の額の分
担金を負担している。ＦＡＯの重要性及び我が国によるＦＡＯ
への貢献に鑑み，日・ＦＡＯ関係を一層強化するため，ＦＡＯ
本部の幹部等の参加を得て年次戦略協議を開催し，ＦＡＯ
の戦略レベルから個別分野まで，包括的な議論を実施す
る。また，年次戦略協議の成果も踏まえつつ，ＦＡＯの国内
認知度の向上やＦＡＯにおける邦人職員の強化等を図るべ
く，日本国内においてセミナー等の一般向けイベントを行う。

平成２８年度の行政事業レビュー公開プロセスにおいて，Ｆ
ＡＯ分担金が「事業内容の一部改善」との評価を受けたこと
を踏まえ，我が国は平成２９年１月にローマにて第１回日・Ｆ
ＡＯ年次戦略協議を実施し，日・ＦＡＯ関係の抜本的強化に
向けた包括的な議論を行い，邦人職員増強に向けた５か年
行動計画を策定するなどの具体的成果を挙げた。連携強化
に向けた議論や我が国の優先課題にインプットを更に進め
るため，平成３０年度には本邦において年次戦略協議を開
催する。
また，平成２９年度にはグラツィアーノＦＡＯ事務局長の訪日
の機会をとらえて，広報イベントや事務局長の岐阜県訪問
を実現した。近年新たにＦＡＯと協力協定を結ぶ国内の大学
等が増えており，また世界農業遺産がこれまでに国内８地
域においてＦＡＯに認定されるなど，ＦＡＯとの接点のある地
方が増えてきていることを踏まえ，地方都市においてＦＡＯ
関連セミナーを開催し，国内におけるＦＡＯの知名度の向上
や邦人職員の増強をはじめとする日・ＦＡＯ関係強化に資す

0 0 5_c4_2 非該当

624 外務省 11 新30 14
金融・世界経済に関す
る首脳会議等開催準備
経費

２０１９年に日本国内で開催される予定（時期・場所未定）の
金融・世界経済に関する首脳会議（以下，「Ｇ２０サミット」と
いう）等に関し，２０１８年１２月からＧ２０の議長国として，首
脳を補佐するシェルパ（首脳個人代表）間で事前に調整を
行うための準備会合（シェルパ会合）を始めとする関連会合
を開催するほか，来るＧ２０サミット開催へ向けて，会議場設
営，空港，移動手段，宿舎，警備，プレス等，多岐にわたる
項目において万全の準備を実施し，円滑な会議運営を行
う。今次Ｇ２０サミットは，日本初開催となるもの。

２０１８年１２月からＧ２０の議長国として，Ｇ２０サミットの開
催に向けて，サミットの議題や日程，首脳宣言等について，
首脳を補佐するシェルパ間で事前に調整を行うための準備
会合（シェルパ会合）を始めとする関連会合を開催する。
また，２０１９年のＧ２０サミット開催へ向けて，会議場設営，
空港，移動手段，宿舎，警備，プレス等，多岐にわたる項目
において必要となる企画立案，調達等実施するほか，我が
方政府関係者をはじめ，各国政府代表団，プレス等多数の
サミット関係者が来訪する同サミットにおいて，円滑な会議
運営を行うために必要な体制等を強化する。

0 0 5_d4_2 非該当

625 外務省 11 新30 15
条約和文の校正委託
料

国会へ提出する条約テキストについて、条約テキストに対す
る誤字、脱字等の発生を防ぐ。

経済連携協定（EPA）については、テキストのページ数が膨
大（数千頁にも及ぶ）であり、国会提出のために短期間でテ
キストの確認作業を行い、誤字、脱字等の不備をなくすため
には多大な労力が必要となる。そのため、条約テキストの本
印刷を行う前に文書の校正・校閲作業を専門とする業者に
テキストの校閲作業を委託し、ダブルチェックすることにより
テキスト上の不備を極力なくすもの。

0 0 6_6 非該当

626 外務省 11 新30 16
アジア・アフリカ法律諮
問委員会(AALCO)総会
開催経費

アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)は国際法に関す
るアジア・アフリカ地域唯一の政府間機関であり，毎年開催
される総会は各加盟国の国際法実務担当者が一堂に会
し，国際法に関する議論を行う貴重な機会となっている。我
が国は1956年の設立以来の原加盟国として，アジア・アフリ
カ地域における法の支配を一層促進するため，2018年の
AALCO総会を我が国で開催する。

AALCO総会は毎年1回，可能な限りアジア地域とアフリカ地
域が交代で開催することとされており（AALCO規程第4条
1），2017年はアフリカ地域のケニアで開催されたため，2018
年の総会はアジア地域で開催することが期待されている。
総会にはAALCO加盟各国（現在47か国）から政府関係者が
参加し，約1週間にわたって開催される見込みであり，本経
費は会場関連費，参加者滞在費，会議運営費等に使用さ

0 0 5_d4_2 非該当

627 外務省 11 新30 17
在外公館における抗イ
ンフルエンザウィルス薬
備蓄

先進国（北米・西欧等）を除く医療事情の悪い国で新型イン
フルエンザが流行した場合に備え，在外公館において抗イ
ンフルエンザ薬を備蓄し，緊急時に在留邦人・短期渡航者
に対して同薬を提供し，邦人の生命・身体を守るため必要な
対応をとれるよう措置を講じておく。

先進国を除く在外公館に配備している抗インフルエンザ薬
の大部分が平成30年に使用期限満了を迎えることに伴い，
在留邦人数及び短期渡航者数の３７．３％相当量を基準に
同薬の配備を更新する。同薬は本邦で一括購入し，在外公
館に送付する。
期限切れの薬品については，現地廃棄業者による横流し
や，不適切な処理による環境汚染の問題等を防ぐため，全
薬品を本省に返送した後，国内の医薬品廃棄業者において

0 0 8_6 非該当

628 外務省 11 新30 18
草の根無償の理解促
進に必要な経費

開発協力の一環として日本が支援する草の根・人間の安全
保障無償資金協力（以下，「草の根無償」という。）に関す
る，日本国内外への情報提供及び理解促進を行うことによ
り，草の根無償を一層効果的に実施するために不可欠な国
民の理解と支持を広げることを目的とする。

国内外の人々を対象として，草の根無償の意義についての
理解を促進するため，主に以下を実施する。
１．草の根無償の意義につき国内外にアピールしてもらうた
め，国内外に幅広く訴求力を有する外部人材に広報業務を
委嘱する。
２．外部人材に草の根無償案件の現地視察をしてもらい，
右の様子も含めた広報用動画を作成し，外務省HPで公開
する。
３．また，草の根無償の意義や開発効果について，分かりや
すくまとめた記事を雑誌に掲載することで，国内外で草の根
無償に対する関心を喚起する。

0 0 3_c4_5 非該当

629 外務省 11 新30 19
気候変動と脆弱性の問
題への取組

気候変動分野において近年注目が集まっている気候変動と
脆弱性が国家の安全保障に及ぼす影響について，我が国
がアジア・大洋州地域において議論を主導し，我が国の気
候変動分野におけるプレゼンス強化を実現する。

東京において，アジア・大洋州地域から政府関係者，専門
家，有識者を集めて気候変動と脆弱性をテーマに国際会議
を実施するもの。本会合においては，招聘した専門家等を
交え，各国において気候変動が国家の脆弱性に与えている
影響について議論し，知見と経験の共有を図る他，今後生
じうるリスクに対してどのようなアプローチを取ることが有効
かについても議論する，その際，先進国から数名招聘する

0 0 5_d4_1_7 非該当

630 外務省 11 新30 20
国際原子力機関緊急
時対応能力研修セン
ター拠出金

（１）福島の経験を国際社会に共有，国際的な原子力安全
への貢献。（原発輸出に際する基盤整備・人材育成等に繋
がる。）
（２）ＩＡＥＡのキャパシティ・ビルディングの活動拠点となるこ
とで，ＩＡＥＡ及び国際社会における我が国のプレゼンスの向
上。
（３）権威ある国際機関の拠点として世界各地より来訪者を

福島第一原発事故の経験を国際社会に共有し，国際的な
原子力安全に貢献することは重要であり，我が国の責務。
我が国は事故以降ＩＡＥＡと緊密に協力。こうした協力の一環
として，ＩＡＥＡは，２０１３年５月に緊急時対応能力研修セン
ター（ＣＢＣ:Capacity Building Centre）を福島県に指定し，原
子力事故への対応能力の強化等を目的として国内外の政
府関係者等に向けてワークショップを実施。

0 0 5_d4_1_1 非該当

631 外務省 11 新30 22
政務案件支援信託基
金拠出金

国連通常予算では手当てされない国連政務局の諸活動（世
界各地における紛争予防，危機対応，「平和の持続」等の
中でも緊急性の高いものが多い）を支援することにより，紛
争及び政治的暴力の予防又は減少の促進を図る。

重要テーマ（①予防，②危機対応，③平和への投資，④
パートナーシップ拡大，⑤国連システム内協力の強化，⑥
組織の効率化確保）に基づいて活動し，調停や情勢安定支
援等に貢献するための，国連地域事務所（中部アフリカ，西
部アフリカ及び中央アジア），特別政治ミッション（ＳＰＭ）及
び選挙監視等を支援する。

0 0 5_c4_2 非該当
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632 外務省 11 新３０ 24
経済協力開発機構・開
発センター拠出金

世界のGDPの6割を占める52の加盟国が参加するOECD開
発センターをプラットフォームとして活用し，国際社会におけ
る「質の高いインフラ投資」の概念の一層の普及・浸透を図
ることにより，新興国も含めて質の高いインフラの原則が順
守されるような国際環境を醸成することを目的とする。

ＯＥＣＤ開発センターは，開発途上国の開発問題に関する調
査・研究や，開発に関するOECD加盟国の知識・経験を開発
途上国に活用することを目的として，1962年に設立された独
立機関であり，加盟国は52か国（OECD加盟国27か国，
OECD非加盟国25か国）。
当該事業は，OECD開発センターに拠出金を拠出すること
で，OECD開発センターに日本人職員を新規に１名派遣し，
「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」
をベースとしたインフラ投資に係る国際スタンダードの策定
及びセミナー等を通じた同スタンダードの国際社会における
普及に係る活動を行う費用に充てるものである。

0 0 7_b_7 非該当

633 外務省 11 新30 25
「平和の砦」基金拠出
金

ユネスコが本来あるべき姿（加盟国間の友好と信頼関係を
促進する国際機関）を取り戻すよう，責任あるユネスコ加盟
国として，ユネスコ事業の健全な運営に資するプロジェクト
を実施する。

ユネスコ所掌の５つの分野（教育，自然科学，人文・社会科
学，文化，コミュニケーション・情報）における途上国への開
発支援ニーズに対し，分野及び地域の垣根を越えて有機的
かつ柔軟に対応するもの。

0 0 8_5_7 非該当

634 外務省 11 1
東アジアにおける地域
協力の強化

地域の平和，安定及び繁栄を確保するため，開放的かつ透
明性の高い地域協力を推進し，地域情勢の予見可能性を
高め，我が国が有する資金・技術・知恵・経験を活用して地
域の課題解決に努める。

地域の平和，安定及び繁栄にとって不可欠である，豊かで
安定し開かれた東アジアの実現のため，日米同盟を基軸と
しながら，二国間関係に加え，日・ＡＳＥＡＮ，ＡＳＥＡＮ＋３，
東アジア首脳会議（ＥＡＳ），日中韓などの多国間の様々な
地域協力枠組みを活用して連携を強化するとともに，地域
共通の課題に取り組んでいく。

0 0 5_b4_2 非該当

635 外務省 11 2
アジア紛争下での女性
尊厳事業

平成19年3月末をもって解散した財団法人「女性のためのア
ジア平和国民基金」（アジア女性基金）の活動を通じて築か
れた各国関係者とのネットワークを活用し，外部団体ないし
個人に業務を委託し，同基金の行ってきた事業を適切に
フォローアップすることを目的としている。

台湾，フィリピン各地に存在する元慰安婦を巡回し，医療及
び福祉の面で支援を行っている。元慰安婦は既に高齢であ
り，身体が不自由な方も多いため，それぞれを巡回訪問し
ながら対象者の近況を確認し，情報収集及び各国の元基金
関係者とのネットワークを維持している。インドネシアに関し
ては，個人に対する事業ではなく，医療福祉施設への支援･
視察及びインドネシア政府関係者との意見交換等を中心に

0 0 8_6 非該当

636 外務省 11 3 旧外地関係整理
旧外地官署（朝鮮総督府，台湾総督府，樺太庁，関東局及
び南洋庁）に関連する各種整理事務を行うこと。

旧外地官署が行った行政行為等の事実証明事務，旧外地
官署所属職員帰還に直接関係ある事務，旧外地関係職員
の戦没者叙勲に関する事務。
旧外地特別会計に属する債務のうち，正当な請求が行われ
るものに対する支払を行うこと。

0 0 8_6 非該当

637 外務省 11 4 日朝関連
北朝鮮政策に関する米国，韓国，中国等関係国との緊密な
連携や拉致問題解決に向けた啓発等の実施を目的とする。

日朝間の諸懸案を包括的に解決するための経費として，日
朝国交正常化交渉及びその準備に要する費用，米国，韓
国，中国といった関係国との意見交換を実施するために要
する費用，研究所または研究者・専門家に研究調査を委嘱
する費用，朝鮮中央通信の報道を朝鮮通信社より入手する
ための費用，拉致問題解決に向けた啓発等に関する資料

0 0 5_b4_2 非該当

638 外務省 11 5
未来志向の日韓関係
推進経費

未来志向の日韓関係の更なる発展と，北東アジア地域の安
定と反映に向けた連携・協力の強化を併せて進展させるた
めに必要な施策を講じるもの。

限られた予算や人的投入資源を効率的に活用し，日韓関係
における以下の諸分野での施策を実施する。
（１）政治分野の対話の促進（日韓政策対話，日韓ＥＰＡな
ど）
（２）人的交流の拡大（日韓フォーラム，日韓市民交流など）
（３）日韓間の過去に起因する諸問題への取組（韓国人遺骨
返還，遺族追悼巡礼，日韓歴史共同研究など）

0 0 5_b4_2 非該当

639 外務省 11 6
中国における日本理解
促進に係る経費

中国社会が直面する様々な課題は，日本がかつて又は現
在直面しているものも多く，日中協力の可能性は極めて大
きいが，報道等種々の原因により，中国国内におけるその
理解は限定的。そこで，民主・法治国家としての日本の現状
や取組，また，公害等現在の中国社会も直面する様々な課
題等について日本がいかに克服してきたか等の経験につい
て，知識層を中心とする中国一般市民の理解を促進する。

上記の問題意識を受け，日本の選挙や司法等，また環境対
策等中国社会が抱える課題についての日本のこれまでの
取組等，日本の民主・法治社会に関する小冊子等の広報
ツールの作成を，対中国広報に習熟したPRコンサルタント
（専門企業）に委託する。

0 0 3_c4_5 非該当

640 外務省 11 7 アジア友好促進補助金

１９７２年（昭和４７年）９月の日中国交正常化に伴い、我が
国と台湾との関係は比政府間の実務関係となったが、他
方、外交関係のない台湾との間で民間レベルによる人的往
来、貿易、経済等分野での交流、台湾在留邦人及び邦人旅
行者の入域、滞在、子女教育等につき各種の便宜を図るこ
と等に適切な措置を講じることを目的とし財団法人交流協
会（現公益財団法人日本台湾交流協会）が設立された。

日本台湾交流協会は、民間団体ではあるが、台湾在留邦
人の保護、日本人学校の運営管理、本邦入国を目的とする
台湾住民、第三国への渡航証明書・査証の交付、貿易・経
済関係を円滑に維持するための台湾側との折衝、その他技
術交流や文化交流事業など、我が国の在外公館とほぼ同
様の業務を行っている。
　※補助率：（款）東京本部は、３／４、ほかの経費は１００％

0 0 8_6 非該当

641 外務省 11 8
中国遺棄化学兵器問
題への取組み

化学兵器禁止条約に基づく我が国の義務である，中国にお
ける遺棄化学兵器の廃棄処理。廃棄処理は，日中間で共
通認識に達し化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）に報告した「廃
棄計画」に従い行う必要がある。「廃棄計画」では，日本国
政府は，2022年の廃棄完了を目指して最善の努力を払うと
されている。

中国で発見される化学兵器が旧日本軍のものかどうかを判
断するため，現地調査を行う。旧日本軍のものと確認された
化学兵器は，内閣府により中国において廃棄処理される。
現地調査は，化学兵器が発見された旨の中国政府の通報
を受けて行う。これまでに中国各地で９５回の現地調査を
行っている。
なお，化学兵器禁止条約に基づき，我が国は，中国におけ
る遺棄化学兵器の廃棄に必要なすべての資金，技術，専門
家，施設その他の資源を提供する義務がある。

0 0 8_6 非該当

642 外務省 11 9
日中・日モンゴル関係
の推進

アジア太平洋地域及び世界の平和と発展にともに責任を有
する中国との間で、幅広い分野及びレベルでの協力、対話
を推進し、「戦略的互恵関係」を深化させる。また、両国関係
が長期的及び安定的に発展するための重要な基盤である
両国国民間の相互理解を一層増進させる。
利益と価値観を共有するモンゴルとの間で「戦略的パート
ナーシップ」を深化させるため、政治・安全保障、経済、人的
交流・文化交流の３つの分野を中心に協力を強化していく。

中国との間で「戦略的互恵関係」の深化と両国国民間の相
互理解の増進に向け、首脳・外相会談を始めとするハイレ
ベルの交流や，各種文化交流事業を行っている。平成28年
度には，４月に岸田外務大臣が訪中し，８月には王毅外交
部長が日中韓外相会談出席のため訪日したほか，８月，９
月，１１月の３回の日中首脳会談を開催し，日中国交正常
化45周年（2017年）及び日中平和友好条約締結40周年
（2018年）の機会を捉え，懸案を適切に処理し，肯定的側面
を拡充・強化しながら，関係改善を進めることで首脳間で一
致した。また，平成28年度には「JENESYS2.0」を通して中国
人青少年約2,500名を日本に招聘した。
モンゴルとの間で「戦略的パートナーシップ」を一層深化に
向け、ハイレベルの交流を活発に行っている。７月にはＡＳＥ
Ｍ首脳会合の機会を捉えて安倍総理大臣が日本の総理大
臣としては初となる３度目のモンゴル訪問を行い，エルベグ
ドルジ大統領と９回目の首脳会談を行ったほか，９月及び１
０月にムンフオルギル外務大臣及びエルデネバト首相が就
任後初の二国間訪問先として訪日した。

0 0 5_b4_2 非該当

643 外務省 11 10
メコン地域諸国との友
好関係の強化

要人往来を通じた二国間関係の強化，経済協議の実施と
貿易投資環境の整備，メコン地域開発支援の強化及びメコ
ン地域との交流の促進を通じて，メコン河流域各国（タイ，ベ
トナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー）との二国間関係を更
に強化すること，及びメコン地域諸国の開発に貢献するこ

別添参照 0 0 5_b4_2 非該当

644 外務省 11 11

日・ベトナム経済連携
協定に基づく外国人看
護師・介護福祉士候補
者に対する日本語研修

日・ベトナム経済連携協定に基づき受入れを行うベトナム人
看護師・介護福祉士候補者が，日本の受入れ病院・介護施
設で就労・研修するための十分な日本語能力，日本の社会
文化・生活習慣及び日本式看護・介護に関する知識・技術
を身につけることを目的とする。

日本の病院・介護施設での就労・研修に先立ち，訪日前に
12ヶ月（加えて4ヶ月の任意学習），訪日後に2ヶ月の日本語
等研修を行う。訪日前には，①基礎･一般日本語（1500時間
程度），②日本社会・生活習慣の理解・適応及び日本式看
護・介護の理解促進（300時間程度），の研修を行う。訪日後
には，①看護・介護専門日本語（140時間程度），②日本社
会・生活習慣・職場への理解・適応研修（140時間程度），の
研修を行う。訪日前日本語研修は，経済産業省の支出委任
により外務省が実施し，訪日後日本語研修は，外務省の支
出委任により経済産業省が実施する。

0 0 5_a4_2 非該当

645 外務省 11 12

日・インドネシア経済連
携に基づく外国人看護
師・介護福祉士候補者
に対する訪日後日本語
研修事業

日インドネシア（尼）ＥＰＡに基づき訪日する看護師・介護福
祉士候補者に対し、ＥＰＡ上の規定に基づき、６か月間の日
本語研修を実施する。

日尼ＥＰＡでは、日本での病院・介護施設での就労や研修に
先立ち，就労予定の看護師・介護福祉士候補者に対し、６
か月間の訪日後日本語研修を実施することを明文で規定し
ており，訪日後に日本語研修として６００時間，日本社会へ
の理解・適用するために１４０時間の研修を行っている。な
お，経費については経済産業省の支出委任により外務省が
実施している。また，訪日前の６ヶ月間の日本語研修につい
ては国際交流基金が実施ししている。

0 0 5_a4_2 非該当
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646 外務省 11 13
東南アジア島嶼国との
友好関係の強化

東南アジア島嶼諸国の人材育成､地域的・国際的課題等の
対処に向けた努力に対する協力並びに同島嶼諸国との経
済連携協定の実施・運用について協議するための合同委員
会及び同協定の各章の規定の実施・運用について協議す
るための各小委員会の設置・開催（相手国との間で本協定
を適切に実施するため，委員会の開催経費を計上する必要
があり。）を通じた同島嶼諸国との関係強化。

①マレーシア日本国際工科院（MJIIT）：マレーシア工科大学
国際キャンパス内に設立された大学院教育に重点を置いた
工科院（電子・コンピュータ工学科，機械精密工学科，環境・
グリーン技術工学科，技術工学科，技術経営工学科）に対
する日本人教員派遣のため，日本側関係者やマレーシア側
との調整を行う。　
　　
　　
　　
　　
　　
　
②フィリピン残留日系人に関する経費：フィリピンにて聞き取
り調査，書類審査を通じた残留日系人２世の身元確認作業
を行い，ファミリー・ファイル（過去の調査で３万名を越える
ファイル作成済み。）を更新。
③バリ民主主義フォーラム関係経費：毎年開催の閣僚級会
合への参加，また，平和民主主義研究所主催のセミナーへ
の参加。　
　　
　　
　　

1,284 0 5 一般 - 50 4 - - - - 5_b12_1 4_c_1_9 5_b4_2 6_6 該当

647 外務省 11 14
南西アジア諸国との友
好関係の強化

南西アジア諸国との二国間関係を更に強化し，同地域全体
の安定と繁栄に寄与する。また，インドと緊密に連携し，「自
由で開かれたインド太平洋戦略」を具体化していく。

①南西アジア諸国の安定化及び経済関係促進（民主主義
の定着、国民和解促進、二国間貿易・投資関係や域内経済
協力の強化等）のために関係各国・機関との各種協議・対
話や会議等の開催、有識者派遣を行う。

②インドとの特別な戦略的グローバル・パートナーシップを
強化するため、政治、安全保障、経済、経済協力等様々な
分野での協力に関する協議・対話や、会議等の開催、有識
者派遣等を行う。

10,939 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_a12_1 該当

648 外務省 11 15
太平洋地域諸国との友
好関係の強化

オーストラリア，ニュージーランドとの二国間関係を更に強
化すること，及び，太平洋島嶼国との友好協力関係を深化
させ，国際社会等における我が国の取り組みへの支援を確
保すること。

アジア大洋州地域の平和と安定に資するよう，オーストラリ
ア及びニュージーランドとの間で様々なレベルでの対話を実
施する。また，島嶼国の対日友好関係を深化させ，我が国
の国際場裏における取り組みに対する支持と理解を得るた
め，ハイレベルを含む人的交流を拡大し，対話を行うととも
に，島嶼国の首脳等を我が国に招へいし，２０１８年５月に
開催する第８回太平洋・島サミットに向けた連携を深める。

0 0 5_b4_2 非該当

649 外務省 11 17
北米諸国との政治分野
での協力推進

日・北米諸国が直面する国際社会共通の諸課題について
の両国政府間の緊密な連携を一層強化すること。

①日米，日加政府間（首脳，外相レベルを含む）での共通の
諸課題に関する協議・政策調整の実施
②日米・日加両国間における重層的な交流・対話の実施

0 0 5_b4_2 非該当

650 外務省 11 18
日本人学生のインター
ンシップ支援・日本人研
究者育成支援事業

①日本人学生のインターンシップ支援・・・米国でのインター
ンシップを経験した人材は米国における働き方，企業のあり
方への理解を深め，人脈を構築し，今後日米関係で主導的
役割を果たすことが期待される。
②日本人研究者支援・・・本支援を受けた人材は，米国の学
術活動についての見識を深め，現地で人脈を形成し，将来
日米双方において発信力の高い有識者となることが期待さ
れる。

①日本人学生のインターンシップ支援・・・日本から米国に
学生を派遣，最長半年程度のインターンシップ参加を支援
する。具体的には，日本側で原則大学生・大学院生を対象
に選考を実施、選考された者に対し，インターンシップ期間
中の生活費等を支援。米側においては，Ｊ－１ビザを発給、
企業とのマッチングを行う。
②日本人研究者支援・・・日本から米国に研究者を派遣，最
長半年程度の研究を支援する。具体的には，若手研究者に
よる米国シンクタンク等における研究活動を支援する。原則
日米関係に関連する研究を対象とする。

44,768 0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 5_a1_2 5_a12_1 該当

651 外務省 11 19
米国における我が国応
援団発掘育成事業

米国議会において日本の「応援団」を増やしていく観点か
ら，2014年に組織された米日コーカスをはじめとする日本と
関わりを深めている，もしくは深める意思のある米国議員等
の活動を在米国大使館及び総領事館が支援する。
また，我が国には，日米安全保障条約に基づき，2013年12
月時点で約5万5千人の米軍人，10万人を超える米軍関係
者が在留。こうした在日米軍経験者は，親日家・知日家とし
て，我が国の「応援団」となり得るとともに，各界指導者層含
め一定の影響力を持ち得る。全米各地における潜在的な
「応援団」を育成する観点から，在日米軍関係者との裾野の

具体的には，議員・補佐官との面会・会合やレセプションへ
の招待等の各公館ベースでの開催，日本からの要人・議員
往訪等の機会を捉えた交流イベントの開催等を通じて議員
等との関係強化を図る。また，こうした取組を首都のみなら
ず，地方（議員事務所，州政府，関係団体，商工会議所等と
共同）でも実施する。さらに，議員向けの日本の情報の集
約・発信も併せて行う。
さらに，「在日米軍経験者同窓会」の事務局機能の強化及
び笹川財団ＵＳＡによるＨＰの作成・運営，広報に加え，主要
米軍基地所在公館等を拠点とした在日米軍関係者を対象と

0 0 5_a4_2 非該当

652 外務省 11 20
北米諸国との経済分野
での協力推進

我が国の外交の基軸である日米同盟関係の更なる強化，
日加関係の更なる強化のため，日・北米諸国の持続可能な
経済成長に資する各種の政策分野での協調を推進する必
要があるところ，日米，日加首脳会談及び外相会談等を通
じた日米，日加経済関係の強化。日米間の各種経済対話を
通じた貿易・投資の促進への取組及び個別経済問題への
対処。日加次官級経済協議，各種対話，民間対話等を通じ
た貿易投資関係一般等を含む主要分野における関係強化
を図る

（１）米国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ア　日米首脳会談，外相会談等を通じて日米経済関係を強
化する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ　日米間の各種経済対話を通じて貿易・投資の促進に向
け取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ウ　個別経済問題に対処する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

0 0 5_b4_2 非該当

653 外務省 11 21
米国との安全保障分野
での協力推進

日米間で緊密な協議を実施し，幅広い分野における日米安
保協力を着実に推進することで，日米安保体制の信頼性を
一層向上させる。
在日米軍の再編に関する合意の着実な実施に努め，在日
米軍の活動が在日米軍の施設・区域周辺の住民に与える
負担を軽減し，在日米軍の安定的な駐留を確保する。

日米安保体制の維持・強化は我が国安全保障政策の柱。
日米安保体制を円滑かつ効果的に運用していく上で，米国
の軍事防衛関係情勢に関する情報収集・調査・分析を行う
他，米国政府との協議，在日米軍を抱える地方公共団体と
の連絡・調整等の施策を行っていく。

0 0 8_6 8_1_6 5_c4_2 非該当

654 外務省 11 22
中米カリブ諸国との協
力強化

近年急速な経済成長を遂げる中米カリブ諸国は，成長市
場，製造拠点，資源供給源として我が国の成長戦略にとり
非常に重要な地域。また，中米カリブ諸国は経済成長ととも
に国際場裡での影響力を拡大しており，我が国にとってそ
の協力が不可欠な地域。かかる中米カリブ諸国と重層的な
協力関係を築き，二国間・国際場裡での関係深化を図る。

中米カリブ諸国との各種往来を強化し，各レベルにおける
対話を促進すること等により，中米カリブ諸国との意見交換
や政策調整をより活発化させる。また，中米，カリブ地域に
関する情報収集を更に強化し，多角的な視点から対中米カ
リブ政策を立案する。

0 0 5_b4_2 非該当

655 外務省 11 23
中南米日系人を通じた
対外発信強化

我が国の正しい姿，政策などを現地社会で効果的に広報・
発信するため，これに貢献する意欲を有し，かつ現時点で
既に発信力が高い人材，親日派・知日派人材を発掘・招へ
いし，我が国として発信すべき事項につき理解を深めさせ，
もって招へい実施後の現地社会での対外発信強化を図る。

我が国の対外発信強化に資する中南米日系人を１週間程
度日本に招へいし，我が国の政策ブリーフ，有識者による
講義，視察等を通じて，我が国として発信すべき事項につい
て理解を深めさせる。

0 0 5_a4_2 非該当

656 外務省 11 24 南米諸国との協力強化

豊富な天然資源等により順調な経済成長を遂げる南米諸
国は，我が国の成長戦略にとって非常に重要な地域。ま
た，南米諸国は経済成長とともに国際場裏での影響力を拡
大しており，我が国にとってその協力が不可欠。かかる南米
諸国と重層的な協力関係を築き，二国間・国際場裏での関

南米との各種往来を強化し，各レベルにおける対話等を促
進することにより，南米諸国との意見交換や政策調整をより
活発化させる。また，南米に関する情報収集を更に強化し，
多角的な視点から対南米政策を立案実施する。

0 0 5_b4_2 非該当

657 外務省 11 25
欧州地域との総合的な
関係強化

我が国と基本的価値を共有し，国際社会の諸課題に共に主
導的役割を果たす欧州諸国，及び欧州連合（ＥＵ）をはじめ
とする欧州所在の地域国際機関との間で，対話・協力の継
続・促進や人的ネットワークの構築を通じ，総合的な関係強
化をはかる。

（１）欧州地域（欧州各国，ＥＵ，北大西洋条約機構（ＮＡＴ
Ｏ），欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ），欧州評議会（CoE））
との政治対話・協力を継続・促進する。
（２）欧州地域への日本の専門家の派遣，特定のテーマに
関するシンポジウムやセミナーの開催等による人的ネット
ワークの構築や知的交流を促進する。

0 0 5_c4_2 非該当

658 外務省 11 26
西欧諸国との二国間協
力推進経費

西欧諸国との間で，対話，政策調整，人的・知的交流を通じ
て，政治・経済をはじめとする関係を維持・強化すること，及
び共通の課題に関する協力関係を継続・促進すること。

西欧諸国との間での二国間及び国際場裡における協力の
推進
（１）西欧諸国との対話を継続・推進する。
（２）二国間及び国際社会の共通の諸課題に関する政策調
整・協力を強化する。

0 0 5_c4_2 非該当

659 外務省 11 27
中・東欧諸国との二国
間関係の強化

中・東欧諸国との間で，対話，政策調整，人的知的交流を
通じて，政治・経済をはじめとする関係を維持・強化するこ
と，及び共通の課題に関する協力関係を継続・促進するこ
と。

中・東欧諸国との間での二国間及び国際場裏における協力
の推進
（１）中・東欧諸国との対話を継続・促進する。
（２）二国間及び国際社会の共通の諸課題に関する政策調
整・協力を強化する。
（３）人的・知的交流，民間交流の維持・促進する。

0 0 5_c4_2 非該当

660 外務省 11 29
在ロシア日本センター
事業を含む日露経済関
係の強化

日露政府間の合意に基づく「経営人材養成のためのロシア
大統領プログラム」への協力の一環として，日本センターを
通じ，ロシア人企業経営者等を対象に各種の経営関連研修
事業を実施する。本事業では，平和条約締結交渉のための
環境整備に資することも念頭に置き，①ロシア企業関係者
を訪日研修に参加させ，対日理解及び対日ビジネスへの知
見・関心の向上と親日的企業家の育成を図るとともに，②日
露双方の企業や自治体等への協力を通じて，日露経済交
流促進を支援する。

ロシア国内６都市に設立されたロシアの非営利法人日本セ
ンター等を通じ，主に以下の事業を実施する：
－各種経営関連講座の実施（巡回講座，現地企画講座，日
本語講座等）
－ＯＪＴ研修，訪日研修の実施
－日露経済交流の促進（日露企業に対する情報提供，コン
サルティング，商談・面談のアレンジ等のビジネス・マッチン
グ支援，地方自治体によるビジネスミッション受入れ，見本
市・セミナー等の開催支援）

0 0 5_a4_2 非該当
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661 外務省 11 30 北方四島住民との交流

四島在住ロシア人を本邦に招聘し交流活動を行うことによ
り，日本国民と四島在住ロシア人との間の相互理解の増進
を図り，もって北方領土問題の解決のための環境整備を図
る。また，医療分野での各種支援を行うことにより，四島住
民の我が国に対する信頼感を醸成し，もって平和条約締結
交渉のための環境整備を図る。

四島在住ロシア人を対象として，北海道本島及び本邦各地
に招聘する。各地を訪問中，日本国民との住民交流会等を
行うことにより，我が国の社会や文化に対する理解を深めて
いる。また，四島在住ロシア人を対象に，①患者受入②医
師・看護師等研修③医療支援促進事業の３つの事業も行っ
ている。 

0 0 5_a4_2 5_a4_1_2 非該当

662 外務省 11 31
ロシアとの平和条約締
結交渉促進を含む二国
間関係の強化

 ロシアとの間でアジア太平洋地域におけるパートナーとし
てふさわしい関係を構築するため，あらゆる分野における日
露間の協力を進展させると同時に，日露間の最大の懸案で
ある北方領土問題について北方四島の帰属の問題を解決
し平和条約を締結することを目指した努力を行う。

上記目的を実現するために行っている事業の概要は以下
のとおり。
①北方領土問題関連の取り組み（日露平和条約締結推進
対策費，北方領土復帰対策費，北方四島を含む隣接地域
における環境保全に関する日露協議、「新しい日露関係」専
門家対話開催経費）②二国間関係の強化及びその環境整
備に向けた関連取り組み（日露草の根交流事業，サハリン
州との協力，日露経済交流促進関係費，日米露三極会合
開催経費，樺太日本人墓地整備のための委託調査）

0 0 1_c_2_9 5_b4_2 非該当

663 外務省 11 32
「北方領土復帰期成同
盟」補助金

　
北方領土返還要求に関する国民世論の啓発と結集を図る
観点から設立された公益社団法人である（社）北方領土復
帰期成同盟による補助金事業を通じ，北方領土問題解決の
ための環境整備の一環として，政府のロシアとの平和条約
交渉を後押しする国民世論の喚起及び統一，さらに国際世

 
上記目的のために北方領土返還要求運動の開催，北方領
土問題についての啓発宣伝事業，北海道内における北方
四島交流推進事業等を行う。

0 0 3_c4_5 非該当

664 外務省 11 33
ロシアにおける日本紹
介事業

ロシアにおける大規模かつ総合的な日本紹介事業の実施
を通じて，親日派層・知日派層の拡大・育成を図るとともに，
両国国民間の相互理解を促進する。安倍総理の提案した
協力プランに基づき日露の文化交流を飛躍的に拡大し，日
露関係全般の強化につなげる。

２０１８年にロシアにおいて大規模かつ総合的な日本紹介事
業を実施するための事前の調査及び広報を実施し，事業の
費用対効果を高め，円滑かつ効果的な事業実施を確保す
る。

0 0 3_c4_5 非該当

665 外務省 11 34
中央アジア・コーカサス
諸国との関係強化

地政学的に重要な位置を占め，また我が国資源外交の観
点から重要な中央アジア・コーカサス諸国との関係を「中央
アジア＋日本」対話の枠組み等を活用しつつ強化する。同
時に，我が国と価値観を共有する欧米諸国，中央アジア地
域に影響力を有する周辺諸国との協議を行って情報・認識
の共有を図り，協力の可能性を探ることで，我が国の対中
央アジア・コーカサス戦略を拡充する。

２００４年８月に我が国の提唱で立ち上げた「中央アジア＋
日本」対話の枠組みにおいて，外相会合，高級実務者会合
（日本側団長は外務省欧州局審議官，中央アジア諸国の団
長は外務次官級），分野別協議等の政府間会合を実施す
る。また，政府間対話を補完するものとして，我が国及び中
央アジア各国の専門家・有識者の参加によるシンポジウム
形式の知的対話を行う。この枠組みで，これまでに外相会
合を5回，高級実務者会合（ＳＯＭ）11回，知的対話9回，ビ
ジネス対話１回を実施した。
　また，28年度は，米国（ワイントン），ＥＵ（ブラッセル），
OSCE（ウィーン），トルコ（アンカラ）との間で中央アジアに関

0 0 5_b4_2 非該当

666 外務省 11 35
中東和平に向けた働き
かけ

イスラエル・パレスチナ間の直接交渉の進展に向けた政治
的な働きかけや将来のパレスチナ国家樹立に向け，機能す
る統治機構・制度づくり及びパレスチナ経済の自立化の促
進，両当事者を中心とした信頼醸成を通じて，イスラエルと
将来のパレスチナ国家の平和的な共存・共栄に向けた二国
家解決の実現を目指す。

①「平和と繁栄の回廊」構想閣僚級会合等開催経費：イスラ
エルとパレスチナの共存・共栄に向けた中長期的な取組と
して，我が国，イスラエル，パレスチナ自治政府，ヨルダンの
四者間会合を開催する。
②政治的な中東和平推進関連経費：中東和平推進のため，
我が国要人をイスラエル・パレスチナ等の当事国・地域や米
国・ＥＵ等関係国に派遣し，要人に働きかける。
③中東和平推進のための信頼醸成措置関連経費：中東和
平実現に向け，イスラエル・パレスチナ双方の関係者や近
隣国の関係者を我が国に招聘し国際会議を開催する。
④対パレスチナ支援推進関連経費：パレスチナ支援調整委
員会（ＡＨＬＣ）等へ出席し関係者との政策調整や意見交換
を行う，
⑤中東諸国外交政策費：中東諸国に対する外交政策の企

0 0 5_c4_2 1_b_2_6 非該当

667 外務省 11 36
アフガニスタン復興支
援会合

アフガニスタンにおいては，2014年末に国際治安支援部隊
(ISAF)の任務が終了し，治安権限がアフガニスタン治安部
隊(ANDSF)に移譲された。2012年5月の「NATOシカゴ首脳
会合」，同年7月の「アフガニスタンに関する東京会合」及び
2014年12月の「アフガニスタンに関するロンドン会合」におい
て，ISAF任務終了後の2024年までの10年間（「変革の１０
年」）の治安・開発両面での持続的な安定に向けて国際社
会が支援を継続する意思が確認された。同国の安定を確固
たるものとするためには，国民和解や再統合といった政治
プロセスへの取組が重要であり，我が国はこれらに貢献す

政治プロセスに資することを目的とした，複数回にわたる本
邦における協議の実施。（関係者が一堂に会する形式での
アフガニスタン和平関連会議や，既存の招へいスキームも
活用した，アフガニスタン大統領府や同国治安当局等から
の要人の招へいによる，アフガニスタン政治情勢や経済復
興，治安情勢等についての率直な意見交換・対話の実施。）

0 0 5_d4_2 非該当

668 外務省 11 37
中東地域諸国との関係
強化

エネルギー安全保障等の観点から，我が国にとって死活的
に重要な中東地域諸国との間で，①経済外交の推進，②イ
スラム諸国における我が国の平和外交への理解を高め，日
本とイスラム諸国の対話・協力のネットワークを拡大するた
めの会合の実施，③アラブ連盟との対話強化を進めていく。

①中東諸国との経済外交の推進のため，経済連携協定や
投資協定の締結に向けた交渉会合を実施。
②日本とイスラム世界との未来への対話を実施する。具体
的には，イスラム諸国と日本との関係強化や，イスラム諸国
同士の対話の機会となるイベントの開催等を行う。
③中東諸国との対話強化のため，アラブ連盟や加盟各国と
の協議を実施。

0 0 5_c4_2 8_6 非該当

669 外務省 11 38
日・トルコ科学技術大学
設立関連経費

日本とトルコのこれまでの友好関係を踏まえた両国協働の
科学技術大学として，将来的に国際色豊かな教職員及び学
生，多くの高機能を備えた設備等から構成される科学技術
を中心とした高い教育水準レベルを提供し得るグローバル
スタンダードの大学をトルコ国内に設置し，将来のトルコ国
内において活躍する専門家を輩出することを目指す。

①日トルコ科学技術大学のトルコ・日本科学技術大学設置
推進協議会メンバーの関連経費
②日トルコ科学技術大学の日本側理事関連経費
③日トルコ科学技術大学の理事会理事を構成するトルコ側
理事の訪日ミッション関連経費
④日トルコ科学技術大学に導入を予定する設備の現地視
察に関する関連経費

6,519 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_b12_1 該当

670 外務省 11 39
中東・北アフリカ地域に
おける親日派・知日派
発掘のための交流事業

「アラブの春」を経て民主化プロセスの途上にある中東・北
アフリカ地域の平和と安定を支援することは，日本や国際社
会の最重要課題の一つであり，我が国は人材育成・交流の
強化・拡大を同地域支援の重要な柱に掲げている。
その一環として，中東地域の中核国であるトルコ，エジプト，
イスラエルを中心に，将来活躍が期待される優秀な人材とし
て計６か国から１２名を１０日間程度本邦へ招へいし，我が
国の政治，社会，歴史及び外交政策に関する理解促進を図
るとともに，親日派・知日派を発掘することで，我が国の外
交基盤を拡充する。

中東諸国で将来活躍が期待される優秀な人材に対して，我
が国の政策に関する説明・意見交換（中東政策，東アジア
政策，安全保障政策，歴史認識等）を行うと共に，大学や研
究機関等の有識者等との意見交換や交流の場を設け，日
本の外交政策について多角的な視点から理解を深めてもら
う。また，日本の実態を知ってもらうために，都内及び地方
の視察を実施し，日本社会の現状や日本の歴史に対する
見方を実体験を伴った形で身につけてもらう。日本が主催
する中東地域に関連する国際会議等に併せて招へいを行う
ことで，中東地域の平和と安定に対する日本の貢献をア

0 0 5_a4_1_7 非該当

671 外務省 11 40 ＴＩＣＡＤプロセス

２０１６年に開催された第６回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅥ）
における成果を踏まえ，アフリカ諸国，開発パートナー，国
内関係機関，民間企業，市民社会など幅広い関係者との間
で，閣僚会合等の各種ＴＩＣＡＤ関連会合の開催や年次報告
書の公表等を毎年定期的に実施することにより，ＴＩＣＡＤプ
ロセスを通じた支援の実績につき関係者の適切な理解を深
めるとともに，今後の具体的取組を着実に推進するための
支援策やアフリカ開発のあり方等についての議論や提言等
を行う。

ＴＩＣＡＤⅥで発出された「ナイロビ宣言」で示された今後３年
間のＴＩＣＡＤプロセスの具体的取組を着実に推進するため，
同行動計画で採択されたフォローアップ・メカニズムに基づ
き ，①日本とＴＩＣＡＤ共催者（国連，ＵＮＤＰ，世銀，ＡＵ委員
会）による共同事務局会議の開催，②ＴＩＣＡＤプロセスの進
捗状況について，年次報告の作成や，関係者との意見交換
を行うモニタリング合同委員会の開催，③年間のＴＩＣＡＤプ
ロセス関連の取組を総括し，今後の推進に向けた課題や方
向性についてハイレベルで協議する閣僚会合及び高級実
務者会合の開催等を実施する。また，ＴＩＣＡＤⅥで重視され
ている質の高いインフラ投資や強靱な保健システム促進の
取組を支援し，官民連携を図るための官民円卓会合等の開

0 0 5_d4_2 非該当

672 外務省 11 41
アフリカ諸国との関係
強化費

アフリカ諸国に対する外交政策の企画立案及びその実施の
総合調整等を行うほか，アフリカ諸国との関係強化を目的と
する。

　アフリカ諸国に対する外交政策の企画立案及びその実施
の調整等を行い，アフリカ諸国との関係強化を推進するた
め，関連情報やデータの収集，国際会議等への参加，各国
政府との協議等を通じ，情報収集，意見交換，我が国の立

0 0 1_b_3_6 非該当

673 外務省 11 42
中長期的及び総合的な
外交政策の企画立案

  世界のパワーバランスが大きく変化し，また，国際社会が
直面する諸課題が深刻化する中，中長期的な外交政策の
企画・立案機能を強化することは，日本が国益を確保してい
くために不可欠である。そのために，主要国との協議や，専
門分野に精通する研究機関等との意見・情報交換を一層活
発，かつ戦略的に行う。また，国際情勢及び我が国外交に
ついて内外への効果的な発信を行う。

（外交政策企画立案）
   政策企画調査員を雇用し，重要な国際情勢を専門的かつ
実務的見地から検討し，外交政策の企画立案に役立てる。
中長期的に重要な外交課題について調査研究を委託しそ
の成果を政策企画に活用することで，民間有識者の知見も
得つつ外交政策の企画立案を進める。外交政策シンクタン
クとして世界的に高い評価を得ているＩＩＳＳ（英国国際戦略
問題研究所）に会員登録し，同研究所が発出する情報を活
用し，質の高い外交政策の推進につなげる。新興国の台頭
に伴い国際社会のパワーバランスが変化する中，新興国と
の交流対話を促進し，新興諸国の対外政策の予見可能性
を高め，我が国の外交政策企画立案及び新興国との協力
関係の強化につなげる。
（発信機能の強化）
   国際情勢の推移及び我が国外交上の取組について，外
交青書を発刊し，幅広く国民一般に広報することにより，我
が国外交政策に対する国民の一層の理解・支持を得る。対
外発信調査員を雇用し，さまざまな聴衆に対して効果的な
外交スピーチを起草し，我が国の対外発信力強化につなげ

0 0 1_b_2_6 5_c4_2 3_c4_5 非該当
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674 外務省 11 43
外交・安全保障調査研
究事業費補助金

外交・安全保障に関する我が国の調査研究機関の活動を
支援し，同調査研究機関の情報収集・分析・発信・政策提案
能力を高める。このことを通じて日本の総力を結集した全員
参加型の外交を促進し，以て日本の国益の更なる増進を図
る。

１．発展型総合事業，総合事業：我が国の外交・安全保障に
関する調査研究機関による（１）基礎的情報収集・調査研
究，（２）諸外国有識者・シンクタンクとの相互理解の増進，
（３）日本の主張の世界への発信と国際世論形成への参
画，（４）国民の外交・安全保障問題に関する理解増進のた
めの活動を補助する。　
　　
２．調査研究事業：我が国の外交・安全保障に関する調査
研究機関による基礎的情報収集・調査研究活動を補助す
る。
３．補助金の交付先選定について，競争性や透明性を十分

0 0 3_b_4 5_c4_2 非該当

675 外務省 11 44
国際共同研究支援事
業費補助金

調査機関による活動を支援し，国際社会における相互理
解・外交に資する国際環境の安定性の強化を図る。
また，同支援を通じ，調査機関の情報収集・分析・発信能力
を高め，外交力を支える国内的基盤及び我が国の調査機
関と海外調査機関のネットワークを強化する。

歴史に関する情報収集・分析・資料作成。
２． 海外調査機関・有識者との連携。
３． 国際シンポジウム・国際セミナー・国際研究会の実施。
４． 国内/海外調査機関・有識者とのネットワーク強化と相
互理解の促進。
５． 事業成果物及び事業を通して得られた知見の国内外へ
の発信・共有。

0 0 3_b_4 5_c4_2 非該当

676 外務省 11 45
安全保障政策全般に係
る外交政策立案

安全保障に係る我が国の外交政策立案能力を高めるととも
に，アセアン地域フォーラムの活動への積極的な貢献・参加
を通じ，地域における信頼醸成を促進し安全保障環境を向
上させる。

外務省内における軍事・安全保障専門家育成のための研
究や，関係者との意見交換等を行う。また，アセアン地域
フォーラム（ＡＲＦ）の会期間支援グループ（ＩＳＧ）を開催する
とともに，その他のＡＲＦ関連会合に職員を積極的に出席さ

0 0 5_a4_2 非該当

677 外務省 11 46
我が国安全保障政策
の理解促進経費

我が国は，「積極的平和主義」を掲げ，平和安全法制の施
行を踏まえた安全保障に関する具体的な取組を進めてい
る。こうした政策については，国際社会，関係国の理解を得
るため，透明性を持って丁寧に説明し，十分な理解を得る。

世界各地で開催される国際会議とは別に，我が国の安全保
障政策について適切かつ効果的に発信していくため，各国
のシンクタンク等と連携したシンポジウムやセミナーを開催
する。また，職員や日本の有識者を海外に派遣し，各国の
政府関係者，有識者，メディア関係者等の理解を促進して

0 0 3_c4_5 非該当

678 外務省 11 47
ＡＲＦトラック１．５及び２
関連経費

ＡＲＦ（ＡＳＥＡＮ地域フォーラム）は，アジア太平洋地域の安
全保障問題を扱う最も重要な枠組みであり，毎年夏に開催
される閣僚会合に向け，参加各国の議論をリードしていくこ
とが極めて重要。そのため，議論の土台となる認識を共有
するとともに我が国の立場への理解・支持を得ることを目的
とし，トラック１．５及び２において，我が国の考え方を積極

ＡＲＦのトラック１．５及び２に関連する経費として，アジア安
全保障協力会議（ＣＳＣＡＰ）の活動に関わる日本国際問題
研究所への調査委託として，有識者による関連会合への参
加・報告書の作成等を行うとともに，有識者・職員がＡＲＦ専
門家・賢人会合（ＥＥＰ会合）等に出席し，我が国の考え方の
説明や安全保障分野での取組の紹介を行う。

0 0 3_c4_5 非該当

679 外務省 11 48 サイバー政策専門員

サイバー空間の重要性の高まりに伴い，サイバーに係る外
交を積極的に実施していく必要性が高まっている。サイバー
に関しては，高い専門性が必要であるところ，専門性を有し
た人材を雇用し，その専門的知識を活用しつつ業務を遂行
する。

サイバー問題に関する専門的知識を有する「サイバー政策
専門員」を採用し，①各国のサイバー戦略，政策（特に，安
全保障，軍事面）の翻訳及び分析資料等の作成，②国連等
国際機関，地域機関の関連文書の翻訳及び分析資料等の
作成，③国内技術情報の収集及び分析資料等の作成，④
国際会議及び二国間・多国間協議への参加，記録作成及
び専門的助言等に従事せしめる。

0 0 5_a4_2 非該当

680 外務省 11 49
平和構築・開発におけ
るグローバル人材育成
事業

紛争後の平和と安定や復興，国づくり支援等の平和構築・
開発の現場で活躍できる，日本及びその他各国の文民専
門家の育成を目的とし，人材の発掘・育成・キャリア構築支
援を包括的に行う。

外務省委託事業として，企画競争を経て選定された実施主
体が，エントリーレベルの人材の育成を目的とする「プライマ
リー・コース」，既に一定の実務経験を有する人材のキャリ
アアップ支援を目的とする「ミッドキャリア・コース」，ＪＰＯ赴
任予定者を対象とする「ＪＰＯ赴任前研修」，国際機関等へ
の就職及びキャリアアップを支援する「キャリア支援セミ
ナー」，国際機関等の人材ニーズ調査，海外の人材育成機
関等との関係強化等を実施すべく，平成２７年度から開始。

0 0 5_a4_2 非該当

681 外務省 11 50 国際平和協力の拡充

１．国際平和協力に関する国内外の関係者による意見交換
の実施やセミナー等の開催、各種会議やセミナー等への出
席を通じて、国際社会による国際平和協力の現状を把握
し、我が国による平和維持に係る政策の企画・立案に活か
すとともに、国内外の関係者の右政策への理解を深める。
２．国際平和協力調査員に、政策の企画・立案に必要な情
報収集・分析（含む海外出張による調査・分析）及び当室に
おける実務を実施せしめ、将来的に国際平和協力分野にお
いて当省や関係機関で活躍できる人材の育成をはかる。

１．我が国による平和維持・平和構築関連活動への要員派
遣をはじめとする国際平和協力の意義に対する関係者の理
解を深めるとともに、我が国の政策の企画・立案への活用
や派遣される要員を育成するため、国内外の関係者を集め
最新の動向について意見交換やセミナーを開催する。ま
た、国際機関や外国政府関係者等との意見交換を行い、最
新の動向に関する情報収集を行うとともに、我が国の政策
への関係者の理解を深め、我が国の政策の企画・立案に活
かすため、職員を国際会議や国内で実施される会議やセミ
ナー等行事に出張せしめる。
２．国際平和協力調査員として、国際平和協力に係る知見
を有する学生・研究者・実務経験者等を採用し、国内外の情
報収集・分析業務（含む海外出張による調査・分析）を実施
せしめ、当省の具体的政策の企画・立案機能の強化に貢献
せしめる。また同調査員に当室における実務を実施せし
め、将来的に当省を含む国際平和協力に関わる関係機関

0 0 5_d4_2 5_a4_2 非該当

682 外務省 11 51
国際テロ・組織犯罪関
連条約に関するワーク
ショップ開催経費

　世界中に拡大するテロに対処していくためには，テロ対処
能力の向上のみならず，テロの資金源にもなり得る国際組
織犯罪への対策やテロの根本原因である暴力的過激主義
対策を含め，国際社会と連携して進めていく必要がある。特
に，地理的・政治的及び経済的に密接な関係にあるアジア
地域は我が国にとって優先度が高い。本ワークショップは，
既存の関連条約及び安保理決議，国連が示す行動計画と
いった国際的なルールに鑑みつつ，参加国間の連携強化と
情報収集を通じて，脆弱な部分の強化を目的とする。

　我が国及び国民（在留邦人を含む）自身の安全保障上，
また経済的にも深いつながりを有するアジア諸国からテロ・
国際組織犯罪対策に係わる実務者を招へいして，我が国の
経験や国内制度の知見・取組を共有するとともに，参加国
間で経験及び課題等を共有する。これにより，これら諸国の
テロ及び国際組織犯罪対策能力の向上を支援するととも
に，地域内の連携・協力を強化する。
　平成29年度は，我が国が地理的・政治的及び経済的に特
に緊密な関係を有する東南アジア地域におけるテロ対策の
具体的な取組の一環として，域内関係諸国による過激化対
策の取組を促進するため，東南アジア及び南アジア諸国の
過激化対策関係者を招聘し，ワークショップを開催すること

0 0 5_b4_2 非該当

683 外務省 11 53 テロ対策専門員

２０１６年７月にバングラデシュにおいて発生したテロ事件で
は７名の邦人が犠牲となり，テロのアジア地域への拡大が
改めて明確となった。テロの脅威は今や我が国及び日本国
民の安全にとり直接の脅威である。２０１９年には我が国に
おいてラグビー・ワールドカップ，２０２０年にはオリンピック・
パラリンピック東京大会の開催が予定されていることもあ
り，我が国としては，国際社会との連携を一層強化し，テロ
及びその根本原因とされる暴力的過激主義対策に取り組ん

各国のテロ対策に関する調査及び資料の作成の補佐，国
連をはじめとする多国間及び二国間の枠組みにおける会
議，協議の実施，国際機関への拠出金を通じたテロ対策事
業の実施，その他国際テロ対策に関わる業務を実施する。

0 0 5_a4_2 非該当

684 外務省 11 55 国連政策

国連において我が国の地位を向上させることを通じ，我が
国の国益と国際社会共通の利益に資するより望ましい国連
の実現に貢献する。また，国連の活動及び我が国の国連政
策に対する国民の理解促進や有識者・ＮＧＯとの連携強化
を進める。

①青少年国際連合視察派遣：中学生作文コンテスト，高校
生主張コンクールの実施，及び同コンテスト，コンクールの
上位入賞者のＮＹへの派遣を通じ，グローバル人材育成の
促進等を目指す。
②国連マルチ外交研究会開催経費：国連マルチ外交分野
の研究者と外務省担当部局との意見交換・議論を行い，有
識者の知見を国連・マルチ外交政策に反映させる。
③国連におけるグローバルな課題に対する貢献（国連加盟
６０周年）：グローバルな課題に対する我が国の貢献を対外
発信し存在感を内外に示すことにより，国際社会における
我が国の発言力の強化に繋げる。
④国連ビジネスセミナー開催経費：日本企業の国連調達へ
の参入促進のため，国連の調達担当者を招へいし，日本企
業を対象として，国連の調達制度の説明等を行うセミナーを
開催する。
⑤国連外交に関するシンポジウム開催経費：国連ハイレベ
ルをパネリストとして招へいし，平和と安全，開発分野等で
の喫緊のグローバル課題に対する国連及び日本の取組を
テーマとしたシンポジウムの開催を通じ，国連の諸活動及
び日本の取組につき，理解の促進を目指す。
⑥国際連合改革対策費：安保理改革の早期実現を目指し，
安保理常任理事国及びＧ４等の関係主要国の政府関係者
との協議を行う。
⑦平和構築活動支援経費：我が国の平和構築活動に関し，
ＮＹの国連事務局等において，我が国としての外交方針の
立案に向けて協議を行う。
⑧国連主要議題に係るセミナー開催経費：我が国が重視す
る国連の諸問題に関する我が国の立場を安保理等での議
論に反映させるためにセミナーを開催し，我が国の立場へ
の理解を深めるとともに，当該問題への関心を高める。
⑨安保理政策関係調査経費：国連や安保理に関する我が

0 0 5_c4_2 非該当

685 外務省 11 56
国際機関邦人職員増
強

国際機関に対して財政的貢献のみならず人的貢献を行うと
いう観点及び国際機関における日本のプレゼンスを高める
という観点から，国際機関の日本人職員を増強し，国際機
関における意思決定プロセスへの日本人職員の参画を促
進することで，我が国の国益と国際社会共通の利益に資す
る望ましい国連の実現等を目指す。

・外部有識者を面接官とした面接の実施等を通じたJPO選
考試験の効果的な実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・国連事務局YPP試験の会場費用等の支弁　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0 0 8_6 3_c4_5 非該当

686 外務省 11 57

難民等救援業務委託
事業
（平成２６年度までの予
算事業名は，「難民等
救援業務委託費」）

　我が国が国際社会の一員として難民問題解決のため行う
国際協力の一環として，我が国に庇護を求める者（難民認
定申請者）のうち困窮の度合いが高い者に対する生活面で
の保護，我が国に定住を希望する難民認定者等の日本定
住の促進等を行う。

①我が国に庇護を求める者（難民認定申請者）のうち困窮
の度合いが高い者に対する保護措置
②我が国に定住を希望する難民認定者（条約難民）等の日
本定住の促進
③難民に関する各種の相談・問合せに対する初動的・基礎
的な情報の提供　　等

0 0 8_6 非該当
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687 外務省 11 58
第三国定住による難民
の受入れ

　我が国は，アジアの主要国として人権外交を推進してきて
いるところ，国際貢献及び人道支援の観点から，第三国定
住による難民の受入れを実施することによって，長期化する
難民問題の恒久的な解決に資するほか，国連機関や国際
社会から高い評価を得ることによって，人権分野において我
が国がアジアにおける主導的地位を保つ。

　受け入れた難民が我が国社会に定着し，安定した生活を
営むための定住支援として，定住支援施設及び難民宿泊施
設を設置し，定住支援施設において約１８０日間の日本語
教育（文化庁予算），社会生活適応指導，職業紹介・相談
（厚生労働省予算）等を実施するとともに，その間，生活費，
医療費等の支給及び退所時の定住手当の支給を行う。

0 0 8_6 非該当

688 外務省 11 59
人権・民主主義の保
護・促進のための国際
協力の推進

国際社会においては，平成18年3月にそれまでの人権委員
会を強化した人権理事会が創設されるなど「人権の主流
化」の動きが加速化している。我が国においては，アジアで
の橋渡しや社会的弱者保護といった視点を掲げつつ，また
我が国の経験に鑑み政治的安定と経済的繁栄には民主主
義制度下での自由や人権の保障が不可欠であるところ，各
事業を通じ国際社会における人権・民主主義の更なる保
護，促進に向けた取り組みを推進する。

我が国が締結済みの主要人権条約については，各条約の
規定に基づき締約国政府は定期的に各条約の委員会に提
出する政府報告書に基づく審査を同委員会より受ける法的
義務を負っているところ，我が国として政府報告審査を含む
主要人権条約の履行に努めるとともに，国民の人権の保
護・促進の観点から未締結の人権諸条約の締結の検討・調
査等を行う。

0 0 1_b_2_6 非該当

689 外務省 11 60
女性・平和・安全保障に
関する行動計画関連経
費

平成27年９月に安保理決議第1325号及び関連決議に基づ
く我が国の女性・平和・安全保障に関する「行動計画」を策
定。本事業は，「行動計画」の内容の周知を図ると共に，外
部有識者から成る評価委員会会合を開催し，右「行動計画」
の実施を評価することを目的とする。

我が国の女性・平和・安全保障に係る「行動計画」に関する
実施状況のモニタリング（省内関係課室及び関係省庁が作
成）に対して評価を行うことを目的とした評価委員会会合を
開催。具体的には，年３-４回程度，外務省で開催する評価
委員会会合に外部有識者で構成される評価委員10名の参
加を得て議論を行う。右会合には省内関係課室及び関係省
庁も参加予定。評価委員会は年次報告書をまとめる。年次
報告書は，英訳した上で年度末までに外務省ホームページ

0 0 6_6 非該当

690 外務省 11 61
女性関連国際シンポジ
ウム開催経費

　我が国は，安倍政権の最重要課題の一つである「女性が
輝く社会」を実現するための取組の一環として，女性・ジェン
ダー問題について日本の取組をアピールし，併せて国際的
な意識向上・啓発を推進することを目的に，2014年から国際
女性会議WAW!(World Assembly for Women）を開催してい
る。　同会議は毎年の開催を予定しており,将来的に，同会
議を女性分野における中核的な国際フォーラムに発展さ
せ，国際社会における女性の活躍推進の議論を主導してい

　女性活躍推進に貢献している国内外の著名人（政府関係
者，有識者，財界人，メディア関係者他）の参加を得て，基
調講演及びパネルディスカッションによる公開フォーラムを
実施すると共に，テーマ別のラウンドテーブル(複数の小グ
ループ会合により構成)を行う。また，同会議に際して全国で
開催される女性関連イベントとの協力事業を実施。

0 0 5_d4_2 非該当

691 外務省 11 62
在外公館における女性
関連セミナー開催経費

我が国の女性・ジェンダー関連施策，女性の社会進出に関
する前向きな動きやＷＡＷ！の成果を世界の各地域におい
てアピールするため，主要各国・都市所在の我が国在外公
館主催にて女性関連セミナーを実施する。

主要国に所在する我が国在外公館主催にて女性関連セミ
ナーを実施する。現地事情に即した具体的なテーマを設定
し，現地政府関係者，有識者，メディア等の参加を得て，数
名のパネリストによるパネル・ディスカッション等が想定され
る。必要に応じて本邦からも職員及び日本人有識者を派遣
し，パネリストとして参加せしめ，議論の幅を持たせる。

0 0 5_a4_2 非該当

692 外務省 11 63
包括的核実験禁止条
約（CTBT）国内運用体
制整備

CTBT（我が国は平成９年に批准。）の下で設定される検証
制度に従い，世界３２１か所の国際監視制度（IMS)施設等か
ら得られる放射性核種や連続波形データ（地震波，微気圧
振動，水中音波）等に基づき我が国が主体的に行う条約遵
守に係る事象判別に資する独自の技術的評価体制を整備・
運用するとともに，かかる体制整備・運用を通じて得られる
技術的な知見等に基づき，地域諸国の技術的基盤の整備
を促進し，もって条約の検証制度全体の効果的運用に貢献
する。

①IMSから得られる連続波形データや放射性核種関連情報
等を解析・評価する監視システムの暫定運用試験を通じ，
監視観測結果の解析・分析を行い，運用時を想定して運用
試験結果の評価を行うとともに，日々進歩する国際的な技
術向上に適切にキャッチアップするよう技術的解析手法の
開発・向上を行う。②CTBT検証体制を整備するため，残さ
れている現地査察（OSI)運用手引書の整備，査察手法と査
察手段の整備に係る研究・調査を進めるとともに，OSIの発
動から査察期間の延長，終了の決定とOSI査察結果の判定
（条約違反の有無の判定）を担う執行理事会理事国として
の判断の基礎となる査察情報の分析にかかる調査・研究。
③条約の検証制度の効果的な運用に資するため，CTBTO
準備委員会暫定技術事務局や関係国の関連機関と，意見・
情報交換を行い，また，協力関係を構築・維持。④準備委員
会の会議に出席し，政府を補佐し，また，関係機関連絡会

106,823 0 5 一般 - 95 4 ○ - - - 5_b4_2 1_a_1 1_b_3_6 該当

693 外務省 11 64
軍備管理・軍縮・不拡
散への取組

大量破壊兵器，ミサイル及び通常兵器に関する軍縮・不拡
散の各種取組を通じて，我が国及び国際社会全体の平和と
安全を確保すること。
１．国連総会・ＮＰＴ運用検討会議，軍縮・不拡散イニシア
ティブ（NPDI），各種二国間協議等の枠組みを通じた，軍縮・
不拡散分野で国際社会を主導する外交活動の展開。
２．軍備管理・軍縮・不拡散に係る国際的な枠組みの維持・
強化及び国内実施強化への貢献。

軍縮・不拡散体制の維持・強化は，我が国及び国際社会の
平和と安定の確保のために必要不可欠。
具体的には，我が国は，核兵器については，軍縮・不拡散イ
ニシアティブ（NPDI）を主導しつつ，核兵器不拡散条約（ＮＰ
Ｔ）体制の強化，国連総会への核兵器廃絶決議の提出・採
択，包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効に向けた
働きかけ，国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の保障措置の強化等を
進めている。生物・化学兵器については，生物兵器禁止条
約（ＢＷＣ）及び化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）普遍化等に貢献
している。通常兵器については，武器の取引や使用等を規
制する国際的な枠組みの普遍化・強化への貢献・実施の
他，対人地雷・クラスター弾等の不発弾・小型武器などに関
する被害国への支援を実施している。また，大量破壊兵器
（ＷＭＤ）等の不拡散については，関連国連安保理決議を着
実に履行すると共に，国際輸出管理レジームの強化に向け
た取組，拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）への貢献，セミ
ナー等の開催によるアジア地域を中心とした働きかけ等を

0 0 8_6 非該当

694 外務省 11 65
原子力の平和的利用
のための国際協力の推
進

関係国及び国際機関との協議，協力及び情報収集等を通
じ，原子力の平和的利用を推進するための国際協力を進め
る。

原子力の平和的利用を推進するための国際協力を進める。
具体的には，（１）関係国際機関との協力及び途上国支援に
係る案件の実施のための調整等を行う，（２）国際的な原子
力協力の推進に必要な情報について調査を行う，（３）原子
力協定の締結交渉を行う，（４）福島県におけるIAEAとの協
力プロジェクトの実施を支援する，（５）「原子力科学技術に
関する研究，開発及び訓練のための地域協力協定」（RCA）
の枠組みを通じた技術協力を推進するため，ＲＣＡ国内対
応委員会を開催する，（６）ＩＡＥＡ総会の機会を活用し，原子
力安全の確保に関する意見交換を行うためのサイドイベン
トを実施する。

① 原子力の平和的利用に関する協力及び途上国支援関
係経費：平成２８年度開始，② 原子力の平和的利用に係る
国際協力関係経費：平成１８年度開始，③ 原子力協力専門
員経費：平成２３年度開始，④ 原子力協定締結交渉関係経
費：平成２０年度開始，⑤ 福島県における協力プロジェクト
実施関係経費：平成２６年度開始，⑥ ＲＣＡ医療・健康分野
事業会合（準備会合）関係経費：平成１７年度開始，⑦原子

13,681 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_d4_1_1 8_6 1_c_2_1 該当

695 外務省 11 66
科学技術顧問関係経
費

我が国の優れた科学技術を外交に積極的に活用し，国際
社会が共通して直面する課題の解決に向けた国際的リー
ダーシップ発揮，外交上重要性の高いパートナー諸国や新
興国との二国間関係の強化等を推進するため，科学技術
分野の専門的知見を外交政策の立案・実施に活用すべく，
国内外のネットワークを構築するとともに，我が国の科学技
術の対外発信を促進する。

外交政策の立案・実施に当たり科学技術の活用を促進す
る。科学技術分野の専門的知見をもって助言を行う外務大
臣科学技術顧問の任命をはじめ，外務大臣に対する科学
的助言体制を構築すること等を通じて，上記の目的の遂行
のため我が国政府要人及び科学技術顧問が国際社会で積
極的な役割を果たす。
①外務大臣科学技術顧問等の海外派遣
②科学技術外交アドバイザリーネットワークの関係会合の
開催
③国内有識者（ハイレベル科学技術関係者）及び在京外交
団とのネットワーキングの実施

23,788 0 5 一般 - 95 4 - - - - 5_b4_1_7 3_b_1_7 該当

696 外務省 11 67 経済連携協定

　国際展開の推進は，アジア太平洋地域をはじめとする海
外の成長を日本に取り込むことにつながるものであり，わが
国の成長戦略の柱の一つ。その中でも，経済連携の推進
は，国際展開における重要な政策課題の一つであり，アジ
ア・太平洋地域，東アジア地域，欧州などとの経済連携を戦
略的に推進する。我が国の外交力を駆使して，守るべきも
のは守り，国益にかなう経済連携を進める。
　また，「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向け
たアクションプラン」及び「未来投資戦略2017」で，2020年ま
でに100の国・地域を対象に署名・発効の目標が掲げられて
おり，投資協定の整備は我が国の経済成長に必要なインフ
ラ整備の柱。我が国がこれまでの投資協定で十分手当がさ
れていなかった国を中心に，交渉を加速化させる。

１．平成２８年度交渉開始のＦＴＡ／ＥＰＡ
　　なし。
２．交渉中のＦＴＡ／ＥＰＡ
　ＥＵ，中韓，コロンビア，トルコと交渉中。締結に向けて，集
中的に会合を開催。カナダについては，ＴＰＰ交渉を優先す
るため，平成２７年１０月以降休止。
３．締結済みのＦＴＡ／ＥＰＡ
　ＡＳＥＡＮ（ＡＪＣＥＰ），マレーシア，フィリピン，タイ，シンガ
ポール，インドネシア，ブルネイ，ベトナム，スイス，チリ，メ
キシコ，ペルー，インド，豪州，モンゴルとは，協定の運用規
則に沿って，各分野の小委員会等を開催する。更に，本協
定の実施及び運用について協議するための合同委員会を
設置して開催する。
４．その他のＦＴＡ／ＥＰＡ関連業務
　ＦＴＡ／ＥＰＡ交渉を円滑に進めるため，知見のある専門家
の雇用，ＦＴＡ／ＥＰＡ協定導入に伴う経済効果調査，ＦＴＡ／
ＥＰＡ交渉関連の資料の購入，一般国民への広報活動等Ｆ
ＴＡ／ＥＰＡ交渉を支障なく進めるための事業を行う。
５．投資協定交渉
　現在，アンゴラ，アルジェリア，カタール，アラブ首長国連
邦，ガーナ，モロッコ，タンザニア，アルゼンチン，コートジボ

0 0 5_c4_2 非該当
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697 外務省 11 68
多角的自由貿易体制
の維持・強化

・ＷＴＯ協定，ＥＰＡ／ＦＴＡおよび投資協定に基づき我が国
が当事国又は第三国となる国際経済紛争において，問題と
なる措置の協定整合性等の問題を中心に，我が国の主張
をﾊﾟﾈﾙ報告書等に反映させる。また，ISDS条項に基づく投
資仲裁は敗訴のインパクトが多大であるため，我が国に対
して投資仲裁が提訴された場合に盤石の人的・物的なリ
ソースでこれに望む必要があることからそのための体制整
備を行う。
・ＷＴＯ・ＴＢＴ協定及びＳＰＳ協定に従って行われる我が国
の規制に関する諸外国からの各種照会に的確に対応する。
・我が国の成長戦略として，諸外国の規制緩和等の自由化
を通じ我が国サービス産業の海外展開を促進するとともに，
我が国消費者の利益の向上により，我が国経済強化に資
することを目指す。
・WTO閣僚会議は，少なくとも２年に１回の開催が義務づけ
られているＷＴＯにおける最高意思決定機関である。ＷＴＯ
協定の運用に関する閣僚宣言や決定，またラウンド交渉に
関する閣僚宣言や決定等，極めて重要な意思決定がなされ
る会合である。そのためＷＴＯ全加盟国が，閣僚級のハイレ
ベルを派遣し，自国の立場を主張し議論を行っている。した
がって，我が国も政府代表として政務を始めとするハイレベ

別添 0 0 1_b_4_6 5_c4_2 非該当

698 外務省 11 69
政府調達に関する説明
会

国内外の企業が我が国の政府調達制度に関する理解を深
め，円滑な参入を図る。

平成26年3月に策定された「政府調達手続きに関する運用
指針」に基づき，会計年度の可能な限り早い時期において，
その年度に我が国政府が予定する一定額以上の調達案件
につき，内外の関係者を対象としたセミナーを外務省主催で

0 0 3_b_4 非該当

699 外務省 11 70 海外の日本企業支援
新興国を始めとする海外の成長を取り込む日本経済の再
生に貢献するべく，日本企業の海外展開とインフラ，農産品
を含む日本製品・産品の輸出を促進・支援する。

中堅・中小企業を含む日本企業の海外展開支援（法律相談
を含む），インフラ，日本製品・農産品等の輸出促進（風評被
害対策を含む），在外公館施設の積極的活用したプロモー
ション，在外公館に配置されている日本企業支援担当官，イ
ンフラプロジェクト専門官による情報収集，情報発信等，関
係機関とも連携しつつ，総合的な日本企業の海外展開支援

0 0 3_c4_5 非該当

700 外務省 11 71 知的財産権侵害対策

知的財産管理のエキスパートを調査員として雇用すること
によって，在外の知的財産担当官への丁寧な情報・問題意
識・政策の共有や指示体系の整備が達成でき，我が国の知
的財産を海外においても有効に保護するとの観点から，海
外に進出する日本企業支援体制の強化を図ることが出来
る。

調査員を雇用し，知財についての調査研究を行わせしめ，
知財関連の国際会議に参加せしめると共に，在外公館知的
財産担当官会議を開催し，我が国の知的財産権に対する
侵害の問題への効果的な対策，特に他省庁の事業では対
応し難い事項について対策を検討，実施する。
また雇用調査員をもって，これまでの各国知的財産制度の
調査研究を総括するとともに追加的な調査を行い，現状の
侵害発生状況の改善のために考え得る対策の調査研究
や，他省庁の事業では予定されていない事項の調査研究を
行う。また，調査に当たり，海外における知財侵害状況につ
き，最新の情報を把握する必要があり，国際的な知財会合
に参加する。これらで得た情報を踏まえ在外公館知的財産

18,962 0 5 一般 - 95 4 - - - - 2_c_2 該当

701 外務省 11 73
日ＥＵ・ＥＰＡ及び英国
のＥＵ離脱に対する対
応（日本企業支援）

英国のＥＵ離脱に伴い欧州における経済活動に関する不透
明性が増大。そうした中，英国進出日系企業（約1,000拠点）
を含むＥＵ進出日系企業（約6,000拠点）から我が国政府及
び在外公館に寄せられているところ，多数の相談・要望に対
し，政府外の専門家の知見も活用しつつ，ＥＵ進出日系企
業に対し，在外公館を通じてきめ細やかな支援を行う体制
を整備し，日系企業が多数集積する地域の在外公館におい
て日系企業に対する情報提供・相談会をタイムリーに開催
することで，日本の国際競争力の強化にも貢献する。
また，日ＥＵ・ＥＰＡの交渉妥結を踏まえ，欧州進出日系企業
に同ＥＰＡの情報提供を行うことで，同ＥＰＡの活用を促進
し，我が国の経済成長に貢献する。

（１）英国のＥＵ離脱
国民投票でＥＵからの離脱を決めた英国には，約１，０００社
の日本企業が進出し，また，ＥＵ域内には約６，０００の日系
企業拠点が進出している。これらの日本企業は，英国がＥＵ
単一市場の一部であることを前提に，物品貿易の関税・非
関税障壁が全く無い等のＥＵ域内におけるヒト・モノ・サービ
ス・資本の自由な移動の恩恵を享受し，欧州市場で活発な
経済活動を展開している。英国がＥＵから離脱すれば，欧州
での日本企業の経営環境が大きく変わり，経営戦略の見直
しを迫られる。また，離脱交渉を含む英国・ＥＵ関係の展開
の見通しは極めて不透明であり，予測可能性の低さや金
融・資本市場の大規模な変動の可能性は，企業の経営・活
動にとって引き続き大きなリスク。実際，英国での国民投票
以降，英国，ＥＵ諸国等の在外公館では，日本企業からの
多種多様かつ多数の相談・懸念の声に接している。
従来，海外に進出する日本企業からの相談には，在外公館
に設置された日本企業支援担当官が対応しているが，ＥＵ
離脱に伴う不透明性が増す中，企業経営の地検を十分に
有しない在外公館の経済部職員が，他業務の合間に企業
支援に十分に応じていくことは極めて困難。そこで外部専門
家の知見も活用しつつ，在外公館によるきめ細やかな支援
を行う体制を整備するとともに，日本企業が多数集積する
在外公館においてタイムリーな情報提供・相談会を開催す
る。
（２）日ＥＵ・ＥＰＡ
日ＥＵ・ＥＰＡについては，平成２９年１２月８日の日ＥＵ首脳
電話会談において，安倍総理とユンカー欧州委員会委員長
との間で交渉妥結を確認した。発効の時期は予断できない
ものの，ＥＵ側は２０１９年の早期発効に言及しているとこ
ろ，欧州進出の日系企業にも早期に情報提供を行い，本Ｅ
ＰＡの活用の可能性について検討を促す必要がある また

0 0 8_6 非該当

702 外務省 11 74 資源問題への対応

新興国をはじめ世界的なエネルギー・鉱物資源の需要増
加，資源国の不安定な情勢や資源ナショナリズムの台頭，
東日本大震災以降化石燃料への依存度上昇など，資源を
めぐる内外の厳しい情勢を踏まえ，主要資源国の在外公
館，関係省庁・機関等を交えた会議を開催し，情報収集・分
析体制や関係省庁・機関等の連携等を図る。

在外公館戦略会議（資源問題担当官会議）
2017年1月，在南アフリカ大使館において，特定の地域を対
象とする戦略会議として初めて「アフリカ地域公館エネル
ギー・鉱物資源担当官会議」を開催した。同会議では，アフ
リカ地域全３５の在外公館のうち２０の公館の担当者や，省
内関係課室・関係省庁・機関等でエネルギー・鉱物資源関
連業務に従事する担当者が一堂に会し，アフリカでの我が
国の資源外交の在り方と諸課題について意見交換を行っ
た。翌２月には，外務本省において，第８回目となる「エネル
ギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を開催した。同
会議では，１７か国の在外公館の担当者や，関係省庁・機
関，有識者，企業関係者等の参加を得て，エネルギー・鉱物
資源を取り巻く国際情勢及びそれに応じた我が国の資源確
保戦略のあるべき方向性等につき意見交換を行い，戦略報
告書等を発出した。今回，会議冒頭部分を初めてメディアに
公開し，テレビ局を含む10社以上の取材が行われた。

0 0 5_b4_2 非該当

703 外務省 11 75
鯨類の持続可能な利用
に関するセミナー開催

国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）において鯨類資源の持続可能な利
用に関する考え方への理解を促進すべく，我が国と同じく鯨
類資源の持続可能な利用を支持する国との連携を強化す
る。

世界的に反捕鯨国・ＮＧＯによる反捕鯨キャンペーンが強ま
る中、国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）において我が国と同じく鯨類
資源の持続可能な利用を支持する国々を我が国に招聘し，
我が国の立場を説明の上，これに対する理解や支持を求め
るとともに、参加国との間での意見交換及び情報交換を通
じ，緊密な連携を確実なものとする。

0 0 5_b4_2 非該当

704 外務省 11 76
シー・シェパード対策に
係る委託調査

反捕鯨団体シー・シェパード（ＳＳ）による我が国鯨類科学調
査船への妨害行為を阻止するために，我が国として法的に
採りうる措置を検討する。

SSが所有する船舶の旗国や寄港国の国内法に基づいて，
我が国鯨類科学調査船へのＳＳの妨害行為を阻止すべく，
法律事務所等を通じて関係国における適応可能な国内法
や関連情報を調査するとともに，過去の判例等に基づいて
我が国の対応策を検討する。

0 0 1_b_2_6 非該当

705 外務省 11 77
アジア・エネルギー安全
保障セミナー

エネルギー安全保障の強化に向けて，関係国・国際機関，
資源関連企業などの専門家を招へいし，エネルギーをめぐ
る国際情勢及びその中での我が国の外交的取組などにつ
いて討議及び情報共有し，政府の取組や国際的連携の必
要性等に対する国民の理解の促進を図るセミナーを開催す
るもの。

平成28年度においては，「アジアにおける気候変動を踏ま
えたエネルギー安全保障強化への影響と今後の展望」及び
「世界のエネルギー構造の現状，課題と機会」とのテーマの
下，アジアにおけるエネルギー安全保障上の課題やエネル
ギー・ガバナンスのあり方，及びエネルギー関連国際機関
の改革・近代化努力について国際セミナーを開催した。な
お，平成28年度は，エネルギー分野の投資の保護やビジネ
ス環境の整備など多国間におけるエネルギーの通過の自
由を担保するエネルギー憲章条約の閣僚会合のアウトリー
チサイドイベントとして開催し，アジア地域におけるエネル

0 0 3_b_4 非該当

706 外務省 11 82
対日直接投資サミット
開催経費

経済外交の強化の観点から、対日直接投資を促進し、日本
再興戦略に記載された、2020年までに外国企業の対日直
接投資残高35兆円に増加させるとの目標の達成に向けて
取り組むことで、日本経済の再生に貢献する。

一定の直接投資を行った外国有力企業幹部や対日直接投
資残高の大きい国の経済界に発信力を有する有識者等を、
我が国で開催する「対日直接投資サミット」に招へいし、更
なる投資に向けた課題や改善要望について聴取するととも
に、国内経済界関係者とのネットワーク構築を図り、日本で
の更なる投資機会の発掘に向けて、情報交換・意見交換を

0 0 5_d4_2 非該当
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707 外務省 11 83
ＩＵＵ漁業対策に関する
協議

海洋生物資源の枯渇に対する国際社会の危機感が高まり
を見せる中，公海や他国のＥＥＺにおける違法・無規制・無
報告(IUU)漁業対策が急務。政府として国際的なＩＵＵ漁業対
策を促進し，海洋生物資源の持続可能な利用を確保する。

グローバルな課題であるＩＵＵ漁業対策推進のため，平成29
年5月に我が国が加入書を寄託した，IUU漁船に対する寄港
国の措置を規定した違法漁業防止寄港国措置協定の締約
国会議をはじめとした効果的な寄港国措置実施のための協
議への積極的な参加，北極海における無規制漁業に対処
するための北極公海漁業協定の交渉，世界的な，また特に
アジア太平洋地域におけるIUU漁業対策のための国際・地
域会議への参加を政府として行っていくとともに，関係国間
での情報共有システムの構築（現地漁業の状況，ＩＵＵ漁業
情報等），法執行（寄港国措置，船舶監視システム等）の実
施に関する我が国専門家を，アジア・太平洋地域の主な漁

0 0 4_b4_2 5_a4_2 非該当

708 外務省 11 86
国際経済情勢調査・分
析

世界経済情勢の調査分析を適切に行い、国際会議資料の
作成等に活かすべく、各種の統計データベースや経済調査
員の知見を活用して迅速かつ的確な情報収集を行うととも
に、特に重要なテーマについては外部からの知見も活用す
ることにより，職員による調査分析を円滑に進める。

（１）諸外国統計の最新データや金融面でのデータについて
専門データベースを活用することにより、主要な経済指標の
迅速な入手及び加工を行う。
（２）マクロ経済等を専門とする研究者を「経済調査員」とし
て委嘱し、上記（１）のデータベース等を活用した経済指標
に係る資料の作成等にあたらせる。

0 0 1_b_3_6 非該当

709 外務省 11 88
ＡＰＥＣを通じた経済関
係の発展

以下を含むアジア太平洋地域の経済統合の進展

１．APECビジネストラベルカードの発行を通じたAPEC(アジ
ア太平洋経済協力)域内のビジネス関係者の移動の円滑化
２．APECの公式オブザーバーである太平洋経済協力会議
(PECC)の日本委員会の事務局業務を委託し，同事務局の
活動を通じてPECCの活動とアジア太平洋地域協力の推進
に貢献。
３．日本企業の海外展開等に資する投資環境整備。

１．APECでは域内のビジネス関係者の移動をより円滑にす
るために，APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)制度を導
入。ABTC所持者は，短期商用目的に限りあらかじめ査証を
取得することなく入国審査が受けられるほか，主要空港に
設けられたABTC専用レーンを利用することが可能。我が国
は平成15年4月1日から同制度に参加し，外務省内でABTC
審査・発行業務を担当。平成28年4月からは申請要件を緩
和し，ビジネス関係者の域内移動の一層の円滑化を図り，
日本企業の更なる海外展開に寄与している。

２．PECCとは，産・官・学で構成される国際組織。貿易政策
をはじめ，広範な分野の研究・調査等を実施している。
PECC各メンバーは国内委員会を設置しており，我が国にお
いても，産・官・学の各界の関係者で構成された国内委員会
を有する。委員会事務局においては，国内総会等を開催
し，各委員の意見・研究成果等をとりまとめ，国際総会・常
任委員会・調整委員会等の場で報告を行っている。右報告
を含め，PECC各メンバーの研究成果等はAPECにも共有さ
れ，APECのアジア太平洋地域発展のための中長期的な政
策策定にも寄与している。

３．2014年中国APEC首脳会議で合意された「グローバル・
バリューチェーン発展と協力のためのブループリント」にお
いて，グローバル・バリューチェーン強化のための投資環境
改善，中小企業の同チェーンへの参加の円滑化等が謳わ
れたところであり，これらに関連する調査・分析やワーク
ショップ等の開催を通じて，アジア太平洋地域の投資環境
改善に向けた行動計画を策定し，域内各国の投資環境整

0 0 5_b4_2 非該当

710 外務省 11 89 条約締結等事務事業

●一般国際法及び既存の国際条約について知悉し適切に
解釈しながら，国際法に関連する外交課題につき適時適切
な助言を可能とするために，膨大な情報の中から必要な文
献・判例を効率的かつ迅速に検索する方途を確保すること
を目的とする。 
●条約締結交渉等を円滑かつ確実に実施するための業務
支援システムを構築する。
また，国民に対する適切な情報提供の一環として，我が国
が締結した条約に関する情報を提供する。

●国際的な裁判判例，国際法関係の洋雑誌及び洋年鑑の
創刊号の効率的且つ迅速な検索，歴史的経緯を含めた詳
細な調査，最新の国際裁判や学説の動向の把握が可能な
データベースを活用する。（平成18年度開始-終了予定な
し）
●我が国がこれまで締結済みの膨大な過去の国際約束の
データベースから，条文別に比較検証等を行うことが出来
る，国際約束の締結業務に必要な専門の業務支援システ
ムである「条約等国際約束検索システム」を構築する。
また，外務省ホームページに，我が国がこれまで締結した
条約等国際約束に関する情報を掲載する「条約データ検索
ページ」を設け，近年発効した条約等国際約束に関しても随
時追加的に登録していく。

0 0 4_b4_2 非該当

711 外務省 11 90 国際法に係る調査

①（１）国際法調査員へ委託し，国際法上の諸問題につい
て，実務上の問題意識を踏まえつつ調査研究を行い，執務
上有用な資料を作成するとともに，各種案件処理にあたり
考慮すべき国際法上の問題点について，参照すべき文献
資料等に関する情報を収集する。 
（２）我が国が抱える外交課題における国際法上の論点に
ついて，高度な専門性を有する専門家による協力を得て，
個別の外交課題に関する法的分析を補強し国益を確保す
ること。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

①（１）国際法の専門的知見を有する研究者である国際法
調査員に各種調査・研究を委託し，国際法全般の秩序形成
や最新の判例・学説の動向を専門的に分析・評価する。（平
成17年度開始-終了予定なし） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（２）国際法に精通した法律事務所や研究者に，選定した
テーマに関する調査研究業務を委託する。                         
                                                                                     
                                                                                     
                                            ②選定したテーマに関する
調査研究を海洋法研究者に依頼する。　

0 0 1_b_3_6 5_d4_2 非該当

712 外務省 11 91
領土保全対策関連事
業

国際社会における領土保全等の国際法に関連する事項に
関する我が国の立場への理解を促進するとともに，領土を
めぐる諸問題等に関係する我が国の主張を強化するため，
国際法上の論点について，各種調査を行う。

国際法専門家による詳細な調査・研究，専門家及び職員に
よる関連資料の調査・収集，既存の歴史的文書の翻訳等を
行い，我が国の法的立場を主張するための戦略を検討し，
主張の根拠となる具体的な資料等の整備を図る。

0 0 3_c4_5 1_b_3_6 非該当

713 外務省 11 92 国内広報

・外交政策に関する多様な情報提供を通じて，日本国民の
我が国外交政策に対する理解と信頼を増進する。
・平成１４年８月の外務省改革「行動計画」の「Ⅷ．広報・広
聴体制の再構築」に従い，国民の意見に広く耳を傾け，外
交政策の企画・立案過程に適切に位置づけることを目的と
して，平成１５年１月に設置された「広聴室」による広聴業務
の主要業務である電子メールによる意見への対応及び電
話による意見への対応を今後も展開していくもの。

・外交専門論壇誌『外交』の発行，ホームページコンテンツ
の作成，パンフレットの作成・配布。
・講演会・シンポジウム等の開催。
・特定の外交案件や外務省が行う業務に対する国民世論を
把握するために，外交に関する世論調査（RDD方式による
電話法）を実施する。
・ＩＴ窓口：電子メールによる意見の端末上の第一次処理（受
付，データ処理・変換，整理・分類，報告書原案作成）を行う
ことを目的として雇用するもの。
・対外窓口：電話による意見聴取のため，国民からの電話に
適切に対応し，意見内容を報告書にとりまとめ，省内幹部及
び関係課室に配布することを目的とした，外交・国際問題に
関する十分な知識を有し，適切な電話対応を行い得る人材
を雇用するもの。

0 0 3_b_4 非該当

714 外務省 11 93 海外広報
海外における対日理解の増進，親日感の醸成及び我が国
の政策への理解を促進すること。

我が国の外交政策や国内事業に関する諸外国国民の理解
の増進及び多方面にわたる日本の魅力，強み，日本人の
価値観の積極的発信・実施を目的として，在外公館を通じ
た各種広報事業（講演会やシンポジウム・セミナーの実施，
現地メディアを通じた発信等），映像や印刷物等の広報用資
料の編集・制作，日本事情発信ウェブサイト等インターネット
を通じた情報発信を行っている。

0 0 3_c4_5 非該当

715 外務省 11 94
内外発信のための多層
的ネットワーク構築

領土保全に関する対外発信を強化するため，外務本省及び
在外公館が連携し，国際世論形成に影響力のある人物（有
識者，報道関係者等）を招へいし，日本の政策や価値観等
をきめ細かくかつ十分にインプットし，有識者の多層的な
ネットワークを構築することで日本の発信力を強化する。

本事業は，領土保全をめぐる厳しい状況に対応するために
我が国の発信力を強化すべく，国際世論形成に影響力のあ
る人物のネットワークを構築するもの。我が国において，有
識者（日本，中国，アジア問題等の研究者，国際法関係者，
地図製作の関係者）や報道関係者等に対し，関連する研究
者等との意見交換，関連施設訪問等を通じて，我が国を取
り巻く領土保全に関する理解を高め，帰国後は，在外公館
の支援を得てメディアを通じた対外発信等を行ってもらうと
ともに（訪日前により充実した中身になるよう，事前に調査・
研究，勉強会，研究会を実施することも想定。），各スキーム
ごとの参加者及び日本側関係者等の間でプラットフォーム

0 0 5_a4_2 非該当
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716 外務省 11 95
ITを利用した広報基盤
整備

国内外の幅広いインターネット利用者層を対象として，ウェ
ブサイト，ソーシャルメディア等を通じ，我が国の外交政策，
国際情勢及び国際問題等に関する情報の発信を行い，我
が国の外交活動に関する理解促進を図る。そのために必要
なシステム基盤・運営基盤等の整備（構築・維持管理・改善
等）を行う。

ＩＴを利用した広報を実施するための整備を行う。具体的に
は，
　1　新「統合Weｂ環境」（注）の運営維持管理。
　2　IT広報システムの改善。
　　　上記業務の改善（最適化）の実施（ウェブアクセシビリ
ティ改善，セキュリティリスクの低減　等）。
　3　コンテンツの掲載・更新。
　　　アクセスログ解析，サイトの品質の管理（動画コンテン
ツ制作を含む）。
　4　在外公館におけるホームページを通じた情報発信業務
能力の向上。
　5　ツイッター･フェイスブック等のソーシャルメディアを通じ
た情報発信。
（注）新「統合Web環境」とは：外務省が運営するウェブサイト
を1か所に集約し，経費面やセキュリティ面の効率化を図っ
たＩＴ広報のためのシステム基盤。
ウェブサイトの内訳（1）外務省ホームページ（日本語），（2）
外務省ホームページ（英語），（3）在外公館ホームページ
（231公館），（4）Web Japan，（5）Japan Up Close，（6）国際
機関人事センター，（7）留学交流システム，（8）広報活動用

0 0 4_b4_2 3_c4_5 非該当

717 外務省 11 96
独立行政法人国際交
流基金運営費交付金

我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増
進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって
良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係
の維持発展に寄与する。

・国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい
・海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに
日本語の普及
・国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせ
ん並びにこれへの参加
・日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交
流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布
・国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並び
に国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する
援助及びこれらの物品の贈与
・国際文化交流を行うために必要な調査及び研究
等

0 0 7_b_7 非該当

718 外務省 11 97
海外における文化事業
等

我が国の文化を海外に紹介すること等を通じ，各国国民の
対日理解を促進し，親日感の醸成を図り，もって我が国の
外交上の利益の達成に資すること。

各国国民の対日理解を促進し，親日感の醸成を図るため，
主に以下の事業を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
外交活動の一環として，在外公館が主催（又は共催）し，日
本文化紹介事業を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0 0 3_c4_5 非該当

719 外務省 11 98
戦略的実務者（ＳＴＥＰ）
招へい

　外国の政・経・官・学等の各界において一定の指導的立場
に就いている者または将来活躍が期待される者等実務レベ
ルのための招へい制度。年度毎の重要な外交政策を踏ま
えつつ，各界の実務者を招へいし，我が国関係者と人脈を
構築することで我が国外交政策推進の円滑化に資するとと
もに，中長期的な親日家・知日家層の育成・底上げを図る。

　我が国の文化・社会等様々な分野についての理解を深
め，また人脈を築くため，本省におけるブリーフィング及び意
見交換，政府及び民間有識者等との懇談及び日本文化体
験，地方視察等を実施（平均訪日期間は約７泊８日、上限
は１０泊１１日）。
　被招へい者を，ランクによってＡ（近い将来閣僚級となると
目される官僚，国会議員，学者等特に配慮を有する者），Ｂ
（左記以外で一定の影響力を有する各界関係者），Ｃ（若手
官僚等の若手の各界関係者によるグループ招へい）の３ラ
ンクに分類して実施(Ａ・Ｂランクは個人招へいの他，Cランク

0 0 5_a4_2 非該当

720 外務省 11 99
語学指導等を行う外国
青年招致事業（ＪＥＴプ
ログラム）

　我が国における外国語教育の充実を図るとともに，地域レ
ベルでの国際交流の進展を図ることを通じて，我が国と諸
外国との相互理解を増進し，もって我が国の国際化の促進
に資するため，語学指導等を行う外国青年を招致する事
業。

　地方公共団体が，関係省庁（外務省，総務省，文部科学
省）及び（一財）自治体国際化協会の協力の下，外国語指
導助手（小・中・高校，教育委員会等における語学指導。全
招致者数の約９割），国際交流員（地方公共団体の国際交
流担当部署における国際交流活動）及びスポーツ国際交流
員（地方公共団体の関係部署等におけるスポーツを通じた
国際交流活動）を招致する。外務省は我が国在外公館を通
じ，募集・広報，選考及び事前研修を実施すると共に，知日
派，親日派であるＪＥＴＡＡ（元ＪＥＴ参加者の会）による対日
理解促進や草の根交流活動等に対し，支援を行っている。

0 0 5_a4_2 非該当

721 外務省 11 100 留学生交流事業

１，諸外国における日本留学への関心喚起及び優秀な国費
外国人留学生の確保により，我が国への外国人留学生数
の拡大に貢献する。
２．各国における帰国留学生会等の組織化及び活動支援に
より，我が国との架け橋となる知日派・親日派育成を目指
す。

１．諸外国民に対する日本留学広報事業として，在外公館
において，留学アドバイザーの配置，留学説明会の開催等
を行う。
２．優秀な国費外国人留学生の発掘のために，在外公館に
おいて，１）国費留学生募集，２）選考作業，３）国費留学生
の渡日前オリエンテーション・壮行会等を開催する。
３．帰国留学生支援として，在外公館において，帰国留学生
会の組織化支援/活動支援等を行う。
４．ホームページ「日本留学総合ガイド」を作成・運営し，多
言語により国費留学生度をはじめとする日本留学に必要な

0 0 5_a4_2 3_b_4 非該当

722 外務省 11 101 閣僚級招へい

　政治決定や世論形成に大きな影響力のある諸外国の閣
僚級のオピニオンリーダーを招待し，我が国要人・有識者と
の懇談，主要都市・施設の視察等を通じて対日理解を深め
させ，外交政策の円滑な推進に貢献する。

　政治決定や世論形成に大きな影響力のある諸外国の閣
僚級のオピニオンリーダーを１件１名で訪日招へいし，我が
国要人・有識者との会談，視察等を行わせる。

0 0 5_a4_2 非該当

723 外務省 11 102 草の根平和交流招へい

　本招へいは，第二次世界大戦中に旧日本軍の戦争捕虜と
なった元軍人（元ＰＯＷ）や民間人抑留者等，豪州，米国及
びオランダの関係者を我が国に招へいし，我が国の真摯な
姿勢を示し，対日理解の促進及び両国の相互理解を深め，
草の根レベルでの和解・信頼醸成を実現することを目的とし
ている。

　第二次世界大戦中に旧日本軍の戦争捕虜となった元軍
人（元ＰＯＷ）や民間人抑留者及びその同伴者等を豪州，米
国及びオランダから我が国に招へいし，各種交流事業（慰
霊追悼式，小学校の訪問，学生との意見交換），地方（原爆
資料館等を含む）の訪問，外務省主催レセプション等を通
じ，我が国への理解を促進する（注：被招待国によって，対
象者の範囲及び行事の内容が若干異なる）。
　（本事業は，平成２２年度までは，大洋州課，北米第１課，
西欧課にてそれぞれ個別に予算計上及び事業実施を担当
していたが，平成２３年度以降は，事業実施は従来同様に
各地域課が担当するが，予算計上は人物交流室が一括し

0 0 5_a4_2 非該当

724 外務省 11 103
日系人ネットワーク強
化招へい

　米国・カナダの各分野で活躍する在米日系人・在加日系
人リーダー及び米国の若い世代の日系人（日系人と非日系
人双方の祖先を持つ子女等の新日系人）をそれぞれグルー
プ招へいし，日系人としてのアイデンティティ増進（特に若い
世代については，将来の親日家として育成），両国関係へ
の関心の向上及び同国内における日系人同士のネットワー
ク構築支援等を通じて，重層的な両国関係の構築に貢献す
る。

　在米日系人リーダー１１名，在加日系人リーダー５名及び
在米新日系人（日系人と非日系人双方の祖先を持つ子女
等）をグループ招へいする。
日系人リーダーについては，皇室，政府関係者，財界関係
者，有識者，マスコミ関係者等との意見交換を行う他，我が
文化・社会・宗教・経済等施設の視察や地方視察を行い，日
本に対する幅広い理解の増進を図る。
　在米新日系人については，都内・地方視察，外務省訪問，
高校訪問・ホームステイを通じ，日本語でのコミュニケーショ
ン機会を与えることで，日本の理解促進，日本語学習意欲
の増進及び日系人としてのアイデンティティの増進を図る。

0 0 5_a4_2 非該当

725 外務省 11 104
在外公館人的交流等
支援事業

人的交流事業を現地の対日友好団体等に委託することで、
現地における効果的な発信を実現するとともに、現地の知
日層・親日層や対日友好団体等のネットワーク化を図り、対
外発信を強化することにより、親日感情の醸成及び対日理
解の促進を図る。

主要国に所在する在外公館において、遠隔地における効果
的な発信を実現するため、現地目線に立った広報文化事業
の企画・実施，講演者等の現地におけるアテンド業務，より
効果的な訪問プログラムの検討、事業実施後のフォロー
アップ等を、現地に精通し、幅広い人脈を有する対日友好

0 0 5_a4_2 非該当

726 外務省 11 105
在外公館による海外研
究機関等支援

パブリック・ディプロマシーにおいて民間の果たす役割が増
大している中、我が国の立場や魅力について理解を促進
し、親日感情の醸成や対日理解を増進するため、当該国の
民間団体等による我が国に関する広報・発信を機動的かつ
きめ細かに支援する。また、現地における在外公館のネット
ワークを強化するとともに、中長期的な知日派・親日派層の

主要国に所在する在外公館において、当該国の研究機関
が行う日本関連のセミナー・講演会等の機動的な支援や、
日系・親日団体が行う日本関係行事のきめ細かな支援を行
う。

0 0 5_b4_2 非該当

727 外務省 11 106 国内報道機関対策

外交政策の遂行に当たって，国民の理解と信頼を得ること
が不可欠であることに鑑み，政策の具体的内容や外務省の
役割等について，報道機関対策の実施により，地方を含む
様々な国民層に対して，的確で，タイミング良く，かつわかり
やすい情報発信を行う。

外務大臣，外務副大臣，外務報道官による記者会見の実
施。
「外務大臣談話」，「外務報道官談話」，「外務省報道発表」
の発出。
テレビ，新聞によるインタビューの実施。
また，適切かつ効果的な情報発信のため，国際情勢，外務
省関連事項についての国内報道機関による報道ぶり・論調

0 0 3_c4_5 非該当

728 外務省 11 107

主要国における日本や
他の国々の影響力調
査・分析とそれに基づく
効果的な発信

主要国において、調査研究機関を通じ、日本に関連する報
道やイベント等をモニタリングするとともに、他の国々の動
向を調査・分析し、対日世論調査を実施することにより、現
地の状況に合ったきめ細やかな効果的な発信を行い、我が
国の立場や考え方について理解を促進し、親日感情の醸成
や対日理解を増進する。

外務本省及び主要国の在外公館において、以下の事業を
実施する。
①調査研究機関による調査・分析
　外部団体（調査研究機関等）を通じ、公開情報や日本関連
のイベント等について調査・分析を行い、対象国における他
の国々の動向及び同国において日本の置かれている状況
を把握する。
②世論調査
　外部団体（調査研究機関等）に委託を行い、海外における
対日世論調査を実施する。
③効果的な発信
　外部団体（調査研究機関等）に委託を行い、日本関連のセ
ミナー等を開催、海外メディア等を活用した効果的な発信等

0 0 8_1_6 3_c4_5 非該当
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729 外務省 11 108
「ジャパン・ハウス」創設
関連経費

「戦略的対外発信の強化」の必要性の高まりを受け、日本
の多様な魅力の発信、日本の「正しい姿」の発信及び知日
派・親日派の育成等を目的として実施するもの。

オールジャパンの体制で日本の多様な魅力、「正しい姿」を
発信し、知日派・親日派を育成する拠点として、世界主要都
市において「ジャパン・ハウス」を創設。平成２９年度につい
ては、ロンドン、サンパウロ、ロサンゼルスにおいて各拠点
が開館し，本格的に事業を開始する予定。国際世論の形成
に与える影響力あるいは，地域バランス，対日関係等を勘
案し，ロンドン，サンパウロ，ロサンゼルスの３都市を選定し

0 0 4_a4_2 非該当

730 外務省 11 109
在外公館及び本省にお
ける外部専門家の活用

在外及び本邦の外部専門家（PRコンサルタント、広報専門
家等）を活用することにより、対日理解を促進し、我が国に
好意的な世論を構築することを目的とする。

主要国の在外公館及び本省において下記１～４の事業を実
施する。
１　在外公館における対日理解促進PRコンサルタント契約
を締結し、各公館からの効果的な対外発信に繋げる。
２　在外公館の対外発信関連の業務拡大に対処するため、
現地在住の広報専門家を広報分野業務補助員として雇用。
３　対外広報を実施する上で考慮すべき諸情勢、諸情報の
調査を本邦の外部専門家に委託。
４　本省の対外発信関連の業務拡大に対処するため、関係
課室に広報専門員を配置。

0 0 3_c4_5 非該当

731 外務省 11 110 スポーツ外交推進事業

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、スポーツ
を活用した外交を推進することにより、国際相互理解の増
進、国際平和に寄与するとともに、国際場裏における日本
のスポーツ関係者の地位向上に重要な役割を果たす。
　また、日本政府の国際公約である「Sport for Tomorrow」プ
ログラムに貢献する取組として本事業を位置づけ、スポーツ
を通じた国際交流を行うことで、本事業を通じて、未来を担
う若者をはじめ、あらゆる世代の人々のよりよい未来を築い
ていく。

　平成25年9月のIOC総会において、安倍総理は2020年東
京大会に向けたスポーツを通じた国際貢献策「Sport for 
Tomorrow」を発表。2020年までに100カ国以上、1000万人以
上を対象にスポーツの価値とオリンピック・パラリンピック・
ムーブメントを広げていくことを目指しており、これは日本政
府の国際公約でもある。また、今後、外交力強化を図る上で
もスポーツの持つ力を活用した取組が有意義。これらを踏
まえ、当省としては、スポーツ外交推進の観点から、今後、
様々な機会をとらえて国際貢献を果たすために必要な事業
を行う。
　平成２９年度においては、スポーツ選手・指導者等の招へ
い・派遣、スポーツ器材の輸送支援、スポーツの価値の普

0 0 5_a4_1_6 非該当

732 外務省 11 111
啓発宣伝事業等委託
費

・我が国に関する正確・客観的な情報を諸外国に対して多く
発信することにより、諸外国における日本の政治、経済、社
会、文化、科学技術等幅広い分野に関する対日理解の増
進をはかるとともに、諸外国国民の対日関心・親日感情を
醸成する。

・我が国を訪れる外国報道関係者や我が国に駐在する外国
報道機関特派員に対し、取材活動支援や資料提供等の便
宜を供与する業務を（公財）フォーリン・プレスセンターに委
託して実施する。具体的には、外国報道関係者を対象とし
た会見・ブリーフィングの実施や取材支援等を実施してい

0 0 3_c4_5 非該当

733 外務省 11 112 外国報道機関対策

外国報道機関の日本関連報道に関する迅速な情報収集及
び的確な分析に基づき，外国報道機関を通じ我が国の政
策・立場について迅速，正確かつ効果的に対外発信行い，
海外における対日理解・対日親近感の醸成及び我が国の
政策への理解を増進する。

以下を通じて，外国報道機関の日本関連報道を適切に把
握するとともに，我が国の政策・立場について，迅速，正確
かつ効果的に対外発信する。
１　日本関連報道に関する情報収集・分析
２　外国報道機関に対する情報発信・取材協力
３　報道関係者招へい

0 0 3_c4_5 非該当

734 外務省 11 114 旅券関連業務

憲法で定められている国民の権利（海外渡航の自由）を保
障するため，国際的な身分証明書として通用し，かつ信頼
性の高い旅券を確実に国民に発給する。さらに，旅券の不
正使用（偽変造旅券，不正取得等）を防止することを通じ
て，良好な国際交流の発展並びに国内・国際社会の安全及
び秩序の維持にも寄与する。

当課の所掌事務である旅券発給事務に関連し，旅券の申
請・受付・審査・作成・交付・記録・管理等の多岐にわたる業
務で必要となる旅券冊子類，申請書類の作成経費，物品消
耗品，備品等の購入経費，旅券を作成するための機器類に
係る賃貸借・保守や旅券情報の記録・管理等に必要な備
品，役務調達経費及び関連人件費，都道府県や在外公館
に上記物品を送付する際に必要な輸送費等の経費。日本
国旅券発給のための足腰予算である。

0 0 6_6 4_d4_2 4_b4_2 非該当

735 外務省 11 115
海外子女教育体制の
強化

我が国国民の海外における発展のための環境整備と海外
在留邦人学齢児童・生徒に対する教育の充実強化を図り，
できるだけ国内の義務教育に近い教育環境を確保すること
を目的とする。

①日本人学校等の在外教育施設の校舎借料の一部に関
し，日本人学校等運営理事会等の設置団体に対して在外
公館を通じ，国庫援助を実施。
②日本人学校等の在外教育施設の教員・講師の給与の一
部に関し，日本人学校等運営理事会等の設置団体に対して
在外公館を通じ，国庫援助を実施。
③日本人学校等の在外教育施設に対する危機管理専門家
による安全評価の実施。
④日本人学校等の在外教育施設が安全対策のために実施
するガードマン雇い上げ，及び警備機器の維持管理費，さら
に安全評価の結果を踏まえた校舎設備強化費に関し，日本
人学校等運営理事会等の設置団体に対する在外公館を通
じ，国庫援助を実施。

0 0 8_6 非該当

736 外務省 11 116 領事システム

　外務省改革の一環としての「領事業務の抜本的改革」や
行政手続等の電子化推進・電子政府構築計画等に基づき，
領事窓口サービスの改善や邦人保護体制の拡充，業務の
効率化を目的として，領事業務のＯＡ化を維持・推進すると
ともに，「領事業務の業務・システム最適化計画」に則り，国
民サービスの向上および領事業務・システムの効率的な運
用を目指す。

　年間約346万人に発給する「旅券発給管理システム」，発
給件数年間約538万件の査証システム，全世界で約134万
人(平成２8年１０月)に上る在留邦人の在留届データを管理
する「領事関連データ管理システム」，在留届のオンライン
届出システムである「在留届電子届出システム」，領事窓口
業務（在外選挙，戸籍・国籍業務，邦人援護統計事務等)を
支援する領事利便支援システム，在留邦人向けメールマガ
ジンや災害時等の一斉通報をサービスする「在留邦人向け
メールマガジン配信システム」等の領事業務に関連する情
報システムの安定的な運用を継続し，領事業務のＯＡ化を
推進する。
　また，平成２２年４月に改定した「領事業務の業務・システ
ム最適化計画」に則り，旅券発給管理システムを刷新する
際に，新たに領事関連情報システム全体の基盤となる「領
事業務情報システム」を構築したので，領事業務関連シス

0 0 4_b4_2 非該当

737 外務省 11 117 領事サービスの充実

領事出張サービス，移住者支援，子の親権問題への対応，
領事業務研修，大気汚染や感染症に関しての講演会開催
等，在外邦人の利益の保護・増進にかかる様々な業務につ
いて，日本国民の海外における利益の保護・増進を目的と

移住者支援，巡回医師団派遣，海外在留邦人統計調査，領
事出張サービス及び窓口案内員配備など領事サービスの
実施及び強化の検討，海外渡航者を対象とした広報資料作
成，並びに領事担当官の能力向上のための研修の実施。

0 0 8_6 非該当

738 外務省 11 118
在外選挙関連事務に必
要な経費

憲法１５条及び公職選挙法第９条第１項で保障された国民
の参政権を海外在留邦人に担保するため。

１．在外投票には，あらかじめ在外選挙人証を取得する必
要があり，国内制度との違いや具体的手続きについて，広く
海外在留邦人に案内する。在外選挙制度の周知・広報は，
在外選挙制度創設時の国会での付帯決議において求めら
れており，また，昨年３月の衆・外務委での名称位置給与法
の採決に際して，投票率向上のための啓発と若年層への周
知徹底の決議が附されたこともあり，引き続き在留邦人向
けに重層的な広報を行う必要がある。
２．在外投票においては，在外選挙人の選挙権行使の機会
が適正に確保されるよう，円滑かつ公正な投票記載場所の
運営や事前広報の手配等しかるべき体制を整備する（在外
公館における投票事務従事者の臨時雇用・配置，記載済み
投票用紙の安全・確実な運搬など）。

0 0 8_6 非該当

739 外務省 11 119 ハーグ条約の実施

　平成２６年４月１日に，日本について「国際的な子の奪取
の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）」が発効すると
ともに，「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
に関する法律（ハーグ条約実施法）」その他の関連法令が
施行されたところ，ハーグ条約及び関連法令に基づいて，
子の国際的な連れ去り問題の解決及び国境を越えた親子
間の面会交流の促進の支援を行う。

　ハーグ条約実施法において，外務大臣が条約実施の中心
的な役割を担う「中央当局」とされているところ，弁護士等の
専門家を配置（採用）しつつ，①日本にいる子の所在特定，
②話合いによる解決を行うためのあっせん機関の紹介，③
面会交流支援機関を通じた親子の接触確保のための支
援，④申請書や裁判資料の翻訳等の手続開始のための支
援，⑤法律に関する援助・助言等，⑥相手国との連絡をはじ
め，子の安全な返還支援のために必要な措置の実施等を
行っている。
　また，子の連れ去りを事前に防止するため，ハーグ条約に
ついての広報を積極的に行っている。海外での邦人ＤＶ被
害者等支援事業を現地の団体等へ委嘱している。さらに海
外の事例を含むハーグ条約に関する情報を関係者に周知

0 0 8_6 非該当

740 外務省 11 120 旅券行政問題研究会
旅券行政に係る問題に関し，有識者に検討を依頼し，その
成果を我が国の旅券行政政策の企画・立案及び将来の旅
券法改正に反映させる。

旅券の発給等を巡って国民と行政府との間に生じた旅券行
政上の様々な問題点につき，専門家の助言を得つつ議論を
行い，研究会で蓄積した知見を旅券行政政策の企画・立案
及び将来の旅券法改正に反映させる。

0 0 1_b_2_6 非該当

741 外務省 11 121
在外邦人の安全・危機
管理に関する体制整備
等

情報発信，職員の養成及び邦人との連絡体制の確保によ
り，海外において邦人が被害に遭う可能性がある様々な事
件・事故等の発生に備えた体制を整備する。

本事業は以下の４つの各事業により構成されている。
①海外邦人緊急電話対応：在外公館閉館時における緊急
電話対応をアシスタンスサービス専門会社に委嘱し，在外
公館が邦人保護業務に集中することを可能とするもの。
②海外安全ホームページ整備：海外安全ホームページの内
容の精査や見やすいページへの改訂等，担当官では対応
困難な業務を専門業者に委託するもの。
③テロ・誘拐対策実地訓練開催：危機管理会社が実施する
実地訓練に官民合同で参加し，テロ誘拐対応に係る実践的
な知識及び技能を習得する。
④テロ・誘拐事件体制強化：テロ・誘拐事件の発生時に，邦
人被害者の救出・支援に向け的確に対応するために，危機
管理会社から専門的な助言・情報を得るとともに，各国の誘
拐情勢に関する各種情報を取得する。

0 0 6_6 5_a4_2 4_c_1_9 非該当
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742 外務省 11 122
在外邦人保護のための
緊急事態対応

海外における緊急事態発生に備え，支援を必要とする邦人
のケアや退避オペレーションのためのインフラを整備するこ
とにより，効率的かつ効果的な援護体制・基盤の強化を図
り，発生時には各種連絡手段を通じて在留邦人や邦人旅行
者の安否確認作業を行う。

本事業は以下の４つの各事業により構成されている。
①緊急邦人無線整備：緊急事態発生時の邦人保護の連絡
体制整備のために在外公館に配備している無線機の新規
配備，修理，保守，買換え等を行うもの。
②海外邦人退避：在外邦人等の退避が必要となる際，航空
機等を借り上げるための経費を計上するもの。
③在外邦人用緊急備蓄：現地滞在中の短期邦人渡航者が
一時的に大使館に退避せざるを得ないような事態に備え，
食料や飲料水等の物資を最低限備蓄するもの。
④安否確認・情報共有システム：大規模緊急事態発生時に
立ち上げる「オンライン安否確認システム」のメンテナンス。
⑤ＳＭＳ一斉通報・安否確認：ショートメッセージサービス（Ｓ
ＭＳ）を利用し，緊急事態発生地域にいる在留邦人との間で
双方向の情報連絡手段を確保することにより，極めて短時
間に安否確認，情報発信を行う。

0 0 4_a4_2 8_6 4_d4_2 非該当

743 外務省 11 123
在外邦人の安全対策に
関する情報収集と官民
連携

邦人の安全にかかる情報収集において，本省や在外公館
職員が直接収集する情報を補完するために，主要海外通
信社の速報ニュースを24時間体制でモニタリングするほか，
治安関係の専門家等に，在外公館から離れた遠隔地等の
安全情報収集を委嘱している。更に，これらの邦人の安全
にかかる情報を，国内外で開催する各種セミナーや協議会
など官民協力の枠組みを通じて提供することで，海外邦人
や日系企業の安全対策意識の醸成・増進を図る。

本事業は以下の５つの各事業により構成されている。
①遠隔地等邦人安全情報収集：在外公館から離れた遠隔
地や兼轄国における安全情報の収集・提供を現地情勢に
通じた治安関係の専門家に委嘱する。
②安全対策連絡協議会：本邦や在外において，海外進出企
業や在留邦人との間で治安情勢に関する意見交換会を行
う。
③国際ニュースモニタリングサービス：海外主要通信社の外
電等を２４時間３６５日体制でモニタリングし，邦人被害の可
能性のある事件等に関する外電に接した場合には速報を受
け，邦人の安否情報と共に官邸を含む関係者に報告する。
また，海外安全情報発出等の邦人保護業務に活用できるよ
うデータベース化する。
④在外安全対策セミナー等の実施：危機管理会社の専門家
を派遣し，在留邦人に対して，テロ・誘拐等の脅威に対する
安全対策に係るセミナーを実施する。
⑤国内安全対策セミナー実施：国内の首都圏あるいは地方
圏の中核都市において，海外進出企業や教育機関等の安
全管理担当者を対象に，最新のテロ・誘拐情勢や海外にお
ける安全対策等の情報提供を目的として，危機管理専門家

0 0 8_6 5_a4_2 4_c_1_9 非該当

744 外務省 11 124 困窮邦人等の援護

海外において盗難，傷病等により一時的困窮に陥った邦人
に対し，滞在費や帰国費用の貸付けを行うことや，精神科
医や遠隔地における協力者等の支援を得ることにより，効
率的かつ効果的な邦人援護体制・基盤の強化を図る。ま
た，歴史的経緯により朝鮮半島にて残留を余儀なくされ，困
窮した在韓日本人妻等に対して，その支援団体を通じた最
低限の医療・生活扶助の実施もこれに含まれる。

本事業は以下の５つの各事業により構成されている。
①特殊困窮邦人保護対策：第二次大戦後に朝鮮半島出身
者と日本で婚姻し，その後朝鮮半島に渡ったものの，戦後
の混乱で現地残留を余儀なくされ，高齢化・困窮化した在韓
日本人妻が入会している団体を支援する。
②海外邦人援護短期貸出：盗難，紛失，その他の事情によ
り一時的に少額金銭の貸与を求める邦人渡航者等に対し
て，家族からの送金を待つ間，最低限の費用の貸出しを行
う。
③海外邦人精神障害者対策：海外における精神障害者対
応のために，現地の精神科医と顧問契約を締結する。
④困窮邦人帰国対策（国援法・送還費）：海外において疾
病・事故等の理由により困窮状態に陥り，親族関係者の支
援も得られない邦人に対して，国援法を適用し，帰国費用を
貸し付ける。
⑤遠隔地等邦人援護対策費：遠隔地や兼轄国などで邦人
が事件や事故に巻き込まれ，在外公館が直接対応すること

0 0 8_6 非該当

745 外務省 11 126 査証関連業務

出入国管理上問題ないと見られる外国人に対して査証（ビ
ザ）面での便宜を図る一方，我が国社会の安全のため，査
証審査を適切に行うことにより，観光立国推進等による日本
経済の活性化や，二国間の人的交流促進に寄与する。

外国人に対する査証発給を適切に実施するため，査証事務
支援システムの運用・管理及び拡充する他，本省及び在外
公館において，査証事務処理上必要な物品及び体制の整
備を行う。

0 0 8_6 非該当

746 外務省 11 127
在日外国人社会統合
外交政策経費

在日外国人が日本社会に溶け込み，安心・安全に生活がで
きるよう，ワークショップやセミナー等を通じ，国民への啓蒙
活動を継続して行うとともに，在日外国人が抱える諸問題の
緩和に貢献する。

外国人の受入れや社会統合の問題に携わっている国内外
の有識者を招へいし，地方自治体，国際交流協会，ＮＰＯ等
の活動状況を踏まえ，外国人の受入れと社会統合に関する
課題や実践例について幅広く共有することを目的とした国
際ワークショップを開催し，在日外国人に関する問題の解決
に積極的に取り組む。
また，大規模災害時の外国人対応のため，在京外交団向
けの防災セミナーを開催し，国・自治体・在京外交団間での
災害情報の共有及びネットワーク作りを実施する。

0 0 5_d4_2 非該当

747 外務省 11 128 無償資金協力

無償資金協力は、開発途上国地域の経済・社会開発に協
力し、国際社会の平和と発展に寄与することで、日本への
信頼感を高め、日本の安全と繁栄の確保に寄与することを
目的とする。平成２９年度は，「国際社会の平和・安定・繁栄
のための環境整備及び普遍的価値の共有」，「ＳＤＧｓ達成
に向けたグローバルな課題への対処と人間の安全保障の
推進」，「途上国とともに「質の高い成長」を目指す経済外
交・地域創生への貢献」の３つの大きな柱に沿って，無償資
金協力を実施していく方針。また，これらに取り組むに当た
り，様々な主体との連携の強化を図る。

無償資金協力は、開発途上地域に対し返済義務を課さない
開発資金を供与する援助形態で、被援助国政府等が実施
する経済社会開発を目的とした事業に必要な施設、資機
材、設備及びサービスを購入するための資金を贈与するも
の。主として食糧、安全な水へのアクセス、衛生、保健・医
療、基礎教育の整備等の基礎生活分野や国づくり及び持続
的経済成長に不可欠な経済基盤整備等の支援を実施して
いる。現地のニーズに迅速かつ機動的に対応できる無償資
金協力は、開発途上国との二国間関係を強化し、国際社会
における我が国の発言力を高める最も有効かつ重要な外
交ツールの一つであり、日本外交にとって死活的に重要。

0 0 8_6 非該当

748 外務省 11 129
(独)国際協力機構運営
費交付金(技術協力)

【地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)】
①科学技術水準の向上につながる新たな知見の獲得と全
地球的な課題解決への寄与
②地球規模課題の解決に資する持続的活動体制の構築
③開発途上国の人材育成および自立的研究開発能力の向
上
【イノベーティブ・アジア】
イノベーションを創出する環境の向上に人材育成の面から
貢献すべく，「日本再興戦略２０１６」における外国人材の更
なる活用に向けた政策の一環として，アジア途上国におけ
る優秀な理系人材による日本の大学院での研究及び就業，
日本・アジア間における環流を促進させる。

【地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)】
環境・エネルギー、生物資源、防災、感染症など、地球規模
の諸課題の解決につながる新たな知見の獲得と成果の社
会実装（具体的な研究成果の社会還元）を目指し、開発途
上国の社会的ニーズを基に日本の研究機関と開発途上国
の研究機関が協力して、技術協力プロジェクトの枠組みに
より国際共同研究を推進する。
【イノベーティブ・アジア】
アジア途上国の優秀な人材が日本企業で活躍し，日本のイ
ノベーションに貢献することに加え，いずれは母国に戻って
自国の産業発展に貢献出来るよう，政府開発援助（ODA）を
活用して次のような取組を行う。
（１）平成２９年度からの５年間の１，０００人を目標に日本の
大学院（IT, IoT ,AIを含む理工学研究分野）における留学及
び日本企業等でのインターンシップの機会等を提供する。
（２）本事業の対象者で日本の就職に関心を持つ者に対し，
ジョブフェアの機会，情報提供を実施するほか，外務大臣が
適格性を審査した上で認定する者には在留取資格取得上
の優遇措置を講じる。

3,439,071 - 1 一般 - 50 3 - - - - 7_b_1 7_b_2 該当

当該事業の科学技術関係予算額
は決算後に確定するため、平成28
年度の決算実績額を参考値として
計上している。なお、イノベーティ
ブ・アジア事業は平成29年度開始
のため、参考値として計上している
金額には含まれていない。

749 外務省 11 130
独立行政法人国際協
力機構施設整備費補
助金

公共施設の防災・減災の観点から、（独）国際協力機構の国
内拠点施設について、老朽化の著しい施設の改修を行うほ
か、地域の防災拠点としての機能の向上を図る。

平成26年度補正予算：国内拠点施設（北海道（札幌）国際セ
ンター、筑波国際センター、中部国際センター、市ヶ谷ビル）
において、建築基準法施行令に適合していないエレベー
ターの改修工事等を実施する（補助率：100％）
平成28年度当初予算：国内拠点施設（九州国際センター、
沖縄国際センター、二本松青年海外協力隊訓練所）におい
て、建築基準法施行令に適合していないエレベーターの改
修工事等を実施する（補助率：100％）
平成29年度当初予算：国内拠点施設（沖縄国際センター、
市ヶ谷ビル）において、安全と衛生的環境を確保するため、
給水設備及び空調設備の老朽化に伴う改修を実施する。
（補助率：100％）

0 0 4_a4_2 非該当

750 外務省 11 131 無償資金協力事務費

本省において経済開発援助等の案件形成，円滑な実施の
ための交渉，協議，調査等を行い，また，在外公館におい
て，草の根・人間の安全保障無償資金協力案件の実施体
制を強化するとともに，無償資金協力案件交換公文の締
結，無償資金協力の実施を促進するための協議を行うも
の。

無償資金協力は，開発途上国の援助需要を踏まえ，毎年数
多くの案件を実施しており（政府間の案件であるプロジェクト
無償は毎年１５０～１６０件，草の根・人間の安全保障無償
資金協力は毎年約900件），本予算は無償資金協力を効果
的・効率的に実施するための事務経費。本予算にて協力準
備調査に先立ち，公開の場で外部有識者と意見交換を行う
ことを通じて，事業の妥当性を確認するとともに，ODAの質
と透明性の向上を図ることを目的とした開発協力適正会議
を開催する。草の根・人間の安全保障無償については，対
象国数，要請案件，実施案件数が多い中，現地における体
制を強化することが重要であり，案件発掘，選定，形成，
フォローアップ等の業務を援助関係者に委嘱し，効率的・効
果的な事業の実施を行う。また，草の根・人間の安全保障
無償資金協力案件の実施体制を強化するとともに，無償資
金協力案件交換公文の締結，無償資金協力の実施を促進
するために，大使館員が定期的に援助の現場を自ら見て，

0 0 8_6 非該当
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751 外務省 11 132 開発協力の理解促進

開発協力に関する①幅広い国民階層への情報提供及び知
識普及，②国民参加の推進，並びに③開発教育の推進を
行うことにより，開発協力を一層効果的に実施するために不
可欠な国民の理解と支持を得ることを目的とする。

国民一般を対象として，開発協力広報・情報公開を行うた
め，主に以下の施策を実施。
１．開発協力広報テレビ番組の制作・放映
２．国際協力イベントの開催
３．広報資料（パンフレット等）を作成
４．日章旗ステッカーの作成
５．ODA出前講座

0 0 3_c4_5 非該当

752 外務省 11 133 経済協力評価調査

日本のＯＤＡ政策等を対象に第三者評価を実施し，評価結
果を通じて得られた提言・教訓をフィードバックすることによ
り，ＯＤＡの管理・改善への支援，ＯＤＡ政策立案への反映，
国民に対する説明責任を果たす。また，ＯＤＡ評価に関する
ワークショップの開催や被援助国側による日本のＯＤＡ政策
の評価を通じ，ＯＤＡの透明性確保，被援助国側の評価能
力の向上等を図る。

本ＯＤＡ評価は国別や重点課題等の政策レベルを対象とし
て，評価主任（評価・開発の専門家），アドバイザー（地域・
分野の専門家），コンサルタント（調査業務委託先）で構成さ
れた評価チームに業務を委託し第三者評価として実施する
もの。評価結果は関係部局等にフィードバックするとともに，
個別評価報告書およびＯＤＡ評価年次報告書を公表し，国
民に対する説明責任を果たしている。また，ＯＤＡ評価ワー
クショップはアジア・大洋州諸国政府の評価部局実務者を
対象に，我が国主導でのＯＤＡ評価の理解促進，被援助国
の評価能力の向上を図るもの。また，ＯＥＣＤ－ＤＡＣ等で求
められている被援助国の評価能力の向上を目的として被援
助国政府・機関等による評価も同様に実施している。

0 0 8_6 非該当

753 外務省 11 134
開発援助人材育成・振
興

我が国の援助政策の企画・立案に資する調査・研究を行う
ことを目的とする。

我が国の援助政策の企画・立案に資する研究テーマを時宜
にあわせて選定した上で、業者等に調査研究を委託する。

0 0 1_b_2_6 非該当

754 外務省 11 135 ＮＧＯ活動環境整備

国際協力において我が国の「顔の見える協力」を行う上で
の不可欠なパートナーである我が国ＮＧＯとの連携を一層
強化し，我が国ＮＧＯの国際競争力を高めるため，欧米ＮＧ
Ｏに比し脆弱とされる我が国ＮＧＯの組織体制・事業実施能
力の強化や専門性の向上（キャパシティ・ビルディング）を行
うこと。

欧米ＮＧＯに比し脆弱とされる我が国ＮＧＯの組織体制・事
業実施能力の強化や専門性の向上（キャパシティビルディ
ング）
を支援するため，平成２８年度は以下の４プログラムを実
施。
① ＮＧＯ研究会（ＮＧＯによるテーマ別能力向上プログラ
ム）：ＮＧＯが取り組むべき課題をテーマとしたワークショップ
等を開催。
②ＮＧＯ相談員：国際協力やＮＧＯ活動・運営に関する一般
市民及びＮＧＯ団体等からの照会や相談に対応。全国１６
団体に委嘱。
③ＮＧＯ海外スタディ・プログラム：ＮＧＯの中堅職員が海外
ＮＧＯ等で研修。

0 0 5_c4_2 非該当

755 外務省 11 136
現地ＯＤＡタスクフォー
ス業務

現地ＯＤＡタスクフォース業務は，在外公館及びＪＩＣＡの現
地事務所等を主要なタスクフォースメンバーとして構成し，
開発ニーズ等の調査・分析・国別援助方針策定への参画，
被援助国政府と現地ベースでの政策協議の実施，候補案
件の形成と選定のための精査，現地援助コミュニティ（他ド
ナー，国際機関，ＮＧＯ等）との連携，我が国ＯＤＡのレ
ビュー等，質の高いＯＤＡを実施することを目的としている。

１．現地ＯＤＡタスクフォース業務
（１）被援助国の政治・経済・社会情勢や開発ニーズ等を分
析し，また，被援助国に対する我が国ＯＤＡのレビューを行
う。
（２）我が国のＯＤＡ政策について，他ドナーや被援助国の理
解と支持を向上させ，現地での開発をめぐる議論に積極的
に我が国の考え方を反映させる。

２．現地ＯＤＡタスクフォース遠隔セミナー
本邦関係者（本省，ＪＩＣＡ本部等）と途上国の我が国現地Ｏ
ＤＡタスクフォースを結び，開発援助の潮流や必要開発課題
に関するプレゼンテーションや議論を通じて，現地ＯＤＡタス

0 0 6_6 5_c4_2 非該当

756 外務省 11 137
政府開発援助の調査
及び企画立案等事務費

開発協力の効率的・効果的な実施を企画立案するため，必
要な要員を確保する他，経済協力関係者等との意見交換
や協議により必要な援助ニーズを見極め，我が国開発協力
事業に反映させる。また，多様な開発協力関係者が対等な
立場で議論を行う場を設け，国民各層の開発協力への参加
と理解・支持を促進するとともに，より良い開発協力の実施
を図る。

１．開発協力の効率的・効果的な実施を企画立案するた
め，開発援助分野で豊富な実務経験と高い学歴を有し，そ
の専門性及び語学力を生かし即戦力となる経済協力専門
員並びに，多岐にわたる庶務業務を行い本官を補佐する期
間業務職員を雇用する他，国内外の経済協力関係者，有
識者，専門家等との意見交換や被援助国における経済協
力関係者との協議のため，本省職員及び在外公館職員を
国内外へ出張させる。                                                      
                                                                                     
                                              ２．優れた技術を持つ中小
企業の海外展開を支援するため「ＯＤＡを活用した中小企業
等の海外展開支援」事業に係るセミナー等に参加し，当該

0 0 1_b_2_6 非該当

757 外務省 11 138 民間援助連携事務費

【民間団体等の指導・監督に必要な経費】
　国際協力に従事するNGOが一般国民や小規模NGO等か
らの照会に適切かつ効果的に対応するため，また国際協力
の重要性やNGO活動に対する理解を促進するために，全国
に配置しているNGO相談員を外務省職員が指導するととも
に，NGO相談員同士の意見交換・情報交換を行うために開
催する連絡会議等に関する経費。

【NGO調査・連携費】
　経済協力におけるNGOとの連携強化のため，NGOによる
適切な案件形成と着実な事業実施を確保するために支出
する経費。

【民間援助連携に必要な経費】
　日本ＮＧＯ連携無償資金協力事業（N連）を，より効果的・
効率的に遂行し，かつ透明性を高める観点から，その妥当
性，進捗状況及び現地のニーズ等を現地コンサルタント等
の第三者に委託し，調査するための経費。また，在外公館
長及び職員が任国および兼轄国におけるN連事業の引き渡
し式へ出席，並びに事業の妥当性，進捗状況等の調査を行
うための経費。

【民間団体等の指導・監督】
　国際協力に従事するNGOが一般国民や小規模NGO等か
らの照会に適切かつ効果的に対応するため，また国際協力
の重要性やNGO活動に対する理解を促進するために，全国
に配置しているNGO相談員を外務省職員が指導するととも
に，NGO相談員同士の意見交換・情報交換を定期的に実
施。また,日本NGO連携無償資金協力事業（N連）等，NGO
への支援経費が適切に執行されていることを，外務省職員
が確認することも併せて実施。

【NGO調査等】
Ｎ連等，ＮＧＯ支援事業の適正な執行を図るべく，申請案件
の事前審査等を委託。また，外務省員が現地に出張し，
NGO団体の活動の実状把握，実施案件の事前・事後審査
等を実施。また，ＮＧＯとの連携強化・促進を図るため，平成
８年度よりNGOとの定期協議会を開催。

【民間援助連携】
N連を，より効果的・効率的に遂行し，かつ透明性を高める
観点から，その妥当性，進捗状況及び現地のニーズ等を現
地コンサルタント等の第三者に委託し，調査。また，在外公
館長及び職員が任国および兼轄国におけるN連事業の引き

0 0 5_a4_2 6_6 非該当

758 外務省 11 139
経済協力情報管理シス
テム

我が国の開発協力政策に関する基礎データである政府開
発援助（ODA）実績の公式統計の作成・管理に係る業務に
おいて，膨大であると共に多様化・複雑化するデータ集計作
業及び作成データの管理を正確に行うと共に， OECD開発
援助委員会（DAC）への実績報告，開発協力白書の図表を
はじめとする公開用資料の作成等，同データを用いた各種
加工作業を迅速，効率的かつ正確に行うもの。

我が国の政府開発援助（ODA）実績の公式統計データの集
計・管理・加工に係る作業を，OA機器を有効に活用しつつ，
迅速，効率的かつ正確に行うための情報管理運用体制を
整備する。

25,981 0 5 一般 - 50 4 - - - - 4_c_1_4 該当

759 外務省 11 140
海外技術協力推進団
体補助金

ＮＧＯが海外において経済社会開発事業を実施するのに関
連し，日本ＮＧＯ連携無償資金協力のスキームでは支援対
象となっていない「プロジェクトの形成」，「プロジェクト後の
評価」，及び「研修会や講習会等の実施」を資金面から支援
し，日本ＮＧＯ連携無償を補完することを通じて，ＮＧＯの事
業に対する支援を一層強化するもの。

開発途上国においてＮＧＯが実施する開発協力に関連し，
ＮＧＯが行うプロジェクト企画調査，プロジェクト評価及び国
内外にて開催されるＮＧＯの国際協力活動の拡大・深化に
資する研修会，講習会等に要する経費を補助する（補助率：
定額（最大50%））。

0 0 1_b_2_6 6_6 5_a4_2 非該当

760 外務省 11 141 開発協力白書編集等

開発協力大綱の実施状況に関する閣議報告に使用すると
ともに，開発協力政策について一般国民の理解と支持を増
進させるなど，国内外への広報活動において広報媒体・資
料として効果的に使用するため，開発協力白書（日本語版
及び英語版）及び参考資料集を作成する。

開発協力白書（日本語版及び英語版）及び参考資料集の作
成経費
開発協力白書は，開発協力大綱の実施状況及び我が国の
開発協力実績等に付き有用な情報を掲載していることか
ら，開発協力政策の企画・立案に携わる者にとって基礎的
な情報・資料として活用されている。同白書において，開発
協力大綱の実施状況を年１回包括的にとりまとめ，内外に
公表することは，我が国開発協力政策の広報効果を高め，
国民に対し説明責任を果たし，その理解を深める観点から

0 0 3_c4_2 非該当

761 外務省 11 142 国際機関との連携等

伝統的なドナーのほかに新興国や民間セクター等，開発の
主体が多様化する中で，新しい開発枠組みを構築する議論
や，ドナー間の開発アプローチ援助理念に係る議論におい
て，我が国の立場と開発協力理念を適切に反映させていく
ために，これらを協議している会合等への出席や会合開催
を実施する。

【国際会議支援及び多国間経済協力に必要な経費】
グローバルパートナーシップ関連会合等ＯＥＣＤ・ＤＡＣによ
り開催される各種会合への出席及びアジア開発フォーラム
などの開催などに必要な経費。
【開発協力関係資料等購入・翻訳経費】
ＤＡＣにて発行されている経済協力関連の書籍の購入，ＤＡ
Ｃ統計指示書等の翻訳経費及びＤＡＣ統計に係るNGOの援
助実績調査に伴う経費

0 0 5_b4_2 非該当

762 外務省 11 144
国別開発協力方針策
定調査

関係者の出張及び翻訳等に要する経費を手当てし，被援助
国の政府及び他ドナー等との協議等を行い，国別開発協力
方針の適切な策定・改定に資することを目的とする。

国別開発協力方針は，開発協力大綱の下に位置づけられ，
被援助国における具体的な援助案件選定の指針とすべく，
その政治・経済・社会情勢を踏まえ，当該国の開発計画や
開発上の課題等を勘案して策定する国別の我が国の援助
方針で，原則としてすべての我が国のＯＤＡ対象国について
策定するもの。
方針の策定に当たり，被援助国の政治・経済・社会情勢，開
発上の課題等に関する深い理解が求められ，被援助国の
政府・他ドナーを含む幅広い関係者との意見交換が必要な
ため，関係者が同国の政治・開発関係者との協議，援助現
場の視察，我が方在外公館及びＪＩＣＡの現地事務所等で構

0 0 8_6 非該当
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763 外務省 11 145
経済協力案件の選定･
実施・完了後の諸調整
等経費

・経済協力案件の選定・実施・完了後の諸調整等を目的とし
た出張及びJICAﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業参加者に対する外務大臣感
謝状の授与
・ODAによる途上国支援と中小企業の海外事業展開との
マッチングを行うことで、途上国の開発課題の解決と、優れ
た製品・技術等を有する一方、知見やノウハウが不十分な
我が国中小企業等に対する海外展開支援との両立を図り、
もって経済協力を通じた二国間関係の強化や経済外交の
一層の推進を図ることを目的に認められた政府開発援助海
外経済協力委託費に係る精算業務を行う

（ア）経済協力に関する案件選定や制度整備に係る事業実
施機関との協議
（イ）被援助国政府機関と経済協力事業に関する重点分
野、協力プログラム協議を踏まえた候補案件の選定、援助
実施に必要な約束の交渉及び締結作業等の実施
（ウ）任期を終え，帰国したJICAﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに対し，我が国と派
遣国の関係強化等に貢献したことへの感謝を表するため外
務大臣名による感謝状を授与する
（エ）ODA案件形成を念頭に、ニーズ調査（中小企業等の製
品・技術等の開発援助案件としてのニーズ調査）をH27年度
に4件実施しており、精算処理にあたる経理等要員を雇用
し、本件委託費の精算を適切に行う

0 0 8_6 非該当

764 外務省 11 147 国際緊急援助事務費
国際緊急援助のより迅速かつ効果的・効率的な実施に向け
関連する情報収集や調査の平時からの訓練体制強化等を
行うこと。

国際緊急援助に関する情報収集や調査，平時からの訓練
等及び国際緊急援助隊の実派遣時における結団，解団式
への出席経費。また大規模災害発生の緊急時，緊急援助
の実施を一層迅速化させるため発災初期段階の情報収集
と被災国政府との調整及び被災国の我が国在外公館の支
援を主目的とする「外務省・国際緊急援助調査チーム」を派
遣するための事務費及び国際緊急援助体制の強化にかか

0 0 5_a4_2 6_6 非該当

765 外務省 11 148
在外公館広報活動基
盤整備費

国際貢献の柱である開発協力事業及びこれまでの成果等
について，被供与国や国際社会に積極的・戦略的に情報を
発信する。

①我が国の国際貢献につき，現地プレスで報道される機会
が増えるよう，開発協力供与案件等を取材させ，理解を促
進させる。
②二国間の経済協力の歴史や理念，個別具体的な開発協
力案件等につき，政策的観点からそれぞれの国の現地語で

0 0 3_c4_5 非該当

766 外務省 11 149

人間の安全保障推進
経費
地球規模課題政策の
調査及び企画立案等事
務

経済・経済協力・社会分野における国際連合を含む国際機
関等に関する事項、国際社会が共同して取り組む事項、経
済協力に関する分野別計画の作成のために必要な事業を
行う。

（１）地球規模課題政策の調査及び企画立案等に必要な経
費
国内に事務所等をおく国際機関との調整、国際機関の実態
把握等に必要な資料購入、有識者による政策発信等を実
施。
（２）分野別援助計画策定事務経費
分野別開発政策に関する国際会議に参加し、国際的な取り
組みに参画。また、国内において、必要な会議を開催。
（３）人間の安全保障普及関係経費
人間の安全保障の理念普及等のための国際会議に参加
し、国際的な取り組みに参画。
（４）「世界津波の日」啓発
我が国が主導し国連で制定された「世界津波の日」のイベ
ント開催等の普及啓発活動を実施。
（５）持続可能な開発目標（SDGｓ）実施推進活動経費は，優

0 0 1_c_2_9 5_d4_2 3_c4_4 非該当

767 外務省 11 150
気候変動問題への取
組

気候変動分野における多国間対話を主催することを通じ，
関係国間の意思疎通・相互理解を促し，パリ協定の実施に
向け，我が国として実質的な貢献を行うことを目的とする。

我が国とブラジルが共同議長を務め，2002年より毎年東京
において，先進・開発途上国双方の主要国から政府関係
者，専門家，有識者を集めて国際会議を実施しているもの。
本会合は，主要先進国と途上国の交渉の実務担当者が非
公式な形で前年末に開催されたCOPの交渉成果を評価し，
次回交渉に向けた議論を開始する重要な機会であり，国際
的に認知されたプラットフォームとして確立している。特に，
途上国が先進国に対して持つ不信感を払拭し，信頼醸成を
行うことが，国際的な議論を円滑に進める上で非常に重要
であり，日本が本会合を10年以上にわたり継続して開催し
てきていることは，気候変動分野における国際的な議論に
貢献する日本のイニシアティブとして高く評価されている。

0 0 5_d4_2 非該当

768 外務省 11 153
国際連合平和維持活
動（ＰＫＯ）分担金

国連の諸活動に対する我が国の財政的貢献により，国連の
平和維持活動（ＰＫＯ）を通じて，国際社会の平和と安定に
積極的に貢献するとともに，国連における我が国の地位・影
響力の維持・向上につなげる。

国連の平和維持活動（PKO）分担金の支払いは，国連憲章
第１７条第２項に基づく加盟国の義務である。我が国の国連
PKO分担率は2016年から９．６８０％であり，加盟国中第三
位となっており，この支払いを誠実に履行することにより，国
連の平和維持活動（PKO）を支援し，我が国の外交目標で
ある国際社会の平和と安全の達成に貢献する。また，こうし
た国連の平和維持活動（PKO）に対する我が国財政的貢献
を積極的にＰＲすることで，国連における我が国の地位・影
響力の維持・向上につなげる。

0 0 5_c4_2 非該当

769 外務省 11 154 国際連合（ＵＮ）分担金

国連の諸活動に対する我が国の財政的貢献を通じて，国際
社会の平和と安定の確保及び持続可能な成長の実現に積
極的に貢献するとともに，国連における我が国の地位・影響
力の維持・向上を図る。

国連分担金の支払いは国連憲章第17条第2項に基づく加盟
国の義務である。我が国の分担率は2016年から9.680％，
加盟国中第2位となっており，支払いを誠実に履行すること
は，国連の諸活動を支援し，我が国の外交目標である国際
社会の平和と安全の確保に資する。また，国連に対する我
が国の財政貢献は，国連における我が国の地位・影響力の

0 0 5_c4_1_7 非該当

770 外務省 11 155
国際原子力機関（ＩＡＥ
Ａ）分担金

２０１６年ＩＡＥＡ通常予算として、２０１５年のＩＡＥＡ総会で割
当てられた我が国のＩＡＥＡ分担金であり、同機関の二大目
的である原子力の平和的利用及び核不拡散体制の維持・
強化を通じて、我が国のエネルギーの安定供給及び安全保
障の確保に貢献することを目的とする。

本件分担金は、経常予算及び資本投資に使用され、経常予
算は①原子力発電、燃料サイクル及び原子力科学、②開発
及び環境保全のための原子力技術、③原子力安全及びセ
キュリティ、④原子力検認（保障措置）、⑤政策、マネージメ
ント及び官房、並びに⑥開発のための技術協力マネージメ
ントに、資本投資は①保障措置インフラ及び②事務局インフ

4,288,888 0 5 一般 - 63 4 - - - - 3_a_1 3_a_2 2_c_5 2_c_6 3_c4_3 該当

771 外務省 11 156
国際刑事裁判所(ICC)
分担金

国際刑事裁判所の目的である，国際社会における最も重大
な犯罪の訴追・処罰を通じて，国際の平和と安全の維持に
貢献し，国際社会における法の支配の確立を促進する。

国際刑事裁判所は，集団殺害犯罪，人道に対する犯罪及
び戦争犯罪に対して刑事責任を負う個人の訴追・処罰を
行っており，我が国の分担金は，犯罪の捜査，刑事裁判の
遂行，被害者や証人の保護等の活動のために使われてい
る。
　国際刑事裁判所及び締約国会議の活動の費用は締約国
の分担金によって賄われており、締約国である我が国は分
担金を負担する必要がある（ICC規程第１１５条（ａ））。なお、
我が国の分担率は、１２４か国の締約国中トップ（２０１６年
度は約１６．５％）であり、国際刑事裁判所は我が国の財政

0 0 7_b_7 非該当

772 外務省 11 157
包括核実験禁止条約
機関準備委員会（ＣＴＢ
ＴＯ）分担金

包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）は，地下を含むいかなる場
所においても核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止
及び防止する条約であり，世界に３３７カ所設置される監視
観測施設の建設・運営，現地査察の準備等，検証制度を整
備することが定められている。同検証制度の整備に関する
審議において，我が国として主導的な役割を果たしていくた
めに，本準備委員会の経費を負担する必要がある。

ＣＴＢＴＯは条約の履行を確保するために，（１）国際監視制
度（ＩＭＳ）及び（２）現地査察（ＯＳＩ）を柱とする検証制度を設
けており，条約発効までに準備を完了しておく必要がある。Ｉ
ＭＳは世界３３７か所に核実験探知のための監視観測施設
を設置・運営するものであり，現時点で約９０％完成してい
るところ，残りの監視観測施設の建設，及び既存の監視観
測所の維持運営が重要。またＯＳＩについては，査察技術を
確立するためのワークショップの開催，査察機器の整備等
が必要である。ＣＴＢＴ発効促進の先頭に立つ我が国とし
て，かかる検証制度の整備に係る審議において主導的な役
割を果たしていくために，必要な経費を分担する。

0 0 7_b_7 非該当

773 外務省 11 158
化学兵器禁止機関（Ｏ
ＰＣＷ）分担金

化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）は，化学兵器の生産・保有等を
包括的に禁止し，既存の化学兵器の全廃を定めるととも
に，条約上定められた検証制度（申告，査察等）を通じて条
約の遵守を確保するもの。大量破壊兵器である化学兵器の
全廃という条約上の目的実現に寄与するべく，締約国は，Ｃ
ＷＣの実施機関である化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）が実施
する検証活動、締約国による条約の実施促進に向けた活動
に要する費用その他ＯＰＣＷの運営費等を分担金として負
担する。

ＣＷＣには，条約の完全な履行を確保するために，申告，査
察等の検証制度が設けられている。ＯＰＣＷは，各国の申
告に基づき，化学兵器及び化学産業（条約で定められた化
学物質を取り扱う締約国内の企業等）に対する査察等を実
施している。また，ＣＷＣの普遍化（締約国数の拡大）促進
及び各締約国によるＣＷＣの国内実施の強化は，ＣＷＣの
完全な履行のために，また，非国家主体によるテロ対策に
とっても極めて重要であることから，発展途上国を対象にし
た様々なセミナーやワークショップを多数実施している。ま
た，化学兵器による攻撃が行われた場合に，緊急かつ適切
な援助が実施できるよう，援助・防護計画の整備も行う等，
ＣＷＣの完全な履行のために様々な事業を実施している。

0 0 8_6 非該当

774 外務省 11 159
国際原子力機関
（IAEA）拠出金（技術協
力基金）

国際原子力機関（IAEA）の二大目的は原子力の平和的利
用の促進と核不拡散であるところ，開発途上加盟国に対し，
原子力の平和的利用の促進の一環として，原子力科学技
術に関する技術協力を実施するもの。IAEAの技術協力活動
支援は，途上国の経済・社会の発展に資するだけでなく，原
子力の平和的利用の利益を享受することにより，途上国の
不拡散や原子力安全の維持・強化へのコミットを促し，核軍
縮・不拡散に関する国際社会の努力を推進する。

開発途上国の要請に基づき，専門家派遣，機材供与，研修
員受入れ等の形で，発電分野（原子力発電導入基盤整備
等）及び保健・医療（がんの放射線治療等），食糧・農業（放
射線照射による品種改良等），環境，水資源管理（同位体分
析によるトレース等）等の非発電分野における技術協力プロ
ジェクトを実施。また，各種報告書の出版，各種会合の開
催，関連データベースの整備等，原子力の平和的利用に関
する情報の共有にも貢献。原子力先進国であり，IAEA理事
会指定理事国である我が国が果たすべき役割は大きい。

989,376 0 5 一般 - 63 4 - - - - 3_a_1 3_a_2 3_b_1_1 該当

775 外務省 11 161
国際海洋法裁判所
（ITLOS）分担金

海洋国家たる我が国の外交政策の柱の１つである海におけ
る法の支配・海洋法秩序の確立促進という観点から極めて
重要な，海洋法に関する法律紛争の解決のための常設の
国際司法機関であるＩＴＬＯＳへの予算分担金を拠出するこ
とによって，ＩＴＬＯＳの円滑な司法活動を支持し，海洋法秩
序の発展と国際社会における法の支配の拡充を実現すると
ともに，海洋法秩序の擁護者としての我が国の地位を確立・
強化し，我が国国益に合致する海洋法解釈への理解の促
進を図る。なお，我が国はＩＴＬＯＳ分担金の最大の負担国で

国連海洋法条約締結国間の紛争等の平和的解決に資する
ため、ITLOS運営予算の分担金を支払うことでＩＴＬＯＳの組
織整備及び司法機能の行使を助け、公正な裁判制度を維
持する。ITLOS予算は，付託される紛争を扱うための事案関
連経費や，裁判官や常勤職員の給与，法廷施設の維持費
等に当てられる。

0 0 7_b_7 非該当
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776 外務省 11 162
ベルリン日独センター
分担金

日独及び日欧間の「学術の出会いの場」を設け、政治・経
済，学術・文化等幅広い分野の交流を促進すること。
日本政府の政策・関心事項を理事会・評議会を通じてベル
リン日独センターにインプットし、日本政府の重要外交政策
に掲げられている事項を始めとして我が国の主要関心事項
と関連した事業を行うことで、欧州のみならず国際社会にお
いて影響力を増大させている独における効果的な政策広報
を実現する。

１９８４年の日独首脳会談で，ベルリンの旧日本大使館建物
を修復・再利用することで一致。翌１９８５年，ベルリン州か
ら拠出された基本財産を基に，ベルリン日独センターがドイ
ツ法上の財団法人として当該建物内に設立。（首都移転に
伴い，当該建物は再び日本大使館として使用されることに
なり，１９９８年，同センターは新事務所に移転）。同センター
の運営経費及び事業経費については，政府間の交換公文
により，日独折半にて負担することが取り決められており
（義務的経費），毎年秋に開催される政府間協議で合意した
同センターの予算に基づき，分担金を予算計上している。
ベルリン日独センターは、①エネルギー、環境、開発、海上
安全保障、核不拡散等の日独が直面するグローバルな課
題及び②少子高齢化、研究開発，イノベーション等の日独
が取り組むべき優先課題をテーマとした会議を中心とする
事業を年間２０～３０件実施しているほか、日本の多様な文
化を幅広い年齢層に広める観点から、展覧会、ワークショッ
プ等の文化事業を年間約２０件実施している。さらに、日本
語講座や日独通訳研修会等を通じて、独における日本語普
及や日独通訳の育成に取り組んでいる。

0 0 5_d4_1_7 非該当

777 外務省 11 163
ボスニア和平履行評議
会（PIC）拠出金（義務
的拠出金）

３つの民族がモザイクのように居住し，ボスニア紛争におい
て約２０万人の犠牲者を出すに至ったボスニア・ヘルツェゴ
ビナ（ＢＨ）においては，１９９５年１２月に国際社会の関与の
下，デイトン合意が結ばれ，１９９２年以来の武力紛争が終
結した。デイトン合意の履行を監視し，同国の国造りを支援
する強力な国際的枠組みである和平履行評議会（ＰＩＣ）へ
の支援を通じ，同国及び西バルカン全体の平和と安定に貢
献するとともに，Ｇ７の責任ある一員として世界の平和と安
定に積極的に貢献する我が国の積極的姿勢を示す。

デイトン合意の履行を監視する国際的枠組みである和平履
行評議会（ＰＩＣ）によって任命され，閣僚罷免権，法律の改
廃を含む強力な権限を有し，また，同国の国造りを支援する
上級代表事務所の運営経費。我が国は１９９６年に上級代
表事務所（OHR)の運営の10％を負担することを表明，１９９
７年以降，義務的分担金として継続して拠出している。

0 0 8_6 非該当

778 外務省 11 164
国際海底機構（ISA）分
担金

我が国は，深海底鉱物資源の探査活動に高い関心を有す
る先進鉱業国として，深海底鉱物資源の管理を行うISAの
活動に積極的に参加・協力する必要があるところ，本件分
担金のスムーズな支払いは，かかるISAの政策・行動に対
する我が国の発言力を確保する。なお，我が国はISA分担
金の最大の負担国である。

1994年11月の国連海洋法条約発効に伴い設立されたISA
は、理事国、事務局長の選出、補助機関の設置等組織整備
を行い、深海底鉱業活動に関する規則作りやワークショップ
の開催等を行っている。

0 0 2_b_2_6 非該当

779 外務省 11 165
国際刑事裁判所(ICC)
新庁舎建築費分担金

国際刑事裁判所の目的である，国際社会における最も重大
な犯罪の訴追・処罰を通じて，国際の平和と安全の維持に
貢献し，国際社会における「法の支配」の確立を推進するた
めに必要となる刑事法廷及び関連設備を備えた新庁舎を建
設する。

国際刑事裁判所は，集団殺害犯罪，人道に対する犯罪及
び戦争犯罪に対して刑事責任を負う個人の訴追を行ってお
り，2002年の設立以来，オランダ政府から無償貸与される
仮庁舎において裁判を初めとする諸業務を行ってきたが，
2013年から新庁舎の建築が開始され，2015年12月に同庁
舎が完成した。国際刑事裁判所及び締約国会議の活動の
費用は締約国の分担金によって賄われており、締約国であ
る我が国は分担金を負担する必要がある（ICC規程第１１５
条（ａ））。なお、新庁舎建築費に関する我が国の分担率は、
１２４か国の締約国中トップ（約１７．２％）であり、国際刑事
裁判所は我が国の財政的貢献なしには十分な活動を行うこ

0 0 7_b_7 非該当

780 外務省 11 166
南太平洋経済交流支
援センター（義務的拠
出金）

本センターは，太平洋島嶼国に対する日本の窓口機関とし
て，島嶼国の対日輸出促進，日本から島嶼国への投資促
進及び観光促進を図り，特に経済分野において島嶼国の自
立を促すもの。本センターへの拠出を通じ，太平洋島嶼国
地域のみならず，国際場裡においても，これら太平洋島嶼
国の支持を得ることで，日本の外交的プレゼンスを高めるこ
とに繋げるとともに，両国間の経済関係の強化を図ることを
目指す。本件拠出金は，本センターの諸活動を実施するた
めの土台となる事務局の運営費として利用される。

本センターは，１９９６年１０月１日，東京において日本政府
と南太平洋フォーラム（ＳＰＦ。２０００年に太平洋諸島フォー
ラム（ＰＩＦ）に改称）事務局が共同で設立した。本センターの
主な業務としては，貿易，投資，観光にかかる各種照会へ
の対応，見本市やミッション等の企画・便宜供与，企業に対
する助言，対日輸出産品開発事業，市場調査・統計整備，
広報活動等を実施。本件拠出金は，事務所運営のための
経費，具体的には事務所賃借料，人件費，事務機器借料，
通信費，出張旅費，会計監査費等に利用される。

0 0 8_6 非該当

781 外務省 11 167
化学兵器禁止機関（Ｏ
ＰＣＷ）拠出金（義務的
拠出金）

我が国は化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）に基づき，中国におい
て発見されている旧日本軍の遺棄化学兵器（ＡＣＷ）を廃棄
する義務を負い，そのための事業に誠実に取り組んでい
る。ＣＷＣの実施機関である化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）
は，ＣＷＣに基づき，我が国が実施するＡＣＷの処理に対し
各種査察を実施しているところ，我が国としてこれら査察を
受け入れ，ＣＷＣ上の義務を誠実に実施していることを示
す。

本件拠出金は，ＡＣＷの査察受入れに関する経費。ＡＣＷの
査察受入れは，我が国の条約上の義務の誠実な履行を示
すこととなる。ＯＰＣＷによる査察期間中，ＣＷＣの諸規定に
従い国内当局者代表が査察団に同行し，出入国支援，査察
団に対する各種関連事項（ＡＣＷの保管，廃棄等の状況等）
の説明，これら事項につき査察団から随時なされる質問へ
の応答，査察団が査察終了後に現場で作成する報告書（査
察の内容等を記載したもの）の精査，協議及び署名等を行
う。なお，ＡＣＷに関する査察は処理実施地である中国国内
で行われ，中国側国内当局者も査察団に同行する。

0 0 8_6 非該当

782 外務省 11 168
ワッセナー・アレンジメ
ント（ＷＡ）分担金

我が国及び欧米諸国を中心とした41か国から構成される
ワッセナー・アレンジメント（ＷＡ)は，ＷＡ参加国からの通常
兵器及び関連汎用品・技術の移転により特定の国・地域に
同兵器等が過度に蓄積され，当該国・地域の不安定化につ
ながることを防止するため，ＷＡ参加国による輸出実績等の
透明性を向上させるとともに，ＷＡ参加国共通の規制品目リ
スト等を踏まえてより大きな責任の下で輸出管理を行わせ
ることを通じて，地域及び国際の安全と安定に貢献すること
を目的とする。

ＷＡ参加国間で運用されているオンライン情報共有システ
ムや，年７回開催される主な会合（下記の「活動指標」欄参
照）等を通じて，（１）アジア地域を含む各地域の情勢，ＷＡ
参加国による通常兵器の輸出実績等に関する情報交換，
（２）各国が輸出を規制すべき通常兵器及び関連汎用品・技
術のリストや輸出管理措置の実施・執行に関するベスト・プ
ラクティス文書の作成・改訂等を行っているほか，（３）ＷＡ事
務局長が中心となってＷＡ非参加国に対し輸出管理制度の
強化を奨励するアウトリーチ活動等を行っている。本件分担
金は，上記オンライン情報共有システムの維持・管理・改
善，ＷＡ参加国間での各種会合の開催，ＷＡ非参加国に対
するアウトリーチ活動，これらの取組を支えるＷＡ事務局

0 0 8_6 非該当

783 外務省 11 169
特定通常兵器使用禁
止制限条約締約国会
議等分担金

本件条約は、国防及び人道上の要請のバランスを保つとの
考えの下、兵器自体の効果又はその使用方法のいかんに
よっては非人道的効果をもたらす特定の通常兵器について
国際的規制を設けるもの。具体的には，通常兵器の開発・
製造技術の向上等を考慮しつつ，通常兵器の使用の禁止
及び制限のための条約の実施及び新技術及び新型兵器等
への対応のために議論を行っているが，新型兵器の規制及
び対応に向けた働きかけ・助言を実施し，我が国の重要外
交課題である国際社会の平和と安定に積極的に貢献してい
る。上記「根拠法令」及び「関係する計画、通知等」に基づ
き、本条約締約国として同会議及び各会合に参加する我が

枠組条約及び附属議定書の運用及び状況の検討，新たな
議定書の作成，枠組条約及び議定書の改正，締約国の報
告から生ずる問題の検討，地雷等の無差別な効果から文
民を保護するための技術・規制方法の検討等の活動を行う
本件条約の締約国会議及び関連会議開催経費の支弁に活
用されている。

0 0 8_6 非該当

784 外務省 11 170
生物兵器禁止条約
（BWC)分担金

生物兵器禁止条約（ＢＷＣ）は，大量破壊兵器の1つである
生物兵器を包括的に禁止する唯一の法的枠組み，締約国
会合を通じ，条約の履行状況の強化を図るとともに，ＢＷＣ
非締約国に加入を呼びけることにより，生物兵器の軍縮・不
拡散を推進することは国際の平和と安全を重要外交政策と
して掲げる我が国にとって重要。また，これにより，我が国
へのバイオ脅威を削減するとともに，海外において活動する
邦人にバイオ脅威が及ぶリスクを削減する。

ＢＷＣは，国際協力，科学技術の進展のレビュー，国内実施
強化，信頼醸成措置参加促進，第7条（生物兵器の脅威に
曝された際の援助）実施強化等を議題とする会合を開催し，
条約の実施強化と普遍化にかかる取組を行っている。ＢＷ
Ｃの枠内で開催される諸会合に要する経費は，同条約の締
約国が，国連分担率を基準として算定される分担率に基づ
き負担しているところ，締約国である我が国は会合経費を負
担し，我が国の重要外交課題である大量破壊兵器の軍縮・
不拡散に資するＢＷＣの活動に積極的に貢献している。

0 0 8_6 非該当

785 外務省 11 171
対人地雷禁止条約締
約国会議等分担金

対人地雷禁止条約は，対人地雷の使用，生産，貯蔵，移譲
等を包括的に禁止し，貯蔵弾，敷設地雷の除去を義務づけ
ることで，対人地雷によって引き起こされる苦痛及び犠牲を
終始させることを目標とした条約。我が国は分担金を拠出
することで関連会合の開催を確保し，その議場において対
人地雷の廃絶を含む軍縮問題に積極的に取り組み，我が
国の重要外交課題である国際社会の平和と安定に積極的
に貢献している。なお，条約関連会合の経費負担は条約上
の義務。

対人地雷禁止条約には，定期的に締約国会議を開催し，ま
たは締約国の要請に応じて国連事務総長が招集する検討
会議を開催する旨の規定がある。またその会合開催に係る
費用は，適切に調整された国際連合の分担率に従い，締約
国及び会議に参加した非締約国が負担する旨も規定されて
いる。
これらの規定に基づいて開催される会合において，締約国
は，自国の義務の履行状況につき報告し，国際的な協力・
援助等に関する情報を共有し，及び条約の適用又は実施に
おいて生じる諸問題につき議論することで，条約の遵守を
確保し，また条約の効果的な運用及び締結状況等につき検
討する。
なお，対人地雷禁止条約の関係では履行支援ユニット
（ISU）経費として任意拠出を行っているが（行政事業レ
ビューシート0204），同任意拠出金は，条約の事務局機能を

0 0 8_6 非該当

786 外務省 11 172
核兵器不拡散条約（ＮＰ
Ｔ）運用検討会議分担
金

　ＮＰＴの規定に基づき５年毎に開催される運用検討会議及
びその準備会合を開催するための経費。この会議では，ＮＰ
Ｔの３本柱（核軍縮，核不拡散，原子力の平和的利用）それ
ぞれについて，条約の運用レビューを行う。
  唯一の戦争被爆国である我が国は，核軍縮の推進を重要
な外交政策の一つと位置づけている。NPTは，核軍縮に関
する最も重要な条約であり，その関連で開催される運用検
討会議及び準備委員会は，我が国の政策や主張を実現す
る上で極めて重要な場となっており，このような意義を有す
る会議の開催費用を負担することは必要不可欠。

　運用検討会議では，ＮＰＴの３本柱（核軍縮，核不拡散，原
子力の平和的利用）それぞれについて，条約の運用レ
ビューを行う。経費は，会議費，各国が考えや具体的提案と
して提出する作業文書等を国連の公式文書として編集・作
成する費用・国連公用語への翻訳費等の必要経費を各国
の分担により賄う。

0 0 5_d4_2 非該当
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787 外務省 11 173
クラスター弾に関する
条約締約国会議等分
担金

クラスター弾に関する条約（CCM)は,人道上懸念があるとさ
れるクラスター弾の使用，生産，貯蔵，移譲等を禁止する法
的枠組みであり，各国は本条約を批准し，右禁止の法的義
務を負い，その義務を履行することでクラスター弾によって
生じる人道上の問題を含む様々な問題の解決に向けた取
組を遂行している。条約関連会合の経費負担は条約上の
義務。

クラスター弾に関する条約の下では，汚染地域における不
発弾の除去，貯蔵弾の廃棄，国際協力，被害者支援等を議
題とする会合が開催され，条約の履行強化と普遍化に係る
取組が行われている。本条約の下で開催される諸会合に要
する経費は，適切に調整された国際連合の分担率に従い，
締約国及び会議に参加する締約国でない国が負担している
ところ，締約国である我が国は会合経費を負担し，人道上
の懸念を有する特定兵器であるクラスター弾の廃絶に資す
る本件条約の活動に積極的に貢献している。

0 0 8_6 非該当

788 外務省 11 174
経済協力開発機構金
融活動作業部会(FATF)
分担金

金融活動作業部会（Financial Action Task Force:FATF）は，
1989年のＧ７アルシュ・サミットにおいて，マネーロンダリン
グ対策の推進を目的に招集された国際的な枠組み。その
後，テロ資金供与対策を扱うこととなり，国際的なマネロン・
テロ資金供与対策の推進を図る。最近では腐敗防止や大
量破壊兵器の拡散防止にかかる金融上の対策についても
一定の役割を果たしている。近年拡大するテロの脅威から
国民生活を安全を守る観点から，本枠組みは国際テロ対策
協力及び国際組織犯罪対策協力の推進に不可欠である。

全体会合に加え，複数のワーキンググループを設置し，①
マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策・拡散金融対
策・腐敗防止などの分野で国際的な基準となるFATF勧告の
策定と実施状況の監視，②新たなマネーロンダリングやテ
ロ資金供与の手法・対策の研究，③問題国・地域に関する
取組及び地域的な対策グループの支援，④FATF勧告の実
施に資するガイダンスノートの策定，⑤各地域グループとの
連携，などの取組を行っている。
現在のメンバーはOECD加盟国を中心とした35か国・地域，
2機関。

0 0 8_6 非該当

789 外務省 11 175
常設仲裁裁判所(PCA)
分担金

我が国は、法の支配を外交の基本方針としており，国際社
会における各種司法制度の積極的な活用を通じた紛争の
平和的解決を重視している。本裁判所は，国際紛争平和的
処理条約に基づき，外交上の手段によっては処理すること
のできない国際紛争を仲裁裁判を通じて解決することを目
的としている。本裁判所分担金の拠出は，100年以上にわた
り国際紛争の平和的解決の促進に重要な役割を担ってきた
本裁判所の活動の基本的財源を確保し，国際社会におけ

PCAは，国家・国際機関及び私人間の紛争を，国際法に基
づき，また，衡平と善を考慮した上で仲裁する。柔軟な紛争
解決を可能とする仲裁裁判所であり，国際紛争の平和的解
決を実現し，国際法の発展に寄与している。また，国連海洋
法条約（ＵＮＣＬＯＳ）や国連国際商取引法委員会（ＵＮＣＩＴＲ
ＡＬ）等における国際紛争の仲裁の事務局として機能してい
る。

0 0 7_b_7 非該当

790 外務省 11 176
アジア・アフリカ法律諮
問委員会(AALCO)分担
金

国際法の分野におけるアジア・アフリカ諸国の意見を収斂
し、国際社会に反映させる役割を担っているＡＡＬＣＯにおい
て，AALCO設立以来の加盟国として，加盟国の義務である
分担金を拠出し，AALCO加盟国間における議論に積極的
に参画し我が国の意見を反映させるとともに，AALCO総会
及び関連会合のアジェンダ設定に関与することによって，国
際法分野において我が国として関心の高いアジェンダを促
進する。

ＡＡＬＣＯは、主に加盟国から委員会に付託される法律問題
を審議し、かつ適当と認められる勧告を加盟国政府に対し
て行うこと等を通じて、ともすれば欧米諸国の意見が主導的
となりがちな、国際法の漸進的発達や関係国際機関におけ
る議論にアジア・アフリカ諸国の意見をバランスよく反映させ
ることに貢献している。具体的な活動としては，年次総会の
他，国際法上の課題に関する各種セミナーやワークショップ
の開催，報告書の出版を行っており，分担金はかかる事業
費及び事務局の運営費に使用される。

0 0 7_b_7 非該当

791 外務省 11 177
国際事実調査委員会（Ｉ
ＨＦＦＣ）拠出金（義務的
拠出金）

国際人道法においては，客観的な立場からその適用を監視
する第三者機関は確立されていないが，重大な違反があっ
たと申し立てられた事実関係を本委員会が調査すること
は，人道法の履行確保に資すると考えられる。本委員会に
我が国が加盟し，義務的拠出金を払うことは，上記に対する
国際的貢献に資すると考える。また，国際人道法の的確な
実施を確保し，武力紛争時においても国際法に乗っ取って
行動する意思を国際社会に明らかにする意味でも有意義で

（１）年次会合（原則年1回開催，本年2017年は2月20日から
ジュネーヴで3日間開催。）
（２）委員会の活動に関する広報活動
　　毎年，数カ国を訪問し，委員会の活動を広報し，締約国
になることを慫慂する。その他，広報活動として，パンフレッ
トを作成したり，セミナーを開催したりしている。
（３）国際人道法に関連した国際会議等への出席

0 0 5_b4_2 3_c4_5 非該当

792 外務省 11 178
アジア・太平洋マネーロ
ンダリング対策グルー
プ（APG)分担金

アジア太平洋マネーロンダリング対策グループは，FATFに
よって設定された国際的な基準・勧告をもとに，アジア太平
洋地域のマネーロンダリング・テロ資金供与対策の推進，対
策が不十分な国・地域に対する技術支援・研修等に取り組
む。近年拡大するテロの脅威から国民生活を安全を守る観
点から，本枠組みは国際テロ対策協力及び国際組織犯罪
対策協力の推進に不可欠である。

FATFによって設定された基準等をもとに，アジア太平洋地
域の各国を対象に相互審査（メンバー同士でマネーロンダリ
ング・テロ資金対策に関する措置・環境についての審査を実
施），情報交換（マネーロンダリング・テロ資金供与の犯罪手
法事例や法制度の現状について情報交換を行う），技術協
力・研修（マネーロンダリング対策後進国の担当者等を集め
るセミナー等）を実施。41か国・地域が参加。

0 0 5_b4_2 非該当

793 外務省 11 179
国際機関職員派遣信
託基金（JPO)拠出金

国際機関に対して，財政的貢献のみならず人的貢献を行う
という観点及び国際機関における日本のプレゼンスを高め
るという観点から，国際機関の日本人職員を増強するた
め，JPO(ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー）派遣制度
により，国際機関職員となるにふさわしい経歴等を有する者
を国際機関に派遣し，勤務経験を積むことにより，国際機関
職員に必要な能力を身につけさせること。

JPO派遣制度は，１９６１（昭和３６）年の国連経済社会理事
会決議第８４９号により設けられた制度であり，現在２０カ国
程度が実施。我が国はこの制度を１９７４（昭和４９）年に導
入し，給与，渡航費用，諸手当，派遣先国際機関での研修
費等を外務省が負担して，将来国際機関で勤務することを
志望する35歳以下の若手日本人を，原則２年間（派遣者の
一部については，派遣者の任期終了後の正規採用の可能
性を高めるために任期を最長３年まで延長）国際機関に派
遣し，勤務経験を積むことにより，将来における国際機関の
正規職員となるために必要な能力を身に付け，ひいては国
際機関に勤務する日本人職員の増強を図っている。

0 0 5_a4_2 非該当

794 外務省 11 180
国際連合薬物犯罪事
務所(ＵＮＯＤＣ)拠出金
（任意拠出金）

グローバル化に伴い国際テロや組織犯罪の脅威が高まる
中，当該分野に対して包括的な対策を講じるマンデートを付
与された唯一の国連機関である国連薬物・犯罪事務所
（UNODC）に対する拠出を通じて，東南アジア諸国やアフガ
ニスタン，中東・北アフリカ・サブサハラ諸国等に対して，国
際テロ対策・国際組織犯罪対策の能力強化支援等を実施
するための拠出を行う。右拠出は，安定した国際環境作り
に貢献するものであり，我が国及び在外邦人の安全確保，
日本企業の活発な海外活動の確保にも資するものである。

国連薬物・犯罪事務所が管理する２つの基金（「国連薬物統
制計画基金」及び「犯罪防止刑事司法基金」）への拠出によ
り，以下の事業を行う。
①アジア太平洋地域：テロ・暴力的過激主義対策，覚醒剤
など合成薬物対策，ケシ違法栽培対策，人身取引対策や腐
敗対策の能力強化のための技術協力等。
②アフガニスタン及び中央アジア，イラン等周辺国：アフガン
産アヘン・ヘロインが密輸される各国の法執行機関に対す
る能力強化支援，薬物乱用防止施策の推進，国境管理能
力強化，ケシ以外の代替作物栽培の促進事業等。
③中東・北アフリカ：イスラム国対策も視野に，各国のテロ防
止の取組支援，国境管理能力強化等。

0 0 8_6 非該当

795 外務省 11 181
平和的利用イニシア
ティブ基金拠出金

国際原子力機関（IAEA）の二大目的は原子力の平和的利
用の促進と核不拡散であるところ，開発途上加盟国に対し，
原子力の平和的利用の促進の一環として，原子力科学技
術の活用に関する技術協力を実施するもの。IAEAの技術協
力活動支援は，途上国の経済・社会の発展に資するだけで
なく，原子力の平和的利用のメリットを届けることにより，途
上国の不拡散や原子力安全の維持・強化へのコミットを促
し，核軍縮・不拡散に関する国際社会の努力を推進する。

平和的利用イニシアティブ（Peaceful Uses Initiative: PUI）
は，2010年ＮＰＴ運用検討会議において，米国が原子力の
平和的利用分野におけるＩＡＥＡ活動を支えるための財源と
して設立を呼びかけたもの。本イニシアティブの下，発電分
野（原子力発電導入基盤整備等）及び保健・医療（がんの放
射線治療等），食糧・農業（放射線照射による品種改良等），
環境，水資源管理（同位体分析によるトレース等）等の非発
電分野における技術協力プロジェクト等を実施。

220,000 220,000 5 一般 - 95 4 - - - - 3_a_1 該当

796 外務省 11 182
日韓学術文化青少年
交流共同事業体拠出
金（任意拠出金）

日韓両国間の学術・文化交流及び青少年交流を促進するこ
とにより、両国国民間の相互理解と信頼関係の醸成を図る
こと、及び両国間の過去の歴史を踏まえつつ、韓国の歴史
及び両国関係の歴史について一層掘り下げた研究を行うた
めの支援を通じ、歴史認識を中心とした相互理解の増進を
図ることを目的としている。

　昭和６３年２月の日韓首脳会談において、両国の人的交
流、特に青少年交流事業を拡大することに合意したのに基
づき、その後２度にわたる日韓外相定期協議を通じて平成
元年５月に「日韓学術文化青少年交流共同事業体」が設立
され、その日本側事務局を（公財）日韓文化交流基金が、韓
国側事務局を（財）韓国学術振興財団（現在は国立国際教
育院が務める）が務め、日韓両国政府が策定する日韓間の
学術文化知的交流事業（次世代を担う日韓の若手研究者
が相手国での滞在研究を行うための支援を行う学術研究者

0 0 5_a4_1_7 非該当

797 外務省 11 183
クメール・ルージュ特別
法廷国際連合信託基
金（任意拠出金）

我が国のカンボジア和平への積極的協力は、我が国が初
めて平和構築に本格的に取り組んだケースであり，積極的
平和主義の原点である。我が国は、本件裁判が和平プロセ
スの総仕上げであることに鑑み、本件裁判の立ち上げ及び
実施のために国際社会において主導的な役割を果たしてき
ている。本件拠出金は、カンボジアにおける正義の達成と同
国の今後の発展にとり不可欠な「法の支配」の強化に資す
るものであり、我が国の積極的平和主義，なかんずく平和
構築分野での貢献を国際社会にアピールすることができ

現在、裁判のプロセスが進展する一方で、資金不足に直面
しており、我が国は裁判目的完遂のため法廷の国際職員の
人件費等の裁判運営経費に係る追加的な支援を行う必要
がある。我が国の国連負担分予算への貢献は、裁判手続き
を本格化させ、元国家元首を含む被告人に対する最高審判
決の発出など内外よりの関心を高めた。また、最大の拠出
国たる我が国は、主要ドナーで構成され法廷運営上の重要
問題につき意思決定がなされる主要ドナーグループ（PDG)
（日、米、仏、豪、英、独等）のメンバーとして主導的な役割

0 0 8_6 非該当

798 外務省 11 184

国際連合開発計画（Ｕ
ＮＤＰ）拠出金（アフリカ
ＰＫＯセンター支援）  
（任意拠出金）

　国連PKOミッションや，アフリカ連合（AU)等地域・準地域機
関主導のミッションが数多く展開しているアフリカにおいて
は，文民・警察・軍人のいずれについても十分かつ専門的
な訓練を受けた平和維持要員が圧倒的に不足している。こ
うした課題に対処するため，アフリカ各国等はＰＫＯ訓練セ
ンター等を設立し，国レベル，地域レベルで平和維持部隊
要員の育成に取り組んでいるが，膨大な訓練ニーズに対
し，既存の施設･設備，訓練コースの内容では十分な訓練，
要員養成が実施できていない状況にある。本事業（拠出金）
は，アフリカ自身の平和維持能力向上支援のため，アフリカ
諸国出身の平和維持要員の訓練にあたるPKO訓練セン
ター等の訓練能力を強化することを目的としている。

　本事業（拠出金）は，アフリカに所在するPKO訓練センター
等の訓練能力を強化するため，訓練施設（講義教室等）の
建設・修復や資材（机，椅子，車両，視聴覚機材等）の供
与，訓練コース開催経費（教材費，講義通訳費，受講生の
旅費・日当等，邦人を含む国際専門家（講師）の招請費用
（旅費・日当）等）等に充てられる。平成２８年度はケニア，エ
ジプト，ガーナ，エチオピア，マリのセンターを支援した。
　訓練の対象は，現場のＰＫＯに派遣される要員の場合もあ
るが，多くは部隊の指揮官や自国で訓練講師を務める者等
も含んでおり，訓練の波及効果も期待できる。

0 0 5_a4_2 非該当

799 外務省 11 185

ジェンダー平等と女性
のためのエンパワーメ
ントのための国連機関
（ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）拠出金
（任意拠出金）

ジェンダー平等と女性のためのエンパワーメントのための国
連機関（ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）の活動への貢献を通じ，我が国の優
先課題であるジェンダー分野における取組のビジビリティを
維持・向上しつつ，以下の目的に資すること。
（１）女性及び女児に対する差別の撤廃
（２）女性のエンパワーメント
（３）ジェンダー平等の達成

ジェンダー平等と女性のためのエンパワーメントのための国
連機関（UN Women）が行っている下記活動等に対する貢献
（１）ジェンダー分野における技術及び資金面での加盟国と
しての支援。
（２）国連システムのジェンダーに関する取組の主導、調整、
促進。
【重点分野】女性の参画の拡大、女性の経済的エンパワー
メント、女性に対する暴力撤廃、平和・安全・人道的対応に
おける女性のリーダーシップ、政
策・予算におけるジェンダーへの配慮、グローバルな規範・
政策・基準の構築。

0 0 8_6 非該当
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800 外務省 11 186
在サハリン韓国人支援
特別基金拠出金（任意
拠出金）

　平成元年度に日本赤十字社・大韓赤十字社間で設立され
た「在サハリン韓国人支援共同事業体」に対し，永住帰国等
の支援経費及び在サハリン「韓国人」の一時帰国のための
経費を拠出し，また，今後の永住帰国支援策の検討・実施
のための協議費用，サハリン残留者支援策の検討のため
の協議費用及び医療相談窓口開設事業費用を拠出するも

在サハリン「韓国人」に永住帰国希望者の渡航・定着を支援
し，一方で一時帰国の支援を行い，併せて永住帰国希望の
在サハリン「韓国人」に対するより適切な支援策の検討・実
施のための調査・協力，サハリン残留者支援策の検討のた
めの実態調査・協議及び医療相談窓口開設事業を行ってい
る。

0 0 8_6 非該当


